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○令和４年７月15日　奄美市議会第２回臨時会を招集した。

○会　期　１日間

○議事日程

月  日 曜 区  分

１　会議録署名議員の指名

２　会期の決定（１日間）

３　議案第58号 上程  説明  質疑  討論  採決

令和４年第２回奄美市議会臨時会 議事日程

日　　　　　　　　　程

7月25日 月 本会議
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〇〇付付議議事事件件はは，，次次ののととおおりりででああるる。。
番号 議案等番号 件　　　　　　名 議決年月日 議決結果 付託委員会

（1） 議案第58号 副市長の選任について R4.7.25 同意 本会議
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（（第第１１日日目目））  





7月25日（臨時会1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 幸 多 拓 磨 君 2 番 弓 削 洋 平 君

4 番 和 田 霜 析 君 5 番 松 山 さ お り 君

6 番 林 山 克 巳 君 7 番 正 野 卓 矢 君

8 番 橋 口 耕 太 郎 君 9 番 栄 ヤ ス エ 君

10 番 大 迫 勝 史 君 11 番 奥 晃 郎 君

12 番 竹 山 耕 平 君 14 番 関 誠 之 君

15 番 﨑 田 信 正 君 16 番 荒 田 幸 司 君

17 番 与 勝 広 君 18 番 西 公 郎 君

19 番 奥 輝 人 君 20 番 伊 東 隆 吉 君

21 番 川 口 幸 義 君 22 番 多 田 義 一 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

3 番 永 田 清 裕 君 13 番 元 野 景 一 君

21 番 川 口 幸 義 君 11 番 奥 晃 郎 君

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 安 田 壮 平 君 3 村 田 達 治 君

58
用 稲 工 巳 君

63
川 畑 義 成 君

4 三 原 裕 樹 君 6 向 井 渉 君

8 國 分 正 大 君 9 永 田 公 洋 君

14 徳 永 恵 三 君 21 山 下 能 久 君

### 竹 元 康 晴 君 37 濱 田 洋 一 郎 君

42 吉 郁 也 君 47 石 神 康 郎 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

島 袋 修 君
71

池 田 忠 徳 君

70 押 川 治 君 74 坂 元 辰 徳 君

市 長 教 育 長

住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長 総 務 課 長

企 画 調 整 課 長 財 政 課 長

市 民 部 長 保 健 福 祉 部 長

農 林 水 産 部 長 建 設 部 長

上 下 水 道 部 長 教 育 部 長

議 会 事 務 局 長
議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

主幹兼議事係長 議 事 係 主 査
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は２０名であります。会議は成立いたし

ました。

　　これから，令和４年第２回臨時会を開会いたします。（午前９時３０分）

　　直ちに本日の会議を開きます。

　　日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。

　�　先般執行されました鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果，指宿市議会議長，下川床　

泉氏が当選いたしました。

　�　また，去る第２回定例会において可決されました，ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるた

めの，２０２３年度政府予算に係る意見書及び義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるため

の，２０２３年度政府予算に係る意見書並びに地方財政の充実・強化に関する意見書の提出につきまし

ては，関係方面に提出いたしましたので，御了承願います。

　　本日の会議はお手元に配付してあります議事日程のとおりであります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。

　本臨時会の会議録署名議員に，正野卓矢君，栄　ヤスエ君，多田義一君の３名を指名いたします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程第２，会期の決定についてを議題といたします。

　�　本臨時会の会期をお手元に配付しました議事日程表のとおり，本日１日とすることに御異議ありませ

んか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，本臨時会の会期は，本日１日とすることに決定いたしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程第３，議案第５８号　副市長の選任についてを議題といたします。

　　市長に提案理由の説明を求めます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市�長（安田壮平君）　おはようございます。議会の皆様，本日は臨時会を開催していただき，誠にありが

とうございます。

　　ただいま上程されました議案第５８号　副市長の選任につきまして，提案理由を御説明いたします。

　�　令和４年３月３１日をもって前副市長の任期が満了したことに伴い，新たに諏訪哲郎氏を副市長とし

て選任いたしたく，地方自治法第１６２条の規定により，議会の同意を求めるものでございます。

　　何とぞ御同意くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。

議長（西　公郎君）　これから，本案に対する質疑に入ります。

　　質疑はありませんか。

４�番（和田霜析君）　皆様，おはようございます。自民党新政会の和田霜析でございます。皆様御存知の

とおり，市長は市民の皆様から直接選挙で選ばれることになります。ただし，副市長の選任は市長が推

選し，我々市議会において適正な方かどうかを評価し，判断しなければなりません。このことは，市長

と同じく市民の皆様から直接選挙で選ばれました我々市議会議員が市民の皆様からの負託を受けて，一

人一人が責任を持って判断することであります。

　�　それでは質疑に入ります。県職員からの選任にあたって，以前より県とのパイプを太くし，稼ぐ力を

強くしたい，経験豊富な県職員を登用したいと市長は言っておりましたが，奄美群島広域事務組合の役

割であるとか，大島支庁の体制であるとか，情報化であるとか県との関係性も格段に進んできた今の時
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代にあって，県とのパイプを強くすることとは，具体的にどういうことを望んでいるのか，まず１点お

聞きします。

　　続きまして，２点目として，県から登用するメリットはいかなるものかをお聞きしたいと思います。

　�　３点目として，県職員を副市長にすることに期待することは何か，具体的にお聞きしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

市�長（安田壮平君）　和田議員より御質疑を頂きましたので，お答えをさせていただきます。三つほどあっ

たかと思います。ちょっと順番が前後するかもしれませんけれども，お答えをさせていただきます。

　�　まず，県からの人事で期待するところは何かということでありますけれども，提案をさせていただい

た諏訪さんはですね，行政職員としての２６年以上の経験があり，また地域の課題であったり，あるい

はまた実情の把握にもですね，やはりその行政職員としての経験を生かして，しっかり取り組んでいた

だき，またその点に関しては十分に長けているものというふうに思います。その上で，やはり県と市の

連携を強力に推進したいという思いがございまして，特に県とは予算面，あるいはまた人材面，そして

情報や知恵などの面でですね，日頃からやりとりをして，これまでもやりとりを続けてまいりましたけ

れども，副市長というすごく重要な立場に人材を登用させていただくということでですね，より情報や

知恵の面でですね，さらに大きな力になっていただけるのではないかなというふうに感じております。

　�　そしてまた，奄美群島広域事務組合とか，あるいはまた大島支庁との関係性でありますけれども，や

はり県庁本庁と大島支庁との役割はいろいろ違いがあって，例えば，大島支庁は窓口機能がメインで，

政策立案をするというのはですね，そういった機能は限られているというふうにも認識をしております

けれども，是非そのことも含めて，やはり県庁本庁，あるいは大島支庁との連携，つなぎをよくしてい

きたいということを思っております。大島支庁に関しては，とりわけ立場，役割は奄美市役所とは違い

ますけれども，同じ地域の一員として，あるいは時には仕事のパートナーとしてですね，更に連携を深

めたい。そしてそれも行政だけではなくて，市議会やあるいは市民，民間の皆様との関係性を向上させ

ていく，その推進力にも，この諏訪さんはなっていただけるのではないかなというふうにも思っており

ます。

　�　メリット，そうですね，副市長を外から，あるいは地元からという，いろいろな観点，考え方あろう

とは思います。副市長を地元からという大事な価値については，私自身も十分認識をしているところで

はございます。そこで，私に与えられた任期４年間の中でですね，安定した市政運営を行いながら，私

自身の目指すよりよい成果を上げていくために，地元のことは私や総務部長，各部長をはじめ，全職員

で補いながら，新しい副市長には県庁や，あるいは私たちとは異なった分野での人的ネットワーク，情

報ネットワークなどをいかして，更にですね，また新しい工夫，アイデア，提案なども頂きながら職務

に邁進していただきたいと考えています。その点がメリットではないかなというふうに考える次第であ

ります。

４�番（和田霜析君）　安田市長，ありがとうございます。よく理解できました。今までの大島支庁とかと

の関係が，窓口機能的なものが多かったと。ただし，今回県職員の諏訪さんを登用することで，政策面

でも活用していきたいと。そこがちょっと県とはできなかったという理解でよろしいでしょうか。

市�長（安田壮平君）　大島支庁の内部事情について，私は全て精通しているわけではないんですけれども，

一般的に言ってですね，窓口機能が主な役割であり，もちろん大島支庁の中でいろいろな予算の配分で

あったり，事業の決定だったり，あるとは思うんですけれども，主な政策決定機関は本庁のほうにある

というふうに捉えております。その中で，私も議員時代含めて，いろいろ大島支庁のほうに相談に行っ

たり，あるいはまた市民，民間の方々，あるいは議員の皆様もですね，いろいろ相談に行ったり，要請

要望に行ったりする機会というのがあろうかと思いますけれども，そこに対する迅速な対応であった

− 7 −
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り，より丁寧な対応であったり，そういったところをですね，やはり同じ行政機関として行政サービス

の向上を更に目指して一緒に取り組んでいきたい。それについて諏訪さんにおいてはですね，よいつな

ぎ役になっていただけるんじゃないかなというところを期待するものでございます。

４�番（和田霜析君）　安田市長，ありがとうございます。よく理解できました。それでは，私の質疑を終

わらせていただきます。

議長（西　公郎君）　他に質疑はありませんか。

１�２番（竹山耕平君）　おはようございます。自民党新政会の竹山耕平でございます。それでは，早速で

はございますけど，総括質疑をさせていただきます。

　�　先ほども和田議員が申しておりましたが，前回の結果に至るまではですね，あまりにも時間的に余裕

がなく，その方のお人柄，そして市政に対するお考え，そういったことも含めて，理解も納得に至らな

かったということでございます。前回から今日までのこの間に，奄美の中からまた，安田市長，今なぜ

県から，県の職員なのか，人事交流なのか，含めてですね，今お話になりましたが，やはり私どものこ

の間にもですね，やはり地元の適任者がいないのかと，やはり副市長というパイプはですね，副市長と

いう職責，重責は，やはり今市長が外向きには副市長に大いに頑張って期待していると，しかし内情，

内政については市長，そして総務部長が頑張るというふうなお話もありましたが，やはり副市長という

職責は，その部分を重く受けている，そういったところも強いと思います。そういった中からですね，

やはり地域の方々や地域の実情を分かっている方が，やはり地元の適任者はいないのかという声も多く

聞かれたところではございますが，やはり私も今のお話を，市長のお話も聞いてですね，奄美出身者の

中から選定し，その推選をするということもあるのかなというふうなお考えが，この間になかったのか

なと思いはします。しかし，一方では市長は最初からしっかりとですね，やはり信念を持って，このよ

うな奄美市をマニフェストの中から，また市長選挙のときからしっかりと訴えて，思いで，この奄美市

を将来的に未来の奄美をどのような形を持っていくのか。そのために今回の人事案件が必要なんだとい

うふうに，少し今の理解はしたところであります。更には，やっぱり市長の考えがぶれてはいけないと

いうこともあるとは思いますが，多くの方々，やはり支援者もいらっしゃると思いますが，そういった

中で，市長の相談，難しかったのか，またそういうお考えがなかったのか，今県の職員という形でお話

を聞いたので，なぜ奄美出身者の方でそういう適任者というお考えに至らなかったのか，そういった部

分をですね，やはり我々が判断をするためにですね，しっかりと特に市民の皆さんからの意見もありま

したので，お答えいただきたいと思います。これが１点目。

　�　２点目に，次に任期についてお伺いをいたします。前回の答弁では，法令上４年，しかしそれ以外と

いうことも示されてはおりますが，やはり４年が通常だと考えております。前回の答弁では４年なのか

２年なのか，はっきりそこがですね，示されていないと，私は理解をしています。そのようなことから，

またですね，任期というのはですね，４年なのか２年なのか含めて，結果を出すためにはある程度の期

間をしっかりと確保して，担保をして，この能力，そして期待を発揮するものでなければならないと思っ

ています。また，結果を出さなければ意味がないというふうに，新たなことにチャレンジするんであれ

ば，そこまで求められると思いますので，この任期については，はっきりとまた答弁を求めたいと思い

ます。

　�　３点目の，市長が副市長に望むことということもありましたが，やはり何をさせていきたいのか，ど

の分野に対してしっかりと，この奄美の将来，未来含めて，どの分野で力をしっかりと発揮させていた

だきたい，今，プロフィール読みましたが，あらゆる県庁のほうでもですね，あらゆる部署を回ってお

りまして，しかも５１歳という若さで課長職につくというものは，やはりしっかりとした能力の持ち主

だというふうには考えています。しかし，市長がこの副市長という人格，能力を含めて，何に力を入れて，
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本当にこの１点，この２点，含めてですね，何にということをですね，そして何を目標，目的，達成含

めてですね，今の考えでいいので，やはり先のことはどうなるか分かりませんから，今の市長の思いを

ですね，聞かせていただきたいと思います。

　　この３点について，答弁をお願いいたします。

市長（安田壮平君）　竹山議員より質疑を頂きました。それでは，お答えをさせていただきます。

　�　まず，１点目のことなんですけれども，地元からの選出はというようなことでありますけれども，

ちょっとここで改めて自分の考えを整理したものをお伝えしたいと思います。冒頭でもおっしゃってい

ただいたように，前回は３０数年ぶりの外部からの副市長人事の提案をさせていただきまして，私自身

の説明不足など，反省すべき点が多々あったことと存じております。今回，議会各会派との対話を強化

させていただきながら，御理解を頂けるように取り組んできた次第であります。今回，県からの副市長

人事を上程するにあたり，自分自身の考えをもう一度整理しましたところ，その中でですね，整理の中

で県から副市長をという考えについては，県内外の首長経験者から頂いた，そういうアドバイスを頂い

たことも事実としてありまして，これまでの伝統や経験を大事にしながらも，これからの奄美市を築い

ていく上でとても大事な考え方ではないかと，私自身納得し，参考にしたという経緯があります。

　�　その上でですね，地元からという考えももちろんあったわけでありますけれども，先ほど申し上げた

とおり，まずは地元のことについては，地元のその詳しいこと，地元ならではのことについては，私や

部長，各部長はじめですね，全職員で補いながらですね，やっぱりそこはしっかりと少しずつ地元に溶

け込んでいく，馴染んでいく，その努力をですね，やっていただきたい，あるいは一緒にやっていきた

いというふうに思っております。

　�　議会の皆様からもですね，地域を歩き，集落を歩くようにというような助言も以前頂きました。私も

是非一緒に地域の行事に参加をしたり，あるいは昨日から始まりました市民とのふれあい対話などにも

同行してもらったりして，住民の生の声を数多く聞くという機会を持っていただき，地域に溶け込む努

力をですね，ともにやっていきたいというふうに思っております。その上で，しっかりですね，私の，

市長の補佐役，あるいは職務の代行，代理者として，そしてまた内部のマネジメントもですね，しっか

りやっていただきたい，あるいは一緒に力を尽くしてやっていきたいというふうに思っております。

　�　続いて，任期についてでありますけれども，これも確かに前回はですね，少しあいまいな言い方をし

ていたかと思います。この点に関しても，今回上程するにあたり，県とのほうとですね，しっかり協議

をさせていただいています。その中で，地方自治法上，副市長の，副首長の任期は４年であります。今

回のこの人事案件においても４年の任期を前提と考えています。一方，今回提案している諏訪哲郎氏は

県からの派遣職員であり，県からはこれまで各市町村に派遣した副首長の派遣実績については，２年ま

たは３年が多いということは伺っております。しかしながら，私としては４年間の任期を全うしていた

だきたいと考えておりますし，今後とも引き続き県とですね，協議をしてまいりたいと考えております。

　�　最後になりますけれども，どの分野でということでありました。先ほども一応申し上げたところであ

りますけれども，私が今回の県からの人の推選にあたってもですね，前回同様，離島勤務経験があり，

そして内部マネジメントもしっかりできて，そして経済産業分野に強い方をお願いしますということで

知事にお願いをさせていただきました。その点を踏まえてですね，その内部マネジメントの面において

は，特に職員との対話をしっかりとしていただき，特に研修の更なる充実など，人材育成をですね，積

極的に行っていただきたいということを期待しております。また，副市長の重要な役割としては，入札，

人事，採用など，多岐に渡りますけど，是非その点に関しては外からの公平・公正なフラットな目で行っ

ていただきたいというふうに思っております。

　�　また，前回述べたことの重複になりますけれども，是非鹿児島県ともですね，強い連携をつくってい

きたい。今年，来年，奄美にとっては重要な節目を迎えるわけであります。日本復帰７０周年，奄振法

の改正延長，そして世界自然遺産をどのように活用していくか，また鹿児島国体，どのように盛り上げ
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ていくかなど，県とのつながり，関わり，多く見られる状況になっていくと思いますので，連携を強く

してまいりたいと思いますし，また，度々になりますが，県の施策展開にもあります稼ぐ力の向上に関

してはですね，今，奄美にとってももちろん大事な課題であると認識しておりまして，目下の課題とし

てはもちろんコロナ対策もありますけれども，私自身，この稼ぐ地域づくりに更に力を入れて取り組ん

でまいりたいと思っております。

　�　今，奄美市の抱える課題としては，中心市街地活性化やマリンタウンの開発など，従来からの課題と

ともに足元においてはコロナ禍，そして物価高，燃油高などによる家計，企業への疲弊感，様々な影響，

あります。これをどのように立て直していくか，どのように対応していくかという喫緊の重要な課題が

あります。これを含めて経済産業の活性化，強い経済をつくるということに，本気で取り組んでまいり

たいと思っておりますし，それについてまさに適材の人材が諏訪さんであるというふうに確信をしてお

ります。商工労働部，環境生活部，交通政策課などの経歴があり，奄美が抱える現在の様々な課題につ

いて対応できるというふうに考えております。特に，その中でも交通政策課での勤務が長く，航空航路，

あるいはまたバスなどの公共交通ですね，非常に強みを持っている，長年の経験を蓄積されている方で

ありますので，その点をいかしていただいて，更に奄美のですね，交通の利便性を高め，交流人口，あ

るいは定住人口増加含めてですね，経済の活性化，ともに取り組んでまいりたいと思っております。

　　以上です。よろしくお願いいたします。

１�２番（竹山耕平君）　市長，ありがとうございました。今，３点お聞きしました。市民の多くの皆さん

からですね，やはりなぜこれまでの前例じゃないですけど，これまで同様に島の方がやはり知恵も経験

も，そして奄美のことをしっかりと，地域のことをよく知っている。そういった方をやはり適任者とし

て選んでほしい，ほしかったという声も多くあったんですよね。そういったところから，なぜ３０数年

ぶりということでありましたが，３０数年前はですね，今とちょっと事情が違う，本当に復興に向けた

土台づくりを，礎を築き上げるための副市長だったのかなというふうに思います。

　�　今回の今市長のお話を聞いていますと，やはりこれからの未来の奄美のために必要な人材だと，それ

の適任者として大きく期待すると。共に歩み，そして地域と溶け込む。その中で一つ気になったのは，

総務部長がですね，仕事量が増えるなというふうな思いはありますけど，やはりそこは市の職員の皆さ

んからもですね，いろんな前副市長の東　美佐夫さんもですね，その部分を大いに大きく担ってきた方

でした。市長のほうにもいろいろと御助言とか，１２月就任以降ですね，されていたと思います。そう

いったことを含めてですね，やはり副市長という仕事が，やはり何を望むのか，何をするのが副市長と

いう仕事なのかというのは，この際，自分の思いもありますけど，今，市長の思いを聞きましたので，

あとはまず判断をさせていただきたいなというふうに思いますので。あと，任期については，４年とはっ

きり申し上げましたので，２年なのか，２年というか，会計年度を含めるとどういう任期になるのかと

いうのも，やはり少し興味があったところでしたが，やはりこの４年間，市長就任されてこの４年間の

任期を一緒に，ともに推進すると，奄美市推進をするというお考えということなので理解しました。あ

りがとうございます。

　�　そういった点につきまして，総括をですね，終わらせていただきたいと思いますが，しっかりとした

市長の思いを，今の思いをですね，忘れないように，副市長とともにですね，副市長も一緒になって頑

張ってほしいと思います。

議長（西　公郎君）　他に質疑はありませんか。

１�５番（﨑田信正君）　おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。議案第５８号，副市長の選任

についての質疑になります。この間，永田議員，竹山議員からも質疑がありましたので，副市長選任の

質疑ですから，どうしても同じような内容になるわけですけれども，私も若干ちょっとニュアンスが違
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うので，改めて質問をさせていただきたいと思います。前回の副市長の選任にあたって，副市長の役割

については，前回もここで述べました。議員からも今ありましたように，地元をよく知った人との質疑

もありましたけれども，今回も県の職員を副市長に提案すると，その理由は何かというのは，今答弁い

ただきましたけれども，ただ一つ，気になるのは，前回の方はですね，提案された方と，当然経歴も人

柄も違っているわけですが，特に前回の方は反対はゼロだったんですね，賛成は少数だけど，反対する

人はいなかった。だけれども，今回提案されているのは，その方とは違うということで，こうなればで

すね，その人に期待することというよりは，何とか県から県の職員を副市長に持ってきたいという思い

のほうが強かったのかなという思いもするわけですけれども，今回期待すること，前回の人と違う面も

あるかと思いますけれども，前回の人に対して期待したことと，今回の副市長候補になられる方に期待

するというのが，どこがどう違ってくるのか。先ほど説明がありましたけれども，もう一度明確に説明

していただければと思います。

　�　さらに，副市長の任期については，今，４年間ということがありましたので，これはそれでして，き

ちんとやっていただきたいと思います。

　�　３点目ですけれども，前回市長の説明では提案理由を三つ上げられております。その中で真っ先に県

とのパイプを太くしたいということを真っ先に述べられたわけでありますけれども，私は県政というの

は，鹿児島県４３の市町村あります。全てに対して公平・公正な行政が求められるものと思います。そ

の中で，わざわざ県とのパイプを太くと言われた意味について，是非御説明をいただきたいと思います。

いろんな県の課題については，優先課題とかありますけれども，それ，優先課題に従ってですね，必然

と協議も何回も重ねるということは，当然出てくるわけですけれども，それを県との太いパイプがあっ

たからできたとかいう問題ではないんじゃないかなという思いがいたします。そういった意味でなぜ県

との太いパイプと，この言葉を使わないほうがいいんじゃないかというのが私の思いですので，御説明

をお願いしたいと思います。以上です。

市長（安田壮平君）　それでは，﨑田議員の質疑にお答えをさせていただきます。

　�　２点ですね，大きく２点あったかと思いますけれども，まず１点目のほうで，前回の方とですね，経

歴や人柄も違うのではないかということでありました。私自身は先ほど和田議員，竹山議員の質疑の中

でも答えたとおり，県から派遣していただくメリットですね，期待するものということをお答えもさせ

ていただいたんですけれども，その中でも申し上げましたが，私自身は県のほうにですね，知事のほう

に具体的な人物像としてお願いしたのは，前回と変わっておりません。県が今回，前回とは異なる方を

推薦をしていただいたというのは，あくまでも県の調整というか，県内部での事情であるというふうに

認識をしておりまして，ただ，期待するもの，そしてそれに応える能力というのはですね，十分に備わっ

ている方だというふうに思っております。

　�　確かに歩んで来られた経歴は違いますので，やっぱり専門性であったり，強みは異なるとは思うんで

すけれども，今回の提案させていただいた諏訪さんはですね，本当に経済産業だけでなく，環境関係で

すね，であったり，あるいはまた全体的に政策を見るような，知事公室というところでですね，総合的

に政策を見るような，そういう立場にも立たれたりされていますので，よりまた諏訪さんならではのお

力を発揮していただいて，内部のマネジメントはじめ，そしてまた稼ぐ力の増進というものをですね，

十分にともに達成していけるものというふうに考えています。

　�　あと２点目になりますけれども，県とのパイプについてでありますけれども，確かにちょっと表現が

ですね，捉え方によっては何かそういうマイナスイメージを抱かせるような，そういう文言であったか

もしれません。でも言い換えるならば，やはり県と市との連携を強力に推進したいということでありま

す。これもあと繰り返しになりますけれども，今県のほうから予算，事業の面でですね，いろいろとお

力添えを頂いたり，人材を派遣していただいたり，市役所からも派遣させていただいていますが，そし

てまた，情報や知恵などを共有をさせていただいています。何かあれば市のほうにですね，指導を仰い
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だり，あるいは助言を頂いたりというような関係，対等ではありますけれども，そういった関係で運営

をされてきています。その中で，﨑田議員がおっしゃるとおり，県の県政運営というのも中立公正，中

立公平，県内４３市町村に対してですね，そうあるべきだし，実際にそうであるというふうに思ってお

りますけれども，その中で，まずは副市長という重要な役職に県から職員を登用させていただくことで，

やはりその情報面，あるいは知恵の面ですね，でですね，本当によりよい連携を達成できるんじゃない

かなと思います。情報や知恵に関しては，これはいくら使ってもですね，やっぱりお互いにどんどん共

有していける，シェアしていけるものでありますので，より多面的，多様な情報や知恵というものも収

集・活用におおいに，この連携の強化というものを発揮できるんじゃないかと考えております。

　�　そしてまた，先ほど申し上げましたけれども，県庁本庁や大島支庁との連携，つなぎを今までよりも

また更に良くしていきたいというような思いもあって，この県・市連携を強力に進めていくという思い

でありますので，どうか御理解のほどお願いいたします。

議長（西　公郎君）　他に質疑はありませんか。

１�４番（関　誠之君）　おはようございます。私は立憲民主党の関　誠之でございます。よろしくお願い

いたします。

　　早速，議案第５８号　副市長の選任について質疑をいたします。

　�　まず最初に，市長として副市長は市長にとってどのような存在だとお考えになっているのかというの

が１点。

　�　二つ目は，先ほど市長の答弁もありましたけれども，職員との対話，人材育成ということも大事なこ

とでありますが，そういう中で，市長は副市長に対して職員との関わり方，また職員の意識改革につい

て，具体的に今申し上げました職員との対話，人材育成等についてですね，どのような手段でやってい

けというふうな話し合いをしているのか，是非お聞かせをいただきたいと思います。以上です。

市長（安田壮平君）　それでは関議員の質疑にお答えをさせていただきます。

　�　まず最初に１点目，副市長の存在というものについてでありますけれども，これも繰り返しになるか

と思いますけれども，まずは私自身もですね，市政運営や政策立案などについてしっかりと補佐をし，

そしてまた職務の内容などによっては，あるいはまたその時々の臨時的な対応を含めて職務の代行代理

をしていただくことになります。一言でいえば，本当に大事な右腕であり，相談相手であり，しっかり

と市政を前に進めていくための強力なパートナーであるというふうに思っております。是非，内部マネ

ジメント，そしてまた稼ぐ地域づくりですね，この市政運営とそして政策の推進と，両方の面で大いに

力を発揮していただきたいと思っております。

　�　続いて，職員との関わり方という部分でありますけれども，人材育成，あるいは意識改革などのよう

な言葉もありましたけれども，まずは是非これまでのやり方をしっかりと参考にさせていただく。これ

までどのようなですね，そういう研修であったり，人材育成というのをやってきたかというのを，まず

はしっかりと踏まえた上で，是非諏訪さんが持っている様々な，県庁を中心とする様々なネットワーク

から，より有益な情報，知恵を引き出していただいて，それを奄美市に合うかどうかも含めてですね，

そこはまた人事担当，研修担当ともしっかりすり合わせ，議論をして，新卒新入職員から若手，そして

中堅，また管理職とですね，それぞれに応じた様々な研修であったり，人材育成などにですね，積極的

に取り組んでいただきたい。また，私自身も積極的に関わっていきたいというふうに思っております。

以上です。

１�４番（関　誠之君）　御答弁ありがとうございました。今市長が申し上げましたとおりね，一心同体な

んですよ。そういう意味からはしっかりとこの副市長の考え方と，市長の方向性，これが一致をしなけ
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れば副市長としての任務がなかなか果たせないんではないかというふうに思っておりますので，今答弁

にありましたとおり，これまでのやり方を参考にするのは大変重要なことではありますけれども，せっ

かく県から幅広い知識を持った，見識を持った方が今提案されておりますので，そういう中で，しっか

りとその方を生かしてですね，有益な，奄美にとって有益な施策をしっかりと作っていただくというこ

とと，一番大事なことは，それを下支えするのは職員でありますから，その職員としっかりと日常の会

話を含めてですね，意思疎通をしながら政策の立案に，本当に心から一緒になってできるような体制を

作っていくというのが副市長の役目だというふうに思っておりますので，この今申し上げた点につい

て，市長の見解があればお聞かせをいただきたいと思います。

市�長（安田壮平君）　関議員がおっしゃる点については，そのとおりだというふうに思いますし，私も重々

承知をしているところです。この方をですね，この人材をしっかりと活用して，様々な効果を，様々な

成果を出していただけるようにですね，一緒になって取り組んでいきたいと思いますし，そのためにも

職員との意思疎通，コミュニケーション，日頃のコミュニケーション，信頼関係づくり，大事だという

ふうに思います。それは私自身も取り組んでいるところであり，まだまだ足りないところでもあります

けれども，是非そこも一緒になって取り組んでまいります。どうか御理解をお願いいたします。

１�４番（関　誠之君）　ありがとうございます。是非そういう思いでですね，副市長とはお付き合いをし

ていただきたいというふうに思います。

　�　最後になりますけれども，これ同意案件でありますから，市長が提案をして，市長の任命権でやるわ

けですからね。もしこの副市長が我々の思いと違ったようなことがあったとしたら，これは任命権者で

ある市長の責任だと私は思っておりますので，そういう中でそのようなことがないようにですね，しっ

かりと先ほども申し上げたとおり，市長と副市長は一心同体でなければいい政策は作れません。それを

支えていくのは職員でありますから，もちろん市民の政策的な意見はしっかりと聞きながらということ

では前提がありますが，そのようなことでしっかりとやっていただきたいということを申し上げて終わ

ります。

議長（西　公郎君）　他に。

市�長（安田壮平君）　ありがとうございます。叱咤激励だというふうに受け止めております。その中で，

本当におっしゃるとおり，私の任命権，私の全責任の下に推選をさせていただき，議会の同意を求めさ

せていただいているものでありますので，私自身が全責任を持ってですね，この諏訪さんを副市長に登

用していただいて，一緒になってよりよい奄美市をつくっていく。議会の皆様のですね，考えと，もち

ろん様々な意見とか，対話はあると思いますけども，しっかりと奄美市を発展させていく，その点につ

いてはぶれることなく，迷うことなく，ともに進んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

議長（西　公郎君）　他に。

２�０番（伊東隆吉君）　おはようございます。自民党新政会の伊東隆吉です。少し質疑をさせていただき

ます。

　�　まず，質疑の前に今回のこの人事案件でございますが，３月議会の２５日にも安田市長が提案された

県からのなんとかさんが，提案されました。それに関しては，結果的には否決に至りましたが，その内

容の中で，なぜ否決になったかというのが，翌日，いろんな形の流れで市民に広がったようでございま

す。その中の一つに，これは合っているか合っていないか分かりませんが，否決されたであろうという

人物の氏名が書かれたものが流れたという，これあくまでうわさですけれども，そういうものがある。
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私は今回，この電子採決，これが始まるにあたって，押さない場合には否決とみなすという，こういう

悩ましい決定権の中においてのものでありますので，先ほど質疑に立たれた﨑田議員も言われたよう

に，個人的なことに関しては否決ということは誰もないんです。その翌日の説明の中で，安田市長がおっ

しゃってました。あくまでも説明不足だということです。それは我々議員の中においても，その説明

が非常に足らなかったんじゃないかと。もしくは，若き市長としての意気込み，副市長にかける思い，

そういうのを含めてのトータル的な説明が足らなかった，こういうふうに私個人は認識しております。

よって，そういうことを含めて，また地元新聞等において，議員の資質を問うという，ひろばのほうに

投函されたことも，皆様御存知でしょう。これは意見の相違，考え方の相違，いろいろあります。議会

においての相違，そういうのを含めながらじっくりと熟慮したものが投函されるんであれば，私も個人

的にはなるほどと理解も示したでしょう。しかし，一方的通行，一方通行の中において，我々がそれに

対して言う暇もない。そういう場もないということがあったことに対して，そしてそういう中，なぜ起

こったか，なぜ投函されたかというのは，市長選挙においてのしがらみがあるんじゃなかろうかと，こ

ういうこともあったように気がします。それはあくまでないよと，そういうことで議会はやるんじゃな

いんだよということを，私は個人的にそう思っておりますので，それを一言，冒頭申し述べたいと思い

ますので，安田市長においては御理解のほどをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

　�　そういうことで，皆さんも聞かれましたけど，御本人，市長自体のやる気ということで，確認の意味

でお尋ねいたします。人事案件，これ２度目でございます。今回の諏訪さんに関して，先ほどから聞い

ておりますと，あくまで県に委ねるようなイメージにも聞こえます。私としては，本当に説明不足とい

うことが言われました。そうであれば，当初の人を再度持って来てもいいんじゃないかと，これは今言っ

たように，当初の最初の人に反対したわけじゃないんです。そういう意気込みはなかったのか。やはり

我々４万１，０００のあなたは親分なんです。そういう意味で，これから，私はこういうことをやるた

めにはこういうことをしたいという，やはり考え方を曲げない，そういう意味を県と折衝してもよかっ

たんじゃないかと，個人的には思いますけれども，先ほどの答弁の中におきましては，県のほうからの

ものというようなふうに聞こえるし，それを納得したというふうにも聞こえますので，そこのところ，

本意のほどを再度強くお伺いしたいと思います。

　�　それからもう一つは，県とのパイプということでありますけれども，これはあくまで人材育成という

ことは，これまで人材は育成はされていると私は思います。６００名近い人間が，そういうスタッフが

この奄美市には頑張っておるんです。そういう中から，それぞれの部課長，担当課において一生懸命鋭

意努力し，市民の幸せと幸福を願って頑張っていると，我々議会，私も議会歴２２年です。そういう流

れでこれまで名瀬市からのずっと流れを見て，本市における職員の資質はかなり向上している，やる気

もあるというふうに個人的には考えているところでありますので，それにあわせて，県からやはりそれ

をもっと重複する意味でもっていくつもりなのか，そういうことがあるんじゃなかろうかと思います

が，あくまで，パイプということは，これは言いませんが，大島支庁と県との向上をさせるためという

ことも先ほど述べられました。この辺のことの本意のことをですね，しっかりと。

　�　そして，最後にこれに絡めてなぜ聞きたいか。副市長の職というのはですね，４年間，それは自治法

で決められています。今さっきちょっと気になったのは，一般的にその４３市町村の中では２年で帰っ

て来ることがあると，そういうのがそれは２年でいいのかと，逆に聞きたくなりますので，そういうこ

とは絶対考えてほしくない。だから，あくまで市長として４年はしっかりとしてもらう，１期。下手す

れば２期もあるかもしれん。そういうことを望んでこの人事案件にお願いしたい。なおかつこの副市長

というのは，一旦出向するにしろ，恐らく県職は辞めるんです。辞めるんです。辞めて出向という形に

なる，その辺が詳しく分かりませんが，過去においてもいろいろあります。沖永良部の方にも行ってい

ます。いろいろあります。これは本当２年で帰るということは，元職に戻るということです。こういう

ことを絡めながら，この人の人生のことも考えなければいけない。私は副市長というのは，議会で選ば
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れる，これは特別職なんです。いわゆる何を言いたいか。政治家なんです。政治家なんです。なぜか。

もし安田市長が調子が悪い，体調を崩した，お休みになることがあるとすれば，副市長が代理権を持っ

て職務執行を行わなければいけないんですよ。そういうことだから，この人事案件の大事さというのは，

簡単に人事交流みたいな考え方ではいけないんじゃないかというのは思う一人でもあるので，そこのと

ころのその思いをですね，やはりしっかりとされていただきたいと思っております。以上のことを申し

上げたんですけども，市長としての思いと，思いというか，本当の考え方，なぜこの県からでなければ

いけないかということをね，簡略でいいですから，私が今問うたその分にお答えいただきたいと思いま

す。お願いいたします。ありがとうございます。

市長（安田壮平君）　それでは，伊東議員の質疑にお答えをさせていただきます。

　�　大きく２点ほどあったかと思います。まず，前回提案させていただいた方をというようなお話でした

けれども，私自身はですね，その点についても改めて知事とですね，話をする際に，そういう話も申し

上げさせていただきました。ただ，やはりそこを最終的にどなたを推薦するのかというのは，やはり県

の県全体の人事などにも関わることでありますので，そこについてはですね，やはり希望どおりになら

ない可能性もあるというようなこともですね，割と早い段階で聞いてはおりました。それでも，全く遜

色のない，同じ力のある方を推薦しますからということでですね，お話を頂いておりますので，そこに

ついては，私自身は全く不安などは感じておりません。しっかりと仕事をしていただける方を推薦して

いただいたものというふうに思っております。その後も何度もですね，この諏訪さんとはいろいろコ

ミュニケーションを深めさせていただいておりますけれども，人柄，能力，そして経歴，いずれをとっ

ても申し分のない方だというふうに思いましたので，今回，上程をさせていただいております。

　�　続いてですけれども，確かに副市長は政治家だという観点もあります。その４年という任期を全うし

ていただきたいという点に関しては，諏訪さん本人にもですね，確認を取っております。最終的に決

めるのはやはり県ではあるんですけれども，県ともしっかり協議を続けていく，節目のごとにですね，

協議を続けていく。私も最初の段階で４年でお願いしますということは伝えてありますので，知事にも

伝えてありますので，そこは是非とも実現していきたいと思いますし，実現できることだというふうに

思っております。その上で，副市長は特別職，政治家であるということ。やっぱりですね，本当に一緒

になって市民の方々に向けても，あるいは議会の方々に向けても，そして庁内に向けてもですね，やっ

ぱりそういう特定の立場に縛られずに，本当に自由にですね，動いていく，声を聞いていく，そして判

断をしていく，そういう役割が求められると思います。もちろん，諏訪さん本人も，そういう副首長と

いう立場に，同意を頂いた場合ですけれども，なるのは初めての経験ですので，最初は慣れないことも

多々あろうかと思います。でも，県庁には本庁にも，あるいは今現役でですね，各市町村に副首長とし

て仕事をしている方々もたくさんおられるわけで，そことのやり取り，ネットワーク，情報交換はこま

めにやっていただける方だと，そういうことをやっていきたいと，本人もおっしゃっていますし，それ

でやはり諏訪さんなりの，そして奄美市なりの副市長という理想像にですね，向けて取り組んでいただ

ける方だというふうに思っています。そこは私自身も責任を持って，一緒に奄美を，奄美市を発展させ

ていくということをですね，責任を持ってお誓い申し上げますし，必ずその努力は怠らない。休みなく

ですね，本当に鹿児島のほうでも，このような桜島の噴火があって，特別職というのはやっぱり自分の

時間に縛られずに，何かあればすぐに出動しないといけないということでありますけれども，本当に年

中無休でですね，２４時間３６５日地域のことを考え，地域のために取り組む，その思いを共有して頑

張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

２�０番（伊東隆吉君）　はい，どうもありがとうございます。特段質疑はありません。私としては，さっ

きの質疑で質問いたしましたように，副市長というのは政治家なんだと。そして，市長の何かあったと

きの代行じゃなくて代理なんだと，権限があるんだと。こういうことをもって政治家と一緒ということ
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をね，そしてその６００名の職員のことも考えなければいけない。なおかつ市民のことも考えなくちゃ

いけない。こういう思いをもってそういうのをお互いに植え付けて，任命されたら頑張ってもらいたい

ということを期待して，私は終わります。

議長（西　公郎君）　他に質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　�　先ほど市長の発言で不適切な言質がありましたので，議長において議事録を確認し，取り消しを行い

ます。

　　お諮りいたします。

　　他に質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　本案は，委員会付託を省略したいと思います。

　　これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，本案は委員会付託を省略いたします。

　　これから，討論に入ります。

　　討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　暫時休憩し，１０時４５分再開いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１０時３２分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１０時４５分）

　　これから，討論に入ります。

　　討論はありませんか。

４番（和田霜析君）　おはようございます。自民党新政会の和田霜析でございます。

　�　今回は賛成の立場としてといいますか，前回と違うことをきちんと議会人としてお伝えしなくてはな

らないと思い，討論させていただきます。

　�　前回，市長が私どもに副市長案件をされたのは，約１週間前でありました。その後，私の経緯を言い

ますと，私は次の日から研修が入っておりまして，出張に出ており，市長と会うことができず，電話で

話しただけであります。次に市長とお会いしたのは議会当日。当日でもあり，本人とお会いしたのは全

員協議会，その場でありました。その場で判断することが難しく，午前中では終わるところを昼までま

たいで考えましたが，判断材料がつかなく，不同意という票にさせていただきました。ただし，今回に

関しては，約１か月前に市長からお話をいただき，先日も御本人と面会をさせていただき，今回，この

ように５人の質疑があるように，納得された上で質疑をされているような感じもいたしました。また，

市長の答弁に関して，今回の副市長人事に関し，強い意気込みを感じたものであります。そのような理

由から今回，私は賛成の立場として発言をさせていただきました。ありがとうございます。

議長（西　公郎君）　他に討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　討論なしと認めます。



− 16 −

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，議案第５８号について採決いたします。

　　この採決は電子表決による無記名投票により行います。

　　議場の閉鎖を命じます。

　　（議場閉鎖）

　　ただいまの議長を除く出席議員は１９名であります。

　　この際，念のため申し上げます。

　�　出席議員が投票機の賛成のボタンと反対のボタンのいずれも押さないときは，会議規則第７３条第５

項の規定により，その議員は投票機の反対のボタンを押したものとみなします。

　　本案を可とする諸君は賛成のボタンを，否とする諸君は反対のボタンを押してください。

　　（電子表決）

　　ボタンの押し忘れはありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　押し忘れなしと認めます。

　　電子表決を終了いたします。

　　議場の閉鎖を解きます。

　　（議場開場）

　　投票の結果を報告いたします。

　　投票総数１９票。これは先ほどの出席議員数に符合しています。

　　そのうち，賛成１８票，反対１票，以上のとおり，賛成多数であります。

　　よって，議案第５８号　副市長の選任については，同意することに決定いたしました。

　　以上で，本臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。

　　これをもって令和４年第２回奄美市議会臨時会を閉会いたします。（午前１０時５０分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

　以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。

� � � � � � � 奄美市議会議長　西　　公郎

� � � � � � � 奄美市議会議員　正野　卓矢

� � � � � � � 奄美市議会議員　栄　ヤスエ

� � � � � � � 奄美市議会議員　多田��義一
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8月17日（臨時会1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 幸 多 拓 磨 君 2 番 弓 削 洋 平 君

3 番 永 田 清 裕 君 4 番 和 田 霜 析 君

5 番 松 山 さ お り 君 6 番 林 山 克 巳 君

7 番 正 野 卓 矢 君 9 番 栄 ヤ ス エ 君

10 番 大 迫 勝 史 君 11 番 奥 晃 郎 君

12 番 竹 山 耕 平 君 15 番 﨑 田 信 正 君

17 番 与 勝 広 君 18 番 西 公 郎 君

19 番 奥 輝 人 君 20 番 伊 東 隆 吉 君

21 番 川 口 幸 義 君 20 番 伊 東 隆 吉 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

8 番 橋 口 耕 太 郎 君 13 番 元 野 景 一 君

14 番 関 誠 之 君 16 番 荒 田 幸 司 君

22 番 多 田 義 一 君 13 番 元 野 景 一 君

21 番 川 口 幸 義 君 11 番 奥 晃 郎 君

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 安 田 壮 平 君 2 諏 訪 哲 郎 君

3
村 田 達 治 君

58
用 稲 工 巳 君

63
川 畑 義 成 君

4
三 原 裕 樹 君

6 向 井 渉 君 8 國 分 正 大 君

9
永 田 公 洋 君

11
川 上 浩 一 君

### 徳 永 恵 三 君 17 大 山 茂 雄 君

21 山 下 能 久 君 22 永 田 孝 一 君

29 平 田 宏 尚 君 33 竹 元 康 晴 君

34 俵 裕 樹 君 37 濱 田 洋 一 郎 君

42 吉 郁 也 君 47 石 神 康 郎 君

市 長 副 市 長

教 育 長
住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長

上 下 水 道 部 長 教 育 部 長

総 務 課 長 企 画 調 整 課 長

財 政 課 長
契約・検査指導
課 長

市 民 部 長 環 境 対 策 課 長

保 健 福 祉 部 長 福 祉 事 務 所 長

商工観光情報部長 農 林 水 産 部 長

農 林 水 産 課 長 建 設 部 長
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8月17日（臨時会1日目）

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

島 袋 修 君
71

池 田 忠 徳 君

70 押 川 治 君 74 坂 元 辰 徳 君

議 会 事 務 局 長
議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

主幹兼議事係長 議 事 係 主 査
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は１７人であります。会議は成立いたし

ました。

　　これから，令和４年第３回臨時会を開会いたします。（午前９時３０分）

　　直ちに本日の会議を開きます。

　　本日の会議は，お手元に配付してあります議事日程のとおりであります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。

　　本臨時会の会議録署名議員に，和田霜析君，大迫勝史君，永田清裕君の３名を指名いたします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程第２，会期の決定についてを議題といたします。

　�　本臨時会の会期は，お手元に配付しました議事日程表のとおり，本日１日とすることに御異議ありま

せんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，本臨時会の会期は本日１日とすることに決定いたしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第３，議案第５９号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第４号）について

を議題といたします。

　　市長に提案理由の説明を求めます。

市�長（安田壮平君）　おはようございます。ただいま上程されました議案第５９号の提案理由を御説明い

たします。

　�　議案第５９号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第４号）の主な内容につきまして御説明いたし

ます。

　�　今回の補正におきましては，原油価格や物価高騰に加え，新型コロナ感染が再拡大している厳しい状

況を踏まえ，新型コロナ緊急対策事業として補正予算を計上するものでございます。

　　第１表，歳入歳出予算補正につきまして，まず歳出の主な内容を申し上げます。

　�　総務費の総務管理費におきましては，感染防止対策といたしまして，新型コロナワクチン接種に要す

る経費や保育施設など公共施設における感染防止対策経費等を追加計上いたしております。生活支援

及び経済対策といたしましては，ほーらしゃ券発行事業助成金２億２，４００万円を新たに計上いたし

ております。子育て世帯への支援といたしましては，保育所等給食支援事業補助金６８１万３，０００

円を新たに計上いたしております。子どもたちへの支援といたしましては，子どもたちの元気活動応援

助成金７００万円や，島外で頑張る学生応援事業助成金２，８５０万円を新たに計上いたしております。

地域活動への支援といたしましては，地域自治活動支援事業助成金２，５００万円を新たに計上いたし

ております。民生費の社会福祉費におきましては，高齢者支援といたしまして食の自立支援事業所支援

給付金３７８万４，０００円を新たに計上いたしております。

　　次に，歳入の主な内容について申し上げます。

　�　国・県支出金におきましては，ワクチン接種推進事業やほーらしゃ券発行事業など，各種事業に要す

る財源といたしまして２億３３２万９，０００円を計上いたしております。繰入金におきましては，今

回の事業に要する財源といたしまして，財政調整基金繰入金２億４，７３５万３，０００円を計上いたし

ております。

　�　以上が主な内容でありますが，今回の補正で４億５，０６８万２，０００円を追加することにより，令

和４年度奄美市一般会計予算の総額は３２１億８，７０６万１，０００円となります。

　�　以上をもちまして，議案第５９号の提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議の上，議決してく
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ださいますようお願い申し上げます。

議長（西　公郎君）　これから，本案に対する質疑に入ります。

　　通告がありましたので，無所属　奥　輝人君の発言を許可いたします。

１�９番（奥　輝人君）　議場の皆さん，市民の皆さん，きゅうやうがみしょうら。元気がないですね。う

がみしょうら。おはようございます。私は自由民主党所属，無所属の奥　輝人でございます。あらかじ

め通告しています質疑を行いたいと思います。

　�　それでは，１，令和４年度新型コロナ対策事業予算（コロナ第４弾）の中からであります。１枚目の

１ページの（１）財源内内訳について，予算額４億５，０６８万２，０００円の内訳については，国・県

補助金２億３３２万９，０００円と財政調整基金２億４，７３５万３，０００円であります。コロナ交付

金は計上されていない，国からの地方創生臨時交付金について，国は交付決定をしていると思いますが，

内示や交付時期，また予算額についてどのようになっているのか。また，今後の取り扱いについての見

解を伺います。

　�　（２）農畜水産業等への事業等が提示，計上されていない。現在のウクライナ情勢による原油高騰や

配合飼料価格の高騰化が進み，農畜水産業の経営が圧迫している状況であります。農畜水産業等への事

業等が提示，計上されていないのはなぜか伺います。

　　後の質疑からは自席から行います。

議長（西　公郎君）　答弁を求めます。

企画調整課長（國分正大君）　おはようございます。それではお答えいたします。

　�　新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金の今後の取り扱いにつきましての御質問でございます

が，今後，交付が予定されている臨時交付金といたしましては，令和３年１２月の国の補正予算として

示された３億５，２８８万８，０００円と，令和４年４月に国から示されたコロナ禍における原油価格・

物価高騰分としての２億２，５０９万２，０００円などの合計５億７，８４７万３，０００円を見込んで

おります。

　�　本市におきましては，今後，交付に関わる手続きを経まして，交付金の受け入れを行うこととしてお

りますが，昨年度までと同様に交付金の受け入れ後に歳入の補正予算の計上及び，今年度実施しており

ます各種の新型コロナ対策事業への財源として活用をする予定としております。以上でございます。

農�林水産課長（俵　裕樹君）　おはようございます。原油高騰や物価高騰により市民生活やあらゆる産業

に影響が出ている中，議員御指摘のとおり農畜産業や水産業でも肥料や飼料，燃料，資材などが高騰し

ているのは承知しているところでございます。現在，国や県において物価高騰対策に関する事業が示さ

れ始めていることから，まずは事業の対象となり得る方々が，国や県による支援を受けることができる

よう制度の動向を注視しているところでございます。併せて，国や県の制度を補完する市としての支援

の在り方についても検討しているところでございますので，御理解いただくようよろしくお願いいたし

ます。

１�９番（奥　輝人君）　ただいまの答弁で，１番目のほうのこの地方創生臨時交付金の今後の取り扱いな

ど説明されましたけど，やはり地方創生臨時交付金というのは，もう令和３年から令和４年にかけて，

合計で５億７，８４７万３，０００円という数字も出ていますので，内示額も出ていますので，そこらあ

たりでやっぱり，このコロナも大事，今の現状を考えて，やはりこの農畜産業，水産に対するそういっ

た支援事業等も，やっぱり早め早めに予算化していくべきではなかったかなという思いがしておりま
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す。一応，この交付金については，９月から１２月，そういうまた延び延びになってしまった場合に，やっ

ぱり農家さんとしても，早くこういった支援事業というのも受けたいと。国も早くやって，国も支援を

させたいということで，早めにこうやって交付内示額も決めさせていますので，そこあたりをスピード

感を持ってですよ，やっていただきたいなという思いがしております。

　�　それと（２）番の農畜産業振興等の件についてはですね，今検討していると言いましたけれど，これ

はですね，私も６月議会でも一般質問をしております。この農家さんの苦しみですよ。令和４年の３月

までの単価と，これまでに令和４年になって，４月分と７月分において約１０から２０パーセントの肥

料やら飼料とかが，資材等がですね，高騰化しているんですよ。今，農家さんのやっぱり話など聞けば

ですよ，高くなって，もうこの状況では，肥料も節約しなければいけない，やっぱり撒きたいんだけ

ど，高くて購入ができないという，そういった声も多数聞かれております。それはやっぱり現場に行か

なければ分かりませんので，農家の声など聞かれてですよ，しなければいけないと思っておりますけれ

ど，今の現状で私も農協さんからもいろいろ話を聞いています。そして，他の町村ですね，臨時議会な

どけっこう開いております。新聞紙上等で見ております。地方創生臨時交付金を活用して農家への上げ

幅分ですよね，６月から７月にかけての値上げ分のそこらあたりの上げ幅分なども，ちゃんと対策をし

てＪＡあまみさんを通してですよ，交付決定ということで農家さんはもうこれでちょっと安心したなと

いうことで，ほかの町村はやっているんですよ。奄美市だけがまだやっていないんですよね，今現在

では。やはり足並みを揃えるということも大事だと思うんですよ。特に奄美市の農家さんというのは，

この奄美本島内では奄美市が農家さんが急激に多いんですよ。こういった奄美市の農家さんが，やっぱ

りこうやって多いところが，なぜ何もしない，またバランス的にも釣り合ってないのかなと，私も思っ

ているし，やはり早め早め，先ほど言ったスピード感を持ってやってもらわなければ，やっぱり農家さ

んも意欲，また資質もやっぱり低下していくと考えられるんですよ。そこらあたり，今後の情勢を踏ま

えながら検討していくと言いますけれど，できれば自分としてはこの財政調整基金でも当てながらです

よ，この対策を進めるべきではなかったのかなという思いがしております。また，ＪＡあまみさんにお

いてもですね，やはりほかの町村はＪＡあまみさんのほうでは，こうやって肥料とかが上げ幅分の幾ら

か，１０パーセントから１５パーセントは補助をするということで，価格も決まっております。しかし，

笠利の農家さん，ＪＡあまみの農協さんでは，奄美市はその対策はされてないもんだから，高い，その

現状のままのお金で払わなければいけないと，肥料とか飼料とか買うときですよ。そういう，そういっ

たあべこべというか，そういったバランスが釣り合っていない部分も指摘しているのがＪＡあまみさん

からの声が聞かれるんです。そこあたりも早めにやっぱり解決していかなければいけないと思っており

ますので，今の現状でいつ頃になるのか，今検討しているとか課長が言っていましたけど，その農家さ

んへの支援とか，今後の見通しですよ，見通しをちょっと聞きたいと思います。

農�林水産課長（俵　裕樹君）　今御指摘のあったスピード感を持ってということと，見通しということで

ございますが，今内部調整をしているところであり，いつということは一概には言えないところではご

ざいますが，議員おっしゃるとおり，農家さんへの高騰の，圧迫されているというのは承知しておりま

すので，できるだけ早い時期に行いたいと思っておるので，御理解いただきたいと思います。

１�９番（奥　輝人君）　３回目ですね。早い時期と今おっしゃいましたけど，やはり自分としてもですね，

やっぱり農家からの面から見ればは，やっぱりもうすぐ今日でも明日でも，専決処分でもしてですよ，

やっぱりＪＡあまみさんの足並みを揃えると，５市町村のこういった農家さんを守るという意味で，支

援していくということで，やっぱりこうやって足並みを揃えながらやっぱりやっていくのも必要かな

と，私は大事かなというのを思っております。今，この高騰することによってですね，肥料を買うのを

控えている農家もいます。今，サトウキビの植え付け，夏植えのピークであって，そこでやっぱり使わ

なきゃいけないと。その肥料等もやっぱり１袋当たりの価格があまり高騰化しているもんだから，高齢
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とか，小規模中規模の方々もそうなんですけれども，やはりこんなに高くなっては困るという，先ほど

のまた自分の意見，繰り返しになりますけど，農家さんが困っているということもありますので，是非

よろしくお願いしたいと思います。

　�　それとですね，今農協さんのほうでも，やっぱり４月の高騰されたときと，７月に高騰されました。

今まで２回，令和４年で高騰化されているんですよ。その２回のうちですね，やっぱり農協さんも農家

さんのことを思ってですけれど，ようやくですね，４月に高騰しますからということで，３月の月にで

すよ，農家さんには４月から１０パーセントから２０パーセント高騰しますので，その４月の分だけで

もいいから，予約をして購入していただきたいというお知らせも来ております。それも７月のときもそ

うでありました。そういう農協さんも取り扱いをしておりますので，是非検討していただきたい。

　�　それとまた，今後においてですけれど，また１０月にもですよ，値上がりということで，これが今度

はもう今の７月の単価に対しての９４パーセントという，そういった数字まで示されております。この

１０月以降の値上がりについてはですよ，国のほうで今回鹿児島県から選出された野村哲郎さんが農林

水産大臣にもなりましたけど，その選挙期間中でも公表していました，その上げ幅分の７割を補填する

ということをずっとこの街頭演説でも話しておりました。また，森山𥙿先生からも直接話を聞くことが

できて，この農家さんの悲鳴は分かると，農家さんが苦しむことは分かるということで，やはり７割分

は，上げ幅分のですけど，７割程度は国が面倒見ていきますからよという話も伺っております。この

１０月以降のまた７割は補填しますけど，残りの３割なんですよね。残りの３割。今の７割だけでも本

当高騰化して，全国の農業新聞やら，今日も朝に公明党さんから公明新聞というのをもらいました。こ

の公明新聞の中にも，もう１０月，秋肥料分のこの高騰化に対する年内にも国から支給をするという見

出しの記事もでかでかと載っております。そういったことも踏まえてですね，今全国で農家が一番苦し

んでいると。また畜産農家にしても，今のそのウクライナ情勢とコロナ関係によってですよ，その単価

もセリの価格もですよ，ピーク時の１５万から２０万ぐらい下がってしまって，農家さんとしても，そ

の牛農家さんも，肥育農家さんも大変な状況で，こうやって経営をしているのが，今の現状なんですよ。

そういうことも踏まえながらですね，今のは１０月以降のことになりましたけど，現在の８月，７月ま

でこうやってアップされた，そういった引き上げ分に対して，ほかの町村もその引き上げ分の上げ幅分

に対しての補助金は支出するということで，ちょっと確認を取っておりますので，奄美市としてもやっ

ぱり専決処分をしながらでもいいと思いますので，ＪＡあまみさんとそういった各町村のそういった上

げ幅分などを参考にしながら，即ですよ即，一刻も早くということが，やっぱり農家さんが求めている

ことだと思いますので，専決処分が検討できないのかを，そこまでちょっと聞いて３回目の質疑を終わ

りたいと思います。市長でもお願いします。

市�長（安田壮平君）　奥議員の御質疑，そしてまた現場に根差した農家の方々のですね，苦境を訴えてい

ただくお言葉，非常に重く受け止めております。そうですね，本当，奄美市は農業はじめあらゆる産業

がある中ではあるんですけれども，特に農業に関して言えば，奄美大島の中でもですね，やはりサトウ

キビ生産の中心地でもありまして，そしてまた，市がこれまでも掲げて大事に育ててきた農業，観光／

交流，情報通信という産業三大柱のですね，第一に掲げられている大事な産業であるというふうにも思

います。また，今食料安全保障という観点からも，食と農のですね，大事さが見直されているというこ

とも重々認識をしております。その上でですね，今，担当課長からも話がありましたように，できる限

り早く農家の方々への支援，肥料高騰分などへの支援というのを考えていきたいというふうに思ってお

ります。専決処分にすべきかどうかというところは，やはりまた議会の様々な質疑，意見などを踏まえ

てですね，考えていかないといけないことでもありますので，また，来月早々には９月定例会も開催さ

れる見通しでありますので，そういったところも踏まえて，出きる限り早く取り組んでまいりたいと思

います。どうか御理解をお願いいたします。
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議長（西　公郎君）　他に質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　本案は，委員会付託を省略したいと思います。

　　これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。

　　これから，�討論に入ります。

　　討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　討論なしと認めます。

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，本案について採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　�　よって，議案第５９号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第４号）は，原案のとおり可決されま

した。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第４，議案第６０号及び議案第６１号　工事請負契約の締結についての２件を

一括して議題といたします。

　　市長に提案理由の説明を求めます。

市�長（安田壮平君）　ただいま上程されました議案第６０号及び議案第６１号の提案理由を御説明いたし

ます。

　�　議案第６０号及び議案第６１号の工事請負契約の締結につきましては，令和４年度奄美大島食肉セン

ター新築工事２件の請負契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議

決を求めるものでございます。

　�　以上をもちまして，議案第６０号及び議案第６１号の提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議

の上，議決してくださいますようお願い申し上げます。

議長（西　公郎君）　これから議案２件に対する質疑に入ります。

　　質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　この議案２件は委員会付託を省略したいと思います。

　　これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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　　御異議なしと認めます。

　　よって，この議案２件は，委員会付託を省略することに決定いたしました。

　　これから，討論に入ります。

　　討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　討論なしと認めます。

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，この議案２件について，一括して採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　この議案２件は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　�　よって，議案第６０号及び議案第６１号　工事請負契約の締結についての２件は，原案のとおり可決

されました。

　　以上で本臨時会に付議された事件は，全て議了いたしました。

　　これをもって令和４年第３回奄美市議会臨時会を閉会いたします。（午前９時５７分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

　以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。

� � � � � � � 奄美市議会議長　西　　公郎

� � � � � � � 奄美市議会議員　和田　霜析

� � � � � � � 奄美市議会議員　大迫��勝史

� � � � � � � 奄美市議会議員　永田　清裕
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○令和４年８月25日　奄美市議会第３回定例会を招集した。

○会　期　22日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

 1  会議録署名議員の指名

 2  会期の決定（22日間）

 3  議案第62号～72号(11件) 上程  説明

9月6日 火 本会議

9月7日 水 本会議

9月8日 木 本会議

9月9日 金 本会議

9月10日 土 休  会

9月11日 日 休  会

 1  議案第62号～72号(11件) 上程  質疑  付託

 2  議案第73号(1件) 上程　説明  質疑  付託

総務企画－議案第70号，72号（2件）

文教厚生－議案第63号～67号，71号（6件）

産業建設－議案第68号，69号，73号（3件）

全委員会－議案第62号  令和４年度一般会計補正予算

（第５号）は，所管する各常任委員会に付託

  ※ 請願・陳情付託報告

総務企画－陳情第５号

産業建設－陳情第４号，（継続分）陳情第３号

9月13日 火 休  会   ※ 午前9時30分～常任委員会審査（文教厚生）

9月14日 水 休  会   ※ 午前9時30分～常任委員会審査（産業建設）

9月15日 木 休  会   ※ 午前9時30分～常任委員会審査（総務企画）

9月16日 金 休  会   報告書整理・議案等調査

9月17日 土 休  会

9月18日 日 休  会

9月19日 月 休  会 　敬老の日

9月20日 火 休  会   報告書整理・議案等調査

9月21日 水 休  会   報告書整理・議案等調査

9月22日 木 休  会   報告書整理・議案等調査

9月23日 金 休  会 　秋分の日

9月24日 土 休  会

9月25日 日 休  会

 1  議案第62号～73号(12件) 上程  報告　質疑  討論　採決

 2  陳情第４号 上程  報告　質疑  討論　採決

 3  陳情第５号 上程  報告　質疑  討論　採決

 4  議案第74号～第83号(10件) 上程  説明　質疑  付託

 5　発議第７号 上程　説明　質疑　討論　採決

 6  閉会中の継続審査

一般会計決算等審査特別委員会  議案第74号（1件)

特別会計決算等審査特別委員会　

 議案第75号～議案第83号(9件)

9月26日 月 本会議

 1 一般質問 -大迫議員，幸多議員，永田議員，﨑田議員（質問順）

 1 一般質問 -和田議員，正野議員，伊東議員，栄議員（質問順）

 1 一般質問 -奥(晃)議員，竹山議員，多田議員，奥(輝)議員（質問順）

 1 一般質問 -与議員，関議員（質問順）

9月12日 月 本会議

令和４年第３回奄美市議会定例会 議事日程

日　　　　　　　　　程

9月5日 月 本会議

☆付託区分

☆付託区分
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〇〇付付議議事事件件はは，，次次ののととおおりりででああるる。。

番号 議案等番号 件　　　　　　名 議決年月日 議決結果 付託委員会

出資法人の経営状況を説明する書類

（1） 議案第62号 令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）について R4.9.26 原案可決 全委員会

（2） 議案第63号
令和４年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
について

R4.9.26 原案可決 文教厚生

（3） 議案第64号
令和４年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補
正予算（第１号）について

R4.9.26 原案可決 文教厚生

（4） 議案第65号
令和４年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に
ついて

R4.9.26 原案可決 文教厚生

（5） 議案第66号
令和４年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ
いて

R4.9.26 原案可決 文教厚生

（6） 議案第67号 令和４年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１号） R4.9.26 原案可決 文教厚生

（7） 議案第68号 令和４年度奄美市水道事業会計補正予算（第１号）について R4.9.26 原案可決 産業建設

（8） 議案第69号 令和４年度奄美市下水道事業会計補正予算（第１号）について R4.9.26 原案可決 産業建設

（9） 議案第70号
奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

R4.9.26 原案可決 総務企画

（10） 議案第71号
奄美市相撲練習道場条例の一部を改正する条例の制定につい
て

R4.9.26 原案可決 文教厚生

（11） 議案第72号 土地の処分について R4.9.26 原案可決 総務企画

（12） 議案第73号 令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）について R4.9.26 原案可決 産業建設

（13） 議案第74号 令和３年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定について R4.9.26 継続審査
一般会計決算
等審査特別委

（14） 議案第75号
令和３年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（15） 議案第76号
令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳
入歳出決算認定について

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（16） 議案第77号
令和３年度奄美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
について

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（17） 議案第78号
令和３年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（18） 議案第79号
令和３年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳出決算認定につい
て

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（19） 議案第80号 令和３年度と畜場特別会計歳入歳出決算認定について R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（20） 議案第81号
令和３年度奄美市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（21） 議案第82号
令和３年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定につ
いて

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（22） 議案第83号
令和３年度奄美市下水道事業会計の利益処分及び決算認定に
ついて

R4.9.26 継続審査
特別会計決算
等審査特別委

（23） 発議第７号
奄美群島振興開発特別措置法に関する提言書の関係先への提
出について

R4.9.26 原案可決 本会議

（24） 陳情第４号 川内原発の２０年延長運転期間に関する陳情 R4.9.26 不採択 産業建設

（25） 陳情第５号 安倍元首相の「国葬」に反対を求める陳情 R4.9.26 不採択 総務企画

（26） 陳情第３号
政府に対して「インボイス制度実施延期を求める意見書」の提出を
求める陳情

- (継続審査) 産業建設

　　※前議会からの継続審査事件
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第３回定例会一般質問通告

  
９９月月６６日日（（火火））

◎◎公公明明党党 大大迫迫 勝勝史史

１ コロナ関連

（１）本市においても医療体制の逼迫が起こりつつあることについて

①現在の具体的な逼迫状況を説明して頂きたい。

②医療従事者の負担増等についてはどの程度把握されているか具体的な例などがあ

れば示してください。

③行政として医療従事者の手助けとなる手段等や何かしら方策を考えられないか伺

う。

（２）本市職員の現在までの感染状況について

①現在までの感染延べ人数を部局ごとに示してください。

②出張の際のガイドラインとマニュアルを詳細に定めているか。

③業務に必要な職員の欠員が出た場合の対応方法を伺う。

２ 防災について

（１）災害用トイレについて

①本市の災害用備蓄品の中に簡易トイレや携帯トイレはどの程度あるか。

②鹿児島市のように災害用トイレ確保に力を入れている自治体のように災害用トイ

レに特化した計画策定の必要性を感じているが当局の見解を伺う。

３ 市民の健康について

（１）帯状疱疹ワクチン助成について

①帯状疱疹は日本人の９０％以上は発症する可能性があり，５０歳から８０歳まで

に３人に 人が発症し，約２割の人に帯状疱疹後神経痛（ＰＨＮ）の後遺症が残る。

帯状疱疹はワクチン接種で発症を防げるワクチン接種の助成制度の検討をＲ３年９

月議会で質問をしたところ当局は「研究の材料とさせて頂きたい」との答弁でした。

１年間の研究結果を示してください。

②「帯状疱疹ワクチンについての効果は認識しており，周知広報が足りてない面が

あるので広報誌やホームページにて周知広報を行っていきたい」との答弁もありま

したが，この 年間，その気配は見当たらないが，その理由を伺う。

４ 子育て支援

（１）３歳児検診に簡便な「屈折・眼位スクリーニング検査機器」導入について

①この質問もＲ３年９月議会に行っております。答弁では「この機器の導入は非常

に有用だと考えている，今後導入自治体の情報を収集し，検査時間，専門スタッフ，

コスト等のメリット，デメリットなどを整理させて頂きたい。」と答弁しています。
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現状をお示しください。

（２）奄美市「まーじん子育て応援団」子育てガイドブックについて

①２ページ目の変更差し替えを早めにお願いしたいが遅れている理由等があれば，

お聞かせください。

５ 奄美市のホームページについて

（１）奄美市のホームページについて

①ＨＰのトップページから「まち・くらし」に入ると２７項目のカテゴリーがあり，

１２項目ほどの更新年月日が２０１３．３．２０になっている理由はあるか。（細目

は，それぞれ更新年月日が正常なものも見受けられる）

②これまでも新しい施策の更新がなされてなかったり，変換ミスなどその都度，担

当部局に指摘して修正をしていただいたが，ホームページの全体管理をする部署は

どこなのか，そもそも，そういう部署がないのか伺う。

  
◎◎チチャャレレンンジジ奄奄美美 幸幸多多 拓拓磨磨

１ 働き方について

（１）マンパワー不足による１人あたりの労働者の仕事量増加について

①本市における職員の仕事量，勤務時間について

②本市，そして関連する施設も含めた３６協定締結割合について

③３６協定遵守の状況について

（２）女性の働きやすい職場について

①本市が取り組んでいる，女性の働きやすい職場づくりについて

２ ネーミングライツについて

（１）ネーミングライツ，アンケート調査結果について

①調査結果をもとにした，今後の進め方について

３ 名瀬クリーンセンターについて

（１）現在の名瀬クリーンセンターのゴミの受け入れ量について

①焼却炉の現状について

②循環型社会形成について

４ 雑草問題について

（１）多方面における雑草の除草の現状について

①ハブによる咬傷被害への不安解消について

②景観を守る為の除草，快適な施設利用の為の除草について

◎◎自自民民党党新新政政会会 永永田田 清清裕裕

１ 副市長の政治姿勢について

（１）新任地奄美市での決意
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現状をお示しください。

（２）奄美市「まーじん子育て応援団」子育てガイドブックについて

①２ページ目の変更差し替えを早めにお願いしたいが遅れている理由等があれば，

お聞かせください。

５ 奄美市のホームページについて

（１）奄美市のホームページについて

①ＨＰのトップページから「まち・くらし」に入ると２７項目のカテゴリーがあり，

１２項目ほどの更新年月日が２０１３．３．２０になっている理由はあるか。（細目

は，それぞれ更新年月日が正常なものも見受けられる）

②これまでも新しい施策の更新がなされてなかったり，変換ミスなどその都度，担

当部局に指摘して修正をしていただいたが，ホームページの全体管理をする部署は

どこなのか，そもそも，そういう部署がないのか伺う。

  
◎◎チチャャレレンンジジ奄奄美美 幸幸多多 拓拓磨磨

１ 働き方について

（１）マンパワー不足による１人あたりの労働者の仕事量増加について

①本市における職員の仕事量，勤務時間について

②本市，そして関連する施設も含めた３６協定締結割合について

③３６協定遵守の状況について

（２）女性の働きやすい職場について

①本市が取り組んでいる，女性の働きやすい職場づくりについて

２ ネーミングライツについて

（１）ネーミングライツ，アンケート調査結果について

①調査結果をもとにした，今後の進め方について

３ 名瀬クリーンセンターについて

（１）現在の名瀬クリーンセンターのゴミの受け入れ量について

①焼却炉の現状について

②循環型社会形成について

４ 雑草問題について

（１）多方面における雑草の除草の現状について

①ハブによる咬傷被害への不安解消について

②景観を守る為の除草，快適な施設利用の為の除草について

◎◎自自民民党党新新政政会会 永永田田 清清裕裕

１ 副市長の政治姿勢について

（１）新任地奄美市での決意

２ 保育所整備について

（１）名瀬地区保育所の現状

（２）小浜保育所の建て替え計画について

３ 自然環境保全について

（１）環境文化協力金について

４ 観光とスポーツ振興について

（１）近年のスポーツ合宿の動向について

（２）スポーツ合宿による効果・検証はいかに

５ 水産業振興について

（１）シラヒゲウニの資源回復に向けた取り組みと今後の方向性について

  
◎◎日日本本共共産産党党 﨑﨑田田 信信正正

１ 市長の政治姿勢について

（１）旧統一教会関係について

①地方自治体の関連団体のイベントの後援が問題となっている。奄美市，及び旧名

瀬市，旧笠利町，旧住用村時代も含めてこのような事実はなかったか，また後援依

頼はなかったか。

（２）日米共同訓練について

①日米共同訓練に関する要請書への回答は

（３）土地利用規制法について

①６月１日に一部施行され，９月１日に全面施行となるが住民への影響はどうなる

のか

（４）住用町戸玉集落周辺の採石場問題について

①７月３１日の業者集落説明会が流会となっていることについての奄美市の見解と

対応は。

②地元住民は，現状について問題点を指摘しているが，奄美市の見解と対策は。

２ 社会保障制度について

（１）介護保険制度について

①８月２４日の地元紙に「介護報酬２４年度改定に不安」との見出し記事について

当局の見解と対策は

（２）国民健康保険制度について

①国保税の負担軽減のために均等割の廃止，減額が必要と思うが，当局の見解と実

現への見通しは

３ 経済活性化策について

（１）住宅リフォーム制度について

①制度始まって以来の実績（経済効果）と評価
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（２）店舗リフォーム制度について

①奄美市全域を対象にした制度に

  
９９月月７７日日（（水水））

◎◎自自民民党党新新政政会会 和和田田 霜霜析析

１ 新型コロナウイルスについて

（１）新型コロナウイルス対策について

①宿泊療養者の人数について

２ 観光振興について

（１）奄美大島への入島者数について

（２）宿泊施設数について

（３）アフターコロナでの観光振興について

（４）マングローブパークの今後について

３ 市政について

（１）総合支所の在り方について

①総合支所長の任期等について

４ 子育て環境整備について

（１）住用認定こども園のスケジュールについて

（２）市保育園の今後の在り方について

５ 教育行政について

（１）教育現場の点検について

  
◎◎チチャャレレンンジジ奄奄美美 正正野野 卓卓矢矢

１ 防災について

（１）８月２８日に予定されていた避難訓練について

①今後のスケジュール

②コロナ禍の避難について

③避難訓練の中身について

④出前講座について

⑤ペット避難について

２ 観光について

（１）ユニバーサルツーリズムについて

①ユニバーサルツーリズムについて

②奄美市の窓口について

③社協や観光業との連携について

④実態調査で見えた課題について
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（２）店舗リフォーム制度について

①奄美市全域を対象にした制度に

  
９９月月７７日日（（水水））

◎◎自自民民党党新新政政会会 和和田田 霜霜析析

１ 新型コロナウイルスについて

（１）新型コロナウイルス対策について

①宿泊療養者の人数について

２ 観光振興について

（１）奄美大島への入島者数について

（２）宿泊施設数について

（３）アフターコロナでの観光振興について

（４）マングローブパークの今後について

３ 市政について

（１）総合支所の在り方について

①総合支所長の任期等について

４ 子育て環境整備について

（１）住用認定こども園のスケジュールについて

（２）市保育園の今後の在り方について

５ 教育行政について

（１）教育現場の点検について

  
◎◎チチャャレレンンジジ奄奄美美 正正野野 卓卓矢矢

１ 防災について

（１）８月２８日に予定されていた避難訓練について

①今後のスケジュール

②コロナ禍の避難について

③避難訓練の中身について

④出前講座について

⑤ペット避難について

２ 観光について

（１）ユニバーサルツーリズムについて

①ユニバーサルツーリズムについて

②奄美市の窓口について

③社協や観光業との連携について

④実態調査で見えた課題について

⑤飲食店等との連携について

３ 新規就農について

（１）新規就農について

①遊休農地について

②遊休農地を新規就農者にあっせんするシステムについて

③新規就農者への支援状況について

④新規就農者の定着度について

４ 地域サロンについて

（１）地域サロンについて

  
◎◎自自民民党党新新政政会会 伊伊東東 隆隆吉吉

１ コロナ感染について

（１）奄美市民として今後コロナにどの様に行動すべきか。

２ 国道整備について

（１）国道５８号おがみ山ＢＰトンネルの進捗について

①トンネル本体の主要構造物となる延長１２２５メートル工事に関して，発注含め

現状を尋ねる。

（２）国道５８号住用城道路拡幅について

①３月議会で「地権者の理解を頂いており，今後協力同意を確認した上で改めて県

へ要望書提出を行いたい」との答弁であったが，現状進捗を伺う。

３ マリンタウンについて

（１）マリンタウン分譲地について

①分譲地の売却完了の現状を問う。

②残る４区画の分譲公募の開始の日程を伺う。

４ 航空便貨物輸送について

（１）奄美の地場産空輸の現状について

①奄美地場産の農産物，海産物，養殖物等の航空貨物輸送実績を尋ねる。（輸送先特

に東京，大阪，福岡）

②航空便貨物輸送取り扱いに関して伺う。

５ 名瀬クリーンセンターについて

（１）名瀬クリーンセンター稼働状態について

①平成９年３月に竣工，以来２５年が経過している。焼却炉，最終処分場等，施設

の現状を尋ねる。

  
◎◎公公明明党党 栄栄 ヤヤススエエ

１ 市民生活について
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（１）自治体の努力義務の「個別避難計画」における避難行動要支援者名簿について

①本年度の取り組みを伺う 名瀬地区・笠利地区・住用地区

②１／１８に市長へ提出された「避難行動要支援者」の適切な避難に関する要望書

をうけて，介護事業所・福祉事業所等との取り組みを伺う

（２）本市における，ＡＥＤの現状について

①設置場所や２４時間利用できる設置場所の情報提供について伺う

②女性に配慮したＡＥＤ利用の取り組みについて伺う

（３）コロナ感染対策について

①「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」が開設されることでの本市における，

メリットとデメリットについて伺う

②自宅療養者・宿泊施設療養者の現状について伺う

③自宅療養者への生活物資の本市の対応について伺う

④ワクチン接種の現状と課題を伺う

（４）本年４月にプラスチックに係る資源循環の促進に係る法律が施行された。

①プラスチックごみにおける本市の取り組みを伺う

②本市の公共施設にマイボトルで給水できる無料給水機の設置ができないか伺う

③ペットボトルのリサイクルごみの適切な出し方がわかるチラシを全戸配布できな

いか伺う

  
９９月月８８日日（（木木））

◎◎自自民民党党新新政政会会 奥奥 晃晃郎郎

１ 中学生ひかり議会について

（１）開催までの経緯と目的

（２）開催日は如何にして決定されたのか

２ 集落の活性化等に関することについて

（１）奄美市の人口動態予測は

（２）人口増加対策等具体的な取り組み

（３）住用，笠利地域の特色を活かして農業，漁業等を活用した新たな雇用創出

（４）空き家，廃屋対策

（５）集落活性化アドバイザー等の配置

３ 防災対策について

（１）南太平洋トンガの海底火山噴火津波警報以降の対策，防災計画の見直し

（２）集落内等の指定された避難場所

（３）奄美市内の集落等の自主防災組織の現状

（４）無電柱化について

４ 陸上自衛隊奄美駐屯地開設３周年を経過して
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（１）自治体の努力義務の「個別避難計画」における避難行動要支援者名簿について

①本年度の取り組みを伺う 名瀬地区・笠利地区・住用地区

②１／１８に市長へ提出された「避難行動要支援者」の適切な避難に関する要望書

をうけて，介護事業所・福祉事業所等との取り組みを伺う

（２）本市における，ＡＥＤの現状について

①設置場所や２４時間利用できる設置場所の情報提供について伺う

②女性に配慮したＡＥＤ利用の取り組みについて伺う

（３）コロナ感染対策について

①「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」が開設されることでの本市における，

メリットとデメリットについて伺う

②自宅療養者・宿泊施設療養者の現状について伺う

③自宅療養者への生活物資の本市の対応について伺う

④ワクチン接種の現状と課題を伺う

（４）本年４月にプラスチックに係る資源循環の促進に係る法律が施行された。

①プラスチックごみにおける本市の取り組みを伺う

②本市の公共施設にマイボトルで給水できる無料給水機の設置ができないか伺う

③ペットボトルのリサイクルごみの適切な出し方がわかるチラシを全戸配布できな

いか伺う

  
９９月月８８日日（（木木））

◎◎自自民民党党新新政政会会 奥奥 晃晃郎郎

１ 中学生ひかり議会について

（１）開催までの経緯と目的

（２）開催日は如何にして決定されたのか

２ 集落の活性化等に関することについて

（１）奄美市の人口動態予測は

（２）人口増加対策等具体的な取り組み

（３）住用，笠利地域の特色を活かして農業，漁業等を活用した新たな雇用創出

（４）空き家，廃屋対策

（５）集落活性化アドバイザー等の配置

３ 防災対策について

（１）南太平洋トンガの海底火山噴火津波警報以降の対策，防災計画の見直し

（２）集落内等の指定された避難場所

（３）奄美市内の集落等の自主防災組織の現状

（４）無電柱化について

４ 陸上自衛隊奄美駐屯地開設３周年を経過して

（１）陸上自衛隊が駐屯したことに対する安田市長の自衛隊に対する期待と自衛隊に対

する考え

（２）自衛隊が駐屯したことによる経済効果

（３）自衛隊が駐屯した事で居住する自治会等に対する効果

（４）災害時に自衛隊災害派遣要請の体制

  
◎◎自自民民党党新新政政会会 竹竹山山 耕耕平平

１ 市長の政治姿勢について

（１）諏訪哲郎副市長に伺う

①就任１か月経過したが，現在の本市へ対する見解，理解，認識をどのようにとら

えているか

②県職員時代から今日にまでにおいて本市の課題の可能性についてどのように見え

ているのか，またご自身の検証，分析されていることは

③今回の副市長人事に伴う，これまでとは違う副市長人事の在り方を通して，ご自

身の課せられた使命とは。また任期中の４年間に取り掛かること（重点的に行いた

いこと），４年後にどのような形をもってご自身の人事（任命）が成功した，達成で

きたと市民へ示されると考えているか（現時点においての見解）

（２）金作原へ設置予定のバイオトイレ整備事業の進捗について

（３）大浜海浜公園整備事業について

①リニューアルされた海洋展示館の状況について

②バースハウスの利用状況は，また，シャワー室の利用状況と開放時間

２ 教育行政について

（１）タブレット端末の活用状況について

①導入から１年経過したが，学校内及び学校ごとの活用状況に差が生じているので

はと聞かれるが現状は，また学校と教職員への活用に関する指導は

②補償の件について

③宅習（宿題）における活用状況は，また，家庭内Ｗｉ－Ｆｉについてどのように

進んでいるのか

（２）曽於市における事故後の奄美市における対応について

①全校調査への対応

②保存樹（あかぎ）の在り方について

  
◎◎自自民民党党新新政政会会 多多田田 義義一一

１ 市長の政治姿勢について

（１）奄美市警戒レベルについて

（２）医療機関の現状について
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（３）飲食業界の現状について

２ 環境行政について

（１）分別について

（２）資源ごみ回収作業について

（３）資源の価格の推移について

（４）物価，人件費の上昇について

３ 土木行政について

（１）道路管理コストについて

（２）景観の保全について

  
◎◎無無所所属属 奥奥 輝輝人人

１ 市民の声から

（１）トンネル内のラジオの難聴解消について

①地域コミュニティーラジオについて

②予算の確保について

（２）奄美・沖縄直行便の運休について

①週に２便又は３便体制について

２ 農水産業の物価高騰対策について

（１）９月補正の支援内容について

①肥料価格，飼料価格の支援について

②１０月以降の再値上げについて

③漁家に対する支援等について

３ さとうきびの振興

（１）生産量の確保について

①農家戸数について

②大規模農家の育成について

③高齢農家の支援について

（２）反収の向上対策について

①株だし栽培の欠株対策について

②株だし栽培の除草対策について

  
９９月月９９日日（（金金））

◎◎公公明明党党 与与 勝勝広広

１ 市長の政治姿勢について

（１）コロナ禍，ロシアのウクライナ侵攻による影響とされる物価高騰，燃油高騰等に

よる市民の生活および中小，小規模企業の現況について
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（３）飲食業界の現状について

２ 環境行政について

（１）分別について

（２）資源ごみ回収作業について

（３）資源の価格の推移について

（４）物価，人件費の上昇について

３ 土木行政について

（１）道路管理コストについて

（２）景観の保全について

  
◎◎無無所所属属 奥奥 輝輝人人

１ 市民の声から

（１）トンネル内のラジオの難聴解消について

①地域コミュニティーラジオについて

②予算の確保について

（２）奄美・沖縄直行便の運休について

①週に２便又は３便体制について

２ 農水産業の物価高騰対策について

（１）９月補正の支援内容について

①肥料価格，飼料価格の支援について

②１０月以降の再値上げについて

③漁家に対する支援等について

３ さとうきびの振興

（１）生産量の確保について

①農家戸数について

②大規模農家の育成について

③高齢農家の支援について

（２）反収の向上対策について

①株だし栽培の欠株対策について

②株だし栽培の除草対策について

  
９９月月９９日日（（金金））

◎◎公公明明党党 与与 勝勝広広

１ 市長の政治姿勢について

（１）コロナ禍，ロシアのウクライナ侵攻による影響とされる物価高騰，燃油高騰等に

よる市民の生活および中小，小規模企業の現況について

（２）マリンタウン地区整備事業，中心市街地活性化基本計画事業（末広・港土地区画

整理事業）完了後の奄美市の将来構想をどのように描いているのか

①上記の事業はこれから策定する奄美市総合計画にどのような影響があるのか

（３）バイパス事業について

①おがみ山バイパス事業

②三儀山バイパス事業

③大熊，芦良間バイパス事業

２ 教育行政について

（１）教員の働き方改革について

①公務支援システム導入後の成果について

  
◎◎立立憲憲民民主主党党 関関 誠誠之之

１ 市長の政治姿勢について

（１）新型コロナウイルス感染症の現況について

①現在の感染状況についての認識を問う。

②児童への個別接種，集団接種の状況を伺う。

③コロナ感染症に対する今後の市独自の施策は何か。

（２）行政課題・公約の取組みの現況について

①副市長の行政執行における課題と取組みについて

②奄美市総合計画策定の進捗状況をお答え下さい。

③行政協力員の活動実態と今後の活用について問う。

④市役所における育児休業の取得実態を示せ。

（３）奄美市開発公社から無償譲渡された土地の売買状況と今後の開発公社の方向性に

ついて。

①前年度に契約していた１者との売買契約の現状と８月めどに公募予定の４区画の

進捗状況を伺う。

②１次売却時に流通，娯楽サービス各２区画が分譲の対象となっていないが，その

理由は何か。

③市における土地売却の予定損益をお示し下さい。

④造船所の補償，換地等の現況と今後の対応について

２ 教育行政について

（１）学校給食センターにおける課題・問題点について

①小・中学校給食費滞納金の徴収のあり方

②（有）奄美市名瀬米飯給食センターの清算について

③給食センターの今後の運営方式のあり方について

３ その他の施策について
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（１）自衛隊駐屯地開設のその後の拡充について

①米軍のオスプレイ全機地上待機の問題点について

②日米共同訓練「オリエント・シールド」の見解を

③奄美市国民保護計画の見直しと実効性について
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（１）自衛隊駐屯地開設のその後の拡充について

①米軍のオスプレイ全機地上待機の問題点について

②日米共同訓練「オリエント・シールド」の見解を

③奄美市国民保護計画の見直しと実効性について

  

  

第第 ３３ 回回 定定 例例 会会  

令令和和４４年年９９月月５５日日  

（（第第１１日日目目））  
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9月5日（1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 幸 多 拓 磨 君 2 番 弓 削 洋 平 君

3 番 永 田 清 裕 君 4 番 和 田 霜 析 君

5 番 松 山 さ お り 君 6 番 林 山 克 巳 君

7 番 正 野 卓 矢 君 8 番 橋 口 耕 太 郎 君

9 番 栄 ヤ ス エ 君 10 番 大 迫 勝 史 君

11 番 奥 晃 郎 君 12 番 竹 山 耕 平 君

14 番 関 誠 之 君 15 番 﨑 田 信 正 君

17 番 与 勝 広 君 18 番 西 公 郎 君

19 番 奥 輝 人 君 20 番 伊 東 隆 吉 君

21 番 川 口 幸 義 君 22 番 多 田 義 一 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

13 番 元 野 景 一 君 16 番 荒 田 幸 司 君

21 番 川 口 幸 義 君 11 番 奥 晃 郎 君

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 安 田 壮 平 君 2 諏 訪 哲 郎 君

3
村 田 達 治 君

58
用 稲 工 巳 君

63
川 畑 義 成 君

4
三 原 裕 樹 君

6 向 井 渉 君 8 國 分 正 大 君

9 永 田 公 洋 君 14 徳 永 恵 三 君

21 山 下 能 久 君 22 永 田 孝 一 君

29 平 田 宏 尚 君 33 竹 元 康 晴 君

37 濱 田 洋 一 郎 君 42 吉 郁 也 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

島 袋 修 君
71

池 田 忠 徳 君

70 押 川 治 君 74 坂 元 辰 徳 君

保 健 福 祉 部 長 福 祉 事 務 所 長

議 会 事 務 局 長
議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

総 務 課 長 企 画 調 整 課 長

財 政 課 長 市 民 部 長

主幹兼議事係長 議 事 係 主 査

商工観光情報部長 農 林 水 産 部 長

建 設 部 長 上 下 水 道 部 長

市 長 副 市 長

教 育 長
住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は２０名であります。会議は成立いたし

ました。

　　これから，令和４年第３回奄美市議会定例会を開会いたします。（午前９時３０分）

　　直ちに本日の会議を開きます。

　　日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。

　�　去る第２回定例会において可決されましたゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための，

２０２３年度政府予算に係る意見書の提出について，他２件につきましては，内閣総理大臣はじめ関係

方面に提出いたしましたので，御了承願います。

　�　次に，市長から地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，出資法人の経営状況を説明する書類

の提出がありました。その内容はお手元に配布しました資料のとおりであります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。

　　本定例会の会議録署名議員に，関　誠之君，与　勝広君，奥　晃郎君の３名を指名いたします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程第２，会期の決定についてを議題といたします。

　�　本定例会の会期をお手元に配付しました議事日程表のとおり，本日から９月２６日までの２２日間と

することに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，本定例会の会期は，本日から９月２６日までの２２日間とすることに決定いたしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第３，議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）について

から，議案第７２号　土地の処分についてまでの１１件を一括して議題といたします。

　　市長に提案理由の説明を求めます。

市�長（安田壮平君）　おはようございます。上程理由の説明の前に，議長のお許しを得て一言述べさせて

いただきます。

　�　現在，東シナ海を北上中の台風１１号についてでありますが，進路や影響が気になるところでござい

ますが，議員の皆様におかれましては，本日，当初予定どおりに議会を開会，開催していただきまして，

ありがとうございます。現在のところ人的あるいは公共施設など，物的被害の情報は入っていないとい

うことでございますが，今後も適宜情報収集に努めてまいりたいと思います。御案内のとおり，まだし

ばらくは強風域にありますので，議員の皆様，市民の皆様におかれましては，引き続き気をつけてお過

ごしくださいますようお願い申し上げます。

　�　それでは，ただいま上程されました議案第６２号から議案第７２号までの提案理由を御説明いたしま

す。

　�　議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）の主な内容につきまして御説明いたし

ます。

　　第１表，歳入歳出予算補正につきまして，まず，歳出の主な内容を申し上げます。

　�　今回の補正におきましては，関係する費目に職員の人事異動及び時間外勤務手当の追加に伴う人件費

を計上いたしております。

　�　総務費の総務管理費におきましては，昨年度のふるさと納税寄附金の確定により，ふるさと応援基金

積立金８６０万９，０００円を追加計上するほか，金作原にバイオトイレを設置する工事費１，４００万

円や新型コロナ感染症対策時短要請協力金の確定に伴う市町村負担金６，７８４万７，０００円を新た

に計上いたしております。
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　�　衛生費の保健衛生費におきましては，がん患者ウィッグ購入費扶助費４０万円を新たに計上いたして

おります。

　�　農林水産業費の農業費におきましては，農業用ハウス設置への補助として，経営発展支援事業補助金

３７５万円を，農業研修者への支援として経営開始資金１５０万円を新たに計上いたしております。農

地費におきましては，大川ダムの管理システム詳細設計業務委託費１，５００万円や，大川ダムに関す

る防災対策として，ハザードマップ作成業務委託費５００万円を新たに計上いたしております。

　�　土木費の住宅費におきましては，公営住宅の修繕料や営繕工事費のほか，住宅リフォーム等助成金

４００万円を追加計上いたしております。

　�　教育費の保健体育費におきましては，来年度の本番に備えた鹿児島国体のプレイベント費用などとし

て，国民体育大会推進協議会負担金３８０万円を追加計上するほか，名瀬運動公園市民球場の防球ネッ

ト改修工事費などとして２，６８０万円を追加計上いたしております。

　�　災害復旧費の農林水産業施設災害復旧費におきましては，去る５月から６月の大雨により発生した農

林水産業施設の復旧に要する経費として１億４，２９６万円を追加計上いたしております。

　　次に，歳入の主な内容について申し上げます。

　�　地方交付税につきましては，今年度の普通交付税算定額が確定したことに伴い，５，１３３万１，００

　０円を追加計上いたしております。

　�　財産収入につきましては，名瀬米飯給食センターの清算に伴う返還金として４９０万円を追加計上い

たしております。

　�　寄附金につきましては，金作原バイオトイレ設置工事費の財源といたしまして，総務行政指定寄附金

５００万円を新たに計上いたしております。

　�　繰入金につきましては，新型コロナ感染症緊急対策事業に要する財源といたしまして，財政調整基金

繰入金７，２６０万８，０００円などを追加計上いたしております。

　�　その他歳出予算に要する財源といたしまして，国・県支出金７，４９６万円，市債１億２２７万

　６，０００円を追加計上いたしております。

　�　以上が主な内容でありますが，今回の補正で３億３，３０８万６，０００円を追加することにより，令

和４年度奄美市一般会計予算の総額は３２５億２，０１４万７，０００円となります。

　�　次に，第２表，債務負担行為補正につきましては，末広・港土地区画整理事業の限度額の変更を行う

ものでございます。

　�　また，第３表，地方債補正につきましては，事業の追加などに伴う限度額の変更を行うものでござい

ます。

　�　次に，議案第６３号　令和４年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の主な内容に

つきまして御説明いたします。

　�　歳出につきましては，人事異動に伴い各費目の人件費を減額または増額計上いたしております。また，

総務費におきまして，国保情報データベースシステムの改修費を新たに計上いたしております。

　�　歳入につきましては，基金繰入金及び人件費の補正に係る一般会計繰入金を減額し，県支出金を増額

計上いたしております。

　�　今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ３７８万５，０００円の減額となり，令和４年度奄美市

国民健康保険事業特別会計予算の総額は，５３億９，５３９万２，０００円となります。

　�　議案第６４号　令和４年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）の主な

内容につきまして御説明いたします。

　�　歳出につきましては，人事異動に伴い人件費を減額計上いたしております。また，住用診療所におけ

るマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認のシステム導入に伴う経費を新たに計上いたし

ております。笠利診療所につきましては，全身用Ｘ線ＣＴ診断装置の修繕費用を追加計上いたしており

ます。
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　�　歳入につきましては，歳出に要する財源として，一般会計繰入金及び衛生費収入を増額計上いたして

おります。

　�　今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ７８万９，０００円の増額となり，令和４年度奄美市国

民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算の総額は２億８，１１８万５，０００円となります。

　�　議案第６５号　令和４年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の主な内容につきまし

て御説明いたします。

　�　歳出につきましては，総務費の総務管理費におきまして，保険事業に係る職員の人件費を増額計上い

たしております。

　�　歳入につきましては，歳出に係る財源といたしまして，後期高齢者医療広域連合委託料を増額計上い

たしております。

　�　今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ５８２万円の増額となり，令和４年度奄美市後期高齢者

医療特別会計予算の総額は５億９，３２４万５，０００円となります。

　�　議案第６６号　令和４年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の主な内容につきまして

御説明いたします。

　　歳出につきましては，人事異動に伴い各費目の人件費を増額または減額計上いたしております。

　�　地域支援事業費におきましては，会計年度任用職員に関する費用を増額計上いたしております。また，

前年度の介護保険給付費等の確定に伴い，基金積立金及び諸支出金を増額計上いたしております。

　�　歳入につきましては，国庫支出金，県支出金及び繰入金におきまして，歳出の補正相当額を負担割合

にて計上いたしております。また，前年度の実績に伴い，繰越金を増額計上いたしております。

　�　今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ７，６９８万４，０００円の増額となり，令和４年度奄美

市介護保険事業特別会計予算の総額は５４億３，１０９万５，０００円となります。

　�　議案第６７号　令和４年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１号）の主な内容につきまして御説明

いたします。

　　歳出につきましては，人事異動に伴い人件費を減額計上いたしております。

　　歳入につきましては，人件費に係る一般会計繰入金を減額計上いたしております。

　�　今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ６６５万円の減額となり，令和４年度奄美市と畜場特別

会計予算の総額は２億７，１７６万１，０００円となります。

　�　議案第６８号　令和４年度奄美市水道事業会計補正予算（第１号）の主な内容につきまして御説明い

たします。

　�　収益的支出につきましては，人事異動に伴う人件費の補正のほか，資産減耗費を減額するなど，合わ

せて９５万２，０００円を増額計上いたしております。また，収益的収入につきましては，人件費の補

正に伴う雑収益を増額計上いたしております。

　�　資本的支出につきましては，人事異動に伴う人件費の補正のほか，名瀬地区及び笠利地区の配水施設

整備費，東部地区再編推進事業に係る経費を増額するなど，合わせて２，４８７万２，０００円を増額計

上いたしております。

　�　今回の補正によりまして，資本的収入額が資本的支出額に対して不足する６億１，３８７万９，０００

円は，損益勘定留保資金等で補填いたします。

　�　議案第６９号　令和４年度奄美市下水道事業会計補正予算（第１号）の主な内容につきまして御説明

いたします。

　�　収益的支出につきましては，人事異動に伴う人件費として，２，７９０万１，０００円を減額計上いた

しております。また，資本的支出につきましては，人事異動に伴う人件費のほか，事務費の調整など合

わせて２７万７，０００円を減額計上いたしております。

　�　今回の補正によりまして，資本的収入額が資本的支出額に対して不足する７億１，２２２万３，０００

円は，損益勘定留保資金等で補填いたします。
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　�　議案第７０号　奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，

人事院規則の改正に伴い，育児休業の所得制限の緩和，育児参加のための休暇の対象期間の拡大など，

所要の規定を整備しようとするものでございます。

　�　議案第７１号　奄美市相撲練習道場条例の一部を改正する条例の制定につきましては，市内にある他

の社会体育施設と同様に使用料を徴収するなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。

　�　最後に，議案第７２号　土地の処分につきましては，社会福祉法人恵寧会に売却するため，地方自治

法第９６条第１項第８号の規定により，議会の議決を求めるものでございます。

　�　以上をもちまして，議案第６２号から議案第７２号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御

審議の上，議決してくださいますようお願い申し上げます。

議長（西　公郎君）　以上をもちまして，本日の日程は終了いたしました。

　　明日午前９時３０分，本会議を開きます。

　　本日はこれにて散会いたします。（午前９時４６分）
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は１９名であります。会議は成立いたし

ました。

　　これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分）

　　本日の議事日程は一般質問であります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。

　�　この際申し上げます。一般質問は個人質問とし，各時持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたしま

す。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう時間配分をよろしくお願いいたします。当局にお

いては，休日返上で対応してますので申し付けておきます。更に，当局におかれましても，答弁につい

ては時間の制限もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われますように，あらかじめお願いをしてお

きます。

　　通告に従い，順次質問を許可いたします。

　�　最初に，公明党　大迫勝史君の発言を許可いたします。なお，大迫勝史君により書画カメラ使用の申

し出がありましたので，これを許可いたします。

１�０番（大迫勝史君）　議場の皆様，おはようございます。今定例会，久々に一般質問１番を引かせてい

ただきまして，いささか緊張しております。公明党の大迫勝史です。質問の前に少々所感を述べさせて

いただきます。今般の台風１１号接近に伴い，実被害はないものの，物流が途絶え，台風が接近する度

に幾度となく生鮮食品の枯渇に難儀をしている奄美群島民の困窮を我々，地方議員は結束して県本土や

国の中央に強く訴えるべきであるし，地元においても何らかの方策を官民連携の下，講じるべきと感じ

るところであります。

　�　まず，国内におきましては，去る７月８日に起こった安倍晋三元総理を襲った惨劇に強い憤りを覚え

ます。改めて安倍晋三元総理に深い哀悼の意を表します。事件の要因に関連したその後の動向に対して

も，関係者の方々，また，現岸田首相におかれましては，国葬に関して国費を投ずる意義を国民が納得

する十分な説明を心よりお願いを申し上げたいと思います。また，昨日のヤフーニュースでは，アメリ

カ，ドイツ，フランス等の首脳は参列を見送り，８月いっぱい締め切りの出欠の返答がいまだに来ない

国が多数に上るとの報道があり，僭越ながら岸田首相の言われる弔問外交が成り立つのか心配するとこ

ろであります。世界に目を転ずれば，ウクライナの変わらぬ惨状，ＮＰＴ核不拡散条約再検討会議では，

ロシアの一方的な論理で最終文書案に強く反対したため決裂。アジアでは，ロシアのウクライナ侵略の

連日のニュースに隠れてというか，マスメディアが報道しないミャンマーの国軍によるクーデターから

１年半，権力側と抵抗勢力の衝突が激しく，国軍は，少数民族や抵抗勢力と無関係の住民の無差別な虐

殺を続け，非暴力の抵抗運動を行っていた勢力も雪崩を打つように武器を取り，内戦状態化しています。

アウン・サン・スー・チー氏は，拘束され訴追を受けている状態です。ミャンマー国軍に武器供与をし

ているのが，これまたロシアです。世界は，どこに向かっているのでしょうか。日本は，今こそ国際平

和に向けて日本にできること，日本にしかできないことを真剣に模索して，地球民族の平和のリーダー

になる覚悟を持ち，それには知恵と勇気と慈悲の心を持ち，生命尊厳の精神を共有する対話を広げるべ

きと強く念じて所感といたします。

　　それでは，通告に従いまして質問に入ります。

　�　１，コロナ関連について。本市においても医療体制の逼迫が起きつつあることについて伺います。な

お，今月中旬より県は，全数把握を止める方向で状態は変化すると思いますが，現在の奄美市の医療機

関における具体的な逼迫状況を説明していただきたいと思います。

　　次からは，発言席にて行います。
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市長（安田壮平君）　おはようございます。大迫議員の御質問にお答えいたします。

　�　本市の医療機関の逼迫状況についてお答えいたします。新型コロナの感染状況としましては，７月中

旬から増加し，旧盆，新盆と続く８月上旬から中旬にかけて急激に拡大いたしました。旧盆に入った８

月７日から１３日の週は，一週間の感染者数の合計が最も多くなり，１，０５１名。最多感染者２１８

名を記録した翌週は，１，０２２名。８月２１日の週は，７７８名。先週８月２８日から９月３日の週は，

５９２名と，現在は徐々に感染者数が減少しております。医療機関の状況としましては，感染者数が急

激に拡大した７月下旬以降，重症化リスクの高い高齢者に加え，感染による高熱から脱水や熱性けいれ

んを起こした乳幼児の入院が増えているとのことでした。また，発熱外来の受診者が急増し，受診の予

約枠がすぐ埋まってしまう状況にあること。予約の電話対応なども含め負担が増えているという状況を

対策会議の中で伺っております。

　�　更に，８月上旬には，コロナだけではなく通常の診療にも影響があり，予定していた治療や検査の延

期や，新規の入院調整も非常に厳しい状況にあるという状況を伺っております。本市といたしましても，

医療提供体制を維持することが，市民の命や健康を守ることにつながるということを強く認識してお

り，医療機関や保健所からの助言を頂きながら，医療提供体制の負荷の緩和につながる受診行動に関す

る周知や，一人ひとりが感染対策をしっかり行い，うつさない，うつらないを強く意識し，行動しても

らうような広報を行ってきたところです。

　�　感染状況は，徐々に減少傾向にあるところですが，医療従事者の皆様には，まだまだ厳しい状況の中，

御尽力いただいているところであり，感謝を申し上げます。今後も医療関係者や保健所と連携しながら，

必要な対策を迅速に行ってまいりたいと存じます。御理解のほどよろしくお願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　状況は，よく分かりました。医療従事者とその家族からですね，仕事の大変さ，

業務量の増加，そういうことで本当に生活に大変きつい思いをしているという声を頂きました。行政当

局が把握されております医療機関の関係者の負担増等についてどの程度把握されているか，具体的な例

などがあれば，お示しいただきたいと思います。

保�健福祉部長（山下能久君）　おはようございます。医療従事者の負担増についての把握についてお答え

いたします。感染者拡大時の医療機関の状況につきましては，市内の主な医療機関に聞き取り調査を

行っております。医療機関のスタッフやその家族の感染により人員不足となり，また，市長答弁にもご

ざいましたが，発熱外来を含めた受診者増加の対応や電話対応などの業務量の増加により，スタッフが

疲弊しているなど医療機関の負担増について把握をしております。

　�　また，新型コロナ感染症対策本部会議においても，このような医療機関の状況を踏まえ，市で実施す

る行事の見直しなどを含めた本市の対策について協議を行っているところでございます。以上でござい

ます。

１�０番（大迫勝史君）　それではですね，行政といたしまして，この医療従事者の負担増に対して何か手

助けとなる手段や方策は考えられないか，伺います。

保�健福祉部長（山下能久君）　議員の質問にお答えいたします。先ほど，感染拡大時には，医療機関，医

療従事者への負担が増大していることは認識しているとお答えいたしました。医療体制の維持につきま

しては，市民の命を守るために重要であると認識しております。行政でできること，すべきことは何か，

大島郡医師会とも協議を行い，一つの医療機関への負担が集中しないような受診方法について新聞等で

周知を行っております。

　�　対策本部会議において，医療機関からの要望として発熱外来の診療時間内の受診，休日発熱外来への

かかり方，検査を受ける適正な時期についての周知依頼があり，感染拡大を抑えることに加え，医療機
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関の負担軽減につながるよう新聞等での周知を行ったところでございます。

　�　また，その他の本市の取組といたしましては，保健所支援として本市保健師の派遣を今年度も継続し

て行っており，４月以降延べ９４回にわたり，保健師の派遣を行っております。今後とも医療提供体制

維持のために行政として必要な支援につきましては，医療関係者や保健所と連携を取って取り組んでま

いりたいと思いますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　保健師の派遣とか，いろいろな周知活動とか，できることはすべてやっていると

いうことと理解いたしました。

　�　次にですね，県は，８月３０日の発表分から陽性者の同居家族に症状が出た場合は，検査を行わずに

診断のみでみなし陽性としていますが，このことで検査キットの節約以外でですね，どのような業務量

の変化があるのか。また，患者側に不利な状況は発生しないか。想定の範囲内でお示しください。

保�健福祉部長（山下能久君）　議員の質問にお答えいたします。議員御案内のとおり，県は８月２９日か

らコロナフォローアップセンターの開設と同時にみなし陽性の運用も開始されました。みなし陽性につ

きましては，診療検査医療機関の負担軽減を目的とし，国が今年１月から自治体の判断で導入できる方

針を示しております。このみなし陽性につきましては，陽性者の濃厚接触者で同居している家族などが

有症状となった場合に，医師の判断によりＰＣＲ検査や抗原検査を行わず，臨床症状で診断する取り扱

いでございます。検査キットの節約以外にどのような業務量の変化があるのかということでございます

が，診療時間の短縮や検査を行うことの心理的負担の軽減，検査に関わる書類作成を行わないことによ

る事務量の軽減につながるとのことでございます。

　�　みなし陽性につきましても，コロナフォローアップセンターからの健康観察や自宅療養証明書の発行

など，他の感染者同様の取り扱いとなるため患者側にとって不利益になる状況はなく，特に小さなお子

さんは検査の負担が大きいため，みなし陽性が導入されましたことで患者側の不利益はなく，診療検査

医療機関の負担軽減につながっているものと考えております。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　よく理解できました。次にですね，本市の職員の感染状況について伺いたいと思

いますけれども，当議会におきましても数名発症いたしましたりしたもんですから，この間の新聞記事

の報道によりますと，群島民の１割が，コロナに発症しているのではないかということが，記事があり

ましたが，そういう割合でいけば，相当数のやっぱり職員の方も罹患しているのではないのかなと思っ

ている次第です。その状況について，また，８月１７日のですね，全協での説明資料によりますと，今

年１月から８月１５日までの市内感染者数は，７，９５４名になっていました。また，そういうことで

この１月からですね，で結構ですので，職員の感染者数はどの程度の人数になるか。できれば部局ごと

にお願いをいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　おはようございます。お答えいたします。令和４年１月から８月末までの市職

員の感染者状況について部局ごとにお答えをいたします。職員及び消防職員合わせて現在まで２２９名

の職員が感染しております。部局ごとに申し上げますと，総務部が２１名，市民部が２２名，保健福祉

部が３５名，商工観光情報部が１４名，農林水産部１５名，建設部１２名，上下水道部７名，教育委員

会２０名，各種委員会４名，住用総合支所で１３名，笠利総合支所２８名，大島地区消防組合が３８名

となっております。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　やはり，予想どおり相当数の職員の方が罹患しているということですね。それで

ですね，職員の方が，島外に出張される場合もあると思います。その出張の際のですね，ガイドライン

とマニュアルは定めていると思いますが，これが意味を成すのかどうか，ちょっと疑問ではありますが，
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あれば示していただきたいと思います。

総�務部長（三原裕樹君）　本市におきましては，国の緊急事態宣言発令や県知事メッセージ発出を受け，

市職員の公務出張等に関する取り扱い，これを定めております。特に緊急事態宣言が発出された場合に

は，同地域への出張は原則として認めないこと，緊急事態宣言地域以外などへの出張につきましても極

力テレビ会議やオンラインでの用務実施などを推奨することとしております。また，やむを得ず出張を

行う際には，出先での細かな手洗い，うがいや用務以外での外出自粛など，公務出張時の感染対策の徹

底に関することに加えて，帰任後も２週間は，検温などを実施するなど，健康管理等の対応について定

めております。

　�　現在は，緊急事態宣言発令下ではないことから通常時の出張の取り扱いを行っているところでござい

ますが，これまでの取組により，出張から帰任した職員，これは市長も含めた特別職も含めてでござい

ますが，自発的にＰＣＲ検査や抗原検査等を実施し，健康観察に努めているところでございます。引き

続き公務出張時の感染対策の徹底に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　分かりました。先ほどすみません，職員の部局ごとの感染者数を延べで報告して

いただきましたけれども，これ合計すると何名になって，全職員数のパーセント的にはどのくらいにな

るのか，ちょっと教えていただけないでしょうか。

総�務部長（三原裕樹君）　合計で２２９名ですので，職員数が６１３名ですから，３分の１くらいは感染

ということになります。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　３分の１となると，やっぱり多いなという感じしますけども，例えば業務に必要な，

チームで動いている業務とかですね，最低限必要な人員が仕事もあると思うんですけれども，そういう

業務に必要な職員の欠員が出た場合の対応の方法をお願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　本市におきましては，新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の業務体制

の考え方，及び新型コロナウイルス感染拡大を防止するための在宅勤務の実施を定めております。これ

に基づきまして，各課において事業継続計画を定めております。庁内で新型コロナ感染症が発生した場

合におきましても，市民生活に必要不可欠なサービスを継続すること，かつ職場内での感染を拡大させ

ないことなどが求められております。この考えの下，新型コロナの感染発生時も軽視できない業務の選

別を行いまして，最優先業務を最少人員で実施をするようにしております。

　�　また，在宅勤務や他の課からの応援体制も含め，各課において業務の継続計画を策定しております。

併せまして，各課における感染拡大の抑止に努めるよう，日常的に職場のフロア内，それから共有空間

の消毒等を実施しているところでございます。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　分かりました。くれぐれもですね，市民サービスに支障のないようにお願いをい

たします。次の質問にまいります。防災についてでございますが，（１）災害トイレについて伺います。

過去の災害では，断水などでトイレが使えなくなり，不衛生なトイレを避けて水分を控えて体調を崩す

人が後を絶たない状況になる。内閣府は，２０１６年に避難所におけるトイレの確保管理ガイドライン

を公表し，各自治体に管理計画について地域防災計画などに反映するよう呼び掛けているが，十分に進

んでいない。本市における災害用備蓄品の中に簡易トイレや携帯トイレはどの程度あるか伺います。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えいたします。本市におきましては，議員御案内の避難所におけるトイレ

の確保管理ガイドラインに基づき，各年度ごとに備蓄あるいは更新などを行っているところでございま
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す。そのうえで，令和２年度におきまして，決して十分とは言えませんけれども，各避難所用に防災簡

易トイレ，これを１００個購入をしております。加えて環境衛生面への配慮といたしまして，し尿凝固

剤，これを１万個を購入し備蓄をしているところでございます。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　ある程度備えているということで理解いたしました。東日本大震災の被災地や県

内の鹿児島市のように，災害用トイレ確保に平時から取り組んでいる自治体もあります。しかし，一般

社団法人日本トイレ協会の調査では，特に計画は定めていない自治体が３４パーセントにも上っていま

す。このような現実を踏まえて，災害用トイレに確保の計画策定の必要性を感じていますが，先ほど部

長は，そのガイドラインに沿ってとおっしゃいましたが，平成２３年に作成された本市の地域防災計画

一般災害対策編の中のし尿処理対策の事前措置の項目では，必要とされるトイレの数量及び備蓄場所等

について具体的な備蓄計画の策定に努めると明確に書いてあります。既にできていれば大まかな内容説

明でいいです。また，詳しい計画策定がこれからであれば計画策定に対する見解を求めます。

総�務部長（三原裕樹君）　本市の備蓄品につきましては，先の答弁でもございましたが，各年度ごとに災

害用トイレを含め備蓄更新を行っているところでございますが，具体的な備蓄計画策定には至ってない

ところでございます。しかしながら，災害時のトイレの重要性につきましては，本年１月の津波警報に

おいて，市民の皆様から避難先のトイレについての御意見も寄せられており，その重要性について認識

をしているところでございます。今後におきましては，議員御提案の簡易トイレや携帯トイレなど具体

的な備蓄計画策定に向け，関係各課とも協議をしながら進めてまいりたいと存じます。

１�０番（大迫勝史君）　分かりました。先ほど言いましたけれども，平成２３年の防災計画では，しっか

りと計画を策定すると努めると書いてありますし，されど平成２７年度作成の地域防災計画では，わず

かに避難所運営の中では，必要な対策を講じる程度しか触れていないのが現実であります。しっかりと

した対応，計画策定をつくっていただくようにお願いいたします。鹿児島市は，簡易トイレと携帯トイ

レ，計１１万７，８００個を本庁や支所に備蓄をしています。避難者３万７，０００人に３個ずつ配るこ

とが可能であり，内閣府の指針では，１日平均５回使用という指針がございます。都道府県所在地の首

都，政令指定都市５１市の調査では，３９パーセントにあたる２０市が，災害発生から３日間で不足す

ると回答をしております。

　�　また，これは阪神大震災の後に消防庁がまとめた報告書によりますと，震災時のトイレ対策によりま

すと，住民らは避難先の学校などに到着し落ち着きを取り戻すとトイレの利用を始めた。しかし，断水

や停電で水が流れない。ある神戸市内の中学校では，既設トイレが発生当日に使用不能となると校庭の

側溝がトイレ化し，汚物で溢れた。仮設トイレは，通信や道路の寸断により，市内避難所に行き渡るの

に約２週間を要した。同じような現象は，２０１１年の東日本大震災や１６年の熊本地震などでも繰り

返し起きているということでございます。東日本の大震災では，被災した千葉の浦安市では，トイレの

完全復旧に１か月を要したそうです。こういうことで備えの大切さが分かると思いますが，地震，津波，

台風，大雨，災害の種類でも復旧期間の違いにより必要数も変わってくるとは思いますが，保管状態が

良ければ，それほどの経年劣化はないと思いますので，最悪の場合を想定してのストック数を十分に確

保すべきと思い，それぞれの災害に適応した試算を含めた計画策定の必要性を強く感じるところであり

ます。避難所ではですね，食糧やプライバシー確保よりもトイレの心配度が高いということをお忘れな

きようにお願いします。再度答弁があればお願いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　先ほど議員からございました鹿児島市をモデルにして試算をいたしますと，令

和２年度の大型台風１０号にて２，３７７名が避難をいたしておりますので，本避難者数を基に試算を

いたしますと，簡易トイレ，携帯トイレの必要数が約７，０００個と想定をされます。しかしながら，



− 52 −

本年１月の津波警報や平成２２年の奄美豪雨などの事例から勘案いたしますと，決して十分な備蓄数と

は言えないと認識しております。今後は，それぞれの災害に応じた備蓄計画について，備蓄数や保管場

所も含めて総合的に検討を進めてまいりたいと存じます。併せて，御家庭での携帯トイレの常備などに

ついても，１つの方法として有効と考えておりますので，行政としてそのような取組の推進などについ

ても，それぞれ御意見を伺いながら進めてまいりたいと存じます。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　了解いたしました。よろしくお願いします。次の質問に移ります。市民の健康に

ついて伺います。帯状疱疹ワクチン助成について質問をいたします。１年前の令和３年９月議会に同じ

質問をいたしましたが，再度質問をいたします。帯状疱疹は，日本人の成人９０パーセント以上は発症

する可能性があり，幼少期に罹患する水ぼうそうのウイルスが数十年にわたり人の神経節に潜伏を続

け，加齢やストレス，疲労からくる免疫力の低下により，５０歳代から８０歳代までに３人に１人がこ

の帯状疱疹を発症し，痛みが３，４週間続き，約２割の人に帯状疱疹神経痛ＰＨＮという後遺症が残り，

ほかにも帯状疱疹が現れる部位により，角膜炎，顔面神経麻痺，難聴などの合併症を引き起こす恐ろし

い病気であります。ここで昨年も見てもらいましたが，議員側にも当局側にもまだ実際に症状を見てい

ない方がいらっしゃるかと思いまして，写真資料の投影をお願いします。

　�　これがよく一番多いわき腹に出る症状ですね。次をお願いします。これは胸のほうです。この発疹し

ているところが，すごく剣山を例えば，木綿針にした状態で，こう突かれるような強い痛みがあるとい

います。次をお願いします。この方は，もう広まって酷い状態ですね。今回お見せするのは，皆様の見

るに耐え得る限りの写真を選んでまいりました。次をお願いします。こういう額からですね，頭皮にか

けて出る場合には，痛みとまた強い頭痛も伴ったりするようでございます。次をお願いします。これは，

後遺症として顔面神経麻痺になった方の写真でございます。ありがとうございました。

　�　しかしですね，このような症状もですね，ワクチン接種により発症を予防できます。ワクチン接種に

よる予防効果は，９７．２パーセントという高い数字が出ております。高齢者肺炎球菌予防ワクチンと

同程度の助成をすることで，医療費抑制に大きな効果が期待できるとの思いで昨年質問したのですが，

当局答弁は，ワクチン効果の高さを詳しく説明した後に，助成に関しては研究の材料とさせていただき

たいと，私の期待どおりにはいきませんでした。そこで再度質問いたします。１年間の研究結果を是非

説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。

保�健福祉部長（山下能久君）　議員の質問にお答えいたします。帯状疱疹ワクチン助成につきましては，

昨年９月議会で答弁させていただいたところでございます。帯状疱疹ワクチンの助成制度につきまして

は，現在のところ国の助成制度もなく県や市の助成制度もないため接種を希望される方につきまして

は，実費で接種をお願いしているところでございます。令和４年８月４日に開催されました国の専門委

員会，これは予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会におきまして，帯状疱疹ワクチンの

定期接種化の検討が行われております。その中で帯状疱疹につきましては，感染力が低く期待される効

果や導入年齢に関して検討を要するとのまとめがなされております。助成制度につきましては，国の動

向も注視してまいりたいと存じますので御理解のほどよろしくお願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　分かりました。それでですね，またその折に去年の質問の折に別の答弁で，帯状

疱疹ワクチンについての効果は認識しており，周知広報が足りてない面があるので，広報紙やホーム

ページにて周知広報を行っていきたいと存じます，との答弁がありましたが，この１年間，その気配は

見当たりませんが，その理由を伺いたいと思います。

保�健福祉部長（山下能久君）　帯状疱疹ワクチンにつきましては，議員御案内のとおり，帯状疱疹発症を

防ぐために効果的であるということは認識しております。昨年９月に議員からの御質問後に，市民の方
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から帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせが数件ございました。助成制度の有無などについては説

明を行っているところではございますが，助成制度のない予防接種の広報につきましては難しい面があ

り，ホームページによる広報は行っていないところでございます。

　�　帯状疱疹につきましては，加齢とともに気をつけなければならない疾病であり，早期発見，早期治療

が効果的であり，予防接種も有効であるという点につきましては，関係各課とも連携を取りながら広報

紙において帯状疱疹についての周知を検討しているところでございます。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　１年間検討し続けたわけですね。長引くコロナ禍によるストレスなどで，帯状疱

疹の罹患者が全国で増加中です。国が，帯状疱疹ワクチンの接種補助として地方創生臨時交付金を活用

できるとしたため，ワクチン接種の助成制度を創設すべきと各地で要望運動が起きています。恒久的な

財源としては当該交付金はいかがなものかとは思いますが，このことに対して見解があれば伺います。

保�健福祉部長（山下能久君）　国のほうから新型コロナ臨時創生交付金が活用できるということの市の見

解につきましては，財政とも協議をしながら，どういった形がいいのか検討してまいりたいと思います

ので，御理解をお願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　よろしくお願いを申し上げます。次の質問に移ります。子育て支援について。３

歳児健診に簡便な屈折・眼位スクリーニング検査機器導入について伺います。この質問も同じく令和３

年９月議会に行っております。目の機能は，６歳から８歳までに発達することから，３歳児健診で弱視

等の異常が発見できれば，早期治療が重要だということであります。３歳児健診の視力の１次検査は，

ランドルト環を用いた家庭内での自主検査が万全に行われている確証がなく，多くの子どもの弱視が見

逃されてきた実態があり，簡便な屈折・眼位スクリーニング検査機器導入で問題解消を図ることが重要

なことだと思います。答弁では，この検査機器の導入は，非常に有用だと考えている。今後導入自治体

の情報を収集し，検査時間，専門スタッフ，コスト等のメリット，デメリットなどを整理させていただ

きたいと答弁をされています。現状をお示しください。

保�健福祉部長（山下能久君）　議員御案内のとおり，昨年９月議会におきまして，３歳児健診における屈折・

眼位スクリーニング検査機器について答弁いたしております。現在，３歳児健診での視覚検査につきま

しては，第１次検査として御家庭でランドルト環を用いた検査をお願いしております。御家庭で視力検

査ができなかったお子さんに関しましては，２次検査として健診会場でもう一度検査を行い，確認漏れ

がないよう留意をしております。屈折・眼位スクリーニング検査機器を導入した市町村にお伺いしまし

たところ，短時間での検査が可能であること，精密検査も件数が増え，疾病の早期発見につながったケー

スもあったなどとの声もあり，検査機器の有用性が高いことを確認できました。一方で予算の確保が難

しく，導入に至ってない自治体もあり，機器購入や保障費用が高額であることが導入に至らない大きな

要因であることも分かっております。本市におきましては，３支所で乳幼児健診を行っており，機器購

入後，どのように運用していくかについても議論の必要性がございますが，疾病の早期発見に有用であ

ることを踏まえ，機器の導入につきましては，今後も検討してまいりたいと存じますので，よろしくお

願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　ありがとうございます。部長答弁で検査機器が大変高価であるというお話があり

ましたが，この機器の価格が１台約１００万円に上り，昨年度までに導入市町村が３割に止まっていた

ため，厚労省は今年度から購入費の半額補助を行うため，当初予算に１０億５，０００万円の予算を計

上しています。この補助を活用して，県内で導入自治体の動きが広がりつつあります。伊佐市では今年

の４月から活用を始め，指宿市が７月から，日置市でも１０月に導入するとのことです。他にも導入決
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定自治体が，いちき串木野市，薩摩川内市，姶良市，霧島市，他に導入済みが鹿屋市，鹿児島市，垂水

市，県下１９市のうち１０市が導入済みあるいは導入決定ということは，重く受け止めるべきだと思い

ます。厚労省予算の１０億５，０００万円を機器導入額の半額の５０万円で割りましたら２，１００とい

う数字になります。現在の１，７１８自治体数を上回る数字です。これは，厚労省が早く導入しなさい

と言っているに等しいと思います。以上のようなことも情報収集の一環であると思いますけれども，当

局は把握されていたんでしょうか。見解を伺います。

保�健福祉部長（山下能久君）　県内各市の導入状況につきましては，令和２年度に姶良市，令和４年度，

議員から御案内があったとおり，鹿屋市，枕崎市，阿久根市，薩摩川内市，日置市，霧島市，いちき串

木野市，志布志市，南九州市，伊佐市，未実施が６市ということは把握しております。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　ですから，機器導入に対する半額補助があるということは御存知でしたかと聞い

ているんです。

保�健福祉部長（山下能久君）　国の補助につきましては，令和４年度から母子保健対策総合事業補助金に

て２分の１の補助があるっていうことは認識しております。以上でございます。

１�０番（大迫勝史君）　ですから，この半額助成する，国がするということで，導入自治体が県内でも増

えているということにつきましてですね，奄美市だけ遅れをとっていいものかと思うんですが，市長の

見解あればお願いします。

市�長（安田壮平君）　今回，大迫議員からですね，この質問を頂いて，私自身もこういった機器があると，

そしてまた，県下の実施状況，あるいは，この国の補助制度があるということをしっかりと把握をさせ

ていただきました。やはり，やはり子どもがですね，子どもの目が，その発達していく６歳ぐらいまでが，

すごく大事だということも認識をしておりまして，そのためにも３歳児健診でですね，その弱視とかそ

ういう状況をしっかり把握して，よりよい支援につなげないといけないということも十分に認識をして

おりますので，本市としてもやはり急ぎ検討していかないといけない大事な課題だというふうに思って

おります。また，そうですね，しっかりと考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

１０番（大迫勝史君）　一つ取り組み方よろしくお願い申し上げます。

　�　次に，「奄美市まーじん子育て応援団」子育てガイドブックについて伺います。このガイドブックの

２ページ目の変更の差し替えを早めにお願いしたいのですが，現在まで遅れている理由等があれば，お

聞かせください。それでは，ちょっとその内容をですね，モニターに，現在も市民に配布しているとい

うことなので，そのガイドブック２ページ目をモニターに出していただけますか。

　�　左側が２ページ目ですね，アップをお願いします。見えますでしょうかね。まだ朝山市長になってい

るんですよ。これで構わないと言うんだったら構わないですけど。これはやはりですね，ずっと何年も

ここに，奄美市に住まわれている方は，状況が分かると思うんですけれども，新しく移住して来られた

方とか転勤されて来られた方とかには大変な違和感を感じると思うんですけれども，何かこの変えない

理由があれば，お示しください。

福�祉事務所長（永田孝一君）　それでは，議員ご質問の「奄美市まーじん子育て応援団」子育てガイドブッ

クについてお答えいたします。本市の子育てに関連する制度や施設利用できる店舗などの情報を広く紹

介する目的で，国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しまして，平成３０年度に初版版としまして

５，０００部，それから令和元年度に改定版として３，０００部，合計８，０００部を作成しております。
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市内の小学校，幼稚園，保育所や市役所窓口，子育て関連施設にて配布を行ったところでございます。

議員御案内では，現在も配布中ということでしたが，市の在庫は既にもう１０部程度となっておりまし

て，今現在は，もう窓口等では配布はしていないという状況です。既に配布は終了したという認識でお

願いしたいと思います。

　�　作成当初につきましては，３年に一度内容の更新を行う計画等もありましたけれども，子育て関連情

報は日々更新されているということもあります。それからガイドブックは，配布部数に限定があること

などから，奄美市の子育て情報を求める人に早く広く伝える情報発信の在り方について検討を重ねてき

たところです。検討の結果ですね，今般，各家庭のインターネットやスマートフォンの普及によりウェ

ブを活用した情報の伝達が身近になっているというところから，内容の見直しがいち早く行える，それ

から情報が必要な人に広く伝えられるという点から，ガイドブックに代わりまして，本年度，奄美市子

育て支援ポータルサイトを新たに構築して，子育てに役立ててもらう情報発信の準備を現在行っており

ます。紙媒体からウェブ版で情報発信をするということでございます。議員御指摘のガイドブックの差

し替えにつきましては，当該箇所は作成当時の情報でありますので，本年度新たな子育て情報発信をす

ることで更新に代えるものと御理解をいただきたいと思います。以上です。

１�０番（大迫勝史君）　要するに，この紙ベースから今，ウェブ情報に移行しているからもういいってい

うことですよね。分かりました。ということでございます。

　�　次に，奄美市のホームページについて伺います。ホームページにつきまして，ホームページのトッ

プページからまち・くらしに入りますと，２７項目のカテゴリーがあり，１０項目ほど更新年月日が

２０１３年３月２０日，これ平成２５年ですよね，となっていますが，その理由があるか伺います。細

目は，それぞれ更新年月日が正常なものも見受けられますが，項目については，戸籍・住民の手続，保険・

年金，生活環境，移住・定住，市民生活，人権・男女共同参画，選挙，外国人市民向け，福祉・高齢者，

子育て，上下水道，まちづくり・住まい，以上１２項目です。お願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　ホームページの更新年月日についてお答えいたします。本市の公式ホームペー

ジにつきましては，各課と連動して作成することができる独自のシステムを用いて運用を行っており，

現在のシステムにリニューアルされた日付，これが２０１３年３月２０日でございます。このシステム

においては，それぞれの内容が記載されている個別ページ，先ほど議員からございました。この更新が

行われた際には，更新日付が変わる仕様となっておりますが，御指摘のとおりメニューページにおいて

は，個別ページの更新日が反映されるシステムとはなっておりませんでした。このことから，メニュー

ページにおける更新日の表示につきましては，現在，システム管理業者と解決に向け調整を行っている

ところでございますので，御理解をお願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　そういう理由だということなんでしょうけど，見る人は，そういう裏事情は分か

りませんのでね，奇異に映ると思います。

　�　次の質問で，これまでも新しい施策の更新がなされてなかったり，変換ミスなどその都度，担当部局

に指摘して修正をしていただいておりましたが，このホームページの全体管理をする部署はどこなの

か。そもそもそういう部署がないのか伺います。

総�務部長（三原裕樹君）　本市のホームページの全体管理につきましては，企画調整課において行ってお

ります。御質問のチェック体制及び管理体制につきましては，まず，企画調整課においてホームページ

の更新作業の研修を実施した後，各課にて作成された掲載情報の表現等について基本的なチェックを行

います。そのうえで情報の作成，更新，管理までを各課で行う体制としております。議員御指摘のとおり，

公式ホームページは，本市の情報発信の最たるものであり，その情報に誤りがあってはならないと認識
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をいたしております。今後，再度注意喚起を図りながらホームページの管理について，最新の情報を正

確に提供できるよう全庁的に取り組んでまいりたいと存じますので御理解をお願いいたします。

１�０番（大迫勝史君）　分かりました。よろしくお願いします。市民はもとよりですね，島外からやはり

情報を得ようとするホームページへのビジターに対してですね，なるべくそういう利便性を図るととも

にですね，新しい情報をいち早く届けるということは大変，部長がおっしゃったように大事なツールだ

と思いますので，これからもしっかり取組をお願いしたいと思います。少々早いですけど私の一般質問

をこれにて終了いたします。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で公明党　大迫勝史君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１０時２１分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１０時４０分）

　　引き続き一般質問を行います。

　�　チャレンジ奄美　幸多拓磨君の発言を許可いたします。なお，幸多拓磨君から書画カメラ使用の申し

出がありましたので，これを許可いたします。

１�番（幸多拓磨君）　市民の皆様，議場の皆様，インターネット中継を御覧の皆様，おはようございます。

チャレンジ奄美　幸多拓磨でございます。笑顔溢れる奄美市を，笑いが循環するこの島を一緒につくっ

てまいりましょう。御質問に入ります前に所感を一言述べさせていただきます。先日，スーパーに買い

物に行こうとしたところ，右手に杖，左手に買い物袋を持ち，立ち止まっている御老人がいらっしゃい

ました。私が，お母さん，お荷物を持つのを手伝いましょうか。おばあちゃんがおっしゃいました。え。

私が持ちますよ，どちらまでですか。おばあちゃんが，え，本当にいいんですか。１５分くらいの距離

の御自宅までお話をしながら一緒に歩いていきました。おばあちゃんが，まだまだ動けるうちは頑張ら

ないと。私は思いました。本当に強いなあ。心から尊敬いたしました。他にもお子様の自慢話やお孫さ

んのお話などなど，私の胸は，感動と今までこの島を支えてくださった大先輩への感謝の気持ちでいっ

ぱいとなりました。同時に御高齢の方々へのサポート，支援の必要性を強く感じました。誰もが必ず年

をとり，体は衰えていきます。必ず１人では生きていけない。誰かの支援が必要となるときがやってま

いります。声を掛け合い支え合う。昔ながらのこの島のすばらしい文化。今，私たち大人が，未来を担

う子どもたちに声を掛け合い支え合う。困った人がいたら助けてあげる。そのような姿，背中を見せる

ことの大切さ。子育ては，思うようにいかないのが子育てだと思います。しかしながら，子どもたち

は，必ず私たち大人の背中を見て育ちます。いつの日か大人の姿を思い出し，真似る日がやってきます。

子どもたちへ助け合い行動のバトンを渡す。いつの日か自分たちも身をもって，自分たちの身にも返っ

てくることでしょう。私も声を掛けることに勇気がいります。もちろん声を掛け支援を断られたことも

多々ございます。しかしながら，そのことで人の笑顔を見ることができるのならば，これからも勇気を

振り絞り声を掛け続けていこう。人の幸せの中にこそ自分の幸せがある。その思いを大事に声を掛け続

けていこうと強く決心した出来事でした。それでは，通告書に従い御質問させていただきます。

　�　１，働き方について。（１）マンパワー不足による１人あたりの労働者の仕事量増加について。①本

市における職員の仕事量，勤務時間について。②本市，そして関連する施設も含めた３６協定締結割合

について。③３６協定遵守の状況について。現在，慢性的な人手不足により，各方面において人手確

保に苦悩されている責任者の方々からの声を多く聞きます。そして，追い打ちをかけるかのように，Ｂ

Ａ.２株の１．４倍の感染力のオミクロン変異株ＢＡ．５の流行。社員の出勤停止や待機など，民間企

業におきましてもやむを得ず休業したり営業時間を短縮して対応するなど，あらゆる手を尽くしながら

営業されております。少ない従業員で業務を遂行することで仕事量が増加している，休みが取れないな
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どの声もお聞きします。本市においてもＢＡ .５により同じように苦悩はあると思います。労働基準法

で，労働時間は原則として１日８時間，一週４０時間以内と定められております。また，休日も毎週少

なくとも１回と決まっています。（変形休日性の運用をしている場合を除く。）そして，残業する場合は，

労働基準法３６条に基づく３６協定を締結しなければなりません。原則月４５時間，年３６０時間まで

の時間外労働が可能。特別要綱付きで更に延長も可能ですが，その内容としましては，時間外労働が年

に７２０時間以内，時間外労働が月４５時間を超えられるのは年６か月までとあります。奄美市役所ま

た関連施設は，市民にとって大変重要なインフラ施設でございます。そして，他にも，パワハラ防止法，

労働施策総合推進法が２０２２年４月より中小企業まで拡大されました。これまで努力義務でしたが，

義務化されております。職員一人ひとりの働き方を大切にすることにより，職員が心穏やかに安心して

業務を遂行でき，利用される市民の方々へのサービス向上にもつながると感じます。そして，行政と

の関わりがある施設，指定管理導入施設など，第３セクター等も本市が代表であり同様だと感じます。

労務管理において本市各施設にアンケートを取るなどし，現状を把握するような対策が必要不可欠だと

感じます。また，３６協定締結率は，記事にございました内容によると，日本労働組合総連合会が行っ

た労働者向け調査になります。勤め先が，３６協定を締結していると回答した労働者は４５．２パーセ

ントにとどまり，それどころか，締結しているかどうか分からないと答えた労働者が３７．６パーセン

トに上るとございました。現状を御質問させていただきます。先ほどの質問になるんですが，本市にお

ける職員の仕事量，勤務時間について，本市そして関連する施設も含めた３６協定締結割合について。

３６協定遵守の状況についてお伺いいたします。

　　次の質問から発言席にて行います。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えいたします。本市における職員の仕事量につきましては，人事・定数査

定ヒアリングにおいて，業務量についてのヒアリングを行い適正な人員配置に努めているところでござ

います。特に近年は，新型コロナ関連業務等において業務量の増加が見込まれる部署については，定数

配置の強化を図るほか，一時的に業務が集中するなどマンパワーが必要な場合には，職員の動員を行い

対応しているところでございます。

　�　また，勤務時間につきましては，奄美市職員の勤務時間，休暇等に関する条例におきまして，１日に

つき７時間４５分，１週間あたり３８時間４５分と規定されております。なお，時間外勤務につきまし

ては，奄美市職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則におきまして，超過勤務命令の上限を設定

しており，ひと月において時間外勤務を命ずる時間については４５時間，１年において時間外勤務を命

ずる時間については３６０時間と定めております。上限時間を超えて超過勤務を命じた場合には，その

要因の整理，分析及び検証を行うものとしているところでございます。

　�　次に，本市そして関連する施設等の３６協定締結割合及び遵守状況についてお答えをいたします。議

員御案内のとおり３６協定とは，法定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働させる場合に，会社

側が，あらかじめ従業員の過半数を代表する者，労働組合と書面により協定を締結するものでございま

す。地方公務員につきましては，３６協定なしに時間外勤務が可能でございますが，公営企業職員等に

つきましては，協定書の締結が必要となっております。本市における３６協定を締結している課につき

ましては，下水道課，水道課及び市内各保育所であり，協定を遵守しているものと考えております。

　�　また，指定管理導入施設につきましては，３６協定締結割合や遵守状況については，把握できており

ませんけれども，基本協定の締結にあたり，指定管理者が３６協定を含めた労務管理等に関する法令全

般を遵守していることが前提となります。更に，指定管理者へのモニタリング調査において，指定管理

運営業務に従事する職員の雇用関係を確認をし，不適正と判断される事項がある場合には，改善の指示

を行うこととしております。

　�　３６協定は，あくまで使用者である企業側の管理責任となりますが，指定管理者には，労働基準監督

署の指導監督の下，適切な労務管理が行われるよう連携をして啓発に取り組んでまいりたいと存じま
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す。以上でございます。

１�番（幸多拓磨君）　ありがとうございました。関連施設の管理につきましても本市が精査し，先ほどの

お話があったんですけれども，やはりきちんとできていなかった場合は，そこに指導してくださったり，

いろいろあるというお話お聞きしたんで，大事なことだなとすごく感じました。労務管理がなされてい

るかって把握することは，本市の責任でもあると感じるところもあります。労働者が働きやすい労働環

境下において業務すると，先ほどもお話ししましたが，利用者のサービスの向上，ひいては施設の魅力

向上にもつながると思います。是非これからも，ガバナンス，コンプライアンスが効いているか。その

ような調査をしていただいて，労働者の働きやすい環境づくりに力を入れていただけるようにお願い申

し上げます。

　�　では続きまして，次の質問に入ります。（２）女性の働きやすい職場について。①本市が取り組んで

いる女性の働きやすい職場について御質問させていただきます。すべての女性が輝く社会づくり本部の

設置について，平成２６年１０月３日閣議決定，設置根拠として，様々な状況におかれた女性が，自ら

の希望を実現して輝くことにより，我が国最大の潜在力である女性の力が十分に発揮され，我が国社会

の活性化につながるよう，内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置する。このようにございま

した。男女共同参画局が，女性が働きやすい環境を整え，社会に活力を取り戻すという女性の活躍の

意義をまとめており，今まさに国を挙げての施策となっているのです。平成２６年は，西暦で言うと

２０１４年，ＳＤＧｓが国連サミットにおいて全会一致で採択されたのは２０１５年９月，いち早く日

本は，５番目の項目であるジェンダー平等を実現しように取り組まれていたのかもしれません。また，

女性活躍推進法において，常時雇用する従業員が３０１人以上の企業においては，義務付けられている

取組がございます。内容として，自社の女性の活躍に関する状況を把握し課題を分析すること。状況把

握，課題分析を踏まえた行動計画を策定。社内周知，公表すること。都道府県労働局に一般事業主行動

計画策定変更届を届け出すること。女性の活躍に関する情報を公表すること。年に１回以上のデータ更

新することとあります。こちらは民間だけでなく国，地方公共団体も含まれております。

　�　島は，少子高齢化が急速に進んでおり，Ｒ２年の国勢調査によると，奄美市の６５歳以上は３２．５

パーセントと高齢化率２１パーセント以上の超高齢社会にあたります。そのうえ，コロナ禍により労働

人口減少にも拍車がかかっております。マンパワーだけでなく男性に優秀な方がいるように，女性の中

にも優秀な方がたくさんいます。例えば，女性ならではの目線やきめ細やかなスキルなど，これからの

島は，女性の働きやすい職場環境づくり，活躍してもらうことが必要不可欠だと思われます。子育て世

代には，庁内に病児・病後児保育室等も必要なのではないかとも思います。お伺いします。本市が取り

組んでいる女性の働きやすい環境づくり，どのような取組をされているかお示しください。

市�長（安田壮平君）　幸多議員にお答えいたします。女性が働きやすい職場環境づくりにつきましては，

奄美市特定事業主行動計画に基づき，女性が働きやすい職場環境づくりに努めているところでございま

す。まず，子育てや家族の介護をしやすい環境づくりに努めているところであり，妊娠，出産，子育て

や介護に関する休暇制度や休業取得手続きを掲載した両立支援ハンドブックを作成し，職場へ制度の周

知を図るほか，育児休業にかかる代替要員の確保など，育児休業を取得しやすい環境づくりに努めてお

ります。

　�　次に，女性職員のキャリア形成支援に取り組んでおり，国・県への研修など意欲と能力開発に努めな

がら，女性登用の推進に取り組んでおります。このほか，仕事と生活の調和がとれる職場づくりにも努

めており，昨年度からテレワークを導入することにより，新型コロナ発生時の業務継続の円滑な実施や

働き方改革の推進を図るほか，定時帰宅キャンペーンの実施など超過勤務の縮減を図っているところで

あり，今後も女性が働きやすく活躍が推進できる職場環境づくりに努めてまいりたいと存じます。併せ

てでありますが，いわゆるクオータ制度と言われるような制度ですね。一定程度の管理職の割合にです
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ね，女性を充てるというような制度についても私自身大事だなというふうには認識をしております。そ

の一方で実は先日，庁内でですね，男女共同参画に関する職員向けの研修などもありまして，女性の方

が講師を努められました。その中で先ほど議員もお言葉ありました女性ならではの目線とか，きめ細か

な感性とかですね，スキルとか，その方が感じているのは，女性ならではという言葉はよく言われるけ

ど，じゃあ男性ならではとか，男性らしい感性とかそういう言葉を使われないのは何故だろうというよ

うな疑問をですね，我々にも投げかけていただいて，それこそが，もしかしたらいわゆるアンコンシャ

スバイアス，無意識の偏見じゃないかというようなお話も受けて，私自身もハッとさせられたところで

ありました。やはり男性，女性すべてがですね，働きやすい環境づくりというものが大事ですし，更に，

その人らしさというか，その個人に合った働き方，働きやすさというものを求めていくことが大事なん

だろうというふうに感じた次第であります。そのことについては，またこれからもですね，引き続き庁

内でもしっかりと研修なども通じて取り組んでまいりたいと思いますので，御理解のほどよろしくお願

いいたします。

１�番（幸多拓磨君）　市長，ありがとうございました。今のお話の中で，ハンドブックを作成したり，あ

と定時帰宅キャンペーンというのがあるっていうのは初めてお聞きしたんですけど，すごい大切だなと

思っています。先ほど市長がおっしゃた，そのＬＧＢＴＱ＋もそうなんですけど，多様性のある今世の

中でございまして，確かに私も言葉を選ぶときに悩んだ部分でもありました。ですので，そこの部分は，

今一度自分を戒め，もう少し勉強して成長していければと思っております。大変失礼いたしました。

　�　ある記事に女性が働きやすいと感じる四つの特徴として，社内に育児をしているロールモデル人材が

在籍している。取締役や管理職に女性がいる。産休，育休の制度利用者がいる。働く時間や場所の融通

が利くとありましたが，まさに今お話があった中ですべてが本庁舎ではやはり取り組まれているという

ふうに感じました。また，復職時の不安解消も大切だともございました。是非これからも女性が働きや

すい環境を整え，社会に活力を取り戻すという女性の活躍意義を追及してくださるようにですね，お願

いしたいところでございます。ありがとうございました。

　�　では，次の質問にいきます。２番，ネーミングライツについて。（１）ネーミングライツアンケート

調査結果について。①調査結果をもとにした今後の進め方について。第２回定例会にて，市所有の施設

ごとに導入可能性に向けたアンケート調査をしており，７月末までには調査結果を基に関係各課と施設

ごとの協議を行っていくとの御答弁を頂きました。そこで①ですね。調査結果を基にした今後の進め方

についてお示しください。

総�務部長（三原裕樹君）　ネーミングライツ導入についてお答えいたします。これまで本市所有の３５５

施設に対し可能性調査を行い，導入の可能性があると回答した施設を対象に，７月下旬に担当課と個別

協議を行ったところでございます。協議の結果，２９施設が導入を検討することとなり，今後は，更に

庁内において協議を重ね，対象施設を決定してまいります。

　�　また，同時にネーミングライツの金額や期間，応募資格等についての調査，検討を行っており，ガイ

ドライン募集要項の作成に向け引き続き協議を行ったうえで，ネーミングライツ導入を目指してまいり

たいと考えております。以上でございます。

１�番（幸多拓磨君）　ありがとうございました。２９施設が今検討に入るということだったんですけど，

そうですね，各施設，各通り，いろんな課題があると感じます。施設だけでなく全国世界を見ますと，

ストリートにおいても，通り沿いにおいてもネーミングライツを採用し，その道路の管理だったり維持

をしているという自治体もございます。要するに，その施設だけでなくそういう通り名とかもですね，

また考えていただければいいのかなと思ったりします。ここで参考までにモニターのほうで写真のほう

映させてもらうんですけれども，これは以前から私が質問させてもらっていた名瀬公民館の現状を写真
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見ていただきたいと思います。こちらはですね，受付前の床になるんですけど，この床，模様ではなく

床が剥がれているような状況ですね。これ施設のスタッフさんにお聞きしたところ，そこで躓く方もい

らっしゃるという話でした。

　�　次お願いします。こちらも同様ですね。次お願いします。こちらもですね。次お願いします。こちら

はですね，軽体操室になるんですけど，上のほうを見ていただいたら扇風機がございます。これ扇風機

が４機付いているんですけれども，これが破損していて２機しか今使えない現状です。そして，左側に

クーラーが見えますけれども，このクーラー１つで，この広いスペースを冷やしているというか，エア

コンとして利用しているので，中で体操をした場合，やはり，その暑さで中の方が大変という状況があ

りまして，左下に扇風機が置いてありますけど，こちら持ち込んで扇風機で対応しているような状況で

す。

　�　次お願いします。こちらもですね。次お願いします。こちらはトイレになるんですけれども，次お願

いします。使用中止になっているんですが，上のほうから雨漏りがあったことによって，雨漏りの修理

をし，その天井が開いた状態。そして，下が使用中止になっている理由は，雨漏りがあるという理由で

使用中止になっています。

　�　次お願いします。こちらは４階のこちら体育館になるんですけど，こちらの建て付けが非常に悪いと

いうことで開け閉めをすると取れる可能性があるということで，そこの部分を改善していかないといけ

ないかなと感じます。

　�　次お願いします。こちらは棚の部分ですね。次お願いします。こちらは上の照明なんですけれども，

こちら照明の取り換えをする際に大変手間がかかってしまいます。その関係で照明が幾つか切れたとき

にまとめてするという方法しか取れない現状にあります。

　�　次お願いします。こちらは調理室なんですけれども，調理室かなり広いスペースです。この議場くら

いあるんじゃないでしょうか。次お願いします。火を使うんですけど，今正面，エアコンがあるんです

けど，アップをお願いします。これは手前側にある大きいエアコンは壊れています。奥にあるエアコン

を使っております。この広いスペースで，このエアコンが２台しかございません。

　�　次お願いします。こちらアップをお願いします。上のほうですね，コンセントの部分，アップをお願

いします。こちらのコンセントなんですけど，これは以前，大雨が降った際に雨漏りがこのコンセント

からしておりました。そのようにお伺いしております。非常に危険だと思います。

　�　次お願いします。こちらも雨漏りの跡ですね。次お願いします。こちらはですね，インターフォンな

んですけど，以前質問させていただいて，インターフォンを取り付けるということで，こちらアップを

お願いします。こちらのインターフォンは，故障していますということでですね，このインターフォン

は使えません。次お願いします。こちらのほうにインターフォンがあるんですけど，ちょっと何のため

にインターフォンがあるのか，ちょっと分からない状況だったので，施設のスタッフさんに，こちらの

手助けは必要な方はインターフォンをお押しください等の説明があったほうがいいんじゃないかとい

うことをお伝えしました。これ余談でした。以上になります。ありがとうございました。

　�　このように施設によっては，本当に利用者が，今回のエアコンだったり扇風機じゃないですけど，直

接健康被害を受けるような可能性がある場所も出てくると思います。ただ予算の部分でどうしても難し

いというのは出てくるんですね。そこも私も重々承知しています。ですので，このネーミングライツと

いうのが，いかに大切か。いかに自主財源を生み出していくために大切かっていうことをすごく感じま

した。

　�　では，次の質問に入らせてもらいます。３，名瀬クリーンセンターについて。（１）現在の名瀬クリー

ンセンターのごみの受入量について。①焼却炉の現状について。②循環型社会形成について。焼却炉の

現状についてですね，名瀬クリーンセンター，年末休業日変更のお知らせについてとの張り紙が受付に

ございました。Ｒ４年度より，昨年末までは１２月３１日の昼１５時まではごみの受入を行っていまし

たが，今年度より休業日となります。１２月３１日大晦日は，完全に閉まりますので，年末のごみの搬
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入を早めにお願いいたします。とのお話でした。その理由につきまして，昨日まで奄美市環境対策課，

大島地区衛生組合よりお話を伺ったところ，名瀬クリーンセンターの焼却炉は，２炉ございます。老朽

化が進んでおります。耐久年数は１５年とのお話でしたが，現在２５年使用しており，あと１３年使用

しないといけない状況でございます。通常の定期整備は，１炉を稼働させ，もう１炉を休ませ，点検，

整備を行っておりましたが，２炉まとめて休ませ整備することができるのは，年末のお休みの期間だけ

でございます。内部点検清掃は，運転管理上必要不可欠な作業であり，焼却炉内部の温度は最も高温な

場所で８５０度。煙突付近の温度が低い場所でも約２００度あります。点検清掃の際は，冷却をしなけ

ればならず，作業員が内部で作業できるまでには３日から４日ほどの冷却時間が必要となります。その

ことから，お休みを１日増やすこととなりました。とのお話でした。第２回６月定例会において，同僚

議員からの質問の答弁にて，ごみの減量化を方向性として考えているお答えがありました。そこを踏ま

えてお聞きします。①焼却炉について。現在の処理能力において適切な量はどれほどで，現在の量から

どれくらい減らすことが必要なのかお示しください。②循環型社会形成について。過去にコンポスト購

入補助金の制度が，本市においてあったとお聞きしますが，今後改めて購入補助を検討していただけな

いでしょうか。３Ｒ，リデュース，リユース，リサイクルについて，そして，減量化に対してどのよう

な取組を行っているのかを重ねてお示しください。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員の御質問のまず①の焼却炉の現状についてお答えいたします。

名瀬クリーンセンターの能力としましては，現在２基の焼却炉で１時間に４トン前後の焼却能力を維持

していると伺っております。処理能力に対する適切な量を示すことは困難ですが，ごみの多い時期や定

期整備の時期は，２４時間稼働で対応するなど，運用によりその処理に努めているところでございます。

　�　ごみの減量化につきましては，焼却すると灰になり二度と利用できなくなりますが，分別することで

新たな資源となり再利用ができるものがございますので，市民の皆様には，再利用できるものはできる

だけ分別して，ごみの減量化と再資源化に御協力をいただきますようお願いしているところでございま

す。

　�　次に，②の循環型社会形成についてですが，議員御案内のとおり，ごみ減量化の取組について３Ｒ政

策が展開されております。本市においてもマイバッグやマイボトルを利用することで，空き瓶，段ボー

ルや新聞紙などの分別収集，リサイクルによる容器，古紙類，ごみの削減が推進されているところでご

ざいます。

　�　また，リユースにつきましては，個人利用ではございますが，簡単に不用品の譲渡ができるアプリを

利用した粗大ごみの削減が広がっていると伺っております。本市といたしましては，分別収集への取組

を周知するため，毎年全戸配布していますごみ収集カレンダーや広報紙，奄美市公式ＬＩＮＥでのご

み出しの通知や分別検索機能などを活用し，市民の皆様へ御協力をお願いしているところでございま

す。名瀬クリーンセンターに搬入されるごみの状況としましては，令和２年度に搬入された可燃ごみ

１万８，８３５トンのうち約１万２，４８８トンのおよそ６６．３パーセントが紙や布類であったと報告

されております。その中で奄美市の古紙類の回収量は，約３６０トンとなっておりますので，何より

も古紙類の再資源化がリサイクル率の向上に寄与するものと考えており，最優先課題としております。

本年度から資源物循環活動助成金として，自治会による古紙類の再資源化活動を支援する仕組みづくり

に取り組んでおり，古紙類のリサイクルが促進されることに期待しているところでございます。循環型

社会の形成は，行政だけではなく事業者，市民の御協力が必要不可欠となっております。一人ひとりの

ちょっとした心掛けでごみの減量化につながっていきますので，引き続き市民の皆様の御協力をお願い

したいと考えております。

　�　最後に，生ごみのコンポストの補助事業を再開できないかという御質問だったと思います。コンポス

ト事業につきましては，最終年度の令和元年度は，６件の利用がありました。年１０件前後の最近は利

用で推移していた状況です。コンポスト利用による，具体的なごみの減少が把握できないため，再開に
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あたっては，利用前のごみの実態，利用後の実績などを基に補助決定するなど具体的な効果を把握する

仕組みが必要だと考えておりますが，名瀬クリーンセンターに搬入されるごみの組成で生ごみにあたる

厨芥類は，６．６パーセントと比較的少ない状況となっており，可燃ごみ１万８，８３５トンのうち約１，

２４３トンとなります。本市においては，限られた人員と予算で効率的なリサイクルへの取組として，

先ほど答弁いたしましたが，紙ごみの再資源化を最優先事項として考えておりますので，取り組んでい

るところでございますので，御理解を賜りたいと考えております。以上です。

１�番（幸多拓磨君）　ありがとうございました。古紙のリサイクルに力を入れるということが今あったの

で，とても大切なことかなと思っております。先ほどのコンポストの件なんですけど，ちょっとお聞き

した話によると，予算のほうも年間１０万円ぐらいの低い予算で確保されていたというお話なんですけ

ど，そのときの周知とか，その時代の背景というのがあると思うんですね。今のＳＤＧｓに対しての意

識って盛り上がってきてますし，あと環境の保全だったりとか，そういった部分でも団体が今多くの場

面で，場所で活動されているっていう現状もあるので，それが３年前と今が同じ結果になるとは到底思

えなくて，その生ごみにしてもやっぱり量を減らすということは大事だと思うんですけど，生ごみって

いうのは水分が８０パーセントと言われてまして，残りの２０パーセント，極端な話，そのごみが２０

パーセント減るという安易な発想かもしれませんけど，減ることはできると思うんですね。あとそれは，

生ごみを本当に畑に撒いて肥料にされる人たちもいらっしゃると思いますし，中には，その肥料にされ

なくても，それはごみとして出す場合でもごみが削減することはできると。そういったところもありま

すので，古紙の部分も大事だと思うんですが，並行してそのような形で取り組んでいくことが，この名

瀬クリーンセンターの負荷を減らすことにもつながると思いますし，ひいては，奄美市が，世界自然遺

産になっていますし，その環境に対しての意識の高い自治体だと，そして，市民の方々もその自然を守

りたいと思っている方々が多くいらっしゃるので，とても大切なところだと思います。それが今回，極

端な予算を確保すべきとか，そこまで思ってなくて，ただその３年前は，恐らくなんですけど，周知の

方法も今と違っていたと思うんですね。３年前のやり方がどうだったかという記録が残っているかどう

かも分かりませんが，例えば周知をどのようにしていて，それがどのような形でその市民に伝わってい

たか。例えば，私に，このようなコンポストの助成とか補助のことを尋ねてくる方は，３年前にそのよ

うな助成があったって，補助があったってことを知らない方なんですよね。ああ，あったんだ。驚かれ

ています。ですので，もしかすると，この周知の仕方によっては前回のように年間６件程度っていうこ

とにはならないと思います。今，全国を見ても東京でもそうなんですけども，自治体のほうではコンポ

スト購入助成というのをいろんな自治体がされています。これは何故かと言ったら，日本全体でやっぱ

り考えるべきことだと思うんですね。そこのところもですね，奄美市が，世界自然遺産にやはり我々は

なっているわけですから，そういった意味でも，もっと意識を高く持ち，その部分に力を入れるところ

も必要なのかなと感じました。

　�　では，次の質問に入らせていただきます。４，雑草問題について。（１）多方面における雑草の除草

の現状について。①ハブによる咬傷被害への不安解消について。②景観を守るための除草，快適な施設

利用のための除草について。奄美市のホームページ，奄美の気象の説明でもありますが，奄美大島の気

候は，亜熱帯海洋性で四季を通じ温暖です。降水量は全般的に多く年間２，８００ミリの雨が降ります，

とございます。日本の平均降水雨量は，１，６６８ミリです。２０１４年の世界の平均降水量を見ます

と，１位がコロンビア３，２４０，２位がサントメプリンシペ３，２００，３位がパプアニューギニア３，

１４２，４位がソロモン諸島３，０２８，５位がパナマ２，９２８，６位がコスタリカ２，９２６，７位がマ

レーシア２，８７５，８位がブルネイ２，７２２，９位がインドネシア２，７０２，１０位が現在水害で大

変なことになっているバングラディッシュですね，２，６６６。奄美大島は２，８００ということで，世

界で見ても８番目に位置するほどの平均降水量ということが，今回調べてみて分かりました。日本列島

は，南北に長いため北は亜寒帯から，南は亜熱帯まで様々な気候区分に属しています。奄美大島におき
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ましては，亜熱帯海洋性気候であり，雨量と温暖な気候により雑草が育ちやすい環境にあるとも言える

と思われます。奄美大島はハブが生息しており，雑草が生い茂る場所は近づくことが危険であり，近寄

らないことが大切になってきます。しかし，島外よりいらした観光のお客様からは，ハブがいるのにな

んでこんなに道端に雑草が多いのですか，怖くないのですか，などの質問もございます。外から見た奄

美大島です。山の守り神とも言われているハブではございますが，日常の生活において利用する道路や

公園など，危険回避のために除草を積極的に行う必要があるのではないでしょうか。先日の地元紙のひ

ろばにて投稿がございました。歩道の植栽コーナーに雑草が繁茂して，車社会の奄美では，路上から出

るときには見通しが悪いとの御意見もございました。多方面に宿泊施設等も増えてきており，今まで人

通りが少なかった場所も脚光を浴びてきている現在です。今一度，予算を増額するなど，除草について

の重要性を検討してはいただけませんでしょうか。また，本市において毎年除草を行っていますが，除

草の計画を可視化し公表することはできませんでしょうか。外来種駆除に対しても予算がついていると

思いますが，雑草についての予算が足りない場合，先ほどのネーミングライツの話なんですけれども，

通り名をネーミングライツで募集することも，自主財源確保において有効的だと感じます。御質問です。

①ハブによる咬傷被害の不安解消について。②景観を守るための除草，快適な施設利用のための除草に

ついて御質問させていただきます。お願いします。

建�設部長（濱田洋一郎君）　雑草問題について御質問いただきました。多方面における雑草の除草の現状

ということで，①ハブによる咬傷被害への不安解消について。そして，②景観を守るための除草，快適

な施設利用のための除草について，１と２，まとめてお答えいたします。現在，本市の道路及び河川，

都市公園につきましては，一般財団法人奄美市開発公社と指定管理及び業務委託契約を締結しておりま

して，住用地区，笠利地区は，会計年度任用職員を雇用し伐採等の維持管理を行っているところでござ

います。その中で年間計画を策定をいたしまして伐採作業を行っておりますが，議員御案内のとおり高

温多湿で世界８位という降水量の多い奄美において，雑草の生育が非常に早く，行き届かない箇所があ

る現状も把握しております。

　�　議員お尋ねの除草計画の可視化につきましては，緊急対応などにより対象箇所の時期の変更など計画

どおりに行えない場合もあることから，市民の皆様へ誤解や不安を招く事態になりかねないということ

もございますので，公表につきましては慎重に，公表につきましては慎重に検討しなければならないと

いうこの現状を御理解いただきたいと存じます。

　�　それから，ハブによる咬傷被害を防ぐために伐採を徹底する，もしくは，雑草が生育しない環境をつ

くっていくということが重要であると認識をしておりまして，防草シートですとか，防草資材の積極的

な活用。そして，自走式草刈り機等の機材の導入などを検討いたしまして，維持管理に今後も努めてま

いりたいと思いますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。

１�番（幸多拓磨君）　ありがとうございました。先ほどの可視化について慎重に対応していくというのは，

とても大切だと思いますし，それは，その状況によって市民の方からの急な御要望で，それが危険性が

あれば，そこを優先的にするというのは分かるんですけど，実際その今，市民の方々からお聞きするの

は，どこどこの場所が，すごい草が生い茂っていて，そこの部分にハブがいるかもしれないから怖いと

か，公園にこういった状況があって，そこの公園で子どもを遊びに連れていっても遊ばせることができ

ないとか，それ以外に先ほどの景観の部分ですね，観光のお客さん方がいらしていて，その観光の方

が，やはりその雑草がひどく生い茂っているだったり，海沿いのその景観，その部分を雑草が邪魔して

いるとか，いろんなお話があったりするんですね。先ほどの話なんですけど，防草シート敷くなり，い

ろんな対応していくというのもすごい大事だと思いますけど，やはりその市民の方々もそこまでは言わ

れないような気がします。それなんでかと言うと，その誰でもそうなんですけど目的だったり，目標が

どこにあって，どこでこういうふうな形で節目があるかっていうのが分かってたほうが，私たちも前に
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進んでいきやすいのに近いかもしれないんですけど，市民の方々が，いつか切ってくれるのかな，それ

とも私たちでしないといけないかな。自治会でするべき場所もあるかもしれないですけど，その自治会

の人たちも，これだけ生い茂っている。じゃ私たちでやっていかないといけないかなと思うんだけど，

市のほうが対応してくれる。去年はしてくれたから，また今年もあるんだろうと思っていたけど，なか

なか来ないっていう状況もやはりあると思うんですね。ですので，その表現の仕方は，とても大事だと

思うんですけど，そのある程度の節目の部分っていうか，いつできるというところを記載して，その地

域の方が見ることによって，その方々も安心すると思います。ただ，その変更があった場合には，思う

んですけど，そのインターネット上，ホームページ上で掲載する場合は，そこで修正を入れるなりして

いけば，そんなにそこまでの問題は起きないのかなと思います。それよりも，そういったいつ除草され

るか分からない状況というのが，市民の方は，逆に不安なのかなと思うところもあります。ですので，

そこは今，部長がおっしゃいましたけど，慎重にしていくことは，一番大事だと思うんですが，是非前

向きにですね，考えていただいたほうが，自治会だったり，そのボランティアで除草されている方々も

動きやすいのかな。例えば，１週間後にここを表でですね，この地域で除草がされるというのが出てい

た場合，あっされるんだ。だったら除草を自治会でするのは，もうちょっと待っておこうかなとかもな

ると思うんですね。ところが，されてなかった場合は，自治会のほうから連絡がきたりとか，するかも

しれませんが，そのときには，御丁寧に対応していただいて，今計画的にちょっと別の部分があるから，

ここのところを優先してそのあとちょっと考える形になりますなど，丁寧な対応をしていけばいいのか

な，なんて思うんですね。急な変更のほうが多いのか，計画通りに事が行われているのが多いのか，そ

のバランスの問題もあると思うんですけど，実際たぶん計画通りにされていることが多いのかなと思っ

たりします。そこのところを慎重とおっしゃいますけど，是非，難しいかもしれないですけど，実現に

向けて動いてくださればと思います。本当に今後のその島というのは，外から観光のお客さんだったり

とか，島外からいらっしゃる方は，どんどんどんどん増えてくると思うんですね。そして，第３次産業，

観光産業が，私たちの島はとても強いです。そして，また帰ってきたいと思えるような島づくり，そし

て，この少子高齢化社会において新しく人が来てくれる。それはまた帰ってきたいと思える島にしてい

ただきたいので，していきたいので，是非そこのところですね，雑草問題というのは，意外と大きかっ

たりするんでないかなと感じるところでございます。では，以上をもって私の質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上でチャレンジ奄美　幸多拓磨君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１１時２９分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後１時３０分）

　　午前に引き続き一般質問を行います。

　　自民党新政会　永田清裕君の発言を許可いたします。

３�番（永田清裕君）　市民の皆様，議場の皆様，インターネットを御覧の皆様，こんにちは。自民党新政

会の永田清裕でございます。一般質問に臨むにあたりまして一言所見を述べさせていただきます。いま

だもって全国各地，そしてこの奄美大島においても衰えることのなく猛威を振舞っている新型コロナウ

イルスに感染なされた皆様，療養を続けておられる皆様方に心よりお見舞いを申し上げますとともに，

一日も早い御快復をお祈りいたします。また，何よりも医療環境の厳しいこの離島である奄美大島に

あって，常に現場の最前線に立ち，危機感を抱える中にあっても使命感を持って対処なされている医療

機関の皆様，福祉介護施設の皆様，そして，同じく適宜適切に対応なされている奄美市職員の皆様方に

改めまして心より敬意を表しますとともに，深く感謝を申し上げます。

　�　さて，先月の８月１日付けで諏訪哲郎副市長が就任されました。私ごとで恐縮でありますが，大変
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失礼ながら，また大変残念ながら副市長選任の臨時議会に出席することができませんでした。私自身，

市民を代表する議員の立場として，副市長の選任に対し明確に責任を持って一票を投じることができな

かった，その責任を感じているところであります。ただ，その議会での審議状況を拝見した中で，多く

の同僚議員が，議員としての役割と責任を持って質問に立ち，安田市長も副市長に寄せる御自身の強い

思いを答弁されておりました。そして，諏訪副市長におかれましても副市長の責任の重さを痛感した，

安田市長の下，奄美市市勢発展に誠心誠意働いていくとの決意を述べておられました。その就任日から

早１か月が過ぎました。大変慌ただしい１か月であっただろうと思うところでございます。

　�　そこで，お伺いしますが，最初の質問でございます。副市長の政治姿勢について。改めて市民の皆様

へしっかりと伝える意味も含めまして，今回の副市長選任に関する安田市長のお考え，副市長に寄せる

御期待については，幾度となく市民の皆様へ述べておられますので，今回は，諏訪副市長におかれまし

て，御自身のお言葉で奄美市副市長就任に対する思い，奄美市副市長を引き受けるにあたっての決意に

ついてをお伺いいたします。次の質問からは発言席にて行います。よろしくお願いいたします。

副�市長（諏訪哲郎君）　奄美市での決意について御質問いただきましたので，お答えいたします。議会の

皆様の御信任を頂き奄美市副市長に着任して１か月が経過いたしました。副市長という重責に身が引き

締まる思いを感じながらも，奄美市が抱える様々な課題を把握するために，市長や職員との対話を重ね

ることで，あっという間に過ぎ去った１か月であったというのが実感でございます。副市長選任にかか

る先の臨時会におきまして多くの御議論をいただきましたが，副市長としての私には，市長の職務代理

としての役割はもとより，奄美市役所の組織マネージメントや政策立案能力の向上のため，県職員とし

て培った経験やネットワークなどを活用した取組も期待されているものと感じているところでござい

ます。

　�　また，私自身の県職員としての経験から，これまでの市政運営とは，視野，視点が異なる部分もある

かとは思いますが，その違いも私に期待されている部分であると思っているところでございます。今後，

副市長として安田市長をしっかりと支えながら，職員とのコミュニケーションを深め，市長が示す，ま

ちづくりの方向性に向かって，庁内一丸となって取り組む環境づくりを進めてまいります。

　�　また，着任後は，新型コロナの感染拡大により予定をしておりました市民と市長のふれあい対話が延

期になってしまうなどの影響もございましたが，市長や職員の協力を頂きながら，地域，集落を実際に

歩き，地域に溶け込むことに努めてまいります。これらを通じて，安田市長が掲げる，明るく　やさし

く　風通しのよい　未来都市・奄美市の実現に向けて取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。

３�番（永田清裕君）　ありがとうございました。私も市議会議員になって，いまだ２年１０か月ほどであ

りますけれども，この２年というのは，あっという間に過ぎた感がいたします。諏訪副市長におかれま

しても奄美へ赴任してまだ１か月余りでありますけれども，任期としては４年間だとお聞きしておりま

す。県職員を辞して，この離島である奄美市へせっかくお越しいただいたわけですから，４年と限られ

た期間ではありますけれども，安田市長の肝いりで地元からではなく県職員からお迎えになったことで

ありますので，私が，どうこう申し上げることは毛頭ございませんけれども，いずれにいたしましても

副市長の役割は，この奄美市を代表するナンバー２の役職として，常に市長の代役をこなし，行政のす

べての事務，すべての職員の取りまとめ，そして，市長とともに最終的に奄美市としての決断を下し，

その責任を負う大変重要な役職を担っていくことになろうかと思います。

　�　また一方で，市長とともに，あるいは代役として現場にも出向き，市民の皆様，事業所や各種団体の

皆様など，地域の皆様とも積極的に交流することもとても大切な役割であると，そのように感じるとこ

ろでございます。出身地が違えば，何も分からないのは当たり前だと思います。だからこそ，地域の実

情をよく理解するためにも，地元の皆様とも積極的に付き合っていかなければならないと感じていると
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ころでございます。このように市役所の内部のことだけではなく，地域との関わりもしっかりと認識し

たうえで副市長職を引き受けたものと，そのように思いますので大いに御期待申し上げます。

　�　我々議員といたしましても，経験日数に違いはありますが，市民皆様お一人おひとりの思いを背負っ

て議会へ送り出していただいております。私も議員の一人でありますけれども，安田市長をリーダーに

行政と議会がともにスクラムを組んで，奄美市を良くしたい，奄美市をもっと発展させたい，この一心

で務めております。どうか，諏訪副市長におかれましても，この４年間は，奄美市の職員の一人として

奄美市への思いを強く大きく持っていただきまして，県職員としての豊富な実績を，経験を存分に発揮

していただくよう，御期待と激励を込めて次の質問に移ります。ありがとうございました。

　�　それでは，次の質問でございます。２，名瀬地区の保育所の計画について。（１）名瀬地区の保育所

の現状についてお伺いいたします。この質問については，保育所に子どもを預けている保護者の方々，

保育所で働く職員の方々の声を聞く度に，何とか早く実現させてあげたいとの思いから質問しているわ

けでございます。安田市長におかれましても，就任後に早速，小浜保育所を視察されたとそのようにお

聞きしております。名瀬地区で一番多くの子どもたちを受け入れている小浜保育所の現状を御覧になっ

て，どういう御感想をお持ちになったのか。まずは，市長の御感想と奄美市の保育の現状をどう捉えて

いるかについてお伺いいたします。

市�長（安田壮平君）　それでは，永田議員の御質問にお答えいたします。名瀬地区小浜保育所の現状につ

いてということでございますが，小浜保育所につきましては，本年８月末現在で１５３名の児童が入所

しており，名瀬地区でも入所希望者が多い保育所となっています。

　�　建物については，議員も御承知のとおり，昭和４６年建設から築５０年が経過しており，施設の老朽

化が一番の課題であると認識をいたしております。先般，永田議員から御質問を頂き，その後３月に小

浜保育所を視察してまいりましたが，建物の現状を確認するとともに，現場の保育士の方々からも多く

の声を聞いたところです。主なものとして，台風などの災害に不安があること。職員用のトイレが少な

いなど職場環境に改善が必要であること。給食室が古い構造であるため不安を感じていること。収納ス

ペースが少なく他の部屋を使用せざるを得ず，保管スペース確保に影響が出ていることなど様々な課題

を現場で確認いたしました。

　�　課題に関しては，児童の安全安心面に影響を及ぼすことのないよう修繕するなどの対応に努めており

ますが，小浜保育所の整備につきましては，将来にわたる本市の子育て環境整備のうえでも大変重要な

課題であると存じております。まずは，やはり子どもの安全安心の確保であると。そのための補修など

は，しっかりと必要に応じてやっていきたいと行っております。そのうえで将来に亘ってについては，

まずは，庁内における検討協議を進めておりますので，御理解のほどお願いいたします。

３�番（永田清裕君）　市長，ありがとうございました。私としましても小浜保育所に関しては，何度も相

談を受けまして，最近は，コロナ禍で行けないでおりますけれども，何度か現場に出向く中で，今，市

長もおっしゃいましたが，築５０年近くの老朽化している保育所で，子どもたちは無邪気に遊んでいま

す。このような姿を見る度に，行政の責任として一日でも早く，安心安全な保育環境を提供してもらい

たいとの思いから申し上げているところでございます。保育所を担当する部署だけではなくて，施設を

運営する市といたしましても，しっかりと現状を把握して現場も確認して，すぐにでも実行できること，

必要とされることは積極的に取りかかっていただきたいとそのように思います。

　�　それでは次にいきます。（２）小浜保育所の整備計画について。この質問についても何度も本議会で

質問していますので，またかとお思いでしょうが，よろしくお願いいたします。奄美市の保育所への取

組としましては，今年度に住用地区と笠利地区において，新しい施設の整備に向けた基本構想の策定に

取り組んでいることだろうと思います。住用・笠利地区の動きを見ましても，計画の策定から実際に施

設の建設が始まるまでには，少なくても３年ほどはかかっているようであります。新しい施設を整備す
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るためには，時間もお金もかかることは当然のことであります。名瀬地区は，保育所の規模も大きく，

改築や大規模改修にしても土地の問題や財源の問題など，他地区と比較しても多くの問題を抱えること

になろうかと思います。だからこそ，他地区と同時に名瀬地区の議論を始めなければならないとそのよ

うに思いますけれども，残念ながら一向に進んでいるようには見えません。そのような中で小浜保育所

についてお伺いしますけれども，昨年度の議会での答弁においては，市役所内部での検討を進めるとい

うことでありましたが，令和４年度になって，どこまで内部の検討は進んでいるのかをお伺いいたしま

す。

福�祉事務所長（永田孝一君）　それでは，永田議員の御質問にお答えいたします。小浜保育所の整備計画

につきましては，方向性としまして大きく三つあると認識しております。現在の保育所建物を大幅改修

をするのか。現地建て替えを行うのか。新たな場所に保育所を移転をして建設するのか。それぞれの方

向について，将来にわたる子どもの安全安心な環境確保を念頭に，防災面でありますとか，コスト面，

メリット，デメリット勘案して，それから，大型事業となりますので，本市他事業への影響も考えられ

ることから，小浜保育所整備計画について現在，正式な検討会の位置付けとしてはございませんけれど

も，建設部局，それから総務部局との横断的な課題として庁内の共有を図り検討を進めているというと

ころでございます。

　�　具体的な計画については，まだお伝えできる段階ではございませんけれども，先ほど市長の答弁でも

ございましたが，小浜保育所は，定員１５０名と奄美市で最も多くの児童を受け入れており，児童の安

全面への影響を及ぼさないよう手当てしながら，課題を一つひとつクリアして整備計画の方向を定めて

いきたいと考えております。以上です。

３�番（永田清裕君）　答弁ありがとうございました。部長がおっしゃることは，ごもっともだとそのよう

に思います。財政面とかいろいろ，何と言うのかな，クリアする課題がたくさんあると思いますが，し

かし，その聞くところによると，あまり前に進んでないような気がいたしますので，改めてお聞きしま

すけれども，検討委員会というのを立ち上げるのであれば，いつ頃になるのか。そして，検討委員会と

いうのは，どういうメンバー構成になるのかですね。それともう一つ，お聞きしたいのは，３月の議会

が終わって市長は，すぐ現場を見に行かれたということなんですけど，その担当職員というのは何回ほ

ど見に行かれたか。その状況まで教えていただけませんでしょうか。

福�祉事務所長（永田孝一君）　庁内の検討委員会の設置時期につきましては，明確に何月というのは，ま

だ決めてはございません。ですが，早急にと言いますか，年度内には間違いなく立てたいと考えており

ます。

　�　メンバーにつきましては，先ほど申しましたが，財政面のこともありますので総務部局，それから建

設に関わる話ですので建設部局などを考えているところでございます。

　�　それから，担当員の小浜保育所の訪問ということでございますが，前回３月に訪問した際は，私も行

きましたし，担当，それから担当課長も行っております。その以前は，定期的に月，夕方だったんです

が，課長と担当係長で小浜保育所の意見を聞くという取組をしておりました。そのときに現場まで回っ

たかどうか分かりませんが，定期的な職員との意見交換というのは，実施しているという状況であると

いうことをお伝えしたいと思います。

３�番（永田清裕君）　ありがとうございました。年度内に検討委員会を開催するということをおっしゃい

ましたので，それが一つの前進であろうということでお聞きしました。もう一つだけお聞きしたいのは，

検討したそのもの，検討して上げるのは，次はどこにどう反映されるのかまで，ちょっと教えていただ

けませんでしょうか。その次に進む段階までお願いいたします。
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福�祉事務所長（永田孝一君）　市の事業のやり方としては，様々なやり方があると思います。まず，今回

の場合の小浜保育所の場合には，検討委員会を立ち上げて，粗方の筋と言いますか，そういうのができ

たときに，例えば幹部会等で，こういった事業を行いたいというところを諮って，市全体の方向性とし

て位置付けてもらうというところが，になったうえで，やっぱり進んでいくものじゃないかと考えてお

ります。以上です。

３�番（永田清裕君）　分かりました。奄美市におきましても毎年いろんな施設の整備を計画されているよ

うですけれども，先にお聞きしました小浜保育所の現状からしましても，子どもたちを預かる保育所の

必要性からしましても，多くの皆様が小浜保育所の新たな整備を強く望んでいるところです。奄美市と

しても子育て支援には積極的に取り組んでいる中で，新たな子育て複合施設の計画もありますけれど

も，今も多くの子育て世帯が利用している小浜保育所のことは，特に優先的に進めていくべきだと強く

思っております。そして更には，社会福祉事業団が運営している保育所の整備も同じく上げられていく

ものだと思います。それでは，お伺いしますけれども，いまだに木枠の窓でガラスの飛散防止のために

ガムテープで補強している姿などを見て，子どもたちの安全性に不安を感じませんでしょうか。保育所

整備は，市長が推進する福祉政策の一環で，中でも子育て政策の中の大変重要な一つで，長年の懸案事

項だと思っております。私はですね，この３年間，質問させてもらっていますけれども，すぐに建て替

えよというやり取りをしているわけではなくて，一つひとつ丁寧に前に進めていく建設的なやり取りを

やっていきたいという思いですが，改めて奄美市として保育所，小浜保育所の整備の必要性について，

どの程度真剣に考えているのか。整備計画をどう考えているのか。具体的にお答えいただきたいと思い

ます。

福�祉事務所長（永田孝一君）　先ほどの答弁と少し重複するところもあるかと思いますけども，先ほど大

きく三つの方向性というところで言いました。現地の大幅改修なのか，その場で建て替えるのか，それ

とも新しくするのかというふうなことも含めまして，先ほど窓ガラスのお話も出ましたが，正直，今回

の大型台風とかのときも，職員が一生懸命その予防をするというのは伺っております。なので，危険性，

安全性，そのへんについても老朽化を含めて十分認識しているというところは，是非御理解いただきた

い。それから，お互いに前向きに進めたいと考えているのは，こちらも一緒でございます。議員と同じ

気持ちで少しでも進めたいという思いはありますので，そのために内部での，まだ正式ではございませ

んが，検討会を始めておりますので，どうか御理解いただきたいと思います。

３�番（永田清裕君）　どうかよろしくお願いいたします。いずれにしましても，話し合いから始めて計画

を立てて実際に施設ができ上がるためには，４，５年はかかると思います。是非今年度中には，明確に

整備計画まで示せるように進めてほしいのと，また，途中経過についても報告を聞ける場を設けていた

だきたいと市長にも直接お願い申し上げ，次の質問に移ります。

　�　３，自然環境保全についてをお伺いいたします。（１）環境文化協力金についてでございます。奄美・

沖縄の世界自然遺産登録から１年が経過いたしました。新型コロナの感染が再び感染している中ではあ

りますが，この夏も奄美への帰省客や観光客は多く見られ，人の動きも活発となっております。７月

２６日にオープンしました世界自然遺産センターも多くの方々で賑わっているようであります。ただ，

世界自然遺産として認められたということは，活性化の起爆剤となることはもちろんでありますが，一

方でこの奄美の自然や文化や伝統を永遠に守り，確実に受け継いでいかなければなりません。その責任

をここで暮らす我々が背負っていくことは当然のことでありますけれども，訪れる皆様方にも世界の宝

となった自然や文化を体感してもらい，奄美の魅力と大切さを一緒になってＰＲしてもらいたいと思っ

ているところでございます。そこで私の質問，環境文化協力金でありますが，政府が閣議決定した２２
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年度版観光白書で紹介され，あまみ大島観光物産連盟の協力金徴収システム構築実証実験計画が，観

光庁のモデル事業に採択されたとありました。先月の２０日に開催された世界自然遺産活用プラット

フォームの会議の中でも，委員の方から意見や提案があったようであります。私も思うところは，あく

まで仮称の環境文化協力金につきましては，単に自然を守るための財源としてではなくて，その協力金

を支払うということで，一人ひとりが奄美の自然にもっと関心を持って地元と一緒になって奄美の自然

を守っているという意識の向上にもつながるものだと思っております。是非ともそういう方々，奄美

ファンを増やすという観点からも，環境文化協力金の導入に向けて取り組んでいただきたいと思います

が，奄美市の考えをお伺いいたします。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員御質問の環境文化協力金についてお答えいたします。議員御提

案の環境文化協力金の方法としましては，協力金と法定外税という方向性があると考えています。まず，

協力金について御説明させていただきますと，旅行客などに対して使いみちを示したうえで任意で負担

を求めるもので，法令上の根拠はありません。環境に関連する国内の協力金導入例につきましては，屋

久島山岳部環境保全協力金や富士山保全協力金，また白神山地における森林環境整備協力金などが挙げ

られます。

　�　次に，法定外税につきましては，地方税法に定める税目以外に条例によって税目を新設することがで

きるもので，市町村議会の承認のほか，総務大臣との協議と同意が必要となっております。同じく法定

外税としての国内導入例は，沖縄県の離島である伊是名村，伊平屋村，渡嘉敷村の環境協力税や，座間

味村の美ら島税などが挙げられます。また，あまみ大島観光物産連盟の提案によって，観光庁が昨年度

実施した奄美の環境文化協力金に関する調査にて，来島者を対象にしたアンケート結果として，協力金

導入について賛成と容認を合わせた肯定的な御意見が，約８割に上ったとの結果もございました。その

ようなこともあり，今年度は引き続き協力金の徴収決済システムを構築するための実証実験が観光庁に

事業採択され，来年度以降の制度導入検討につなげていきたいとのことです。併せて，本市において今

年度から設置している世界自然遺産活用プラットフォーム公民連携会議におきましても，コアメンバー

となっているあまみ大島観光物産連盟職員から同様の提案がなされたところであります。

　�　これまでもあまみ大島観光物産連盟が，継続的に観光推進や自然環境の保全・保護と伝統文化の継承

を実施するための財源確保を目的に，勉強会や検討会を実施されていることを踏まえて，連盟として，

まずは，導入検討の議論を来年度から再開するため，市による検討委員会の設置を御提案いただいてい

るところです。プラットフォームの事務局を担っている本市といたしましては，協力金の導入の効果は，

財源の確保のみならず，議員御指摘の奄美の自然を守るという意識の醸成にも大いに効果があるものと

認識しているところでございますので，プラットフォーム会議での議論の深堀りや具体的な市への提

案・検討を経て，その在り方や目的を改めて議論する場として，来年度の検討委員会設置に向け，庁内

の関係課とも調整を行っているところでございます。以上です。

３�番（永田清裕君）　ありがとうございます。今後のスケジュールとしては，いろいろ今年度から来年度

に向けて関係機関で詳細に検討していかなければいけないというのと，やはり，今ちょっとお聞きした

中で気になるのは，やっぱり島内の５市町村で条例制定を目指すことが必要だと，そのようにお聞きし

ました。このことっていうのは，やっぱり行政だけではなくて民間の方々の理解も協力も必要なことだ

と思います。また，奄美市だけではなくて奄美大島の５市町村，そして，同じく奄美群島内の徳之島と

も足並みを揃える必要があろうかと思います。仮に，導入しようにも，今お聞きしているだけでも時間

がかかると思いますので，是非，民間の方々との意見や先進地の事例なども参考にしながらですね，実

現に向けての取組を官民連携して進めてほしいと要望して終わりたいと思います。ありがとうございま

した。

　�　次の質問に移ります。４，観光とスポーツ振興について。（１）近年のスポーツ合宿の動向について
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でございます。昨年は，コロナ禍の制限された中ではありましたけれども，東京オリンピック・パラリ

ンピックは，無事に開催されました。その後も最近では，バドミントンの世界大会も日本で開催された

ところです。子どもたちのインターハイ，全国中学体育大会，甲子園，そして，離島甲子園もコロナ禍

に打ち勝つべく，全国各地で２，３年ぶりに通常開催されております。多くのスポーツ競技，文化・芸

術においても，競技人口に違いはございますが，すべての選手が大会を目標に日々努力しております。

そのような中で我が奄美大島は，自然豊かで人情味ある癒しの島として，気候も施設も，そしてお迎え

する体制も，スポーツ合宿には最高の環境ではないかと感じるわけであります。そこで私の質問，近年

のスポーツ合宿の動向についてでありますが，新型コロナの影響もあっただろうと思われますけれど

も，受入人数，そして，競技内訳をお伺いいたします。

教�育部長（石神康郎君）　それでは，お答えいたします。議員御案内のとおり，近年は，新型コロナの影

響を大きく受けておりましたが，昨年度より冬季の陸上競技を中心に徐々にコロナ禍以前の状況に戻り

つつあります。着実に復調の兆しがあることは，奄美大島が持つ合宿地としての恵まれた環境を反映し

ているものと認識しているところでございます。令和３年度の実績といたしましては，団体数７２団

体，実人数８８３人，延べ宿泊人数８，７６４人となっており，競技内訳といたしましては，陸上競技

が６４団体で６８３人，野球競技が５団体で１６８人，そのほかゴルフ，デフリンピック，パラカヌー

が，それぞれ１団体で３２人となっております。以上でございます。

３�番（永田清裕君）　ありがとうございます。新型コロナの影響がなければ，まだ当然増えたということ

ですけれども，年々増加しているということで理解できました。ありがとうございます。

　�　それでは次に，（２）スポーツ合宿による効果・検証はいかにということで書かせていただいており

ますけれども，スポーツ合宿による経済効果をどのように捉えているのでしょうか。併せて，通告して

ありますけれども，合宿の誘致拡大や受入体制の充実に向けての取組についてなど，今後の展望につい

てをお伺いいたします。

教�育部長（石神康郎君）　お答えいたします。まず，スポーツ合宿の経済効果につきましては，これまで

も一般社団法人あまみ大島観光物産連盟が実施いたしております，交流人口動態調査における一人当た

りの観光消費額に延べ宿泊人数を乗じた額をお示ししており，これによりますと昨年度の経済効果は，

およそ２億３７０万円と算出されております。

　�　次に，合宿費助成事業の効果につきましては，議員御案内の奄美満喫ツアー事業の学生スポーツ・ゼ

ミ合宿誘致助成事業において，昨年度は１３団体，延べ宿泊人数９９２人，助成額１８７万７，８７１

円の実績となっており，学生の合宿誘致に関して効果は大きいものと認識をいたしております。なお，

本事業は，学生の実施する合宿で一定の要件を満たした場合，適用可能となっております。

　�　続きまして，スポーツキャンプ誘致拡大事業につきましては，合宿受入側である奄美スポーツアイラ

ンド協会として国内主要大会に出向き，本市合宿チームの激励と併せて新規の誘致活動を行っており，

更なる誘致拡大のため継続してまいりたいと考えているところでございます。また，官民連携した宿泊

施設間の調整などにつきましても，情報共有を図りながら合宿チームのニーズに応える受入体制づくり

を進めているところでございます。また，スポーツの学びの場の提供，またスポーツ人材育成などにつ

きましては，誘客拡大と併せまして大変重要であり，また，そのことを地域のスポーツ力向上，市民の

健康増進につないでいくことが必要であると考えているところでございます。

　�　近年は，新型コロナの影響により実施に至っておりませんが，引き続きチーム関係者と連携をし，ス

ポーツ教室や講演会等の実施について準備を進めてまいりたいというふうに考えているところでござ

います。以上でございます。
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３�番（永田清裕君）　ありがとうございます。今，部長が，おっしゃったように，そのスポーツ合宿，スポー

ツ団体で好評の奄美満喫ツアー事業というのがありまして，それについては，私が聞くところによりま

すと，奄美市がその事業を創設して，いまや他の町村にも全部その事業が広がっていって大変好評だと。

そして，合宿に来られる人たちにとっても非常に使い勝手のいい制度ですので，是非これからも誘致に

あたってですね，この事業を，制度を利用する方を広げていって，誘致拡大につなげていっていただき

たいとそのように思います。ありがとうございました。

　�　今回の質問で観光とスポーツとしたのはですね，合宿や自主トレの中においても，練習の日々だけで

はなくて，なかび１日は，奄美の宝である自然・文化にも是非触れていただきたい。そして，スポーツ

の充実した日々とともに奄美の魅力も広く発信していただきたい。訪れる方々は，人脈も豊かだと思い

ますし，スポーツと観光を上手く融合させた取組もより効果的だと思いますので，是非新たな発想も取

り入れて誘致拡大につなげてほしいと思います。来年は，鹿児島国体も開催されます。喜ばしいことに

奄美開催競技に奄美群島日本復帰７０周年記念を冠することが決定されたようでありますが，私自身も

先の一般質問で提案・要望した一人でありますので，差し支えなければ，契機などお聞かせ願えません

でしょうか。

教�育部長（石神康郎君）　お答えをいたします。この件に関しましては，まず，奄美群島市町村会会長名

で県国体実行委員会へ冠称付与に関する要望書を提出いたしております。これを受け，県実行委員会に

おきましては，実行委員会総会にて承認の後，会長名，県知事でございます，スポーツ庁及び日本スポー

ツ協会へ同様の要望書を提出いただいております。その後，８月２５日，日本スポーツ協会の国民体育

大会委員会において承認という経緯でございました。この一連の手続きに関しましては，県実行委員会

をはじめ各関係機関の皆様方に迅速に御対応をいただきましたことに対し，この場をお借りして感謝を

申し上げますとともに，本市実行委員会といたしましても来年１０月の相撲競技大会開催に向け，万全

を期して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。

３�番（永田清裕君）　本当に今お聞きしたとおりで，本当にありがたいお話ですので，このチャンスもしっ

かりと捉えて，世界自然遺産の島とスポーツ合宿に最適な島としても全国各地に発信してほしいと希望

して次の質問に移ります。

　�　５，水産業振興についてお伺いいたします。シラヒゲウニの資源回復に向けた取組と今後の方向性で

ございます。近年，御承知のとおり奄美近海では，多くの水産資源が減少しております。今回は，シラ

ヒゲウニを取り上げさせていただきましたが，減少の要因としては，海洋環境の変化が大きく影響して

いると考えられていて，具体的には，磯焼けが原因だと言われており，この問題は，奄美だけではなく

て全国的なものでございます。毎年，多くの種苗を放流しておりますが，残念ながら育たず，水揚げゼ

ロが続いていると聞いております。磯焼けで餌となる海藻がないところにウニの種苗をいくら放流して

も，増殖につながるとは考えにくいと思います。素人の思いですから，認識違いをしていたら御容赦い

ただきたいと思います。そのうえで申し上げますと，瀬戸内町で陸上でのウニの養殖の試みが行われて

いるようですけれども，現在の事業の見直しとして実施しているものなのか，当局の見解をお伺いしま

す。また，先の議会で奄美市もこの事業に拠出しているとのことでしたが，その成果についても御教示

ください。お願いをします。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，議員御質問のまず，シラヒゲウニの資源回復に向けて取組内容

と藻場の造成について，まずはお答えしたいと思います。シラヒゲウニなどの増養殖への取組といたし

ましては，離島漁業再生支援交付金事業を活用し，種苗の中間育成及び放流を実施しております。令和

３年度の実績といたしましては，名瀬・笠利・住用地区で１，８７５個を放流しております。藻場造成

の取組といたしましては，表層型フロート，沈下型藻場ブロックなどの設置を実施しており，これらの
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追跡調査を行い，効果・検証を行っております。また，議員御提案の奄美群島水産振興協議会が事業主

体となり奄美群島振興交付金を活用し，奄美地区での種苗生産の技術の導入や体制の確立に向けた事業

を実施しております。瀬戸内町においてシラヒゲウニの種苗生産を試験的に取り組んでおり，本市にお

きましては，事業費の一部を負担しているところでございます。

　�　事業の見直しについてという御質問についてお答えいたします。シラヒゲウニの放流や藻場の造成に

つきましては，資源の管理や保護の重要性の観点から重要と認識しており，各地区の漁業者が中心とな

り中間育成の方法や放流場所の選定など見直しを行っているところでございます。

　�　また，奄美群島の各地区との意見交換もあり，取組状況や課題と改善策の情報共有も実施しておりま

すので，引き続き資源回復や生産力の向上を図り，水産業の振興に努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。以上です。

３�番（永田清裕君）　水産業振興にはですね，後継者育成だとか，後は，未利用資源の活用だとか，それ

と並んでですね，やはり水産資源の回復は，重要な課題だとそのように思います。昔から，御承知のと

おりシマウニは夏の味覚として親しまれてきましたし，そのウニを使った料理ということを考えます

と，ある意味観光資源にも成り得るとそのように思います。是非関係機関と連携してですね，資源回復

に努めていただきたいと希望して終わります。

　�　結びになります。冒頭，諏訪副市長の決意を聞かせていただきました。奄美市のナンバー２として奄

美市政の発展に全力で取り組む姿勢とその決意を確認することができました。私自身も市民の皆様から

の負託を受けてこの場に立たさせていただいております。改めて私も２年半前の初心を顧みることがで

きました。ありがとうございました。

　�　行政と議会と立場は違いますけれども，奄美市へかける思いは，一緒でありますので，これから約４

年間どうぞよろしくお願いいたします。さて，結びにもう一言申し上げたいと思います。夏の風物詩，

甲子園のことであります。まずは，何と言っても県立大島高校の活躍です。春の甲子園出場，第１シー

ドとしてのプレッシャーを背負いながらも，期待どおりの実力と持ち前の粘り強さを最後の夏予選でも

存分に発揮し，堂々たる準優勝でありました。コロナ禍の厳しい環境にあっても，島の子どもたちが，

春に続き島でも十分にやれる，島からでも夢は叶う，この勇気と希望と感動を与えてくれました。改め

て心から敬意を表し大きな拍手を送りたいと思います。そして，甲子園優勝校の仙台育英高校でありま

す。１０４回を数える甲子園大会で初めて白河の関を越え，東北へ念願の優勝旗を持ち帰りました。歴

史的快挙に感動しました。そこには，更に感動を受けた仙台育英高校の監督の教え，チームづくりがあ

りました。１００名を超える部員一人ひとりにいつも歩み寄り，コミュニケーションを大切にし，そし

て，一人ひとりの長所を引き出しながら全員にチャンスを与えてのチームづくりでした。それが見事に

甲子園で大きな花を咲かせ，全員出場，全員野球で栄冠を勝ち取ったのであります。すばらしい快挙で

あったと思います。このような場面に接して，改めて感じるものがありました。コロナ禍が続き，生活

様式も変わり，いろんな場面において制限を受ける。この御時世だからこそ改めて人と人とのつながり，

コミュニケーションの大切さ，そして，チームワークの大切さを痛感するものでありました。これから

も行政の立場，議会の立場，それぞれの立場から奄美市発展のためにともに力を合わせ，歩み進むこと

を願い，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で自民党新政会　永田清裕君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩します。（午後２時１７分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後２時３５分）

　　引き続き一般質問を行います。

　　日本共産党　﨑田信正君の発言を許可いたします。
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１�５番（﨑田信正君）　こんにちは。日本共産党の﨑田信正です。字句の訂正，通告書ですね，介護保険

のところで８月４日とあったのを８月２４日の間違いです。それと，一番最後，②とありますが，これは，

もう当然①ということで訂正をお願いをいたします。

　�　さて，今の人類は，何と闘うべきか。こういうことを考えさせられる状況が続いております。地球上

各地で発生している自然現象，自然災害，これは，気候の危機であり，いまだ収束が見通せない新型コ

ロナウイルス感染症など，全世界が一致団結して取り組まなければならない課題ではないかと私は思い

ます。しかし，世界の情勢を見てみると，ロシアによるウクライナ侵略により多くの人命が失われてお

り，霊感商法などが問題となる団体と政治家との結びつきが，連日報道される状況です。こんなときに

私は，８月４日のテレビのバラエティ番組でありますけれども，ある歌手が，洋楽の中で一番好きな歌

と紹介していたのが，ジョン・レノンのイマジンでした。この言葉を聞いて，２００５年，１７年前に

なりますけれども，ロック歌手の忌野清志郎さん，御年輩の方はよく御存知だと思いますけれども，こ

の方が，４月２４日，１７年前の４月２４日，東京のアースデーコンサートで語っている新聞記事，偶々

切り抜いて取ってありました。そのことを思い出したんですが，紹介したいと思います。忌野清志郎さ

ん，こう語りかけたと新聞記事にはありました。ロックの基本は，愛と平和だ。一番の環境破壊は戦争

なんだ。この国の憲法９条知っているかい。戦争はしない。戦争に加担しない。愛と平和なんだ。まる

でジョン・レノンの歌みたいじゃないか。世界中に自慢しよう。というものであります。そこで，改め

てネットでイマジンの日本語訳の歌詞を検索をしてみました。全部紹介するわけにいきませんが，こう

いう部分がございました。想像してごらん。国なんてないんだと。そんなに難しくないでしょう。殺す

理由も死ぬ理由もなく，そして宗教もない。いつかあなたもみんな仲間になって，そして世界はきっと

一つになるんだ。というのが，イマジンの歌詞の中にございました。これを紹介させていただいて，こ

れからの質問に入っていきたいと思いますので，よろしくお願いをいたします。

　�　最初の質問ですけれども，旧統一教会に関係してでございます。旧統一教会に関わるニュースという

のは，もう連日報道されています。朝から晩までですね。これほど政治に食い込んでいるのかという驚

きと，そして，正体を隠して政治及び政治家への巧みな接近というのは，事実がどんどん明らかになる

につれ，恐ろしい思いさえ私はしております。当初は，国政の場での関わりかと思っておりましたけれ

ども，事実が明らかになれば，地方自治体にもいろんな形での関わりが報道されるようになりました。

統一教会の問題というのは，半世紀前から起こっておりますから奄美市のみならず旧名瀬市，旧笠利町，

旧住用村時代においても，このような事実はなかったのか。また，後援依頼などなかったのか，お示し

をいただきたい。更に，鹿児島市が講演を取り消したピースロード２０２２イン鹿児島県大会というも

のがあります。主催者は，実行委員会ということになっておりますけれども，共催者に鹿児島県平和大

使協議会という名前が連ねてあります。実行委員会には，現職の国会議員あるいは県会議員，そして地

方議員らも名前を連ねており，大学教授まで含まれておりました。大会の趣旨文によりますと，北海道

宗谷岬から沖縄までリレーで縦走しているとあります。内容は，趣旨文を見ただけでは，これが旧統一

教会関係の団体かとは，なかなか分かりづらいものでありますけれども，この中で沖縄までリレーで縦

走しているということですから，その間に奄美が入っているわけですので，奄美市でも何らかの形で関

係している部分がなかったのか，お示しをいただきたい。

　�　今度，くしくも明らかになった世界平和統一家庭連合の実態や，国会議員，地方議員そして地方自治

体の関係も巧みにつくられてきたということがよく分かります。世界的なカルト集団でもあり，今後と

もどのような方法で影響力を持とうとするのか分かりませんけれども，このような反社会的行動あるい

はカルト集団は，正体を隠して動いているようですから，関わりは持つことがないように毅然と対応す

ることが求められますけれども，奄美市の決意といいますか，明らかにしていただきたいと思います。

私は，これ地方自治体があちこちで問題が明らかになっているけれども，奄美市は決してそんなことは

なかったという答弁を期待しての質問でございますので，よろしくお願いをいたします。
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市�長（安田壮平君）　それでは，﨑田議員の御質問にお答えいたします。旧統一教会関連団体についての

御質問でございます。三つほどあったかと思います。まず，１点目の御質問につきましては，記録の残

る過去５年間，平成２９年度から令和３年度にかけての後援申請について確認をしましたところ，旧統

一教会関連と思しき団体へ後援などを行った事実はございませんでした。また，平成２８年度以前の奄

美市及び合併前の旧市町村におきましても過去の担当者等にも確認しましたが，旧統一教会関連団体へ

の後援や後援依頼は，なかったものと認識しております。

　�　次に，２点目に御質問のピースロード２０２２イン鹿児島県大会については，本市において共催，後

援などの申請は，そもそもございませんでした。議員御案内のとおり，公職者や著名人が名を連ねる場

合など，判別が容易ではないケースも考えられますので，しっかりと申請段階から確認してまいりたい

と改めて感じているところでございます。

　�　最後に，３点目の御質問に関して，本市におきましては，共催，協賛，後援などに関する基準を定め，

地域振興や学術的内容または公益的性格を有するものを対象としております。また，主催者の要件や事

業の内容などについて申請時に確認することとしており，その中で公益性のあるものであっても，宗教

活動と認められるものは除くこととしております。今後も引き続き申請内容などを事前に確認し，基準

に基づき運用してまいるとともに，承認後に疑義が確認された場合には，しっかりと調査し，場合によっ

ては承認取り消しとすることも含め，適切な運用に努めてまいりたいと存じますので，御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

１�５番（﨑田信正君）　市長，ありがとうございました。質問の冒頭で政治及び政治家への巧みな接近だ

と述べましたけれども，例えば，旧統一教会，現在の名称は世界平和統一家庭連合でありますけれども，

友好団体は，国際勝共連合，世界日報社，世界平和女性連合，世界平和連合，天宙平和連合，平和大使

協議会などがあります。その他にもいっぱい，学術関係も含めて，平和を冠にした団体，他にもいっぱ

いあるんですね。だけど，代表的なのはこれだということで，朝日新聞で紹介されていたものでありま

すけれども，一つひとつどんな団体かなどと，ここではもちろん問うことはありませんけれども，質問

でも含めましたけれども，平和大使協議会ですね，このことは大変気になってですね，この平和大使に

ついて奄美市との関わりなど，先ほどの答弁ではないんだと思いますけれども，もし情報があればお示

しをいただきたいと思います。というのは，平和大使協議会ですから，いろんな形の平和大使があって，

それをまとめる団体があるのかなと。それが旧統一教会に関係したというのが，ピースロードの中身で

すから，その平和大使と，我々，前の質問でもですね，核兵器で高校生平和大使というのを紹介したも

のがありますけれども，もちろんこことは関係はないんだと思いますけれどもね，ただ平和大使という

言葉だけがあればですね，調べようがないというような感じもするので，そういったことで奄美市に何

ら関係があるのかないのか。調べようがないから分からないかも分かりませんけれども，この平和大使

というのはものすごく気になるもんですから，一応質問させていただきました。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えいたします。御質問，それから最近のマスコミ等の情報を見まして，我々

も今回，いろいろ関係団体，あらゆるインターネット情報も含めまして調査をさせていただきました。

その中で平和大使という呼称のみで持ち合わせている情報はございませんが，今後関連性がござました

ら，そこについてはしっかりと確認させていただきたいというふうに思います。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　これだけ問題になればね，また，そういう思いがある人は，それ以上に巧みにやっ

てくるのかなという心配もするもんですから，奄美市としてはこれまでなかったわけですから，毅然と

した態度で臨んでいただきたいというふうに思います。

　�　次に移ります。日米共同訓練についてですけれども，７月２１日付けで市長名でですね，九州防衛局
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長西部方面総監宛てに，同じ文面ですけれども，日米共同訓練に関する要請書，提出をされております。

その回答がどういうものなのかですね。今回で自衛隊の駐屯地ができて毎年のように合同訓練があるわ

けですけれども，過去２回も，去年一昨年もそういった要請書を出していたのかですね。それと，日米

共同訓練は，今述べたように，これまでの経過を見ると，毎年実施をされ，更に規模も拡大して取り組

まれていくことが心配されます。今回も蒲生崎観光公園も訓練場所と新聞報道がありました。大和村の

嶺山公園は一般利用者の立ち入りを一部規制すると。奄美市ではこのような規制はないのか。これは，

後で新聞報道で蒲生崎の訓練はなくなったということは分かりましたけれども，こういったことがどん

どん拡大をされていくことがあるということになってはいけないとは私は思うんですけれども，奄美市

の対応について１，２，３点ですね，御答弁をお願いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　日米共同訓練につきましては，島しょ防衛ひいては日本の安全保障上の観点か

ら実施をしているものと理解をしておりますが，実施に際しましては，市民の皆様の安全安心が大前提

でございます。したがいまして，本市といたしまして，九州防衛局長並びに西部方面総監宛てに安全対

策に万全を期すこと，新型コロナ対策の徹底，訓練に関する情報提供等について文書にて要請をしたと

ころでございます。

　�　要請書への回答につきましては，九州防衛局から要請事項についてしっかりと対応してまいりたい

と，口頭ではございますが回答を受けているところでございます。これまでの日米共同訓練につきまし

ても同様に，安全確保等について要請を行っており，口頭で回答いただいております。

　�　それから，３点目の蒲生崎観光公園の訓練使用につきましては，先ほど議員からもございましたが，

今回使用せず笠利地区の一部で実施をしたということでございました。そのようなことですので，立ち

入り規制や交通規制等は，行われなかったと伺っております。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　大和村のほうは嶺山公園で一部規制をしたということになっていますけども，今

回蒲生崎なかったんですけどね。一部そういう規制がある場合は，事前に奄美市と協議をしてやるわけ

ですよね，そのへんはどうなんですか。

総�務部長（三原裕樹君）　確かにおっしゃるとおりですね，これまでもそういった申請がございましたら，

日米共同訓練に限らず，自衛隊の訓練につきましても事前にお話を頂いて，承認をしているという状況

でございます。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　どんどん規模が拡大していくようであればね，お断りするなり，変更を求めるなり，

強い態度で臨むときもあろうかと思いますので，そこは頑張ってくださいね。よろしくお願いします。

　�　次に，土地利用規制法についてです。６月５日の南海日日新聞に土地利用規制法の対象地域を年内に

６００か所選定するとありました。以前にも質問しておりますけれども，新聞報道にあるとおり自衛隊

や在日米軍，海上保安庁の施設だけにとどまらず，生活関連施設を重要施設と規定をされております。

奄美での重要施設とは，具体的にどうなるのか。その周辺１キロの範囲は，注視区域に指定できるとい

うことになっておりますけれども，奄美に関わる人，対象者は，そのところにあるのかですね，それと

奄美は国境離島に当たるのか。この３点についてお伺いをいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えいたします。この法律につきましては，原発施設や自衛隊の基地など日

本の安全保障上，重要な地域での土地利用を，国が調査・規制することを可能とする法律でございまし

て，９月中旬の全面施行と伺っておりますので，現段階で持ち合わせている情報で答弁をさせていただ

きます。

　�　まず，１点目の重要施設についてでございますが，この法律において防衛関連施設，海上保安庁の施
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設，生活関連施設と規定しており，生活関連施設につきましては，原子力関係施設，自衛隊の施設が隣

接し，かつ自衛隊も使用する空港としております。また，具体的な施設選定につきましては，法の運用

指針を定める基本方針案において，対象地域から国が選定をすることとしており，対象となる施設は，

今後示されてくるものと存じております。

　�　次，２点目の重要施設の注視区域についてでございますが，注視区域につきましても重要施設の具体

的な施設が選定されておりませんので，注視区域につきましても，まだ指定をされてない状況でござい

ます。また，調査等実施後も情報は国おいて一元的に管理されることとなっておりまして，その区域の

対象者についての本市への情報提供についても，まだ示されておりませんので御理解をいただきたいと

いうふうに存じます。

　�　最後に，国境離島かということでございますが，奄美群島は，この法に規定する国境離島等というこ

とに位置付けられております。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　９月１日から全面施行ということになっていますが，具体的にはこれからという

のが，今の答弁かなと思いますけれども，特別注視区域の指定にあたってはですね，当該区域に属する

住民の実情をよく知っている地方自治体に意見を聴取するということになっているかと思いますけれ

ども，その意見を聴取するという行為は，まだ成されていないということでいいでしょうか。

総�務部長（三原裕樹君）　おっしゃるとおりでございまして，この件につきまして，我々も熊本防衛支局

のほうにも確認をさせていただきました。先ほどございましたが，法施行後に土地等利用状況審議会，

そういった意見を伺いまして，この注視区域ということが設定されると伺ってますので，まだそこに

至ってないという状況でございます。

１�５番（﨑田信正君）　自衛隊が共用する空港ということですが，奄美空港は，それに該当するのかどうか。

総�務部長（三原裕樹君）　ちょっと言葉尻で正確にはお答えできませんが，共用をしている空港ではない

というふうに認識しております。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　原子力関係とか自衛隊が共用する空港というには，これは内閣官房土地調査検討，

令和３年５月のときの方針では，この二つだというふうに言っているけれども，その前に現時点におい

てはという言葉があるんですね，現時点においては。これだけれども，これから先どうなるか分からな

いという状況ですから，これらの動きをしっかりと，世界自然遺産で外部からいろんな人を呼んで経済

的発展も果たそうといったときに，一方でこれがどんどん勝手に動くようであれば，奄美のまちづくり，

経済政策にも大きな影響を与えるかと思いますので，今後とも注視をしてしっかり見ていただきたいと

思います。

　�　次に，住用町の戸玉集落の採石場問題ですけれども，これはですね，私もこの件につきましては，こ

れまでも度々質問をさせていただいております。令和３年第２回定例会で，環境問題として戸玉地域の

採石問題での住民と業者の話し合いはどうなっているのか。新たな構築物や相変わらずの赤土汚染があ

るようだが，見解はということで質しておりました。答弁では，設置されたコンクリート製の防音壁に

ついて，本市，集落，業者による三者立ち合いの下，騒音計にて事業検証を行うということについて確

認したというのが答弁でありましたけれども，私も新聞報道を見て驚いたわけでありますけれども，新

聞の見出しでは，住民は怒り，途中退席というのがありました。何かと思ったら，今回の業者はこれま

での業者と違っているわけで，新たな問題の発生かなという思いがいたしました。７月３１日の業者集

落説明会が流会というふうに報道されておりますけれども，これについて奄美市としての見解と対応に

ついてお伺いをしたいと思います。
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住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　﨑田議員にお答えいたします。議員御質問の７月３１日に行われ

ました業者説明会につきましては，戸玉集落の北東側に位置する海沿いの山周辺で新たに岩石採取を予

定している業者が集落に対して行った説明会でございます。説明会の冒頭にて業者から環境シミュレー

ション調査の結果，山を取り除いても集落への風の影響はないため，山をとらせてほしいとの説明があ

り，集落の方々が反発する結果となり，途中退席もみられ，会が終了となりました。

　�　集落の方々が強く反発した経緯につきましては，今回の業者参入に際し，集落側は，防災面にて集落

に面する尾根を採石しないことを条件に，平成２６年５月２２日に開発に対する同意書に押印をしてお

ります。また，その同意内容につきましても，同日に集落と業者双方にて確認書を交わされております

ので，この確認書が履行されないことに反発したと思われます。

　�　本市の見解，今後の対応につきましては，双方による確認書が遵守されることが基本であると存じま

す。そのうえで当初の確認書から変更が生じるのであれば，業者は，新たに集落からの同意を得ること

が必要であろうと認識しております。また，このことにつきましては，許認可権者である県や業者に対

しても伝達しており，今後ともこの認識の下，対応してまいりたいと存じますので，よろしくお願いい

たします。

１�５番（﨑田信正君）　今のところ同意書があるから，これが遵守されるべきだということで，この同意

書を超えて作業は行わないというのが，現時点での確認事項だというふうに思います。

　�　次に，地元住民の方ですね，これは以前からの問題ですけれども，山間港戸玉地区の港湾施設につい

て，これまでの利用，活用に大変問題意識を持っておられるようであります。まず，全体的に地盤沈下

があることも言われておりますし，特に岸壁付近の沈下が著しいんだというふうにも感じておられるよ

うです。損壊箇所もあるとか，岸壁に車止めがないから危ないんじゃないかとかいうようなことも指摘

をされておりますけれども，それと，物揚げ場ですね，公共の場所だと思うんですが，ここ一業者の専

用のように使われているんじゃないかなというふうな思いもされておりますので，こちらについては，

港湾の管理体制のほうですね，業者と住民ということじゃなくて，港湾を管理するほうが，どのように

問題意識が持っているのか。御見解をお伺いしたいと思います。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　お答えします。議員御質問の山間港戸玉地区の港湾施設につきま

しては，御指摘のとおり，エプロンの損傷や防舷材と呼ばれる船体保護施設，車止めの欠損等破損状況

は確認いたしております。これまで事業者や本市において修繕等を実施してきたところでございます。

　�　また，施設の利用状況につきましては，岸壁や野積み場の使用には，申請，許可を必要としており，

１社が年間のほとんどを利用している状況でございます。このことにつきましては，利用を制限するこ

とはございませんが，管理者として適正な利用について指導，監督を行っていくこととしておりますの

で，御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

１�５番（﨑田信正君）　指導していくということですので，その成果がこれまであったのかどうかですね，

こう改善されたんだというようなことがあるのか。指導して終わりなのかですね，そのところが，一番

気になるところなんですが，答弁できればお願いいたします。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　これにつきましては，施設の利用状況など確認して，業者と確認

しながら，今後現場を見ながら検討させていただきたいと思いますので，御理解よろしくお願いいたし

ます。

１�５番（﨑田信正君）　これは業者も山はとらないと安全に作業できないというふうに新聞記事はなって
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おりますので，これからもまだ，この問題は続くんだと思いますけれども，今日はこの程度にしたいと

思います。

　�　それと，もう１点ですね，以前にも質問しましたけれども，その戸玉のその港湾に設置されたＣ型チャ

ンネル，これ指摘をされて申請書が上がって３年間の使用期間というのは，来年の３月で切れるんです

ね。この取り扱いがどうなるのか。向こうから再申請がきているかどうかは分かりませんが，どうなる

かというのは，地域住民の要望も十分反映をされて対応されるのかどうか。そこのとこだけお伺いいた

します。

住��用総合支所事務所長（用稲工巳君）　お答えいたします。次に，山間港戸玉地区に設置されたＣチャン

ネルの今後の取り扱いについての御質問についてお答えいたします。Ｃ型チャンネルとは，小型船舶を

陸に揚げ降ろしを行うために使用するレールでございます。本年度で使用期限を迎えることとなってお

ります。使用期間の令和５年３月３０日以降につきましては，港湾管理者及び地域漁業者と話し合いを

設け，現使用者以外の利用があるかなどを総合的に調査し，検討してまいりたいと考えておりますので，

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

１�５番（﨑田信正君）　よろしくお願いいたします。

　�　次に，社会保障制度についてお伺いしますが，まず，介護保険制度です。これは２０００年，平成

１２年度から始まった制度ですが，当初，政府も欠陥を認めて走りながら改善だというふうに言ってき

ました。しかし，実態は，改善とはならず，私から見れば改悪と言える状況が続いております。制度は

複雑になる一方で，従事者の処遇改善も期待される状況には進んでいないというふうに思います。今な

お介護を巡る事件は後を絶ちませんけれども，ヤングケアラーという問題も大きな社会問題になってき

ました。この状況の中で，８月２４日の地元新聞ですね，ここに介護報酬２４年度改定に不安という大

きな５段抜きぐらいの見出しだったと思いますけれども，記事がありました。不安というふうに表現を

されていることから，第９期の事業計画についても関連するのではないかと思いますので，当局の御見

解をお伺いしたいと思います。併せて，対策についてもですね，具体的にはこれからだというふうに思

いますけれども，方向性などについてお考えがあればお示しをいただきたいと思います。

保�健福祉部長（山下能久君）　お答えいたします。介護報酬改定につきましては，記事にありますように

３年ごとに見直されます介護サービスの基本報酬や制度の体制等の見直し，強化，推進等を図るもので

ございます。記事の内容につきましては，介護業界はプラス改定を望むものの，政治力などの影響によ

り厳しいものになる。更に，奄美大島介護事業所協議会の要望といたしまして，介護以外の分野も含め

た幅広い支援制度の確立を求めたことが記載されておりました。令和６年度から始まる第９期に向けた

介護報酬改定につきましては，来年から本格的に国の社会保障審議会介護保険部会で議論がなされると

ころでございます。

　�　本市の見解，対策につきましては，介護報酬改定に伴う介護給付費の動向も踏まえ，今後も高齢者人

口が増加する見込みの中で，保険者として積極的に介護予防，重度化防止，地域共生社会の構築に向け

た取組を実施し，適正な介護保険運営に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　第９期ですから来年がいろいろ検討の，今から始まっているのかも分かりません

けれども，しっかりとした対応をお願いしたいと思います。新型コロナウイルス感染症は，新たな変異

株はどんどん出現が続いて，奄美市で新規感染者が連日報道されております。先ほどの同僚議員の質問

でも奄美市役所で３分の１ということですから驚きをもって聞いておりましたけれども，奄美の感染

者，確認は令和２年の４月だったですよね。２年５か月が経過しており，保健所，医療機関の負担はも

ちろん，飲食業など多くの業種が，コロナ対策でいろんな制約を受け，日常生活や地域のコミュニケー
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ションにも大きな影響を与えております。介護の分野の影響も利用者へのサービス提供や事業所の運営

にも大きな影響があると思いますけれども，介護サービスの提供でどういう変化が起こっているのか。

事例があればお示しをいただきたいと思います。

保�健福祉部長（山下能久君）　新型コロナによる影響についてお答えいたします。特に，今般の新型コロ

ナ第７波の感染拡大により高齢者や介護サービス事業所職員等へも感染が広がり，介護サービス提供体

制にも大きく影響を及ぼしております。具体的には，介護従事者不足によるデイサービス，ショートス

テイなどの受入休止や縮小をせざるを得ないといった影響を受けております。限られた人員の中で介護

サービス提供に取り組まれている介護事業者の皆様に厚くお礼を申し上げます。

　�　新型コロナによる給付費の影響につきましては，人が集まるようなデイサービス等の通所系サービス

が控えられ，在宅サービスである訪問系サービスの給付費が増加傾向にございます。そのような傾向は

ございますが，国の柔軟な介護保険制度の取り扱いなどや各サービス提供事業者の感染拡大防止策に

よって，新型コロナによる影響を最小限になるよう努めているところと認識しております。今後も介護

事業所をはじめ関係機関との連携を密にして，新型コロナ感染防止対策を講じてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　ありがとうございます。新聞記事の，先ほどから出ている介護報酬というのが，

事業所の運営及びサービスを提供する量ですね，に影響するのではないかと思いますけれども，一方で

相次ぐ物価高の中で年金の引き下げが行われました。高齢者を取り巻く生活環境は厳しくなっているの

ではないかと感じております。現在，基準額が月額６，６００円。介護保険料ですね。第７期から据え

置きとなりましたけれども，重い負担には変わりないんですね。来年が，第９期事業計画の策定に入る

かと思いますけれども，これ財政制度等審議会，国の機関ですけれども，５月に財務省に提出をした建

議では，自己負担原則２割に上げるということや，これまでも問題になってきたケアプランの有料化な

どを提出をしているとのことであります。こんなことになればサービスを受けることを躊躇する人が出

てこないかと心配もされるわけですが，これでいくと憲法２５条のすべて国民はという精神に反するこ

とになるかと思いますけれども，当局の今の見解があればお伺いをいたします。

保�健福祉部長（山下能久君）　それでは，お答えいたします。まず，介護保険料につきましては，令和６

年度から第９期事業計画の策定の中で，高齢者の人数や必要な介護サービス利用とともに議論すること

になっておりますので，御理解をお願いいたします。

　�　次に，利用者の原則自己負担２割とケアプランの有料化につきまして，財務省の所管する財政制度等

審議会が５月に財務大臣に建議として提出しております中に盛り込まれたものでございます。この自己

負担２割とケアプラン有料化は，介護保険制度全体に関わることであり，社会保障審議会の介護保険部

会の中で今後議論がなされるものと認識しております。

　�　市の見解でございますが，ケアプランの有料化は，以前に見送られたこともあり，また，自己負担割

合の引き上げは，令和６年度からの第９期の介護保険事業計画期間に向けて結論を得るべく検討してい

くべきであるとされており，まずは，国の動向を注視してまいりたいと存じます。市の見解ということ

でございますが，この制度改正がなされますと，サービス利用者の負担増にはなりますが，現段階では，

影響について図りかねるものがございます。被保険者の多くの皆様は，年金収入により生活されており

ますので，個々のケースごとに丁寧に対応することで被保険者の皆様の生活，暮らしの維持に努めてま

いりたいと考えております。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　今のはサービス利用の量ですね。どれだけのサービスが受けられるのかといった

ことでお伺いをしましたけれども，やっぱり今，介護保険の一番の問題は，保険料です。高い。これを
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どうするかということですが，第９期の事業計画あるいは，来年度予算編成でもあるんですが，介護保

険料の負担軽減のために独自の減免制度を設けることが必要かと，これはこれまでも再三言ってきまし

たけれども，御見解があればお伺いします。というのはね，国民年金の，部長からも出ましたが，満

額受給額は，昨年は７８万９００円でした。４月，減額されてますよね，７７万７，８００円なんです。

６５歳一人暮らしの方の国民健康保険税は，７割軽減で１万５，６３０円。ところが，介護保険料の一

番低い第１段階の方が２万３，８００円なんです。高いんです。減免制度の必要性は，これで御理解い

ただけるかと思いますけれども，是非減免制度，設けるように頑張っていただきたいと思いますけれど

も，御見解お伺いします。

保�健福祉部長（山下能久君）　介護保険料の減免についてお答えいたします。介護保険料についてでござ

いますが，先ほども申し上げましたとおり，第９期の事業計画の策定の中で議論することになっており

ます。低所得者の介護保険料につきましては，国の低所得者保険料の軽減強化ということで，保険料第

１から第３段階の方に対し，保険料基準額に対する割合を段階的に引き上げております。

　�　これまでの引き上げ率につきましては，第１段階で０．５から０．３へ，第２段階では０．７５から０．

５へ，第３段階では０．７５から０．７となり，低所得者の負担軽減につながったと考えております。

　�　また，本市では，介護保険料の所得段階を９段階から１４段階へと細分化いたしまして，より被保険

者の状況に合わせた保険料の設定を行っております。市独自の減免制度につきましては，このようなこ

とを踏まえ，第９期の介護保険事業計画策定委員会の中で議論，検討がなされますので，御理解をお願

いいたします。いずれにしましても，介護給付費の増加の抑制，介護保険料の収納率の維持，また，介

護予防や介護給付適正化事業を引き続き取り組み，第９期の保険料を適正な金額となるよう努力してま

いりたいと考えております。以上でございます。

１�５番（﨑田信正君）　適正なと言ったときに，やっぱり誰もが払えると，生活を圧迫しないという金額

にして適正だということになろうかと思いますので，是非第９期，頑張ってください。

　�　次に，先ほど言った地元新聞の８月２４日の記事のことで，これ私の思いなんですけれども，この記

事を読んで大変違和感を覚えたのが，７月の参議院選挙で，記事の内容ですよ。７月の参院選で全国老

人福祉施設協議会が比例選に擁立した自民党候補が落選したことで影響が懸念されている。改定に向け

た交渉では，政治力が左右する。頼みの綱の政治力を失った。介護報酬改定は，厳しい交渉になる。こ

ういう記事なんですね。これでいくとね，自民党のその候補者を落としたのが，悪かったみたいな印象

になるじゃないですか。私は，こういう政治の在り方は旧態依然で，あってはならないと思うんですよ。

昔からよく言う族議員ということがありますけれど，もちろん，いろんな制度について詳しい方が出て

意見交換するというのは，水準を上げるからこれは必要だと思うんですよ。ところが，これ一人の国会

議員候補が落ちたために，影響力が介護保険全体に関わってくるという政治の仕組み自体変えていく必

要があると思うんですね，変えなきゃならないと思うんですよ。それを新聞の記事としてね，そこに一

言触れていないと，こういう依然の政治の在り方は問題だというようなことが，ちょこっとでもあれば

ね，まだいいんですけれども，これだけを読むと，この候補者を落としていかんかったなと，介護保険

良くならないなというような印象になってしまうわけですから，私はこれ新聞社のほうにも，ちょっと

意見を申し上げたいということで，紹介をさせていただきました。当局の質問ではありません。

　�　次に，国民健康保険制度についてです。国保税は高いというのは，先ほども述べましたけれども，こ

れは全国各地共通のものですね。私は，国保税の負担軽減にもっと力を入れるべきではないかと思って

おります。これまでも質問，要望も行ってきましたけれども，全国知事会など地方団体が１兆円の公費

負担を要望するなど負担の軽減を要望しております。こういう動きもあってかと思いますけれども，国

もようやく均等割の軽減制度を始めました。対象は未就学児で，その半額というものですけれども，対

象が非常に限られております。十分ではありません。自治体独自で均等割軽減対策を行っているところ
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もあります。奄美市も国保財政が，今後も引き続き厳しい状況が続くことが予想される。これ前回私の

質問に対しての答弁ですけれども，何と言うか，そっけない対応だなという感じをしたわけですけれど

も，均等割の廃止または減額の制度を取り入れる方向での検討を是非やるべきだと思います。均等割廃

止あるいは減額が必要だという認識があると思いますけれども，そもそもあるのかということで，まず

質問したいと思います。また，実現するためには何が課題になっているのか，必要かなど，見通しにつ

いても御見解を示していただきたいと思います。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員御質問の国保税の負担軽減のために均等割の廃止，減額が必要

と思うがとの内容です。お答えしたいと思います。国保税の均等割の廃止，軽減についてお答えいたし

ます。現行制度におきましては，所得の低い方に対し公費により７割，５割，２割の軽減を行っており，

また，今年度から未就学児の均等割についても２分の１の軽減を実施しております。更なる負担軽減を

とのことでございますが，仮に均等割廃止を実施するとなると，その影響額は約２億円の減収となるこ

とから，国保財政の悪化につながることとなります。現在，本市国保では，赤字解消計画に則って赤字

の解消に努めているところではございますが，今後も被保険者の減少や前期高齢者の増加などにより，

引き続き厳しい財政状況が続くことが予想されます。このことからも均等割の廃止等につきましては，

大変困難な状況であると考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。

１５番（﨑田信正君）　今，２億円という数字が出てきましたけれども，これは対象はどうなっています。

市民部長（徳永恵三君）　これは，国保税を収めておられるすべての，となります。

１�５番（﨑田信正君）　国保に加入されているすべての人の均等割を廃止した場合に２億円だということ

ですよね。それで，これ兵庫県の加西市ですけれども，子育て支援の観点から国保加入世帯の子育てに

かかる経済的負担の軽減を図るため，令和２年度より，令和２年ですから，国が始める前からですね，

高校３年生までの児童の国民健康保険税の均等割額を全額免除，全部対象じゃないですよ。高校３年生

までを対象にして均等割額を全額免除したと。その実施理由も述べられております。社会保険の場合，

被扶養者が増えても保険料はそのままですが，国保の場合，収入０円の児童が加入しても，加入者が１

人増えるごとに均等割が加算される制度となっており，全国市長会等が国に改善を求めています。そこ

で，加西市が，独自に減免を実施し，国保加入世帯の子育てにかかる経済的負担の軽減を図るものです

と。霞ヶ浦市ありますけれども，ここも独自に拡充し，１８歳以下の方にかかる均等割額についても５

割を減免するとう制度なんですよね。ですから，いきなり全部を対象にして免除しろということじゃな

くて，この前も乳幼児医療についても段階的に小学校卒業まで，中学校，今高校というふうにやってい

るわけですから，何としても子育て世代で援助したいということであれば，せめてここから始めようと

いう考えがあっていいのじゃないかなと思いますけれども，そのあたりは，どうでしょうか。

市�民部長（徳永恵三君）　議員おっしゃるように社会保障制度において特に子育て支援策については，今

後も重要なことと認識をしております。そのような中でございますが，国民健康保険事業の制度におき

ましては，枠内における適正な運用が求められる状況となっていることから，国が認める制度の範囲内

でしかできないことを御理解賜りたいと存じます。なお，最近の動きとしましては，全国知事会におい

て，国保の未就学児を対象にした保険料の均等割軽減制度について，対象年齢の拡大と軽減額の拡充を

明記する提言がなされております。そのような動向も踏まえながら，適正に対応を進めてまいりたいと

思いますので，御理解を賜りたいと思います。

１�５番（﨑田信正君）　これは，引き続き機会あるごとに取り上げていきたいと思いますけれども，その
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ときに，ここまで制度ができましたというようなことになればいいなと思います。

　�　次に，経済活性化住宅リフォーム制度についてですが，これ先日の新聞でまた募集が始まったという

ふうに載っておりました。２０１１年４月から１０年以上経ちますけれども，好評なんでしょうね。第

１次募集で埋まったということですから。制度始まって以来の実績，経済効果，評価があればお示しを

いただきたいと思います。

建�設部長（濱田洋一郎君）　住宅リフォーム制度でございますが，平成２３年度から始まりまして，今年

で１２年目ということで，昨年度までの実績を申し上げますと，交付決定件数が２，７２１件，補助総

額が約２億６，０００万円。対象となる工事費の総額は２８億８，５００万円ということになっておりま

す。このことから推計しますと，奄美市の持ち家，空き家を除きますが，約２９パーセントが利用して

いるということになります。

　�　それから，このリフォーム工事は，外壁とか室内の改修のみならず，設備，建具の改修，塗装工事な

ど幅広い分野を幅広く対応できますので，様々な職種や個人業者の方の仕事も増えているというメリッ

トがございます。そういうことで，高い評価を受けているわけですけれども，また，補助金の交付にあ

たってアンケート調査を，利用されている方，事業者にもさせていただいておりまして，昨年度のアン

ケート結果におきましては，利用をした方からは，工事の時期を早めたとか，工事を行うきっかけとなっ

たと。そして，工事の内容を増やしたという意見がございまして，施工業者の約７０パーセントが，工

事請負件数が増えたと回答しているところです。したがいまして，この制度につきましては，市民のニー

ズも高く，地域経済の波及効果も大きいものと認識しておりますので，今後も継続していけるように検

討してまいりたいと思います。以上です。

１�５番（﨑田信正君）　好評ということなんですが，これは，次の店舗リフォーム制度についてもメリッ

トは，同じようなメリットがあるんじゃないかなと思います。それに加えて，この件で度々取り上げて

きましたけれども，令和２年の第１回定例会で，奄美市中心市街地活性化基本計画が終了する令和３年

度以降の研究課題だと当時の部長が答弁されました。私は，令和３年度に実施できるように準備を進め

るべきだと申し上げてきましたが，奄美市全域を対象にした制度として実現することがいいのではない

かと思います。というのは，レンタカー，よく目立っていましたよね。レンタカーというのは，中心市

街地じゃなくて奄美大島全体を対象にして走り回りますから，いろんなときにお店が，小奇麗なお店が

あれば，そこで休憩しようということになるかも分かりません。だから是非，店舗リフォームは必要だ

と思うんですが，それに，そのときの答弁は，全部に広げるとなると予算的な面も出てくると思うとい

うのが答弁がありました。制度設計にも，制度設計，どういった内容にするかにもよると思いますけれ

ども，対象店舗が何軒くらいあるのか。また，その店舗が全部，その制度を利用するということにはな

りませんね。今，住宅リフォームのほうでも２９パーセントだと，１０何年かかってね，ということで

すから，すぐすぐ，そんな予算が枯渇するほどポンと出てくるということも思われないので，どの程度

の予算から始めることができるのか。住宅リフォームも全部は対象にしていませんよね。２，０００万

円とかそういったところから始めていますから，そういった考えで奄美の全体を活性化するという意味

でやればいいんじゃないかなと思います。また，実際利用するかどうかのアンケート調査も必要かと思

いますけれども，御見解をお伺いします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それでは，お答えさせていただきたいと思います。現在実施しており

ます店舗リフォーム補助事業につきましては，中心市街地における商業店舗魅力向上と出店を促進する

ために実施させていただいております。現在，都市再生整備事業として実施しているところでございま

す。本事業と同様の事業を市全体を対象として実施できないかとのことでございますが，現在，市内

全域において事業所のリフォーム化に活用が可能な事業といたしまして，主に創業者向けであります
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が，本市が実施している奄美市創業支援事業や国における小規模事業者持続化補助金を活用した店舗リ

フォーム制度などがあり，中心市街地以外での店舗リフォームにも活用されている事例もあるところで

ございます。今後もこれらの店舗リフォーム事業についての周知，広報を行っていくとともに，ほかに

活用できる補助事業がないか，国，県，関係機関とも情報共有に努めてまいりたいと考えております。

　�　先ほど，店舗の把握とか，予算の御質問ございました。現時点におきましては，事業そのものがまだ

見えていない状況でありますので，店舗数の把握，そして，予算見込みについてもお示しできる状態で

ないことを御理解いただきたいと思います。併せまして，アンケート調査ということでございますけれ

ども，先ほどの繰り返しになりますが，現在，中心市街地以外でも利用できる店舗リフォーム制度等も

ございますので，まずは，その事業の周知，広報に努め，他に活用できる補助事業がないか，状況に努

めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長（西　公郎君）　以上で日本共産党　﨑田信正君の一般質問を終結いたします。

　　これにて本日の日程は終了いたしました。

　　明日午前９時３０分本会議を開きます。

　　本日はこれをもって散会いたします。（午後３時３５分）
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は１８名であります。会議は成立いたし

ました。（午前９時３０分）

　　これから，本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は一般質問であります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。

　�　この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更に，

当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行われま

すように，あらかじめお願いをしておきます。

　　通告に従い，順次，質問を許可いたします。

　　最初に，自民党新政会　和田霜析君の発言を許可いたします。

４�番（和田霜析君）　市民の皆様，議場の皆様，そして，インターネットを御覧の皆様，おはようございます。

自民党新政会の和田霜析でございます。一般質問を行う前に，少々所見を述べさせていただきます。

　�　毎回，一般質問の所見で述べておりますが，ロシアによるウクライナ軍事侵攻は未だ終息されず続い

ております。一刻も早い終息を祈るばかりです。また，あろうことか，ザポリージャ原発近くへ攻撃し

たとの報道もあります。このことは決して許される行為ではありません。憤りを感じるばかりです。さ

て，日本においてもウクライナ問題は決して対岸の火事ではございません。我々自民党新政会の政務活

動調査で，７月に沖縄の航空自衛隊を表敬訪問してきました。沖縄の航空自衛隊，南西航空方面隊にお

いては，中国の威嚇など，東アジア情勢の不安定に対するスクランブル，いわゆる緊急発進です，が活

発しているとのことでした。全国のスクランブルの昨年度の実績は１，００４回と，過去２番目の多さ

ということです。推定を含めた対象国の割合は中国機７２パーセント，ロシア機２６パーセント，その

他２パーセントとなっているとのことでした。この全国の１，００４回のスクランブルのうち，南西航

空方面隊だけのスクランブルは６５２回と突出しておりました。このことは，東アジア情勢の不安定さ

が増していると感じました。この状況の中，奄美大島は国境離島でもあります。台湾有事の現実味や尖

閣諸島をはじめ，南西諸島の航空侵犯で非常に危機が高まっていると感じました。私，個人的な意見で

はございますが，戦争は決してあってはならないと思っております。戦争を起こさないためにも，台湾

有事や航空侵犯の抑止力のためにも，日米合同訓練は非常に抑止力の高い大切なものだと感じておりま

す。これからも，日本政府に防衛力の強化をお願いしたいものです。

　�　さて，新型コロナウイルスについては，第６波が来たと思いきや，収束へ向かうことなく，第７波へ

移行し，８月に入ってからは，今まで経験したことのない感染が拡大しております。現在も収束へ向かっ

ているのかさえ見えない状況です。感染された方，現在も療養中の方の１日も早い快復を祈るばかりで

す。また，対応に当たっていただいている医療関係者，各種団体の職員の皆様へ感謝するとともに，敬

意を表します。

　�　さて，それでは，一般質問をさせていただきます。先ほどもお伝えしたとおり，現在，第７波の最中

でございます。そこで，新型コロナウイルスについてお聞きしますが，昨日，同僚議員が細かく聞いて

おりましたので，私からは一つ，お聞きしたいと思います。

　�　１，新型コロナウイルスについて。（１）新型コロナウイルス対策について。①宿泊療養者の人数に

ついて。昨日の答弁で，８月上旬より診療に影響が出ていると答弁されていたように，医療機関は非常

に逼迫していると痛感いたしました。これに伴い，宿泊療養者や自宅療養者も多いと思っております。

今回，宿泊療養施設に関してお聞きしたいと思います。現在，奄美大島の宿泊療養施設は２か所と認識

しておりますが，合っておりますでしょうか。また，この宿泊療養施設の宿泊可能人数と，現在の療養
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者数，利用率と言っていいか，入所率と言っていいか，ちょっと不明ですけれども，教えていただけな

いでしょうか。

　　次の質問からは，発言席にてさせていただきます。

議長（西　公郎君）　答弁を求めます。

保�健福祉部長（山下能久君）　おはようございます。宿泊療養施設の現状について，お答えいたします。

奄美大島島内には，議員御案内のとおり，２か所の宿泊療養施設がございます。感染者が宿泊可能な部

屋数は８３室となっております。８月の感染拡大時には，宿泊療養施設に入所を希望しても，入所の調

整に時間を要するケースも多く見られました。現在の稼働率につきましては，日々変動するため数字を

お示しすることは難しいのですが，８月の感染ピーク時と比べると，入所の調整もスムーズに実施でき

ていると伺っております。本市といたしましては，病床使用率や宿泊療養施設の状況も確認しつつ，保

健所や大島郡医師会と情報共有の上，感染拡大防止に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。奄美大島で２軒というのは聞いておりましたけれど

も，８３室しかないっていうのは，ちょっとびっくりをしたというか，かなり少ない数字だなっていう

のは感じた次第です。ただ，８月上旬ですかね，調整が難しかったと，なかなか入れなかったと。ただ，

現在においては調整がスムーズにいっているっていうことで，了解いたしました。

　�　これに関しまして，もう一つお聞きしたいんですけれども，今回，莫大的な拡大をして，上旬の時に

は調整が難しいということでしたけれども，宿泊療養施設については，県の管轄になるとお聞きしてお

りますが，当局としては足りていると思っているのか，それとも，少し増やしたほうがいいと考えてい

るのか，当局の考えというか，これから，もしかすると，また，第８波，第９波，訪れる，近いうちに

訪れる可能性もあると聞いておりますので，そこを聞かせていただきたいというのと，ただですね，こ

の質問をした，通告で出したんですけれども，ここ数日でですね，県においてはみなし陽性を導入した

り，全数把握の見直しとか，いろいろ情勢が変わってきているようで，私も今朝起きて，ちょっとびっ

くりしたんですけれども，昨日ですかね，岸田首相が，現在は症状が出た場合でも１０日間となってい

る陽性者の療養期間を７日に短縮すると発表した。無症状のケースでは，検査で陰性を確認することを

条件に，７日から５日間に早めると。また，全感染者の情報提出を医療機関に義務付けた全数把握を，

今月２６日から全国一律で見直し，報告を簡略化することを明らかにしたと。これに対し，首相はま

た，こうした対策をウィズコロナの新たな段階への移行ということで，新聞報道で書かれておりました。

ちょっと，今後，どうなるか分かりませんが，今のこの宿泊療養所，第８波，第９波，もし来た場合に，

当局として県に増やしたりとか，または，今，この首相の，昨日の話ですと，全数把握はしないってい

うことで，もしかするとホテルとかの宿泊療養所が減ってくるのでないか。それを減らすのではないか

という危惧もしておりますけれども，今の段階での当局の見解をお聞かせいただければと思います。

保�健福祉部長（山下能久君）　宿泊療養施設の今後のあり方について，お答えいたします。まず，宿泊療

養施設につきましては，御存知のとおり，新型コロナに感染しているが，強い咳や呼吸困難など呼吸に

関する症状や発熱がない方と，症状はあったが改善してきている方に，先ほどの療養期間，宿泊してい

ただくための施設であります。また，県は病床確保計画におきまして，宿泊療養施設の確保も記載され

ており，６段階あるフェーズごとに宿泊療養施設の室数を確保する計画を持っております。それに伴い，

確保に努めていると考えております。議員からもございましたように，国のほうでは全数把握の見直し

や療養期間の見直し，それに伴って，県のほうでも，この宿泊療養施設のその確保のあり方も検討され

ておりますので，県とも連携しながら，その宿泊療養施設，適正な宿泊療養施設に，把握に努めてまい

りたいと存じます。以上でございます。
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４�番（和田霜析君）　ありがとうございます。本当に，１日１日，状況が変わってくる状況ですので，是非，

県と情報共有しながら，適切な対策を練っていただければと思います。

　�　この質問を行ったのはですね，次の質問，観光振興についてというのと，ちょっと私は絡めて質問さ

せていただきました。ですので，次の質問をさせていただきたいと思います。観光振興ということで質

問をさせていただきますけれども，奄美大島の観光振興は５市町村でまとめてだと，認識はしておりま

す。それを取りまとめているのが一般社団法人あまみ大島観光物産連盟が取りまとめて，その物産連盟

との調整役が奄美市が担っていると，私は思っておりますので，当局にちょっと答弁をさせていただき

たいと思います。

　�　２の観光振興について。（１）奄美大島の入島者数についてお聞かせいただければと思います。令和

４年の現在までの入島者数と，コロナ以前の入島者数が，もし，比較ができる数字がありましたら，お

聞かせいただきたいと思います。この質問，させていただきますのは，ゴールデンウィーク以降，昨年

までとは違い，規制がかからない状況で今まできていると思っております。このことは国も，鹿児島県

も，新型コロナウイルスを，対策を行いながら，経済も回していくように方向転換をしたと思っており

ます。先ほど，新聞をちょっと読ませていただきましたけれども，更に加速するように，ウィズコロナ，

新たな段階へと，また，向かっていくんだろうなと認識しておりますので，お聞かせいただきたいのと，

私もエコツアーガイド，やっておりまして，７月，８月がですね，やはり昨年度と比べて，多数の予約

が入り，以前と比べて確実に観光客が増えているなって実感しておりますので，質問です。よろしくお

願いいたします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　おはようございます。ただいまの御質問にお答えさせていただきます。

コロナ禍前と現状ということで，現状が申し訳ございません，６月までの数値となっておりますので，

それで比較をさせていただきたいと思います，御了承いただきたいと思います。議員御質問の奄美大島

への入込客数について，お答えさせていただきます。コロナ禍前の令和元年，１月から６月までの入込

客数は２５万９，０５３人。今年１月から６月までの入込客数は１７万２，５８９人となっているところ

でございます。

４�番（和田霜析君）　コロナ前と比較して，まだまだやはり，６月っていうことですので，ゴールデンウィー

クから，６月，結構ここで規制を掛けずにやってきたんですけれども，まだまだ増えていないというこ

とで，これから，世界自然遺産，なったっていうのもありますけれども，増えてくると，私も実感して

おります。先ほどもお伝えしたとおり，やはり７月，８月っていうのは，話に聞くとレンタカーも不足

しているとは聞いておりますので，引き続き，今後の，期待したいところではあります。

　�　入島者数は分かりました。次の２番のですね，宿泊施設，これがですね，先ほどのちょっと新型コロ

ナウイルスの宿泊者，２施設使っていることと関連してくるんですけれども，現在の宿泊施設の数，ま

た，収容人数，これが，もし分かるようでしたら，直近の７月の宿泊施設の利用率っていうのが分かり

ましたら，教えていただきたいと思います。先ほど，入島者数，分かりましたので，令和４年１月から

６月までっていうのも，分かりましたら，教えてください。この質問は先ほど，コロナ，先ほども言い

ましたけれども，コロナの宿泊療養施設との絡みもありまして，現在，２施設，療養施設で利用されて

いますので，観光客も増えていると実感しております。本当に観光客用の宿泊施設が足りているのか，

確認のための質問でございますので，よろしくお願いいたします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　議員御質問の奄美大島の宿泊施設につきましては，県が公表しており

ます奄美群島の概況によりますと，令和３年度では２４６件と，これまでで最も多い宿泊施設数となっ

ております。また，収容人数につきましては，４，２１７名となっております。議員が御質問いただいた，
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稼働率，利用率につきましては，現在，公表数字等がございませんので，申し訳ございません，お示し

できる状況でないことを御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

４�番（和田霜析君）　ありがとうございます。令和３年が２４６件と。ちょっと確認なんですが，これは，

ホテルと簡易宿泊所，まとめた数になると認識してよろしいですかね。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　はい，議員がおっしゃったとおりでございます。御参考までに，令和

３年度の２４６件の内訳で，ホテル，旅館は２２件で，簡易宿泊所が２２４件となっております。以上

でございます。

４�番（和田霜析君）　はい，分かりました。ちょっと私も観光物産連盟さんとちょっとお話しして，数字

がちょっと違っていましたので，令和３年，県が発表しているのはこの数字ということで了解いたしま

した。飛行機とかの数とか，決まっていると。また，船も１日１回と決まっていると。最大のマックス

の人数が決まっていると思いますので，そこと，観光物産連盟にお伺いしたところ，最近の旅行者の宿

泊日数が２．６日と聞いております。それで計算してみると，今のところ，足りているんだろうなとい

うことは認識できました。ただ，これがまた増えてくると，足りないっていうことになると，やはり観

光客からクレームがあると思いますんで，そこら辺，これ，施設については，もう事業主がやることで

すので，奄美市がタッチすることではないんですけれども，そこら辺も，順次，動向を見ていただけた

らと思います。ありがとうございます。

　�　それに伴いまして，次の質問。今，私がお伝えしたように，これから宿泊，観光客が増えてくるだろ

うと。３のですね，アフターコロナの観光振興ということで，お聞きしたいんですけれども，この６月

までは入島者数が１７万５，０００と，約１７万５，０００ということで，まだまだコロナが回復しな

いっていうか，ウィズコロナというよりは，まだまだコロナ中というか，いう感じなんですけれども，

これから，首相も言っているように，新たな時代のウィズコロナ時代になってくると思います。新型コ

ロナ対策用の薬も開発されつつあると，臨床も，臨床試験さえクリアすれば，承認が下りるのではない

かという話も聞いております。またですね，今，２類に分類されている，このレベルに関しても，５類

に引き下げるのではないかと。これがなってきますと，インフルエンザ並みというふうに聞いておりま

すので，早急にでも，アフターコロナの対策，観光事業っていうのは奄美大島にとって非常に大切な，

市長がおっしゃっている稼ぐ力にもなってくると思いますので，何か，現在ですね，観光誘致活動やこ

れからの対策等，行っているもの，これから，行っていこうと思っているものがあったら，お聞かせい

ただけますでしょうか。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それでは，お答えさせていただきます。本市におけるアフターコロナ

の取組ということで，お答えさせていただきます。奄美・沖縄世界自然遺産登録を契機とした持続可能

な奄美観光の構築を後押しすることを目的として，旅行者への環境保全の取組となる，つなぐ未来へ，

奄美観光と環境保全事業を実施しているところでございます。また，本市におきましては，クルーズ船

の誘致や受入体制の充実化を図る取組や，訪日外国人観光客等への受入対策といたしまして，観光事業

者等への受入体制整備助成事業や，外国人向けのホームページによる観光情報の発信，通訳案内士との

連携を図るなど，受入環境の整備に努めているところでございます。更には，今後，観光客の増加が予

想される中，金作原への観光利用が集中していることから，分散化へ向け，住用のほうにございます，

役勝エコロードのツアー構築に向けても取り組んでいるところでございます。そして，修学旅行の誘致

の取組につきましても，島内で実施する修学旅行を催行，誘致するための支援といたしまして，奄美大

島５市町村が連携して実施している奄美満喫ツアー助成事業のメニューの一つに，学校研修旅行誘致助

成事業がございます。また，本市におきましては，昨年，修学旅行を専門とする旅行会社と合同で誘致
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活動を実施しているところであり，今年度につきましても，観光協会において，観光キャンペーンの計

画も予定されておりますので，本市といたしましても，積極的に参加し，修学旅行の誘致にも努めてま

いるところでございます。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。持続可能な観光誘致，未来へつなぐっていうので，

すばらしい言葉だと思いました。私が少し，ちょっと気になったのはですね，このクルーズ船の誘致と

かインバウンド，訪日外国人の誘致に関して，やはり島内の住んでいる市民，島民と言いますか，には，

やはり少しハードルがまだまだあるのかなという気持ちがありますので，そこを島内の島民の方です

ね，に対して，いかにケアをしていくかというのは大切になってくると思いますので，そこもきめ細か

くやっていただけたらと，今，感じたところであります。

　�　金作原のオーバーツーリズムで，今，役勝エコロードに関しても，私もこちら，研修会，参加させ

ていただきまして，いいところですので，是非，ツアーに組んでいただいて，あと，修学旅行ですね，

大手旅行会社とか，今までは史跡を巡る，大人数で史跡を巡ったりとか，平和の象徴のようなところを

巡るっていうのが多かったようなんですけれども，今は探求的な学びの実現を推奨するというような形

で，大手旅行会社も変わってきていると思いますので。これは，簡単に言いますと，少人数で金作原に

行ったり，住用のマングローブ，カヌーに行ったりとか，大勢で行くのではなくて，その求める生徒，

一人ひとりが行きたいところに行くというようなことですので，奄美大島，すごくそれに合っているよ

うな気がしますので，是非，修学旅行，団体旅行っていうのはやっぱり，個人旅行よりも収入が上がる

というか，誘致にはいいと思いますので，是非，そこもしていただきたいのと，あと，昨日，同僚議員

も言っていました，スポーツ合宿ですね，こちらもスポーツアイランドということで，是非，誘致活動

をしていただければと思います。これから，ちょっといろいろ大変だと思いますが，是非，よろしくお

願いいたします。ありがとうございます。

　�　次の，４番のですね，マングローブパークについて，聞かせていただきたいと思います。皆様も，も

う，御存知のとおり，マングローブパークの近くに，去る７月２６日ですね，世界自然遺産センターが

オープンいたしました。昨日の新聞報道ですかね，７月２６日から８月末で２万５，７４０名の来館が

あったと記載がされておりました。１日平均６９５名と，好調な推移でしてきているようです。まさか

ここまで，この一つの施設で人が来るとは私も思っておりませんでしたので，非常に驚いているのと，

私ももう，近くですので，３回ほど行かせていただいているんですけれども，やはり３回とも人がいっ

ぱいいて，すごいいい施設ができたかなと思っております。これに先立ちまして，世界自然遺産センター

の住民説明会に，私も出席させていただいておりまして，その中でですね，マングローブパークと連動

して，両施設が行き来ができるような形でつくっていきますっていう説明を，私，受けました。ただ，

現在は雨の日には雨の中を，渡り廊下等がありませんので，行かなくちゃいけないという状況になって

います。私がお聞きしたところによると，マングローブパークがですね，近々改修するのではないかと

聞いております。もし，計画がされているのでしたら，現状，どのようなスケジュールになっているのか，

お聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　それでは，和田議員の御質問にお答えいたします。議員御案内の

とおり，マングローブパークにおきましては，本年７月２６日に世界自然遺産センターがオープンいた

しました。奄美の自然をテーマにした，これまでにない新たな施設が誕生し，既存のマングローブパー

クの施設も連動し，賑わいを見せているところでございます。議員も御承知のとおり，このマングロー

ブパークは奄美大島の観光交流の拠点として，国の重点道の駅としての選定も受けている施設でござい

ます。現在，国や県をはじめ，関係団体等を交えた整備推進協議会を組織し，施設の更なる活用，今後

の整備の必要性について議論しているところでございます。そこで，マングローブパークのリニューア

ルの質問があります，質問でございますが，世界自然遺産センターが新たにでき，展示スペースやシア



− 92 −

ターなど，既存の施設と重複する部分も出てきてまいりましたので，今後の施設のあり方，改修の必要

性も意見されているところであります。施設自体も平成１３年度に完成し，２０年を経過しているとこ

ろでございますが，利用客は年々増加しております。日本を代表するマングローブ原生林に面し，自然

環境にも恵まれている施設でございます。今後も奄美大島を代表する観光交流拠点として期待されてい

ることは確かでございます。このようなことから，本市といたしましても，施設自体の必要性はもとよ

り，今後は世界自然遺産センターとの連携は非常に重要なことであり，その上でも，議員から御指摘の

ありました連絡通路の問題なども含め，今後，マングローブパークの大規模改修計画を検討していると

ころでございます。今後とも，先ほど申し上げました協議会での議論を踏まえ，これからの時代を見据

えた，マングローブパークの具体的な整備方針を定め，そして，道の駅や奄振事業など，有効な財源確

保も検討しながら，早期のリニューアル実現に向け，取り組んでまいりたいと考えておりますので，御

理解のほど，よろしくお願いいたします。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。現在，整備推進協議会ですかね，そちらで大規模改

修について進めているということで，もしお答えできるならでよろしいんですけれども，いつぐらいか

ら具体的な対策というか，話し合いが始まりそうなっていうのは，お聞きすることはできるのでしょう

か。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　お答えします。整備推進協議会につきましては，本年中に開催し

たいと考えております。

４�番（和田霜析君）　すいません，私の聞き間違いだったかもしれないんですけれども，整備推進協議会

はこれからやるっていう認識っていうことですね。了解いたしました。そこから，具体的な話になって

くるだろうとは思いますので。マングローブパーク，いろいろな人から聞きますと，ちょっとカヌー広

場，カヌー乗り場が，昔に建てたもので，今の規模では合わないとか，あと，グラウンドゴルフの施設

がちょっと老朽化で滑りやすいとか，怪我をしやすいとか，お聞きしていますので，マングローブパー

ク，全体的に改修するっていうな方向で考えていらっしゃるか，最後，お聞かせください。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　それでは，お答えします。先ほども申しましたが，マングローブパー

クにつきましては，国や県の事業，協議会で議論しながら，大々的にリニューアルに向け協議して，今後，

取り組んでいきたいと考えておりますので，よろしくお願いしたいと思います。

４�番（和田霜析君）　はい，了解いたしました。先ほど言ったことも含めて，是非，協議していただけれ

ばと思います。この質問は，これで終わらさせていただきます。

　�　次の質問，させていただきます。３番の，市政について。総合支所のあり方についてっていうことで，

お聞かせください。①の総合支所長の任期等についてっていうことで，これ，人事に関わることなので，

私が聞いていいのかすごい悩んだんですけれども，まずは，各総合支所の支所長の任期っていうのが何

年なのか，決まっているのかっていうのと，今まで見てきた中で，多くの支所長が２年任期で役職を就

いていたと思います。今回，住用総合支所の支所長は１年で定年と聞いておりますが，地域の住民には

評判が良く，期待を持っていました。１年ではちょっと，地域の発展になかなか力を発揮できないかな

と思っての質問でありますので，よろしくお願いいたします。

市�長（安田壮平君）　おはようございます。和田議員の御質問にお答えいたします。予め伺っていた部分

に関しても，お答えをさせていただきます。

　�　まず，総合支所の今後のあり方についてということでありますが，総合支所方式につきましては，本
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市では合併時よりこれまで名瀬市，大島郡住用村及び同郡笠利町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に

関する協議書に基づき，各地区に地域自治区を設置し，総合支所を置くことで，市民の皆様に最も身近

な行政機能を確保しているところでございます。また，住用・笠利地区においては，皆様で構成される

地域協議会を通して，地域の皆様の声を頂きながら，各種政策への反映に努めております。今後も市民

の皆様にとって，行政サービスの均衡が図られるよう，総合支所方式を堅持してまいりたいと考えてお

ります。

　�　続いて，御質問の総合支所長の任期についてでございますが，合併当初は任期を２年と定め，地域自

治区に特別職の区長を置くこととしておりましたが，現在は一般職での人事配置となっており，任期の

定めはございません。総合支所長の配置につきましては，住用・笠利それぞれにお住まいの皆様に接す

る重要な職制でございますので，適切な人材配置に努めているところでございます。御理解のほど，お

願いいたします。

４�番（和田霜析君）　市長，ありがとうございます。今，２点，まとめて答えていただきましたので，ちょっ

と私の方からも２点，併せてちょっとお聞きさせていただきたいのですが，実は，住用総合支所なんで

すけれども，この総合支所機能をなくして支所機能にするのではないかという話を聞いての，この質問

になります。そのようなことが，今の市長のお話ですとないとお受けしたんですけれども，本当なのか

どうかっていうのを，再度，お聞きさせていただきたいのと，あとは支所長の任期ですね。今，特に一

般職っていう形で，任期は求めていないっていうことなんですけれども，私が戻ってきて４年ちょっと，

なりますけれども，やはり２年でも短いかなと。せめて，３年ぐらいいてもらうと，１年で中身が分かっ

て，２年目に何か対策をして，３年目を仕上げるっていうような形になるのではないかなと，個人的に

はちょっと思っていまして，今回，ちょっと残念だなっていうのもあっての質問ですけれども，そこら

辺，３年にするとか，そこら辺の考えというのはあるかどうか，お聞かせいただければと思います。

総�務部長（三原裕樹君）　まず，総合支所方式の件ですけれども，これまで庁内でも住用・笠利を支所方

式にっていう議論は一度もしたことはございません。どっからそういうお話を聞かれたのか，ちょっと

分かりませんけれども，そういったことはございませんので，先ほど市長から答弁がございましたよう

に，総合支所方式を堅持をしていくということでございますので，それについては御理解いただきたい

というふうに思います。

　�　それから，支所長の任期でございますけれども，これ，部長職ということで人事配置をしております。

管理職になりますので，もちろん，職員の経験，そういったのを踏まえて，人事配置をいたします。先

ほどありました，直に住民の皆さんと接する大切な職制でございますので，その辺は適材適所という方

向で人事をしていくところでございますので，併せて御理解を頂きたいというふうに思います。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。この総合支所方式はこれからも行っていくっていう

ことで，安心しました。また，私，ちょっと笠利のほうの支所長っていうのは，なかなか，住用に住ん

でおりましたので，お会いすることはできなかったんですけれども，今までの住用総合支所の支所長も，

住民といろいろやって，かなり密接な関係で上手くいっていたと思いますので，また，いろいろと御協

力をお願いいたします。

　�　次に，次の質問をさせていただきます。これはちょっと，前回のところでもさせていただいた，質問

させていただいたんですけれども，４の子育て環境整備についてっていうことで，再度，１，認定住用

こども園のスケジュールについてっていうことで，前回も，先ほども申したとおり，質問しましたが，

基本方針を策定したのち，地域住民で周知を図り，その後，住用地域保育施設基本構想策定委員会を開

催すると聞いております。既に９月になっており，今年度の半分が終了しましたが，現状をお聞かせい

ただけますでしょうか。進んでいるなら進んでいるでいいと思いますし，やっていないとちょっと問題
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かなというので，確認のために，再度，聞かせていただければと思います。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　それでは，御質問にお答えいたします。住用地区保育施設の整備

につきましては，本年度第２回定例会におきまして答弁をいたしましたとおり，本年度は住用地区保育

施設基本構想計画策定委員会を開催し，その中で施設規模や整備などの内容についての協議を行ってい

ただき，住用地区保育施設基本構想計画を策定いたします。令和５年度以降，施設整備に向けた基本設

計，実施設計を作成する予定になっております。御質問の整備の進捗状況でございますが，現在，奄美

市住用地区保育施設あり方基本方針の策定を進めているところでございます。これまで庁内の関係部署

と４回にわたり検討，協議を行っております。基本方針の策定後は，地域住民へ周知を図り，その後，

基本構想計画策定に取り組んでまいります。この住用地区認定こども園整備事業は，住用地区における

大変な，大変重要な課題として受け止めております。今後も関係部署と連絡を図りながら，早期に供用

開始できるよう努めてまいりますので，御理解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。前回も，住用地区保育施設基本構想策定委員会を本

年中に開催するっていうことで，その前の基本方針というものの策定に関しては，どれぐらいまで進捗

ができているかっていうのは，お聞き，お答えできるものでしょうか。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　お答えします。基本方針の進捗状況でございますね。基本方針の

進捗状況につきましては，施設の規模とか，そういったのは，まだ，構想委員会のほうで策定しますので，

大まかに住用地区の施設のあり方，まず基本，それを検討している状況でございますので，中身につい

ては，今後の策定委員会の中で協議したいと思っております。以上でございます。

４�番（和田霜析君）　はい，分かりました。ありがとうございます。本年度中で，住用地区保育施設基本

構想策定委員会が開かれるっていうことで，了解いたしました。こちらが遅れてしまうと，まだ，後ろ

にスケジュールがずれてしまうっていうことがあるので，是非，委員会を開催していただければと思い

ます。

　�　それに伴いまして，２番のですね，現在，市保育園の今後のあり方について，ちょっとお聞かせいた

だきたいんですが，現在，休園中になっていると思います。もし，幼児がこの市地区いた場合，どのよ

うな対応になっているのか。いるのかどうかっていうのも，ちょっと定かではないんですけれども，ど

のように考えていらっしゃるのか，お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　それでは，お答えいたします。市へき地保育所につきましては，

令和２年３月末で利用者並びに入所希望者がいなくなったため，令和２年４月１日から休所しておりま

す。現在，市集落には１名の未就学児が居住しておりますが，東城へき地保育所を利用している状況で

ございます。市集落へ未就学児が転入された場合の，市へき地保育所の対応につきましては，保育士の

確保や施設の整備，修繕等を考慮すると，直ちに開所することは困難であると認識しております。現在

と同様に，東城へき地保育所，あるいは住用へき地保育所を利用していただくよう，御理解，御協力を

賜りたいと考えております。なお，認定こども園が整備されたのちの市へき地保育所のあり方につきま

しては，様々な検討を重ね，奄美市住用地区保育施設あり方基本方針の中に盛り込んでまいりたいと考

えておりますので，御理解のほど，よろしくお願いいたします。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。１名，現在，いらっしゃると。その方は，東城に行っ

てらっしゃるってことで，ちょっともう一つお聞きしたいんですけれども，この東城に行っているって

いうのは，親御さんがお送りしているっていう認識でよろしかったでしょうか。



− 95 −

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　お答えします。現在，学校の先生のお子さんでありますので，御

家庭の方がお送りしている状況でございます。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。今後のこともです，住用地区の認定こども園に関し

てもなんですけれども，これから認定こども園の委員会が開かれるというところで，これが単独なのか，

それとも，３地区合同になるのか，それも全て，この委員会で決めていくっていうことになると思うん

ですけれども，０歳から５歳，６歳ですか，の子どもたちになると思いますが，小さい子どもはなかなか，

親御さんが連れて行かないと難しいと思うんですけれども，バス通学っていうのも，是非，この委員会

の中で考えられるなら，もし，統一するなら，っていうのを考えていただきながら，進めていただけれ

ばと思います。親御さんも，やはり，住用ですと名瀬方面に来る親御さんばかりでなく，瀬戸内方面だっ

たり，宇検方面に行く方もいらっしゃいますので，もし東城に統一となると，そういう負担がかかって

くるのではないかなと思いますので，そこらへんも御検討していただければと思いますので，よろしく

お願いいたします。はい。この質問はこれで終わらせていただきます。

　�　最後にですね，５番，教育行政についてっていうので，１，教育現場の対応についてですね。ちょっ

と，前回もお聞きしましたけれども，お聞かせくださいというのはですね，もう皆さんも記憶に新しい

と思いますが，８月９日に曽於市の小学校で校長先生が草刈り中に木の枝の下敷きになり，お亡くなり

なるという痛ましい事件がおきました。亡くなられたこの校長先生には，心より御冥福をお祈り申し上

げます。このことより，鹿児島県教育委員会はこの事件を受けて，鹿児島県全校に点検を通知したと思

います。奄美市も緊急の点検をしたと聞いており，早急な対応，ありがとうございました。このような

痛ましい状況にならないためにも，前回，私は施設の問題について，もう一度，把握をしていただきた

いということを申したんですけれども，その後，点検状況等，もし，教えていただけましたら，教えて

いただけますでしょうか。

教�育部長（石神康郎君）　それでは，各学校の点検状況について，お答えをいたします。各学校の点検状

況につきましては，まず，学校から施設等の不具合が寄せられる際，職員が直接現場を確認し，緊急性

を要するものや，軽微なものにつきましては，随時，修繕等の手配を行い，対応いたしております。また，

現場確認の際，管理職の先生などから他の不具合の有無や要望などをお聞きし，各学校の状況把握に努

め，頂いた要望等につきましては，緊急性や予算規模などを考慮し，優先すべきものから，順次，対応

しているところでございます。これまでに，既に全ての学校を複数回訪問し，各学校の現状把握に努め

ているところでございます。以上でございます。

４�番（和田霜析君）　はい，ありがとうございます。先ほど申した曽於市の事件もあり，いろいろと大変

だったと思いますが，複数回，全学校を調べていただいたということを聞き，安心いたしました。これ，

もし，教えていただけるなら教えていただきたいんですけれども，この中で緊急性の高かったものって，

何件かあったか，お聞かせいただくことは可能でしょうか。

教育部長（石神康郎君）　今回の倒木の件でよろしいですか。

４番（和田霜析君）　両方，もし，施設も分かりましたら，はい。

教�育部長（石神康郎君）　それでは，これまでに訪問をしてやってきたことに対しましては，前回，議員

のほうから御指摘のございました，学校のほうの渡り廊下，そういうところはもう既に改修を済んでお

ります。その他，教員住宅でございますとか，その他，学校の遊具，そういうところについても，順次，
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予算の範囲内で改修を，入っているところでございます。また，今回，先ほど議員の御案内のとおり，

先月９日に曽於市の高岡小学校の倒木の件がございましたので，本市といたしましては，従来から各学

校に不具合が生じた場合は，随時，連絡を頂くよう，全学校に周知をしておりましたが，この事故を受け，

翌１０日の朝に協議を行い，改めて各学校に対しまして，緊急に対応すべき危険と思われる箇所につい

ての調査報告と，危険性が危惧される箇所について，ロープ等での仕切りなど，仮措置のお願いをした

ところでございます。その結果，１０校から危険性が危惧される樹木等の異常ありの報告がございまし

たが，うち２校につきましては，危険木の伐採など，全てに対応済みでございます。また，残りの８校

につきましては，ロープなどで仕切り，子どもたちが立ち寄らないよう仮措置がとられているところで

もございます。御報告いただいた危険木と併せ，他の繁茂する樹木等につきましても，現場確認を行い，

早急に対応が必要と判断したものについては，随時，伐採等の手配を行っているところでございます。

以上でございます。

４�番（和田霜析君）　ありがとうございます。１０校の，樹木に関してなんですけれども，１０校というと，

約，奄美市の半数近くになるんですかね，にやはりあったという形で，既にもう２校が対応済みという

ことで，教育委員会の早い対応に感謝を申し上げます。また，教職員住宅の，その施設に関してですね，

緊急的な対策とか，あと遊具に対しても，今回は素早い対応していただき，本当にありがたく思ってお

ります。

　�　もう一つですね，これ，来年の国体がありますので，相撲がありますので，ちょっと，昨今ですね，

気になるニュースがありましたので，お伝えさせていただければと思います。もう皆さんもお聞きして

いると思うんですけれども，９月４日に鹿児島県南大隅町などで開催された全日本大学対抗選手権，通

称インカレですね，の自転車競技大会の男子ロードレースで転倒事故があり，法政大学の１年生が若き

命を落としました。この亡くなられた方に対しては，心より御冥福をお祈りするとともに，御遺族，関

係者の方に哀悼の意を表したいと思います。このようにですね，スポーツ，どうしても事故が付き物だ

と思っております。相撲に関しても，私も小学校，中学校と相撲をしておりましたので分かるのですが，

やはりちょっとした動きで怪我をしたりとか，大相撲でも亡くなった方がいらっしゃいます。ですので，

この安全対策というのには，万全を期して，開催，こぎつけるよう，お願いしたいと思います。教育委

員会の皆様には，いつも大変お世話になっていますけれども，忙しい中，いろいろ，今回のことも早急

に対応していただいて，大変だと思いますが，今後とも安全・安心をやっていただければと思います。

　�　一応，こちらで私，全ての質問は終わりましたが，今回，私，多岐にわたり質問させていただきました。

私の，これは考えになってしまいますが，まずは重要なことは子どもの安心・安全対策っていうので，

前回も話させていただいたと思います。子ども，やはり，島の宝ですので，子どもがいることで，集落

のおじ，おば，おじいちゃん，おばあちゃんが元気になってきます。そこで，集落であったり，街であっ

たりと活性化していきます。活性化することで，観光客に対しても優しい心で接しられるのではないか

と。そこが，観光客が増えたときにも，奄美大島ってこんだけいい島じゃないかということで，市長が

おっしゃっている，稼ぐ力っていうのも，少しずつ持っていけるのではないかなというふうに思って，

今回，いろいろな質問をさせていただいた次第です。諏訪副市長は，今回，１か月っていうことで，前

回の，昨日の答弁でも，いろいろとこれから頑張っていくと，大変だったということでお聞きしていま

す。私も市長と同じときに選挙に立ち，１１月１５日ですね，昨年に議員としてなりまして，この１年，

走馬灯のように，本当に何をしてきたんだろうというような形で，答弁を，こちら，過ごさせていただ

きました。市長もあと１２月になると１年になると思います。お互いですね，奄美市のために，やはり，

発展のために，力を尽くしていきたいと思いますので，当局も，議会も，そちらには力を惜しみません

ので，協力して，奄美市の発展のために頑張っていきましょう。

　　以上で，私の一般質問を終わります。
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議長（西　公郎君）　以上で，自民党新政会　和田霜析君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１０時２９分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１０時４５分）

　　引き続き，一般質問を行います。

　　チャレンジ奄美　正野卓矢君の発言を許可いたします。

７�番（正野卓矢君）　市民の皆さん，議場の皆さん，インターネット中継を御覧の皆さん，おはようござ

います。チャレンジ奄美の正野卓矢と申します。よろしくお願いいたします。

　　早速ですが，通告に従って，質問，入っていきたいと思います。

　�　１，防災について。（１）８月２８日に予定されていた避難訓練について，お聞きします。８月２８

日に予定されていた防災訓練が延期になった理由とですね，今後のスケジュール。そして，どういった

訓練が予定されていたのかまで，お示しください。

　　次の質問からは，発言席で行います。

市長（安田壮平君）　それでは，正野議員の御質問にお答えいたします。

　�　８月２８日に予定しておりました，奄美市防災訓練の延期になった理由につきましては，連日のよう

に，新型コロナの感染者数が多くなったことで，町内会などから不参加の連絡が相次いだことと，医療

機関が逼迫している状況を受けて，延期とさせていただきました。今後のスケジュールといたしまして

は，新型コロナの感染が落ち着き，また，医療機関への影響が少なくなってから実施したいと考えてお

ります。訓練内容につきましては，本年１月に発生した津波避難警報により，多くの方々が避難したこ

となどから，そのことを踏まえて，住民の高台避難訓練を中心に行う予定でした。また，警察，消防，

海上保安部，陸上自衛隊など，防災関係機関を含めた，本市の情報連絡訓練を行うとともに，職員の安

否確認及び施設被害状況伝達訓練などについて行うこととしておりました。以上となります。

７番（正野卓矢君）　はい，市長，ありがとうございます。時期的にはまだ未定ということです。

　�　次の質問に移ります。コロナ禍の避難についてなんですが，今回，延期になりましたが，コロナ感染者，

陽性者が多い時期に，万が一，避難が必要なことになった場合を想定してですね，シミュレーションす

るなどの訓練，そういった予定はありますが，今回，台風１１号が接近するのかしないのか，そういっ

た感じで，もし，そのタイミングで何かしらあったのであれば，どういった対策がされたのか，お示し

ください。

総�務部長�（三原裕樹君）　お答えいたします。新型コロナ感染者の避難につきましては，事前に連絡を頂

き，一般の避難者とは別の避難所を案内することとしております。また，台風等の一般災害時の避難に

関しましては，各避難所へ職員を配置し，国・県のガイドラインを参考に，避難されてきた方へ，受付

名簿へ記入をお願いいたします。その際には，検温，手指消毒を実施し，体調に関するチェックリスト，

この記入を行い，受付時に発熱症状などのある方につきましては，別に開設を予定しております，新型

コロナ感染者の避難所を御案内いたします。また，密を防ぐためにも，一人ひとりの間隔を空けるなど

の対応を行い，避難所における感染予防対策の徹底に努めてまいります。突発的な津波の際には，一刻

を争うため，まずは高台への屋外避難となります。そのあと，自宅に被害がなければ帰宅をしていただ

き，また，仮に自宅に被害が遭った際には，避難所への避難となりますので，一般災害と同様に対応を

いたすこととしております。今回の防災訓練ではこのようなシミュレーションは予定はしておりません

でしたが，令和２年，新型コロナの発症時ですね，その際には，新型コロナを想定した避難所開設のシ

ミュレーション，これ，実際に行っております。今後も関係機関と連携を図りながら，取り組んでまい
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りたいというふうに考えております。以上でございます。

７�番�（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。今回も，多数，自宅で療養されている方も合わせた

ら１，０００人を超える方がいらっしゃると聞きましたが，広報というか，そういった方々に，広報に

ついても何かありますか。

総�務部長（三原裕樹君）　今回の台風１１号に関しましても，今回につきましては，自宅，今，療養者と

いう言葉，使っておりますけれども，方が多いということを聞いておりまして，事前に名瀬・住用・笠

利のほうに，新型コロナの避難所を開設する予定で準備を進めておりました。幸いにも台風が少しそれ

ましたので，開設には至りませんでしたけれども，そういった情報についても，幹部会の中で情報を共

有をして，仮に避難を要する場合には，市民の皆様にも広報，周知を図っていくという話し合い，協議

もなされたところでございます。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。ちなみに，もしそういう，陽性者の方が避難される

場所を開設される方は，市の職員がされると思うんですけれども，そういった方々の対応っていうか，

あれは決まっているんですか。

総�務部長（三原裕樹君）　はい。市の職員が避難所へ参ります。加えて，保健師さんもそこに配置をして，

対応する予定としております。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，分かりました。それなりの格好っていうか，何て言うんですかね，防護服み

たいなやつも着けてって形ですか。分かりました。ありがとうございます。

　�　次の質問に移らせていただきます。今回，避難訓練の中身，今，市長の答弁の中でも幾つかあったと

思いますけれども，１月の避難訓練の際ですね，奄美市でもいろいろな課題が出てきたと思います。た

くさんの検証がですね，課を超えて，行われたと思いますが，今回，予定されている避難訓練の中で，

どういったことを生かしていく予定だったのか。何か，先ほども答えられたかもしれませんが，分かり

やすい事例などありましたら，イメージもしやすいと思いますので，是非，よろしくお願いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　議員御案内のとおり，１月の津波避難の際に，幾つかの課題がございました。

その中の一例といたしまして，報道等でもございましたが，車による高台避難での交通渋滞が発生した

ことも，大きな課題の一つでございます。津波避難の際には徒歩での避難を原則としておりましたが，

周辺に高台がない方，垂直避難ができない方，また，歩くことが困難な方につきましては，車での避難

も一つの手段だと理解をしております。このようなことから，今回の防災訓練では，車での避難も想定

し，交通整理を行うなど，渋滞緩和についての訓練も予定をしておりました。今後の防災訓練の中で改

めて実施をし，検証を行いながら，安全・安心な避難行動に生かしてまいりたいと考えております。以

上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。車での避難も想定してとの話ですが，１月のときは，

突発的なことでしたので，皆さん，自由に高台を目指して，自分がここだと思うところに走って行かれ

たと思うんですが，それで渋滞が生まれたと思いますが，この地区ごとに，もし，高台に車で行くなら

とか，この地域はここにとかいう，そういったイメージとか，みたいなやつはあるんでしょうか。

総�務部長（三原裕樹君）　ハザードマップにおいてですね，一時避難場所というのを指定しております。

今回の渋滞につきましては，そこに一斉に避難されたこともありますけれども，その途中に路側帯で駐
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車をしていることが渋滞につながったっていうことが，検証した結果，見えてまいりましたので，そう

いったのを踏まえて，今回の防災訓練では，それに対応できるような訓練もしようというふうに予定を

していたところでございます。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい。分かりました。一時避難場所に，みんなが，そのことを理解しているかって，

ちょっと，そこはまだ難しいことだと思いますけれども，案内があればですね，そこのほうに逃げやす

いのかなと思います。これは，これで終わります。

　�　次の質問に移ります。出前講座についてですね，はい，お聞きしたいと思います。避難訓練について

のですね，出前講座，この依頼はですね，例年，どれぐらい行われていますか。また，この，その１月

の津波避難を受けてですね，今年度はどうだったのかと。今からの，今年度，行う予定も併せて，行う

予定の地域があれば，それも併せて，よろしくお願いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　御質問の出前講座等の回数につきましては，過去５年間の年平均で申し上げま

すと，おおよそ年４回ほどの実績となっております。今年度につきましては，先ほど議員からもござい

ましたが，１月の津波警報を踏まえまして，４月から８月までの５か月間で１２件実施をしていること

からも，市民の皆様の防災意識の向上が，実施件数として表れているものと考えております。今後につ

きましても，地域から要請があった場合には，本市から出向いて，出前講座を実施したいというふうに

考えております。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。聞き取りのときは８件だったんですけれども，４件

増えている感じで，はい。この１２件なんですけれども，可能であれば，どういったところからの依頼

であったかまで。全部じゃなくてもいいですけれども，分かる範囲で，よろしくお願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　仲勝和光平成会，それから大川小中学校，春日老人クラブ，奄美和光園，それ

から奄美市老人クラブ連合会，それから奄美高校，それから小湊町内会，大熊町内会，浜里自治会につ

いては，個別避難訓練の講座を実施しております。それから教育委員会，これは定例校長会研修会で出

前講座を行っております。それから市集落からの１２件でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。今年度は１月以降，出前講座が増えているというこ

とで，市民の皆さん，防災組織，校長会なり老人クラブですか。そういった自主防災の機運が上がって

きているのを感じ，大変嬉しく思います。ですけれども，市内の真ん中ですから，市街地，ハザードマッ

プで言えば低い地域の皆さんの地域のつながり，住民同士のつながりが，少し弱い地域からの声はあん

まり上がってきていないような印象を受けます。そこで，提案みたいな形になりますけれども，声が上

がりにくい地域ですね。この市街地になると思いますが，その方々に向けて，プッシュ型と言いますか，

行政のほうから，その出前講座を働きかけることは可能なのかなと，ちょっとそこをお聞きしたいんで

すが。地域に沿った備えやですね，避難の仕方とか，こういった避難がこの地域には必要であると，地

域としてはどう考えているんでしょうかとか，一度，こういったことを行いたいが，時間はつくれない

かみたいな感じで案内していくことはできないかという質問なんですが，いかがですか。

総�務部長（三原裕樹君）　議員御案内のとおり，つながりの弱い地域，特に市街地におきましては，出前

講座等の依頼が少ないように感じているところでございます。議員御提案のプッシュ型の講座につきま

しても，一つの方法ではございますけれども，市が主催をし，地域の方へ参加を促し，講座を開くとい

うスタイルとなりますと，防災への関心が薄い地域では参加者が少ないということも想定をされます。

まずは，これまでどおり，地域からの要望を受けて実施をすることで，防災意識の醸成や地域の共助，



− 100 −

互助につながるものと考えておりますので，今後もこれまで以上に，我々のほうから町内会等に積極的

に働きかけ，実施に努めてまいりたいというふうに考えております。

７�番（正野卓矢君）　はい，部長，ありがとうございます。市役所，行政側から提案すると参加者が少な

いということですけれども，でも，最終的に自助っていうのをつくっていくのは，前回も言いましたけ

れども，地域であったり，地域のやり方であったり，その，地域のやり方っていうのは，公助のほうか

らの形があって，地域の避難の仕方があって，それを踏まえて，やっぱり自分はどう逃げるっていうの

が，最終的にできあがっていって，その自助力が，最終的に街を，その避難を楽にしていくと思うので，

是非，そうですね，難しいって話ですが，一応どっかに，頭のどっかに入れててくれたらありがたいです。

　�　次の質問に行かせていただきます。⑤ですね，ペット避難について，ちょっとお聞かせください。ペッ

ト避難については，もう何度か質問させてもらっていますが，その進捗状況ですか，奄美市のペット避

難について，何か進んでいることがあったら，お示しください，よろしくお願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　ペット避難についてでございますが，家族同然であるペットと一緒に避難する

ことは，飼い主として切実な思いだと認識しております。しかしながら，他に避難されて来た方の中に

は，動物が苦手な方，ペットアレルギーの方などもおられます。また，しつけがなされていないペット

の鳴き声や行動，また，他のペットとのトラブルなどにより，避難所内での大きなストレスをもたらす

要因となる恐れもございます。このようなことから，ペット避難につきましては，まだまだ課題が多い

状況でもございます。現在のところは知人宅への避難やペットホテルへの一時預かりを依頼していただ

くなど，御理解を求めているところでございます。現在，他自治体の避難準備マニュアル等を参考に，

本市での課題の洗い出しを進めているところでございますが，ペットも大切な家族の一員でありますの

で，飼い主と一緒にストレスなく避難ができるよう，飼い主の方々の御意見にも耳を傾け，連携して取

り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。ペット避難について，要望があった皆さんにですね，

どちらかあった話か分かりませんが，自主防災組織，そのペットを飼われている，要望されてる方々に，

自主防災組織をつくっていただいてみたいな話が，ヒアリングのときにあったんですが，自分としては，

とてもいいアイディアだなと思いました。もし，そこで話が止まっているということであれば，先ほど

の質問ではないですけれども，要望のあった皆さんにですね，その自主防災組織のつくり方とか，その，

今，部長がおっしゃった，ペットに関するストレスやアレルギー，そんなのを考えなきゃいけませんが，

その家族同然のペットが逃げられる，一緒に避難できるようなやり方みたいなやつを，あるのではない

かと思いますけれども，もし，そのことについて，何かあれば，よろしくお願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　まず，本市の指定避難所につきましては，学校や集会施設など，数多くが指定

をされております。まず，その指定避難所が飼い主とペットの同行避難，それ以上の同室避難，そういっ

たものが可能な施設が指定できるかどうか，まず，そこについて，施設管理者と協議が必要かなという

ふうに考えております。その上で，ペットを飼っておられる方々での自主防災組織の立ち上げの可能性

についても研究をしてまいりたいと考えておりますけれども，これまで避難された際に，実際にペット

と一緒に避難された方もいらっしゃいました。その避難所については，ピロティみたいなところがあり

まして，ケージに入れて避難されたんですけれども，そういったの，実際，受け入れた実績もございます。

その施設によっては，そういったことも可能でございますので，そこはしっかり整理をして，これから

進めていきたいというふうに考えておりますので，そこについて，御理解を頂きたいと思います。

７�番（正野卓矢君）　部長，ありがとうございます。普段から避難訓練に，ペットを連れて，地域の活動
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に参加されている飼い主とか，そのペットとかは，結構，地域での避難とかに受け入れられやすいみた

いな話もありますので，避難について，そういった方々に，普段からの訓練に参加とかの広報までお願

いして，今回，この質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

　�　それでは，２，観光についてですね。１，ユニバーサルツーリズムについて。昨年もですね，同じよ

うなことを質問させていただいておりますけれども，１年経って，いろいろ動き出した部分もあるかと

思います。奄美市にとって，ユニバーサルツーリズムの取組方法とかですね，考え方などありましたら，

お聞かせください。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それでは，ユニバーサルツーリズムについての御質問でございます。

観光庁によりますと，ユニバーサルツーリズムとは，全ての人が楽しめるようつくられた旅行であり，

高齢や障害等の有無に関わらず，誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指す観光とあり，本市といたし

ましても，魅力的な旅行形態であると捉えているところでございます。ユニバーサルツーリズムは個々

の状況により，特性や困り事，必要な支援，対応手段はそれぞれ異なってまいりますので，まずは本市

のホームページにおきまして，ＮＰＯ法人かごしまバリアフリーツアーセンターの情報をリンクさせて

いただき，情報発信を行い，県が実施しております，奄美群島ユニバーサルツーリズム推進事業に参画

し，情報共有に努めているところでございます。併せまして，奄美大島５市町村で構成する，奄美地区

障害者差別解消支援地域協議会とも連携を図り，各観光施設，飲食店，宿泊施設などの受入体制の整備

を促進し，安心・安全の旅行先として御来島いただくための観光地づくりに努めてまいりたいと存じま

す。よろしくお願いします。

７番（正野卓矢君）　はい，部長，ありがとうございます。

　�　次の質問に移ります。奄美市のユニバーサルツーリズムについての窓口についてお聞きします。障害

のある方や歩行に不安のある方が事前にですね，奄美の旅情報をチェックしていくときに，参考となる

資料やパンフレットなどの案内はあるのかどうなのかっていうこととですね，その窓口となる場所はど

ういったところになりますか。そして，そういった情報の発信は，今，どうなっているのか，お示しく

ださい。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　ユニバーサルツーリズム，本市における窓口についての御質問でござ

いますが，現在のところ，先ほど申し上げました，かごしまバリアフリーツアーセンターが，本市を含め，

県全体のワンストップ窓口となっております。併せまして，本市において問い合わせがあった際には，

観光施設，宿泊施設，飲食店の情報提供を行っているところでございます。また，障害者や高齢者の方々

が奄美旅行をする際に事前に確認できる情報につきましては，先ほど申し上げましたが，本ホームペー

ジ上を通じまして，ユニバーサルツーリズムのための設備を有する観光施設や宿泊施設，飲食店の情報

発信に努めているところでございまして，特に現在のところ，資料，パンフ等は準備をできていない状

況でございます。これらの情報は，適宜，更新されており，新しい宿泊施設や飲食店などの情報が追加

をされております。現在，奄美大島本島内３１か所，うち市内１５か所の施設を紹介させていただいて

いるところでございます。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。窓口はバリアフリーツアーセンターのホームページっ

てことですね。何年か前，１回，その同じバリアフリーツアーセンターが作成したパンフレットみたい

なやつがあったかと思うんですけれども，案内所になかったという声がありましたので，一応，質問に

入れました。ちなみに，龍郷町ではバリアフリーマップみたいなやつがあるんですが，そういったもの

は作る計画みたいな，声みたいなやつはありますか。Ｗｅｂ版でずっといくのか，どちらかあれば，お

示しください。
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商�工観光情報部長（平田宏尚君）　先ほども申し上げさせていただきましたけれども，現在はバリアフリー

ツアーセンターのホームページを通じて情報発信を行っているところでございまして，後ほどの，また，

答弁もさせていただきますが，いろいろな課題等も，モニターツアー等でも示されておりますので，今

後，そういった地図等につきましても，検討課題にさせていただきたいと思いますので，よろしくお願

いします。

７番（正野卓矢君）　ありがとうございます，ありがとうございます。

　�　次の質問に移らさせていただきます。社協や観光業との連携について，お聞きします。旅をされる方

がですね，車椅子を普段から使われている方は持参して来られるとは思いますけれども，歩行に不安が

あったりですね，高齢者の方，観光ともなれば，こう結構歩くことも増えますので，ゆっくり散策する

ときなど，常に車椅子が必要とまではいかなくても，あったらいいよね，みたいな声もあるみたいです。

社協や，そういった関連事業，また，組織とですね，連携して，そういった車椅子の貸し出しとかある

のかどうか，お聞かせください。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それでは，お答えさせていただきます。奄美市社会福祉協議会で観光

客への車椅子貸し出しにつきましては，有料となりますけれども，１週間，車椅子を貸し出すことが可

能であり，本市におきましても，観光客から問い合わせがあった際には，当協議会への案内をさせてい

ただいているところでございます。また，あまみ大島観光物産連盟におきましても，車椅子についての

問い合わせがあった際には，ＡｉＡｉ広場にて管理している車椅子を貸し出していると伺っておりま

す。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　ありがとうございます。一応，社協と連携されているということで，何台，台数とか，

分かりますか。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　申し訳ございません，台数までは確認しておりませんでした。すいま

せん。

７番（正野卓矢君）　すいません，自分が聞いてなかったもんですから。

　�　次の質問します。観光業の皆さんとの連携について，ちょっとお聞きします。ホテルのフロント等で

ですね，車椅子のレンタル対応や飲食店の予約とか，店の案内マップであったり，ツアーガイドさんと

の連携を取りやすく，その日の体調に応じて，ツアーの中身や車種を選べるなど，ユニバーサルツーリ

ズムに参加される方へ様々な情報が先にお伝えできると助かるのではないかと。連携がとれていること

で，スムーズな旅が御案内できるんではないかと考えています。これは民間企業の話かもしれませんけ

れども，奄美大島にお越しいただき，満喫していただき，こう長く滞在していただくためには，今後，

大切な連携となってくると思います。民間同士の話ですので，旗振り役と言いますか，行政として，何

かこう考えていることがあったら，よろしくお願いします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　今の御質問でございますが，現在におきましても，先ほども答弁させ

ていただきましたけれども，各，観光客関わらず，いろんな業種の方から問い合わせがあった際には，

こちらもお答えさせていただいております。また，今後におきましても，先ほどのバリアフリーツアー

センターの協力も得ながら，いろんな情報につきましては，各観光団体等通じまして，こちらから情報

共有に努めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。
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７�番（正野卓矢君）　共有される情報があってですね，それを提供できるシステムが，今，バリアフリー

ツアーセンターってことなんですが，もう少し，手に取りやすい情報があったらいいのかなと思っての

質問です。ありがとうございました。

　�　次の質問に移ります。県の事業だと思いますけれども，モニターツアーがですね，実態調査などで見

えてきた課題などが幾つかあるかと思いますけれども，そういった課題が見えて，そういった課題に対

してですね，奄美市としての対応と言いますか，どのように考えているか，お示しください。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　先ほども申し上げましたが，令和２年度より県において，奄美群島ユ

ニバーサルツーリズム推進事業を実施いたしております。この事業におきましては，奄美大島の保健福

祉，観光，交通及び行政関係者を委員とした検討会や，島内の主要な観光スポットである観光施設や景

勝地について，モデルコースを作成し，アクセス方法や公衆トイレの状況などについて，現地調査など

を行っているところでございます。令和２年度に実施された現地調査におきまして，先ほど若干出てま

いりましたが，障害者が利用できるトイレ場所を示した地図の作成や観光施設の情報収集と発信など，

課題が提示されているところでございます。提示されました課題に対しましては，奄美地区障害者差別

解消支援地域協議会などにおかれましても，情報共有を図り，そして，行政も一体となって課題解決に

向けて取り組んでいるところでございますので，御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

７�番�（正野卓矢君）　はい，部長，ありがとうございます。多分，出てきた課題，ちょっとしたことなん

でしょうけれども，実際，モニターツアーに参加された方々がですね，感じたことだったりすると思い

ますので，できることからですね，一つずつ，取り組んでいっていただけたらと，対応していってほし

いと思います。よろしくお願いいたします。

　�　はい，次の質問に移ります。５ですね。それで，飲食店との連携についてお聞きします。やっぱり奄

美大島に来ていただいたからにはですね，観光でお越しくださった全ての皆様に，繁華街である屋仁川

であったり，島唄であったり，島の文化や食ですね，黒糖焼酎などを気兼ねなく楽しんでいただきたい

と思います。そのために，飲食店等と連携してですね，楽しんでもらうための環境の整備，ユニバーサ

ルツアーなんで，スペースやトイレ，段差などであったり，おもてなしをする上でですね，リハビリ職

等の，専門的な，専門職との方々との研修，知識もそうですけれども，体の支え方とか，不安を解消す

る方法，介助方法など，更におもてなしがですね，何か，しやすくなるのではないかと考えています。

そういったことは考えられないかと，ちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それでは，まず飲食店等の連携についてということ，御質問でござい

ますが，観光団体，宿泊，飲食事業者，交通事業者等を対象として，県が令和４年度奄美群島ユニバー

サルツーリズム推進事業の中で，ユニバーサルツーリズム推進に係るおもてなし研修を，奄美大島でも

開催される予定となっております。このおもてなし研修は，障害者や高齢者等への接遇に関する基礎講

座や，議員もおっしゃいました，車椅子の扱い方や航空機やバス等での乗り降り時の介助方法などの実

践的な内容を学ぶことで，ユニバーサルツーリズムの促進に向けた人材育成にもつながるものであると

期待いたしているところでございます。また，観光庁の観光施設における心のバリアフリー認定制度の

取得に向けては，各施設が三つの基準を満たすことで，この認定も受けることができますが，本研修を

受講することにより，そのうちの一つの基準もクリアすることにもつながります。このように，おもて

なし研修の受講を含めた心のバリアフリー認定制度を取得することなどを通して，ユニバーサルツーリ

ズムへの理解を深め，関係機関が連携を取りながら，受入体制の改善や情報発信を行い，安心・安全な

旅行先として御来島いただくための観光地づくりに努めてまいりたいと存じます。よろしくお願いいた

します。
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７�番（正野卓矢君）　はい，部長，ありがとうございます。おもてなし研修ということで，自分の質問は

もうちょっと軽い感じかなと思っていたんですけれども，はい。それが浸透したらすばらしいことだと

思います。障害のある方やですね，歩行に不安のある方が，事前に奄美の旅情報をチェックするときに

ですね，必要な情報が見つけやすかったり，手に取りやすかったりというのは，旅先を選択するときに

相当プラスに働くのではないかと思っておりますので，ユニバーサルツーリズム，バリアフリーツアー

についてですね，奄美市の今をですね，もう，もっと発信していってほしいなと，情報発信していって

ほしいなと思っています。ＳＮＳにも力を入れていく奄美市でもあると思いますので，是非，新しい情

報を待っている方，絶対，世界中にいらっしゃると思いますので，バリアフリーツアーセンターのホー

ムページまで，なかなか辿り着かないと思いますので，市のＳＮＳとかでですね，新しい情報を待って

いる方に，こう発信していってほしいなと思います。そして，民間との連携もですね，５市町村，奄美

群島全体とも連携をとっていただいてですね，この誰もが気兼ねなく楽しめるユニバーサルツーリズム

を促進していって，奄美群島の島旅を進めていってほしいと思います。ありがとうございました。

　�　それでは，次の質問に移ります。３，新規就農についてですね。①遊休農地について伺います。現在

の遊休農地は全体でどれぐらいありますか。また，各地区ごとに分かれば，各地区ごとでお願いします。

農�林水産部長（竹元康晴君）　議員御質問の遊休農地について，お答えいたします。遊休農地につきまし

ては，農業委員会による農地利用状況調査から本市の農地面積は約１，９３４ヘクタールに対し，遊休

農地が３３０ヘクタールで，約１７パーセントの遊休農地でございます。地区ごとの遊休農地面積につ

きましては，名瀬地区が農地面積４４８ヘクタールに対し，遊休農地が約１４２ヘクタールで３２パー

セント。次に，住用地区においては，農地面積２４９ヘクタールに対し，遊休農地が約７２ヘクタールで，

２９パーセント。笠利地区においては，農地面積１，２３７ヘクタールに対し，遊休農地が約１１６ヘ

クタールで，９パーセントが遊休農地となっております。以上です。

７番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。はい，ありがとうございます。

　�　次の質問に移ります。遊休農地を，新規就農者も含むですね，地域の担い手農家さんの方々に斡旋し

ていくみたいな事業，そういったシステムみたいなものはありますか。

農�林水産部長（竹元康晴君）　議員御質問の農地の斡旋についてお答えいたします。農地の貸し借りにつ

きましては，農業委員会による農業経営基盤化促進事業により，農地の借り手，貸し手のマッチングに

よる農地の賃貸借，使用貸借等を行っております。令和３年度における当事業による利用権設定の実

績といたしましては，認定農家５名，一般農家３１名，新規就農者１０名に対し，約１６．６ヘクター

ルの農地の契約を行ったところでございます。事業内容といたしましては，農業委員会が年１回の農地

利用状況調査による遊休地について，農地所有者に意向調査を行い，貸したい農地について，担い手農

家への農地の斡旋などを行います。また，本市が受託業務として，公益財団法人鹿児島県地域振興公社

による農地中間管理事業を行っております。令和３年度の担い手への農地の斡旋の実績といたしまして

は，認定農家１６名，一般農家２０名に対し，約１６．７ヘクタールの農地の契約を行ったところでご

ざいます。今後とも引き続き，関係機関と連携し，担い手や新規就農者等への農地集積，集約化を促進

してまいりたいと考えているところでございます。以上です。

７番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。はい。

　�　次へ行きます。新規就農者への支援状況について，ちょっとお聞きします。就農者の育成や，その研

修制度，卒業後の支援がいろいろあると，内容がいろいろあると思うんですけれども，その内容につい

て，教えてください。
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農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，本市の新規就農者育成につきまして，現在，公益財団法人奄美

市農業研究センターにおいて，農業研修を実施しており，次世代を担う農業者の育成，確保を図ってい

るところでございます。研修期間は２年間であり，市農業研究センター内のほ場において，本市重点品

目であるパッションフルーツやカボチャなどの実践研修や，先進地視察研修を実施しているところでご

ざいます。研修期間中は年間最大１５０万円を県が交付する就農準備資金の活用や，資金の対象となら

ない研修生に対しましては，市が日額５，８００円の研修助成金の交付を行っております。研修終了後

の新規就農者に対しましては，各関係機関と連携し，農業基礎講座の開催や，営農指導による技術支援

を行うとともに，市の所有するハウスの無償貸し付けや堆肥の無償提供，農業機械使用手数料の免除な

どを行っております。併せて，５０歳未満の認定新規就農者に対しては，年間最大１５０万円を最長３

年間交付する経営開始資金や，機械，施設などを導入する際の４分の３を補助する経営発展支援事業を

活用した支援を行い，円滑な就農定着を図っております。今後とも，各種支援事業を活用するとともに，

各関係機関と連携し，農業研修内容の充実を図りながら，新規就農者が定着し，地域の中心となる農業

経営者となっていくまで，丁寧なフォローを行い，担い手農家の育成，確保を図ってまいりたいと存じ

ます。以上です。

７番（正野卓矢君）　はい，部長，ありがとうございます。

　�　続いて，④に移ります。研修の卒業生が新規で就農された農家さんですね。定着度って言いますか，

についてお伺いします。定着状況について，どうなっているか，お示しください。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，新規就農者の定着度について，お答えします。合併後の平成

１９年度から今年度までの１６年間で，農業研修修了生は４１名いらっしゃいます。うち就農中の方は

３３名，死亡者を含む離農者が８名となっており，農業研修修了生の就農定着率は約８０パーセントと

なっている状況であります。以上です。

７�番（正野卓矢君）　はい，ありがとうございます。今回，質問に入れたのはですね，今回，台風でスー

パーも空っぽになったので，ストックヤードの必要性とかを感じるわけですが，今の燃料高騰とか飼料

の高騰，世界の情勢など，いろいろどういった形になっていくか分かりませんけれども，島自体のです

ね，食料自給率ってどんな感じなんだろうと思って，そういうのって，やっぱり新規就農しやすいほう

が，そういう自給率って上がっていくのかなという気持ちから，質問させていただきました。安定した，

そうですね，子どもたちが食べる安心な食材とかですね，そういった自給率が気になっての質問でした。

自分が初めての質問で，ちょっと分かっていないこともあって，いろいろ丁寧に答えていただいて，あ

りがとうございます。また，よろしくお願いいたします。

　�　それでは，４にいきます。地域サロンについてですね。市長のマニフェストの２５番目に掲げている

地域サロンについて，お聞きします。マニフェストの中ではですね，高齢者を対象にした地域健康教室

やころばん体操教室などを参考に，地域サロンを市内各地に設けるとありますが，市長の目指している

地域サロンといったのは，どういったものでしょうか。公民館やですね，集会所のある地域だと，イメー

ジしやすいのかなと思うわけですが，ない地域にはですね，どのような形で地域サロンを運営していく

のかなど，大まかなものでもいいので，イメージがあればお示しください。

保�健福祉部長（山下能久君）　議員の御質問にお答えいたします。はじめに，地域サロンとはどのような

ものかについて，説明をさせていただきます。地域サロンとは，地域の高齢者や住民が気軽に集まるこ

とで，見守りや閉じこもりの防止，また，仲間づくりや社会参加を目的として行われており，地域の方々

で立ち上げ，運営を行い，地区の公民館などで定期的に開催されるものでございます。地域の豊かな人

間関係，お互いの支え合い，助け合う関係をつくり出す継続的な地域活動として，個と社会をつなぐ拠
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点として，サロン活動が期待され，住民同士が協働で企画し，内容を決め，ともに運営していく楽しい

仲間づくりの活動でございます。さて，本市におきましては，子育て中のお母さんが中心となり実施し

ている子育てサロンや，６５歳以上の方が中心となり，介護予防のための運動を実施している地域健康

教室，ころばん体操教室，また，地域における美化活動や趣味活動などの自主的グループなどの活動が

あり，多くの団体が自主的に地域のつながりを持ちながら活動しているところでございます。本市にお

きましても，コロナ禍において，地域での集まる機会も減少しており，更に将来的にも少子高齢化が進

むことにより，今後，地域間のつながりが希薄化することが懸念されているところでございます。この

ような中で，地域コミュニティの一つである地域サロンにつきましては，子どもから高齢者，障害者な

どの方々が交流できる場所として，必要な場所であると認識をしております。このような中，市街地に

おきましては，集会場がない地域もあり，交流拠点がないことも十分に認識しているところでございま

す。本市といたしましては，人と人のつながりや交流の場は社会的孤立を防ぐためにも必要と考えてお

り，地域支え合い体制づくりや介護予防事業を通しながら，地域の方々や自治会と協力しながら，立ち

上げ支援を行うとともに，集会場がない地域においても，近くにある店舗の協力の下，空きスペース利

用や民間保育園の休日等を利用しながら，事業実施に取り組んでいるところでございます。住み慣れた

地域で安心して暮らし続けるために，これからも身近な場所で交流できる小さな拠点づくりを，介護予

防を通しながら，様々な工夫を凝らして，地域のつながりや居場所づくりを，これからも積極的に取り

組んでまいりたいと存じますので，御理解をお願いいたします。

７�番（正野卓矢君）　はい，分かりました。もう何て言うんですか，すばらしい，できたら全部の地域で

地域サロンができて，共同で運営してですね，新しい仲間づくり，多世代で交流できる，障害，持って

いる方も含めてですね，地域から声が出て，そういったところができていく。地域から声が出て，それ

をサポートしていくっていう形で合っていますか。

保�健福祉部長（山下能久君）　御質問の地域から声が上がり，市のほうでサポートして立ち上げていくっ

ていう御質問で，まさにそのとおりでございまして，また，いろんな老人クラブであったり，そこら辺

りの働きかけも，現在，しているところでございます。以上でございます。

７�番（正野卓矢君）　ありがとうございます。拠点がない場所は，空き店舗や保育園の休日とかを使って

という話ですけれども，これも地域で，この場所を自分たちで選定して，こういったところをこう使っ

て，自分たちでやっていきたいんですがという声が出たら，それはその，持ち主さんとの話は行政側も

サポートしていただけるって形でやるんですか。

保�健福祉部長（山下能久君）　この実績のある店舗の賃貸借につきましては，ちょっと確認していないん

ですけれども，自治会が店舗と，二つの自治会と店舗のほうで契約をされたと考えております。

７�番（正野卓矢君）　契約は自治会と店舗がされる。そこに金銭が発生する場合は，何かしら補助的なや

つはあるんでしょうかね。

保�健福祉部長（山下能久君）　ちょっとすいません，この地域健康教室を含めてですね，健康教室において，

民間の施設を借用し，利用料金，料金が発生する場合につきましては，市の助成は今のところございま

せん。

７�番（正野卓矢君）　そうですね。先ほど空き店舗とおっしゃいましたっけ。そうか。地域に健康教室や

お茶飲みする場所とか，多世代交流する場所，いいですか，大丈夫ですか，ゆらいどころができてですね，
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先ほど部長がおっしゃったようにですね，地域みんなで支え合うコミュニティができて，そこで役割を

感じたり，居場所を見つけたり，個と社会をつなぐですね，居場所づくりにもつながると思います。もう，

やり方はこれからだと思いますけれども，この地域サロン構想がですね，動き出すの，期待して，動い

ているところもあるんだと思いますけれども，期待してですね，拠点がないところは，これから，また，

相談してですね，動き出していけたらと，そういうのをお願いしてですね，この質問を終わりたいと思

います。はい。

　　これで，私の質問は終わります。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で，チャレンジ奄美　正野卓矢君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１１時３７分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後１時３０分）

　　午前に引き続き，一般質問を行います。

　　自民党新政会　伊東隆吉君の発言を許可いたします。

２�０番（伊東隆吉君）　皆さん，こんにちは。市民の皆さん，そして，並びに，議員の，今，出席の皆さん，

そして，ネット視聴の皆さん，自民党新政会の伊東隆吉です。昼の一番でございますが，お付き合いの

ほど，よろしくお願いいたします。

　�　質問に入る前に，少々所見を述べたいと思います。まず，先月８月１日付で本市に新たに諏訪哲郎副

市長が就任いたしました。４月１日以降，４か月の間，不在が続いており，今回，諏訪副市長の就任に

より，市行政の組織がしっかりと整ったものと考えます。諏訪副市長におかれては，鹿児島県庁入庁後

は商工政策課，それを皮切りに，環境整備課，交通政策課，そして，一時，公室政策調整課，そして，

更には健康増進課等，様々な部署を務められておられます。このことは，本市の政策立案に関し，その

培われた知識，経験を，本市職員とともに遺憾なく発揮していかれるものと期待をいたすものでありま

す。ところで，諏訪副市長は大島支庁への赴任はないようでございますが，既にあなたは奄美のために

大きな仕事を一つなされておられます。この場で少し御披露しましょう。この件は，私が日頃より懇意

にしている知人で，奄美空港関係の会社役員の方からのお話であります。それは，遡ること今から８年

前の平成２６年３月の６日に，当時，奄美市企画調整課長であった前奄美市の副市長である東美佐夫調

整課長，この方からの連絡で，県の交通政策課長が島に入るので，どうか会っていただきたいとの旨の

ことがあったようで，翌日７日に面談されたようでございます。そのときは，県のほうからは企画部交

通政策課課長であった，そのとき，伊勢尚史，この方は国交省より出向されていたようで，東大の出身

のようでございます。このとき，同行されたのが，当時，航空対策室，航空対策の係長であった諏訪哲

郎さん，副市長，あなたであります。奄美市側は，当時，総務部長の安田義文氏，そして，さっき申し

上げた東美佐夫前副市長の，この４人での面談と相成ったようでございます。話の内容というのは，奄

美群島復帰６０周年の節目として，バニラエアの就航を検討して，企画している。それで，この奄美空

港での，要するにバニラエアのハンドリング業務の依頼を，こういうことを受けたようでございます。

それから４，５日のちに，県の当時の伊藤県知事から，新聞紙上で発表があり，７月の１日，皆様も覚

えていらっしゃるでしょう，成田・奄美線初のＬＣＣの就航となり，一番機を放水アーチで迎え，我々

もみんな行きましたね，奄美のみんなが歓喜に浸った日でもありました。諏訪副市長，この事案はしっ

かりと記憶にあるものと思います。あなたは奄美市民の一人で，もう既に一人であります。もう８年前

から，私に言わせれば，しまっちゅなんです。奄美は第２のふるさととなっているのでございますよ。

どうぞ，奄美とのつながりを心に宿して，副市長としての気概，これを携えて，若き安田市長をしっか

りと補佐し，支えていく。それと同時に，市職員とのコミュニケーション，対話は特にしっかりとって，

奄美市市勢発展に頑張っていただきたいと思います。どうぞ，諏訪副市長，頑張ってください。
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　�　さて，話変わりますが，私は自由民主党党員として，自称，長きにあいて，政治活動を行っている一

人であります。去る７月８日に安倍晋三元内閣総理大臣が選挙演説中に銃撃を受けて死亡するという，

痛ましい事件が発生しました。安倍元総理におかれては，平成２６年の衆議院選県区２区の補選の際，

応援演説のために本人が奄美入りされました。記憶にありますね，皆さん。そのとき，みんなと握手さ

れていた安倍総理の姿を思い出します。私も握手をした一人であります。柔らかい手でありました。そ

して，８月の１２日，東京，芝，増上寺にて，御本人の葬儀に私は参列いたしました。大勢の方々が来

られておりました。本市の自由民主党の皆さん，皆で弔意を示しましょう，を申し上げて，質問に移り

ます。

　�　まず，コロナ感染についてであります。奄美市民として，今後，このコロナにどのように対応，行動

すべきかっていう，単純な質問でございますが，我が国において最初のコロナ感染者が確認された令和

２年１月の１５日，これからやがて，もう２年と７か月が過ぎようとしています。政府，内閣官房に

おいては，国民に対し，感染拡大防止に向けた取組として，基本的な感染防止策として，手洗いの徹

底，隙間なくマスクの着用，密接，密閉，密集のいわゆる３密の回避，そして，こまめな換気，この基

本的な感染対策の徹底を現在も発信し続けております。しかし，今年に入り，この新型コロナウイル

スの変異株であるオミクロン株ＢＡ．５，この系統を中心に感染が急速に拡大しております。９月５

日現在，日本，この国内において，感染者総数１，９５４万６，９２７人，死者数４万１，３３３人，入

院療養１５４万３，５８９人，うち，大変，重症者として５７９人であります。感染者の割合として，

現在の日本国の人口１億２，４７８万人，これの１５．６パーセントという，１割半も感染者が示され

て，このように及んでおります。本市においてみますと，９月５日，９月の５日の現在，感染者総数は

１万５００であります。もう１万超えました。大台に乗っており，本市の人口４万１，７６４人，これ，

８月末現在，ホームページに載っております。これの４分の１，２５．１パーセント，もう４分の１を超

えているんです。このように，このコロナの感染に関しては，また，感染経路の確定も明確に示せない，

このような状況であります。この感染状況は当面収まる気配がないものと考えざるを得ません。これは

もう，１，２週間の前の考えですが。今後，この奄美市民として，このコロナに対し，どのように対応し，

どのように行動すべきか。奄美市としての指針，この基本的なことは分かりますが，これをどうしたら

いいのか。今後，先ほど同僚議員が新しいいろんな情報も言っておりますが，市としてどういうことが

示したらいいか，いや，本市としての指針，そういうものを市民にしっかりと示すべきじゃないかとい

う気がする一人でありますので，これに関して，答弁を頂きたいと思います。

　　あとは，発言席から行います。

市�長（安田壮平君）　伊東議員におかれましては，冒頭の所感の中で，諏訪副市長への大きな激励を頂き

まして，ありがとうございました。私自身もそのお話の経緯について学ばせていただき，感動した次第

であります。感謝申し上げます。

　�　それでは，御質問にお答えいたします。新型コロナが確認されてから３年目に入りました。この間，

市民をはじめ，事業所の方々には大変な状況の中，感染防止対策へ御協力を賜りましたことに，改めて

深く感謝を申し上げます。当初の行動制限などは緩和されつつあるとはいえ，以前は当たり前にできて

いたことも，工夫や対策をとっていかなければならない状況は続いており，ストレスや閉塞感を感じて

おられる方もいらっしゃるかと存じます。特に子どもたちにおいては，休校や，この時期でしか体験で

きない行事や大会などが中止や延期になるなど，我慢を強いられることも多くあったのではないかと推

察いたしております。しかしながら，一方では，社会生活の中で，デジタル化が大きく進み，また，働

き方についても多様化が進んだことなどは，コロナによってもたらされた社会の変化ではないかと考え

ております。新型コロナにつきましては，感染者数が徐々に減少傾向にはありますが，今後も感染症の

一つとして，引き続き付き合っていかなければならないと考えております。本市の新型コロナへの考え

方につきましては，奄美大島警戒レベルがございます。今年４月には大きな見直しを行っており，これ



− 109 −

までの人との接触を減らし，感染を防止するという考え方から，感染対策の徹底と社会，経済活動の維

持に向けてという考え方の下，基本的に行動制限等は行わず，社会活動については，工夫や対策強化を

行いながら実施していくという方針としておりますので，現在もこの考えの下，進めているところでご

ざいます。感染対策としましては，これまでの繰り返しにはなりますが，ワクチン接種とともに，基本

的な感染対策を継続し，医療提供体制を維持していくことが，市民の暮らしと命を守ることだと考えて

おります。保健所長が提唱しておられる，危機管理のＡＢＣ，当たり前のことをバカにしないでちゃん

とやるを，大人の私たちが子どもや高齢者を守るため，うつらない，うつさないを肝に銘じ，日々の感

染対策を習慣にしていくことが大切であると考えています。昨年度からの新しい風として，世界自然遺

産登録や子どもたちの各方面での活躍など，明るく元気の出る出来事も続いております。感染対策につ

いても，このような明るい出来事や，これからの未来に目を向け，社会経済活動と感染対策の両立を目

指して，知恵を絞りながら考えてまいりたいと存じますので，今後とも御理解のほど，よろしくお願い

いたします。

２�０番（伊東隆吉君）　どうもありがとうございます。基本的なことを，それを踏まえて，更にしっかり

と行動に，毎日の日々の行動に，うつらない，うつさない，これが原則だと思いますので，今，市長の

言われた，ごもっとものことでございます。私はこの長きにわたって，このコロナ感染は消滅はなかな

かしづらいというふうに考えている一人であります。皆さんもそうでしょう。特に，日本国内において

も，内閣，いわゆる国においても，これはなかなか難しい。いわゆる，類として，２類を５類に下げる

とかいろいろあります。しかし，このインフルのようになるには，いささか時間もかかるであろうとは

思いますが，それで緊急事態宣言を出して止めるかというと，もうそういう時代ではないと，そういう

ときではないというふうなのが感じますし，また，国においても，昨日，岸田内閣，岸田総理がしっか

りと申しました。今日からっていうことで，今まで感染者の，陽性の方が１０日管理だったのが７日で

いい，７日だった陰性管理は，管理するのは５日でいい。このようになっています。私はそういう一つ

のなんかな，これはウィズコロナなんですよね。コロナと一緒に社会生活をやろうじゃないか，経済を

しっかり活性させようじゃないかということであるというふうに認識いたしております。更には，国外

の２万人から５万人，入込もどんどん入って来ました。海外から入るのも，今までＰＣＲを取らなけれ

ば出来なかった，これもいらなくなった，陰性証明書もいらなくなった。こういうふうにして，どんど

んどんどん経済を回転させようと，国も一生懸命なんですね。そういう中で，この本市，この外海離島

である奄美においてみたら，夏，７月２６日，世界自然遺産センターがオープンしました。冒頭の，最

初の和田議員のほうもありました。非常に賑やかです。これだけ都市圏のほうから観光客，入込客は，

極端にゼロではないんです。むしろ，こういう時期によく入ったなと思うぐらいのが，この奄美なん

です。それは，逆に奄美の知名度がかなり世界自然遺産登録によって上がったっていうことの表れじゃ

ないかと思います。そういう流れの中で，私は，ただ同じようなことだけでは，これははいはいで終わ

る。私はやっぱりこの，今，市長の言われたことに，かなりプラスして，それぞれ一人ひとりはどう生

きたらいいのか，どうしたらいいかってことをですね，もっとこう，なんか方策がありそうな気がする

んですよね。そこで，その，担当部長，いつも頑張っておられる山下部長にお伺いしたいんですけれど

もね，今，この国のほうにおいてもその２メートル，２メートルを離れたらマスクはしなくていい。こ

れ，ちゃんと国のあのホームページ，ちゃんと載っていますね，皆さんが見ているとおり。そして，一

番その，思うのは，この薬のことです。昨年の１２月の２４日ですかね，このＭＳＤ，いわゆるラゲブ

リオ，いわゆるこれが，よくそのニュースでも言われていましたが，モルヌピラビルとかなんとかなん

とかっていう，こういう一応薬が認可され，厚生労働省が，これ，認可されているんです。これを市販

ができることはできるはずなんです。これはいわゆるコロナの薬として，ちゃんとオープンされている

んです。いろいろな噂を聞きますと，本市の医療にもあるような，ないような，出しますよとか，妙な

話も出てきます。だから，お医者さん，医療関係の中には知れ渡っていることじゃないのかと思います
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のでね，これをあげなさいという意味じゃないんだけれども，こういうのも徐々に出てきている段階に。

そうであれば，この奄美に入るいろんな観光客を含め，入込客を含め，そして，地元も含めて，どうやっ

たらこのコロナ感染をしながら普通の生活ができるんじゃないかと，こういうこともちょっと思うもん

ですから，そういうことを踏まえて，トータル的にウィズコロナでしっかりと歩けるようにしましょう。

これにはどうしたらいいかっていうものの，難しいと思いますが，そういう指針をちょっとお伺いした

かったんで聞きましたが，部長，どうですか。

保�健福祉部長（山下能久君）　それでは，議員の質問にお答えします。ウィズコロナとは，この感染症を

防ぐ治療方法や治療薬が開発されて，ある程度安心して暮らせるようになるまで，少しずつでも元の生

活に回帰をしようとする，その道のりこそがウィズコロナではないかと考えております。クラスターを

２回経験しました与論町では，伝統文化である与論献奉を同じ杯を使用しない方法として，伝統の継承

に努めているという報道もございました。このように，住民一人ひとりが基本的な感染防止対策をしな

がら，元の生活に戻せるよう，楽しめるまでとはいかないまでも，様々な工夫を凝らし，知恵を働かせ，

その道のりを歩んでいくことが大切なことではないかと考えております。市といたしましては，先ほど，

市長の答弁にもございましたように，警戒レベルを改定して，社会経済活動の維持に向けてという考え

の下，公共施設につきましては，公共施設ごとにその閉館措置でなく，対応していくと。行事について

も検討していくということに改定しております。まだまだ感染の収束が見通せない中ではございます

が，新型コロナに対しましては，これまで世界中の知能が結集し，通常の開発ではできない短期間でワ

クチンの開発にも取り組んでおります。先ほど，議員のほうからもございましたが，治療薬につきまし

ては，９種類の治療薬について，薬事承認がなされておりますが，この中には安定的な入手が難しいこ

とから，一般流通は行わず，厚労省が所有した上で，対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に

基づき，無償で譲渡される治療薬もございます。この治療薬でも，大量生産で大規模流通が可能となり

ますと，感染症で２類相当からインフルエンザの５類へ引き下げる，引き下げが可能になると考えてお

ります。市といたしましては，繰り返しになりますが，医療提供体制を維持すべく，特に重症化リスク

の高い高齢者や乳幼児などと接する機会には十分な感染防止対策を施した生活様式を，市民の皆様には

努めていただきたいと考えております。以上でございます。

２�０番（伊東隆吉君）　はい，おっしゃることはよく分かります。我々，この道をずっと行き来しても，

ほとんど皆さん，マスクをしっかりして，２メートル離れとってもやっては動いております。奄美市民

は結構順守しているんじゃないかと，このように感じておりますので，その上で，守った上で，行動を

どうしたらいいかっていう幅を少し見せていただきたいというのが，今回の質問でありますのでね。縮

こまる必要はないんだよと，しっかりと感染対策をして歩けばちゃんと歩けるんですよと。但し，感染

経路にかかった人を見るとどこでかかったか分からない。これが摩訶不思議なんで，ちょっと気にして

いるってことです。しかし，行政の長としてどうあるべきかっていうことをですね，今の中でこうするっ

ていう，名案はないかもしれませんが，絶えず注意喚起を，今，放送やっておりますが，そのようなこ

とをね，言えば，自治会も含め，そういう細かいところの部署にまで，通達が行くような形を，是非，とっ

ていただいて，市の活性，及びに，普通に歩ける奄美市，こういうふうにやっていただければと思いま

すし，また，今，部長が言われた，そのお薬によって，もう経口薬によっても，そういう情報等は早め

にいろんなものを仕入れて，医療，いわば，医師会等のいろいろな話など，いろいろ，こちらにできる

と思いますのでね，何も県を通じてやる必要はないですよ。奄美医師会があるんですから。そういうの

もして，やっぱりしっかりと奄美市としての，奄美市としての進むべき方向は早めに，他より早く知ら

せると。こう行きましょうってことぐらいは示していただきたいと思いますので，市長，頑張ってくだ

さい，よろしくお願いします。

　�　それでは，次に移ります。国道整備についてですが，これもよく質問しております。５８，いわゆる
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おがみ山バイパストンネルの進捗ですが，これが本年度のその県の予算を見ると，主要構造物になる，

延長１，２２５メートルの工事に関して，発注を含め，しようと，こういう予算が付いているように，伺っ

ておりますが，この件に関してお伺いいたします。進捗，どうなっているか。

建�設部長（濱田洋一郎君）　それでは，お答えいたします。国道５８号，おがみ山バイパス事業につきま

して，事業の主体でございます県に確認いたしましたところ，トンネル本体の設計については完了して

おり，規格，構造等は決定をしておりますが，工事の着手につきましては，用地交渉等の進捗状況を見

極めながら，その時期を調整しているとのことでございます。本市におきましても，早期着手に向けた

県の用地交渉等に協力を行っているところでございますので，御理解を頂きたいと思います。以上です。

２�０番（伊東隆吉君）　これは県の事業ですのでね，ああだこうだ言ってもあれかもしれませんが，もう

これはかれこれもう１０何年もずっとかかっているんです。一旦，伊藤知事のときに止められて，三反

園知事で再度出発して，こういう形になっているにも関わらず，なかなかできない。いわば，聞くとこ

ろによると，前後には，用地買収のところにもいろいろ手間取っているような，そういうお話もお伺い

します。これはあくまで県の予算上の，がありますので，年度年度によって，その地価の価格等に勘案

して，やはり予算付けあるでしょう。それに，用地買収ですから，当然ＯＫというかもしれん，ちょっ

と少ないんじゃないっていうのもいるかもしれん。そういうやり取り，これは人と人との関係ですから。

そこにやはり市としての担当がしっかりとやっぱり間に入って，やはりこうじゃないですかっていうこ

との，高かったらこういう，何かのこう，迂回のなんか策でも考えないと，強制執行はやりたくてもで

きないと思うんです。実際，法的にやってもいいんですよ。これ，できないと思うんです。だから，そ

れをどうしたらいいかっていうことをですね，しっかりと県に，しっかりとやっぱりこの現状を見てい

ただいて，中途半端に今まで，あちこちもたもたしたら，こういうようなまちづくりになりますよと，

こういうことも含めて，若干の予算の状況等も含めながら，しっかりお願いをして，今後とも，担当部

局としてはですね，もっと綿密に，いろんな形をとっていただきたいと，こう思っておりますので，よ

ろしくお願いいたしますね。頑張ってください。

　�　続いて，もう一つ，次に行きます。３月議会でも，いつもこれ，尋ねております。国道５８号，住用

の城の道路であります。地権者の理解を頂いており，今後，協力を頂いて確認した上で，改めて県へ要

望を提出したいというのが，これが３月の答弁でありますが，その後，そのとき，また少し申し上げま

したけれども，国会議員であります保岡宏武さんが奄美に入るということで，その現場をいろいろ見て

いただきたい，視察っていうことで。そのときに，安田市長も御同行していただきまして，大変ありが

とうございます。現地の方といろんな話をして，区長はじめ，いろんな話をしました。その要望等もしっ

かりと把握されたようで，されていたと，こういうふうに思っております。それで，お伺いですが，そ

の後，現状を問います。

住�用総合支所事務所長（用稲工巳君）　それでは，伊東議員の御質問にお答えいたします。議員御質問の

国道５８号，住用城道路拡幅に関する現状でございますが，現在，地権者及び集落の方々の御協力によ

り，約９割の同意を頂いているところでございます。残りの地権者につきましても，再度，事業実現に

向けての同意を得たいと考えております。また，７月下旬には，集落の役員会を開催し，現在の進捗状

況も含め，情報交換を実施したところでございます。役員からの意見といたしまして，地権者全員の同

意が得られるよう，業務を進めてほしいとの意見もありました。本市といたしましても，国道拡幅が可

能になるよう，集落の方の協力を頂きながら，県への要望書の提出を行っていきたいと考えております

ので，御理解を頂きますようよろしくお願いいたします。以上でございます。

２�０番（伊東隆吉君）　あまり３月から，いろいろ頑張っておられることは理解できます。今の答弁の中
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にありましたように，できればそれは，地権者の１００パーセント，それは当然と言えば当然です。当

然と言えば当然です。そういう中で，やはりあそこ，やっぱり何とかしなくちゃいけないってのは，住

用の担当，当然，考えていると思います。これの，今回，聞き取りのときに，住用の支所の職員，お２

人，いろいろお願いをしました。この２人とも城に住んでいる方なんです，職員。誰さんと誰さんとは

言いませんが。この人たちも一生懸命やりたいと，職員も頑張っているんです。やれる方法が絶対ある

はずなんです。区長にもこの間，お電話入れて，現状をお伺いしました。今，所長が言われたとおりの

流れでありますけれども，若干入り口をこうこうとか，いろんな話もあったようですけれども，やはり

これを１００パーセントにするのに，どうしたらいいか。１００パーセントならなかったらどうなのか

とかいうこともあると思います。これは，県のほうに，ある程度，１００，納得しなければ何もできな

いのかということもあると思います。進め方っていうのはそうだと思います。結局，１００の，１００

パーセントの地権者の見えないところも，どうやって探せない人もいると思うんですよね。だから，そ

この割合をどうあるべきか。この拡幅をすることによって，１００パーセント安全な道路になるってい

う考えと，１００パーセントならなければできないっていうのと，７割でもいい，８割でもいいから，

地権者がＯＫすれば拡幅したほうがいいって，どっちが利口なんだと。どっちが安全性が高まるんだと，

そういうことも考えてしないと，こういう困難に行き当たったときには，物事は進まないと思うんです

よね。やっぱり人間の知恵として，そこはしっかりと考えて，１００なければ，なかなか，やっぱり９

割でも８割でも，陳情書，出してやるべきだ。これはやっぱり県に言って，こうじゃないかということ

を言うべきじゃないかと私は思うんですよね。そういうのを含めてやらないと，いつまでも同じよう

なパターンで，これ，もう何年かかっていると思いますか。市長，分かりますか。字図混乱からして，

もう大変です，私がこれに取りかかってから。全く進んで，やっと地域はＯＫ，ＯＫしました。ルート

を変えて，それまでＯＫしたんです。海側のルートっていうことで，ちゃんとこれ，図面もある程度，

絵もできている。ではなぜっていうことですので，そこのところは，反対運動は何も起きていないと思

います。反対運動が起きていたらいざ知らず，反対運動は何も起きていない。だから，そういうところ

を，どこが攻めどころか。県のほうがなぜ，ただ単純に１００パーないから駄目だって言っているのか

どうか。やっぱり攻めどころがあると思うんです。そういうことで，なかなか答弁難しいと思いますが，

私はちょっとここで，県の経験者，建設のところにもおられたようですけれども，ちょっと急でありま

すけれどもね，諏訪副市長，あなたの役割がここで出るんじゃないかと，こう思って。このトンネル，

おがみ山，国道５８号の城のバイパスの拡幅。道路の拡幅。こういうことにもしっかりととらまえて，

ちょっと話を聞いていただいて，県とのパイプを太くしたい，安田市長の考えのその一つでもあります。

新しいアイディアを含めながら，この辺りはどう考えるか，今，ここで答弁難しいかもしれませんが，

何かいいアイディアありませんか。ちょっとお尋ねですが，よろしかったら答弁お願いします。

副�市長（諏訪哲郎君）　大島支庁と建設部との協力関係ですとか，連携とかについての御質問かと思いま

す。この事業は県の事業として，長年関わっているということは，私も承知しております。ただ，やは

り地権者との協議等，いろいろ難しい問題もございました。私も，かつて用地交渉の経験もございます

し，収用委員会の事務局としても，こういう土地問題について，長年携わってまいりました。そういっ

たところで，解決できる，ある程度，私の経験が生かせるのであれば，そういうのも生かせる場について，

大島支庁，あるいは本庁の道路建設のほうとも協議をしながらですね，実現に向けて，少しでも努力し

たいと考えております。

２�０番（伊東隆吉君）　安田市長，一緒に住用でその道を歩きましたね。感じたこともあると思いますし，

早期に実現に向けて，思いもあったと思います。やっぱりこれは奄美市のボスとして，リーダーシップ

をやっぱり県に見せるためにも，やっぱり副市長ともども頑張っていただきたいと思いますが，少し何

か，前向きな言葉をもらえませんか。
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　　（「頑張れ頑張れ」と呼ぶ者あり）

市�長（安田壮平君）　この住用，城のバイパスの件については，まさにその３０年以来ですね，かかって

いる課題かなと思います。２０年，３０年ですね。平成の初期の頃から，遡ればもっと前からかもしれ

ませんけれども，その新和瀬トンネルとか，城トンネルとか小和瀬トンネルとか，その一連のバイパス

事業の中の最後の部分に当たるんじゃないかなというふうにも思っております。これ，本当に，今，職

員も一生懸命ですね，地権者の同意を得るために努力しておりますし，集落との連携もしっかりと進め

させていただいております。その中で，引き続きその同意を得るということもですね，行いながら，地

元も頑張り，また，県とのですね，そういう連携，連絡というのもですね，また，副市長にも頑張って

いただきながらですね。そしてまた，やはりその，この奄振であったり，そういう，県全体としての，

あるいは国としての予算とか，そういうところもあると思いますので，そういう総合的な視野から，少

しでも早く進んでいくようにですね，引き続き頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

２�０番（伊東隆吉君）　意欲は十分理解できました。そして，これは担当課の形として，住用支所の，総

合支所の担当になるっていうことは，もう理解していますけれども，住用総合支所にただ投げるだけ

じゃない。やはり本庁も含めて，今，言ったように，市長，副市長も一緒になって，一丸となってやら

ないと，この問題はなかなか難しいんじゃないかという気がします。ですから，それはやっぱりそこが

奄美市の知恵をしっかりと持って，県とのやり方をですね，県がＯＫすればできるはずですから，なぜ

できないのか。ただ，地権者だけの問題なのか。そういうことも，私はずっと疑問しますので。地権者

がノーって言ったら，ずっと駄目ですよってなったら，これ，どうしようもないと思うんです。その方

向性もあると思いますので，是非，そういうことも，しっかりとこの勉強して，支所と同時に，支所の

担当は大変だと思いますよ，確かに。その聞き取りのときのお２人さん，頑張って，頑張りますからっ

て言ってくれた。自分なんかの集落ですから。そして，聞き取りの最後に本人も言っていました。でき

れば今年度には，何とかその形の意見書を取りまとめて，要望を出したいという思いを，お２人からも，

担当お２人からもしっかりとお伺いしましたので，こういうことをですね，やっぱり市としてもしっか

りと考えて，そのフォローするような形を，是非，とっていただきたいと，こう思いますので，よろし

くお願いしたいと思います。

　�　次に移ります。次に，マリンタウンについてお伺いします。名瀬本港地区マリンタウンの分譲地での，

建物の整備が，これが本格化しておりますね。既にオープンしている娯楽施設をはじめ，今年の１２月

にオープン予定のホテル建設も順調に進んでいるようです。スタッフ等に関して，先だって募集もかけ

ているようでありました。また，先月，新たにホテルとマンション１棟の起工式があったようでござい

ます。新たなまちづくりが始まり出したと，この間であります。造成地の分譲は，全部で１８区画ですが，

うち，１４区画を売却したとあるが，ここに予定を含むというようなのが出ておりましたが，正確な現

状をお尋ねしたいと思います。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えします。御質問の名瀬港のマリンタウン地区につきましては，議員御案

内のとおり，既に営業を開始しております娯楽施設をはじめ，その他の売却した土地の一部についても，

順次，整備が進められてきております。御質問の土地処分の現状でございますが，全１８区画のうち，

奄美市開発公社として５区画を売却し，その後，本年１月に奄美市が第２回公募の契約候補者として７

事業者９区画を引き継ぎ，本年３月末には６業者７区画と契約を完了いたしております。令和４年３月

末で申し上げますと，９業者１２区画が契約完了というところでございます。残りの１事業者２区画に

ついてでございますが，昨年度より協議を継続しているところでございまして，条件が整い次第，契約

をする方向で進めております。今年度内には契約はもとより，土地の引き渡し，移転登記までの全ての
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手続きを完了できるよう進めてまいりますので，御理解をお願いいたします。

２�０番（伊東隆吉君）　全部，きれいに売れたらいいですね。当初，債務負担行為のときの場合，確か

４３億円，全部売ったらってなっていましたが，徐々に少し下がって，３１億円ぐらいのものに，若干，

こうなっているようでございますが，それはそれとして，今，７業者のうちに６業者がもう確定してい

るということです。そのうちの１業者もいずれなるであろうというふうな答弁でありました。私はです

ね，やっぱりあくまで予定っていうものに関して，やっぱり公共のものの，お披露目するわけですから。

そこで，皆さんが不可思議に思わないようにということも，さっきから気になって，恐らくその一つで

あろうというところの予想ですが，ある施設だと私は思っております。３月の１６日の南海のほうで，

なんとなくこういうふうな，が出ましたね。これで，パースのほうもしっかりと出て，見開きで出てお

りました。１２月予定，オープン。あくまで予定って書いてありますから，別段，特にああだこうだ言

うわけじゃないけれども。ただ，市の事業の売却，造成地の方が，まだ契約も終えてない段階で，こう

いうの出されるのは，私は議会の一人としていかがなもんかと，こう感じて見ていた１人でありました。

よって，確かにこの，せっかくの新たなマリンタウン構想をやるときに，ケチの一つも付けたくない，

そう，私は思っております。なおかつ，このマリンタウン構想に関しましては，平成元年，昭和６４年

前後から始まった，この埋立の，この構想から始まっている，長い歴史があるマリンタウン構想なんで

す。従って，一点の曇りもないものを造っていただきたい。当然，議会として，最初から携わっている

私としましては，思うのは当然で，至極当然じゃないかと，自分なりには思っております。従って，今，

もちろん答弁の中には，いずれなるだろうという予定のようにも見えますが，やはり，今後，いろんな

形で，是非，やっぱりしっかりと確認してから，現在は，あれは予定を含むであるけれども，やっぱり

６に，しっかりとする。やっぱりそういうなのが，議会に示したときにあるべきじゃないかと。なるで

あろうということは，普通はこれはあり得ない話だと，私は議会のほうに示すときには，少し，いささ

か気になります。そういうところに関して，ちょっと気になる。この件は，別にイレギュラーとか何とか，

何か分かりませんが，私はそうは感じますが，担当として，市としてどう思いますか。

総�務部長（三原裕樹君）　はい，先ほど年度内に契約完了という，予定ということで申し上げましたが，

定期的にですね，事業所さんとは連絡をとっておりまして，相手方の現在のスケジュールであったり，

進捗状況であったり，そういったものを，意見交換含めて聴取をしているところでございますので，そ

ういった考えを含めて，今年度中には何とか契約を終了して土地の引き渡しまで終えたいという，この

気持ちは双方一緒でございますので，そういうつもりで答弁させていただきました。御理解をお願いい

たします。

２�０番（伊東隆吉君）　それは，答弁の繰り返しの内容ですが，私がお伺いしたいのはね，やっぱりこうやっ

て一旦新聞紙上に出す，これ自体はどうですかということなんです。売却する側の市として，まだはっ

きりしていない，予定。売れなかったら予定でもいいのかと，こういうこともなり得るのでね，やっぱ

りこういうことが二度とあってほしくないから，そこをどうですかと聞いているんです。再度，お願い

いたします。

総�務部長（三原裕樹君）　その地元紙の広告が掲載されるという情報は，我々も情報として得ておりませ

んでした，正直申し上げまして。そういうこともございましたので，相手方にはそういったのを含めま

して，今後の状況について，しっかりスケジュールをお示しくださいということで，連絡を，現在もとっ

ているというところでございますので，御理解をお願いいたします。

２�０番（伊東隆吉君）　そうであるならば，これはペナルティですな。だから，その辺はきつく，詰問す
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るわけじゃないんですけれども，市長ね，多分，恐らく次の若い世代の方であろうというふうに，今，

お伺いしておりますけれども，やっぱり育てる意味も，当然，当たり前。やはり，これは一応市の売却

に対して，ちょっと気になるなと思うんで，知りませんでしたでいれば，それはおくことは何もないが，

やっぱり駄目でしたよぐらいのクレームの一つぐらい入れましたか。

総�務部長（三原裕樹君）　はい，この件に関しましては，まだ契約前のことでございますので，そういっ

たことがあるのであれば，事前に連絡を頂きたいという話はさせていただきました。以上でございます。

２�０番（伊東隆吉君）　はい，分かりました。そのことが大事なんです。見過ごすことは駄目なんです。

行政としてしっかりと指摘するところは指摘する。それがなければ，なあなあになってしまいます。と

私は感じますので，これはしっかりと，市長，特にいろんなことがあると思います，市長。そういうこ

とはやっぱり，筋目はしっかりとしていただきたい，こう思いますので，いろんなことを進めるに当たっ

ては，しっかりと法整備，それから，お互いの確認，これはオープンしていいのかどうか。そういうの

を含めて，言葉一つから，確定，予定，未定，そこをしっかりとね，市としても，今後，いろんなこと

が出ると思いますが。そうして市民に公開するっていう形を，是非，とっていただきたいと思いますの

で，以後，よろしくお願いいたします。

　�　いずれにしても，その次に，それじゃ残りの４区画にございますが，これはいつ頃売却する予定なん

ですか。

総�務部長（三原裕樹君）　残りの４区画につきましては，今回，第３回公募での土地処分を予定して進め

ております。先月の８月２３日に市としての土地処分検討委員会を開催をし，第３回公募に関する内容

を御審議いただきました。その結果を踏まえ，現在，第３回公募に向けた応募要領等，事務作業を進め

ているところでありまして，予定公募開始を９月１５日として準備を進めております。なお，今回の第

３回公募におきましては，全国公募で行う予定としておりますので，御理解をお願いいたします。

２�０番（伊東隆吉君）　はい，９月の１５日，売却予定，全部売れるといいですね。売れるように，是非，

努力していただきたいと思います。全国公募ですから，若干とびとびの土地しか残っていませんけれど

も，それでも結構な敷地でありますんでね，是非，頑張ってください。よろしくお願いいたします。

　�　次に移ります。航空貨物に関して，ちょっとお伺いします。この，奄美，この地場産の空輸に関して

ですが，奄美における農産物，海産物，養殖といろいろあります。これ，地場産の輸送に関して，パッ

センジャーはいろんな，もう，年間の人員，出るんですが，この航空貨物としての年間輸送がどれぐら

いあるのかっていうことをですね，ちょっとお尋ねして，聞き取りもなかなか難しかったんですが，こ

の輸送実績等に関連して，お願いいたします。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，議員の御質問について，お答えいたします。農産物，海産物，

養殖物の航空輸送については，本市で把握できている実績といたしましては，水産物の奄美群島農林

水産物等輸送コスト支援事業に関わるもののみとなり，農産物に関して，航空便での実績は把握して

おりません。輸送コストにおける航空輸送の実績といたしましては，水産物の海ぶどう，クルマエビ

でございます。令和３年度の実績といたしましては，海ぶどう９，６３３キロ，事業費につきましては

７４万９８０円でございます。また，クルマエビにつきましては，２万４，２６３キロ，事業費につき

ましては，１８０万２，８２５円でございます。実績数に対する輸送先といたしましては，海ぶどうが

輸送量の多い順に大阪，東京，福岡となっております。また，クルマエビにつきましては，多い順に東京，

大阪，福岡となっております。なお，詳細につきましては，販売業者の販路特定にかかわるため，答弁

を控えさせていただきますので，御理解を賜りたいと思います。以上です。
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２�０番（伊東隆吉君）　私はですね，この航空貨物の件に関しましては，今，奄美に就航している飛行機

は旅客機なんです。いわば，旅客，お客さんの手荷物を入れるのがメイン。そういうことで，航空貨物

というストックがないんですね。従って，こういうこと，あると思うんですが，特にパッセンジャーに

関しては，今朝もいろいろありました。入込客数，すぐ出てる。県の概況にもちゃんとしっかり載って

います。しかし，これは不思議とないんですよね。今。私はこれで，大島支庁の総務企画に電話入れま

した。ありません。総務企画の人が，伊東さん，県庁の空港港湾課にかけてくれと言いました。空港港

湾にかけたら，やっぱりそういうの，取っていない。空港港湾の方が，離島振興課へかけてくださいって。

県の離島振興課まで私は電話を入れました。これに関してはないんですね。だから，それで，私はなぜ

これ聞くかって，やっぱり将来の航空貨物の，いわゆる地場産品の拡大が，６次産業を含めて，そして，

養殖，いろんなの含めて，今，奄美，どんどんどんどん増える可能性もある。現に，瀬戸内，あの辺のやっ

ぱり養殖，近代マグロから，ニチロからいろいろやっています。これ，結構送っているんですよ。但し，

航空貨物便として，航空専用とかではないです。普通の水産物に関しましたら，漁協に関しては，混載

業の中にあるでしょうけれども，一つの大きなコンテナに氷を詰めて，魚入れて，それで送るんですよ。

ところが，その地場，地元の魚屋さん，それも漁協と一つ，通じて，いわば直接，空港に持って行くんじゃ

ないんです。しっかりとした輸送業社，ありますよね，宅急便とか佐川急便。こういうところに委託を

して，契約をして，それが同じような混載して空港に持って行く。ところが，そういうような流れで。

ところが，この辺が，２のほうにも行きますけれども，こういうことで，まず，私がこの，その，今，

部長も言いました，農林水産輸送コストの支援事業ありますよね，いわゆる交付金での。これに関して

のみ分かる。これは当然です。チェックして，お金出すわけです。これがいずれ拡大してきたときに，

地場産品がどんどん出てくる。それと見れば，航空の便が，次にこう移りますが，それが必要になって

くるということでの質問なんですけれどもね，次に，そういうことを踏まえながら，このもう一つの質

問は，この航空貨物輸送の取り扱いでですね，地場産の魚介類の輸送に関して，空港において受付がノー

になると。現在，その奄美空港の離発着便は，今，さっき言った，航空，旅客メインなんですけれども，

この航空貨物取り扱いに関して，この空港でノーなったときが，事例が多々ある。その返された魚云々

は，東京に送る予定がみんな駄目になる。こういう事例が発生しているんです。それに関して，空港の

ほうにいろいろ確認して，あり得る。これは，なぜかっていうと，あるんです。これ，調べました。お

願いします。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，航空便での貨物輸送の現状について，お答えをいたします。航

空会社からの聞き取りによりますと，優先度に関しまして，１番目に搭乗のお客様の荷物，貨物。２番

目に，郵便物。３番目に，生鮮品や貴重品の貨物。最後にその他の貨物となっているとの回答を頂いて

いるところです。そのため，搭乗のお客様の貨物が多い場合や，航空会社と契約をしている事業所など

の貨物が多い場合，その他の貨物に関しては積載できない場合があるとのことであります。本市といた

しましては，水産物に関する航空輸送に関して，漁業協同組合や漁業就業者等から意見を聞きながら，

必要性に応じて，関係機関と協議を図っていきたいと思いますので，御理解を賜りたいと思っています。

２�０番（伊東隆吉君）　現状ですよね。さっき，私が冒頭言いました，旅客機故にそういうことになる。

そのときの飛行機，エアの空港における重量制限等にかかったときに，天候が悪いときには，やはりお

客さんも減らして乗せているっていうのが現状なんです。かつて私も空港関係におりましたので，ＹＳ

の時代からずっと見ております。２地点間を帰って来るまでの燃料。最近の飛行機は北海道の稚内から

行って帰って来るぐらい積むそうです。どこに降りるか分からない状況を考えている。だから，時代は

そういうふうに変わっているから，積載がどうしても人を１８０名乗りに，旅客，この機材は１２から

２５名ぐらい落とすそうです，いざ。その分，燃料を積む。そうしたら，貨物も当然積めない。トータ



− 117 −

ル，マックスが決まっている，重量制限。そういうことです。そこで，私がいろんな形の提案したいの

は，この航空便の航空貨物に特化した，航空貨物便を奄美に，いずれ持ってくる必要性があるんじゃな

いかってことなんです。これは奄美だけでの，この本島の，奄美本島だけではなかなか難しいかもしれ

ない。それだけの量があるか分からない。混載入れても。離島も全部含めて，与論，沖永良部，徳之島

から，みんなここ持って来て，混載して送るんだったらどうだろうかとか，いろんな知恵を出して，こ

の奄美が将来，あとあと，地場産業，農業，水産，これがどんどんどんどんと，いろんな意味で，養殖

も含めて，６次産業が拡大したときに，直接，首都圏に送れる可能性があるんです。こういうことも一つ，

奄振の次の展望の中に，航空貨物便の輸送便，この機材を奄美に持ってくる，就航させる。これはですね，

是非，お願いしたいと，こう思っております。今，芝田さんっていう，全日空の社長さん，加計呂麻出

身，おられますね。この中で，Ｐｅａｃｈが，なんか妙な噂が流れましたけれども，貨物がどれぐらい

あるんだという，なんか調べているとかなんとか，妙な噂，耳に入ってきました。いずれ，そういうこ

とがあるとなれば，地元において，この養殖産業，地場産業，水産業，これのものが拡大して，これの

事業を始めようとしている人も出る可能性もあると思うんです。そういうものを，相乗効果するために，

将来展望の中に航空貨物便の就航。沖縄はいっぱい飛んでいます。こういうものを持ってくることも，

奄美には必要じゃないかと。これも新たな展開ですけれども，今までないものをつくるわけですから。

夢があるじゃないですか。こういうことを思いますので，担当，一つ，これは一つ，理解をしていただき。

これは，むしろ市長に，今度の奄振にはいろいろありますけれども，これをやっぱり将来展望として，

旅客だけじゃないんだよと。地場産品の拡大には，この離島，外海の奄美が大変だと思いますが，この

考え，どうですか。突飛な質問ですけれども。

市�長（安田壮平君）　伊東議員の御提案ということでですね，すごく大事なテーマだなというふうに思っ

ております。沖縄の離島でもですね，そのような事例があったというようにもですね，聞いていますの

で，それは沖振でやったのか，若しくは地元の単独予算とか，他の予算でやったのか，いろいろ調べて

みないと分からないんですけれども，やっぱりそういう思い切った取組というのもですね，一つ，やっ

ぱり将来的には，奄振の中でも，また，考えていく，一つの貴重なテーマかなというふうに思います。しっ

かりと承らせていただいて，しっかり勉強，研究をさせていただきたいと思います。

２０番（伊東隆吉君）　是非，研究していただきたいと思います。

　�　時間がありませんが，最後の質問，名瀬クリーンセンター。これ，同僚議員も聞いておりますけれども，

もう２５年も経っております。これは，管理者としての市の担当もありますが，現在の状況。焼却炉，

これの耐用年数，いろいろありますが，最終処分場を含めて，現状，話せる間でいいですけれども，現

状をお知らせください。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員の御質問にお答えいたします。一般的に，１５年程度で建替え

る焼却施設でございますが，現在，定期点検や延命化を図りながら，最終処分場が使用できる期間は有

効利用したいと考えております。現在の最終処分場が令和１６年度末まで利用可能と考えられているこ

とから，大島地区衛生組合においては，構成市町村と協議を行いながら，新しい最終処分場建設も含め，

令和９年度から計画に着手し，令和１７年度から供用開始を目指して準備を進める予定とのことです。

なお，新焼却炉の方式等についても，環境への配慮や予算面など，総合的に判断した処理方式を取り入

れる方向で，できるだけ最新情報の収集に努めてまいりたいとのことです。以上です。

２�０番（伊東隆吉君）　やっぱり，耐用年数云々じゃないんです，やっぱり。やっぱり新たな焼却炉，炉

の開発っていうのは，どんどんどんどん進んでいると思います。この次のその焼却炉の展開，このクリー

ンセンターとしてどうあるべきかっていうのであると思いますので，今の最終処分場，今言われたよう
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に，あと１０何年はもつかもしれない。今の形はそうかもしれません。今の炉だって，延命措置をしな

がら頑張っている。しかし，新たな展開もいろいろ考えて，この奄美にどうやった施設がいいのか。た

だ，焼却だけでいいのか。拡大して，いろんなことに波及できる，そういうものもあり得るというふう

に思いますので，この，今，検討計画になって，これを造って，運転するまでに，今，言われたように

すると，計画立てる，５，６年かけて，その前後にはできなくっちゃおかしくなりますね。そういうふ

うな形をもっていって，いくら，少しでも早めにできるんであれば，新しくする。ぎりぎりまで使って，

パンクしてから，あとどうしようもなくなるよりは，やっぱりちゃんと計画立てて，早めにして替える。

こういうこともやっていかなければいけないと，こう思っておりますので，そういう意味では，管理者

である安田市長，これは，この本島でできている，その全部で造っている，やっぱりクリーンセンター

ですのでね。そういうのを含めて，次の展開のこともやはり市として，管理者として，そして，奄美に

どれがふさわしいか。ただ，焼却だけじゃないっていうことも，いろんな拡大ができる可能性が，今の

ＳＤＧｓも考えながら，そして，皆さんの健康も考えながら，いろんなことを考えることができる，そ

ういう炉も，やはり，当然，いろんな機材にはいい，良し悪しが当然あります。全部，１００パーセントっ

ていうのはありません。その中で，どれの，リスクの低いのを，どれをどういう検討したらいいか。そ

ういうことに考えて，担当者として，また，管理者の責任者として，各，龍郷，宇検，なんかその辺の

市町村も含めての検討会も早期に始めて，次の展開を早目にやる。こういうことも，是非とも要望して，

私の質問を終わります。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で，自民党新政会　伊東隆吉君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午後２時２９分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後２時４５分）

　　引き続き，一般質問を行います。

　　公明党　栄　ヤスエ君の発言を許可いたします。

　�　なお，栄　ヤスエ君から書画カメラ使用及びパネル使用の申し出がありましたので，これを許可いた

します。

９�番（栄　ヤスエ君）　市民の皆様，議場の皆様，インターネット中継を御覧の皆様，こんにちは。公明

党の栄　ヤスエでございます。一般質問２日目の最後となりました。最後までよろしくお願い申し上げ

ます。

　�　質問入ります前，所見の前に，字句の訂正をお願いいたします。一般質問の（４）の本年４月にプラ

スチック云々っていうところで，法律が改正ってところを，施行ってことで，字句の訂正をお願いいた

します。

　�　質問の前に，少々所見を述べさせていただきます。新型コロナ感染症で療養中の皆様には，心からお

見舞いを申し上げます。一日も早い快復をお祈りいたします。また，新型コロナ感染症の感染拡大によ

り，２年余りにわたり最前線で対応されていらっしゃいます医療従事者，そして，介護従事者，消防組

合の皆様，職員の皆様，関係者の皆様，そして，奄美市長をはじめとする行政の全職員の皆様には，日

頃からの御尽力に敬意を表しますとともに，心から感謝申し上げます。また，８月１日より就任されま

した諏訪副市長におかれましては，幸せの島，奄美市づくりのために，お力を十分に発揮していただけ

ますように，ともどもによろしく，今後ともよろしくお願い申し上げます。

　�　さて，世界におきましては，ロシアによるウクライナ侵攻が未だに続いており，多くの犠牲者や国を

離れる方など，日本も避難者の受入など，人道的な支援も行われておりますけれども，犠牲になられた

皆様への心よりの哀悼を表しますとともに，１日も早いこの終息を祈りたいと思います。私事ですけれ

ども，平成２３年の初当選より１０年余りの議員生活を経過をいたしました。御支援をいただきました
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市民の皆様には，この場をお借りいたしまして，心から感謝を申し上げます。公明党は結党より本年で

６０周年を迎えます。大衆とともにとの結党精神を片時も忘れず，原点に戻り，邁進してまいる決意で

ございます。

　�　それでは，今月，９月１日は防災の日でございました。防災の日の由来は，１９２３年，大正１２年

９月１日に発生しましたマグニチュード７．９の関東大震災で，膨大な数に上る死者，行方不明者が出

た，この地震を教訓にして，災害への心構えを忘れないように制定されました。近年では地球温暖化に

よる異常気象で，夏の暑さや線状降水帯による集中豪雨など，気候のパターンが従来とは違ってきてい

ると言われております。大雨などで甚大な被害が全国的に起こっております。平時から地域の避難場所

の確認ですとか，また，防災グッズの点検，マイタイムラインの作成など，備えが大事になってまいり

ます。本年１月１６日にトンガ海底火山噴火に伴う津波警報におきまして，避難に当たっては，寒さと

コロナ禍でもあり，車で避難者が多かったため，渋滞，トイレの問題ですとか，高齢者など，要支援者

が避難できなかったなどの課題が浮き彫りになりました。詳細は同僚議員にも諸々御答弁があったとこ

ろでございますが，一つ目の質問に入ります。災害弱者の命を守る。（１）自治体努力義務の個別避難

計画における避難行動要支援者名簿についてですが，この質問は本年３月の第１回定例会一般質問で

も，橋口議員とともに，私も取り上げてまいりました。令和４年度が始まりまして，５か月余りと経過

いたしましたけれども，この間で庁内でどのような話し合いがもたれて，計画が作られたのか。①本年

度の取組を伺いたいと思います。名瀬地区，住用地区，笠利地区の個別避難計画と，避難行動要支援者

名簿作成などの進捗を具体的にお示しいただきたいと思います。

　　次の質問からは，質問席にて行います。

市�長（安田壮平君）　それでは，栄議員の御質問にお答えいたします。名瀬地区，笠利地区，住用地区に

おいての個別避難計画の策定状況についてでありますが，現在，本市におきましては，名瀬のシダーサ

真名津自治会において個別避難計画を策定しており，今年度は大熊町内会と小湊町内会の２地区が，現

在，個別避難計画の前段となる地区防災計画策定に取り組んでいるところでございます。また，住用・

笠利地区においては，今年度，住用の市自主防災会において，個別避難計画策定に向けて，自主防災組

織が活動しており，また，役勝地区では，地域の企業と連携し，上役勝，中役勝，下役勝を一体とした

独自の避難体制の整備等に向け，取組が行われているところでございます。笠利地区においては，まだ，

個別避難計画は策定されておりませんが，外金久自主防災会が地区防災計画を策定しておりますので，

今後，個別避難計画につなげてまいりたいと存じます。今後も出前講座や各種訓練を通じ，地域防災意

識の醸成や人材育成を図るとともに，自主防災組織，福祉関係機関とも連携した個別避難計画の策定支

援，周知に努めてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，御答弁，ありがとうございました。具体的な各地区における個別計画の現

状ですね，お聞かせていただきましたけれども，午前中の正野議員からも，４月から８月まで，１２件

のですかね，出前講座等も含めて，一応，地域に，各地域に回って，されているっていうことで，だっ

たんですけれども，名瀬地区でも，先にもう，一つ目はシダーサでしたですね。大熊，小湊と，やはり

海に近いところというか，自治会，大きなところもあるんですけれども，そこ，そこですね。あと，また，

浜里の地域防災計画だったでしょうか，そういったところも，今，実際にこうやっているところも含め

てですね，名瀬地区，また，住用地区，笠利地区がまだっていう，手が，まだ，入っていないところな

んですけれども，一つ，一つ一つですね，１地区，１地区，１地域，１地域，丁寧に，今，進めている

ところだということが，実態，実情でよく分かりました。

　�　先ほど，防災訓練の話，午前中もございましたけれども，しっかり，また，高台への避難も予定をし

ていたということで，具体的な取組をされようという，したということはありましたけれども，しっか

りまた，こういったところもですね，含めてですね，個別計画の大切さをちょっとまた，質問させてい
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ただきたいと思いますけれども，これを踏まえて，本年２月には奄美大島介護事業所協議会ですね，鹿

児島県の介護専門員協議会奄美大島・喜界島支部の２団体から，災害時の在宅要援護者の避難に関する

実態調査っていうことで，実施も，結果も出ているところなんですけれども，国は令和３年度よりです

ね，市町村に対しまして，この個別避難計画の作成経費っていうことで，予算付けもしておりまして，

新たに地方交付税措置をして，優先度の高いところにつきまして，この５年間で作成に取り組んで，作

成には，この，先ほどもありました福祉の関係者，福祉事務所の専門職の方たちも参画ができるような

仕組みづくりもさせていただいておりまして，そういったことも想定して，作成経費においては，福祉

専門職の参画に対する報酬ですとか，事務経費など，１人当たり７，０００円程度の費用助成ができて

いるようでございますので，令和３年７月に内閣府と，また，厚生労働省から，日本支援専門員協会宛

の事務連絡におきましても，平時における連携として，この個別避難計画への参画っていうことを明記

にしております。本年，第１回定例会一般質問での，部長答弁におきましては，個別避難計画が進ま

ない要因としまして，市全体で対象者が約７，０００人もいるということが多いと，いうことと，また，

要支援者の同意と高齢化等による避難支援者の確保などが困難なことっていうことを挙げてらっしゃ

いました。先進地の大分県の別府市におきましては，防災研修をしっかり行った上で，７，０００円分

の報酬を日頃からケアプランを作成しているケアマネージャーさんに作っていただいて，ケアマネー

ジャーや，また，福祉専門員に，それの報酬を出していただいて，避難計画の策定を促したっていうこ

との事例がございます。個々の計画を地域で一緒にこう共有しながらですね，隣近所から，また，支援

を得られるように，な実態に，避難訓練をこう使ってですね，行うなど，そんな，いろんなことのプロ

セスを定めた結果，要支援者名簿がある高齢者や障害者の半数以上が，この個別計画の策定が進んだと

いう経緯もございましたので，この別府市の行政担当者の声として，一般の人に任せるよりも，福祉の

プロに，やっぱり日頃からケアプラン作ったりとか，また，高齢者もですけれども，障害者の方たちも，

支援専門員とかいらっしゃるので，そういった方たちが，本人にとっても安心感があると。作っていた

だくっていうことですね。協力が得やすくなるとの新聞記事もございましたので，そこで，次の質問に

入りますけれども，②ですね，１月１８日に市長へ提出された避難行動要支援者の適切な避難に関する

要望書を受けて，介護事業所，また，福祉事業所等との，その後の取組ですね，について，具体的な計

画がありましたら，お示しいただきたいと思います。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えいたします。本年１月の津波警報におきましては，多くの市民の方々が

避難をされたところでございます。このような中，避難に際し，支援が必要な方々が取り残される事例

がございました。そのことを受け，奄美大島介護事業所協議会等からも，避難行動要支援者を対象とす

る避難体制構築支援の要望がなされたところでございます。本市といたしましては，これまで避難行動

要支援者の同意，先ほど議員からもございましたが，支援者のマンパワー確保などが課題として考えて

おりましたが，この課題解決のためにも，避難行動要支援者情報を把握しているケアマネージャー，そ

れから，民生委員の方々は，避難体制支援において重要な存在だと認識しております。このようなこと

から，今後，ケアマネージャーや民生委員の方々を対象に，個別避難計画の策定に向けての説明会を行

う予定としております。いずれにいたしましても，個別避難計画は福祉事業者や各地域の民生委員，自

治会等との連携をして取り組むことが重要と認識しております。このようなことから，各関係機関とも

情報共有や検討会を重ねながら，災害時に避難行動要支援者が迅速かつ確実に避難できる体制の構築に

向けて，努めてまいりたいと存じますので，御理解をお願いいたします。

９�番�（栄　ヤスエ君）　はい，分かりました。しっかりとまた，前進した様子が伺えて，本当に良かった

です。一つ一つ，また，説明会を通しながらですね，その地域の人を，また，見つけ出しながらですね，

手伝ってくれる人たちを本当にこう巻き込みながら，是非，お願いしたいと思います。

　�　８月２９日に，公明党の女性委員会の災害弱者の命を守る個別避難計画の作成についてっていうこと
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で，防災勉強会をＺｏｏｍにて行ったんですけれども，そこに私も全国の女性議員とともに参加をさせ

ていただきました。内閣府の担当官と，また，モデル事業を展開しています自治体より説明を受けまし

た。名簿作成において，個人情報の開示についての質問が，やはり，出まして，茨城県の常総市におき

ましては，個人情報の提供については，個人計画策定において，個人情報提供の同意書を頂いていると

いうことがございました。加えて，個人情報を関係者に提供する際は，誓約書を書いていただいている

というふうな回答を頂いております。また，全国のモデル事業の報告書を受けて，内閣府の担当官より，

首長がリーダーシップを発揮することが大切であるということ。また，関係部局が一体となって取り組

む体制をつくることができる取組から行うことっていうことと，また，粘り強く周りの関係者を巻き込

むことなどの重要な点を参照していただき，優先度については，それぞれ出てくると思いますけれども，

そういったことで検討を進めていただければということ，お話，回答を頂いております。名簿を作成す

るには時間がかかることは，もう，承知しております，前提としておりますので，もうこのことが，も

うしっかり，命を守る政策でございますので，本当に待ったなしだと思っております。このことに関し

て，市長から，また，再度，何かございましたら，お答えいただきたいと思いますけれども。

市�長（安田壮平君）　今，栄議員からですね，貴重な御提言，頂いて，そしてまた，この個別避難計画の

ですね，市内全体的に進めていく上での大事なポイントについてもですね，御指摘を頂いたなと。その

中でまた，首長のリーダーシップの大事さということもですね，おっしゃっていただきました。奄美市

としてもですね，本当にその，台風であったり，大雨であったり，あるいはまた，いつ分かる，起こる

とも分からない地震，津波であったりですね，大変，災害のリスクというのは常に意識しておかなけれ

ばならないなというふうに思います。その一方で，行政だけでは，本当に全てをですね，市民の方々に

その支援なり，手助けというのを届けられるわけじゃありませんので，そこはしっかりと，民間の方々

との連携をしながらですね，そのための普及啓発，説明会や研修会など含めて，そしてまた，一緒に連

携できる，様々な主体というのもですね，また，これからも検討を深めながら，取り組んでまいりたい

と思いますので，また，引き続き，いろいろと御教示を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

９�番（栄　ヤスエ君）　急な御答弁，ありがとうございました。しっかりとまた，リーダーシップってい

うことで，市長の強い決意をお聞きしましたので，是非，また，しっかりと進めていただきたいと思い

ますので，よろしくお願い申し上げます。

　�　それでは，次の質問に入りますけれども，救急の日，また，救急医療週間は救急業務と，また，救急

医療に対する国民の正しい理解と認識を深め，救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に，昭和

５７年に定められました。以来，９月９日を救急の日ということで，この日を含む１週間を救急医療週

間というふうにしております。救急の連鎖，その一手が命をつなぐという，フレーズがございましたけ

れども，あなたにできること，救急隊，医師へということでありますが，心肺停止，心停止の予防，また，

怪我の予防，また，初期症状の気付きが，次のまた，早期認識，また，通報につながり，また，一次救

命の処置，また，心肺蘇生，ＡＥＤを使うというふうな手順，ございます。救急隊につなぐときにも，

救急隊，医師へつなぐ。また，二次救命措置と心肺，心拍の再開後の集中治療っていうことで，この一

連の流れで一命がとりとめ，命がつなぐってことなんですけれども，一人ひとりの行動が命を救うこと

になる救急の連鎖っていうことでございますけれども，一次救命措置で心肺蘇生のために使用するＡＥ

Ｄでございますけれども，次の質問なんですが，（２）本市におけるＡＥＤの現状ということで，質問

させていただきたいと思います。令和３年度に第４回定例会の一般質問でも質問させていただいたとこ

ろなんですけれども，そこで，一つ，一つ目の質問でございますが，①設置場所や２４時間利用できる

設置場所の情報提供について，伺いたいと思います。設置状況について，よろしくお願いします。

総�務部参事（永田隆樹君）　それでは，お答えいたします。議員御質問の２４時間利用できるＡＥＤ設置
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場所の情報提供につきまして，大島地区消防組合が把握しております本市の設置場所は消防署を含む

１３か所あり，日本全国ＡＥＤマップによりインターネットで確認をすることができます。消防組合で

把握している件数と日本全国ＡＥＤマップの件数では差異があることから，精査を行い，本市及び消防

組合のホームページ上での情報提供につきまして，関係部署と情報を共有しながら協議をしていきたい

と考えております。以上です。

９�番（栄　ヤスエ君）　ありがとうございます。前回，２４時間使用できるＡＥＤは１４，前回は１４っ

てお答えしたんです，一つ減ったということになりますね，はい。昨年の参事の答弁では，本市におい

てＡＥＤが１６８台設置されておりまして，うち，２４時間使用の可能なＡＥＤが，そのときは１４台，

１台減ったということなんですけれども，となっておりますという。情報開示については，この場では

情報は開示できないものっていうことで答弁を頂きました。他の自治体，また，龍郷町や宇検村などは，

そうですね，すいません。すいません。先ほどの答弁では１３台が２４時間できるっていうことと，また，

今，答弁の中で，ホームページ上等でも，このＡＥＤの貼り付けをするっていうかですね，奄美市なの

か，消防本部のホームページなのかっていうことで，今，協議をされているっていうことで，御答弁だっ

たと思いますが，よろしかったでしょうか。一歩進んだかなと思います。是非，日本ＡＥＤ財団ってい

う財団のアプリとかがあるんですけれども，今，いろんなアプリが出ているんですが，そこがだいぶ，

全国のＡＥＤを網羅しているところでありますけれども，また，別なアプリにおきましては，アプリを

開くと，その，どこにあるかって，その地域で開いていただくと，ＡＥＤの場所と，あとまた，時間が，

何時から何時まで使えますよっていう表示も出るようなマップもございます。それを見ていくと，２４

時間使えるのか，屋外にあるのか，屋内にあるのかとか，そういった細かい詳細まで載っているところ

がありますので，緊急なときに，やはり使えないと意味がございませんので，やはり命を守る体制とし

ても，そういった，ちょっと細かいんですけれども，ＡＥＤマップの中にも，そういった時間帯が書い

てたりとか，そういったのも含めてですね，ちょっと研究していただきまして，しっかり実効性のあるっ

ていうかですね，実際にこう緊急性があるときに使えるようなアプリ等も活用していただきたいと思い

ます。

　�　また，他の２４時間使えるＡＥＤなんですけれども，前回も紹介しましたけれども，他の自治体とし

て，龍郷町ですとか宇検村などでは，公立小・中学校や，また，海水浴場でもＡＥＤを屋外に設置をするっ

ていうことが，もうほとんどなっております。２４時間使用可能となっているってことで，命を守るＡ

ＥＤ設置場所の情報提供ということで，しっかりまた，本市のホームページ等でも見れるような形に，

是非，していただきたいと思います。というのもですね，また，来年，来年は１０月に奄美市におきま

しても国体等ございますし，また，今，観光客も多く入って，入客しておりますし，また，海外からも，今，

海外，旅行も緩和がされるっていうふうな情報も聞いておりますので，いろんな方たちが，また，奄美

に来ていただいて，いつ何時何があるか分からないっていう状況もあると思いますので，しっかりまた，

奄美大島には，こういった公共施設とかにですね，ＡＥＤはもう外付けを義務付けをしていただいて，

しっかりまた，ホームページ上で，その奄美市の，こう観光のところも含めていいと思いますけれども，

そういったところで見れるような体制づくりをですね，しっかりまた，していただきたいなと思います。

併せて，２４時間使えるようなＡＥＤの設置も希望して，終わりたいと思います。よろしくお願いしま

す。このことに対しては，何か御答弁がございましたら。

総�務部参事（永田隆樹君）　屋外設置に関しましては，いろいろな塩害対策とか，また，いろいろな対策

を講じなければいけないことだと思いますので，そのような観点から，奄美市のほうと，また，これ，

屋外設置に関しましても，これから協議をさせていただきたいと思います。

９�番（栄　ヤスエ君）　どうもありがとうございました。しっかりまた，意識を，問題意識をもって取り
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組んでいただきたいと思います。

　�　それでは，次の質問に入りますけれども，②，女性に配慮したＡＥＤ利用の取組について伺いたいと

思います。これも同じく，令和３年の第４回定例会一般質問で質問いたしました。ＡＥＤの救命効果は

電気ショックが１分遅れるごとに，救命率は１０パーセントずつ低下すると言われております。新聞記

事には，スポーツ大会で突然倒れた，意識のない女性を見て，近くにいた人が心臓マッサージを開始し

ましたけれども，大会本部の救急車にはＡＥＤが積まれていたんですけれども，車から関係者が降ろし

たんですけれども，そのＡＥＤが結局使われずに，１１９番を要請をして，５分後に救急車が到着をし

て，救急隊はそのＡＥＤが必要と判断して，すぐに女性にこうパッドを当てて救命措置をしたんですけ

れども，やはりそれが到着から２分後だったと。電気ショックが行われたんですけれども，その方は，

そのタイムラグがあったために脳に酸素が不足する状態が続きまして，重い意識障害が残ったというふ

うな事例もございました。今でも寝たきりの生活が続いているというふうな情報もございました。京都

大学などの研究グループが，倒れた人が女性の場合，素肌をやはり出して，ＡＥＤを使うことに，こう

男性の方っていうかですね，やはりためらうっていうことが，抵抗感があるっていうのが，一定あるっ

ていうことに，分析結果を出しております。参事の答弁におきましては，消防組合が行っている救急講

習会におきましては，ＡＥＤの取り扱いに，ＡＥＤパッドを装着するときには，素肌に直接貼り付ける

ことができれば，衣服の下から少し下着をずらして，右の鎖骨と，右の鎖骨と脇に貼り付ける，パッド

をですね，貼り付けて，利用っていうことで，現在，指導しておりますっていう御答弁いただいたんで

すけれども，やはりこう人が倒れていたら，女性であればパッドを貼ったあと，その上から服出すとか

ですね，男性であればジャケットがあればジャケットを被せるだったりとか，その上から服などをかけ

て，肌を隠す。更に，周りの人たちが，こう人垣をつくって見えないようにするなどの配慮も必要だと

思っております。前回の質問でも，東京都の多摩市の府中保健所では，女性に配慮したＡＥＤの使用方

法があることを周知するために，普及啓発の資材を作成をしております。そこで，ちょっとお見せをし

たいんですけれども，よろしいですかね，この，ここに映します。ＡＥＤを使うの，ためらわないでと

いうことで，これ，私が昨日作った，さっそく作ったんですけれども，ペーパーをですね，ラミネート

をして，あとでパンチをして，ＡＥＤがあるところにこう下げておくですとか，あと，後ろのほうには，

ＡＥＤ，判断をしますっていうことで，ＡＥＤの使い方等も書いてあります。こういったものを，ちょっ

と側に，ＡＥＤがあるところに全部を設置をする。そして，布なんですけれども，できれば布の設置も

お願いしたいところなんですが，布を被せてくださいってことですね，ＡＥＤがあるところには，こう

いうな表紙をしてですね，女性に配慮した，すいません，こういったものをですね，作らせていただき

ました。今日，ちょっと私は三角巾を持ってきたんですけれども，これは救急の防災グッズとかにも，

いろんな袋に入っていますし，学校の給食のあれでも入っていると思います。例えば，こういうような

形で，まず，救急，ＡＥＤを使うときには隠していただくっていうことも含めて，蘇生した場合，また，

その方が怪我をして，骨折をしているとか，そういったのがあった場合には，三角巾であれば，すぐ救

急で，救急でというか，三角巾で手を保護することもできるっていうようなあれがあります。できれば

三角巾か，若しくは四角い布ですね，そういったものを，しっかりとまた，全ての奄美市にあるＡＥＤ

の側には備えていただいて，そんなにお金はかかるものではないと思いますので，ペーパーで，私でも

こういうふうに作れますので，やはり見える化をするっていうことはすごく大事だと思いますし，救命

率もこれで，男性もいいんだっていうことで，布があれば安心だねっていうことで，本当にこう使える

ことになると思いますので，これはもうしっかりと提案をさせていただきたいと思いますので，取組の

ほど，よろしくお願い申し上げます。

　�　ということで，すいません，見せました。この本市のＡＥＤにおいても，このリーフレットを被せる

こと，また，布とか三角巾などの設置ができないかってことで，本市の対応ですね，まず，ちょっとお

聞きしたいと思いますが，いかがでしょうか。
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総�務部参事（永田隆樹君）　それでは，お答えいたします。先ほど議員が御案内いたしましたように，Ａ

ＥＤの使い方につきましては，女性に配慮したやり方というのも，講習会等では指導をいたしておりま

す。また，ＡＥＤに布やリーフレットの設置はできないかということですが，この件に関しましても，

本市の公共施設に設置のＡＥＤにつきましては，布やリーフレットの設置について，関係部署と，現在，

検討しているところでございますので，御理解のほう，よろしくお願いいたします。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，分かりました。対応することで，検討しているということの御答弁でよろ

しかったでしょうか。ありがとうございます。

　�　姶良市においてはですね，本年の４月より，市内の公立学校と，また，公共の施設のＡＥＤにこのよ

うな説明，布をですね，全てに取り付けたということがありました。鹿児島市についてもそうですね。

実際に布を使ったＡＥＤの，姶良市におきましては，この，実際に布を使ったＡＥＤの使い方をＤＶＤっ

ていうことで，消防のほうでＤＶＤを作成しまして，その市のホームページにしっかりと貼り付けて，

使い方まで見せるような形で動画を載せているそうです。また，コロナ禍でＡＥＤを使用をためらわれ

たことから，市の広報紙にですね，コロナ対策をしながらの心肺蘇生の説明っていうことで，広報紙に

もしっかりと載せているっていうことがありました。本市の公立学校と，また，公共施設の全ＡＥＤに，

このような説明と，また，布の設置，是非，取組をお願いしたいと思います。以上で終わります。

　�　それでは，次の質問でございますけれども，コロナ対策，感染症っていうことで，新型コロナ感染症

については，同僚議員からも諸々質問がございましたけれども，昨日の大迫議員の質問に対して，新型

コロナ感染症は７月中旬から増加し，旧盆，新盆と続く上旬にかけて急激に拡大をしたと。最多感染者

が２１８名を記録した翌週は１，０２２名。そして，８月２８日から９月３日の週は５９２名と，徐々

に減少はしていますということで，部長答弁がございましたけれども，９月６日，昨日は９７名と，ま

た二桁，少し増えている感染者の数がございましたけれども，このコロナ感染症に関して，保健所を中

心に，本市も保健師を派遣をしながら，感染者への様々な対応をいただいているというふうには認識し

ております。県において，また，８月２９日に，このコロナフォローアップセンター鹿児島を開設したっ

ていうことで，聞いておりまして，自宅療養者の健康観察ですとか，相談対応など，民間事業に委託す

る，また，保健所の負担軽減を目指すとしておりますけれども，このフォローアップセンターについて，

詳しくお示しください。

保�健福祉部長（山下能久君）　議員の質問にお答えいたします。感染者数が増加し，自宅療養者が増えた

時期には，保健所の電話がつながりにくく，本市にも多くの問い合わせがあり，不安を持った療養者が

多数いたと伺っております。議員御案内の８月２９日に開設いたしましたコロナフォローアップセン

ター鹿児島は，自宅療養者の健康観察及び相談対応，自宅療養解除の電話，生活支援物資等，生活に関

する相談，療養証明書の発行に関する相談等の業務を担っております。メリットといたしましては，フォ

ローアップセンターができたことで，まずは保健所業務の負担軽減が図られることが挙げられます。ま

た，感染者にとりましても，不安があれば２４時間対応してもらえる体制ができ，住民が安心して自宅

療養できることにつながっているものと考えられます。また，相談全般をフォローアップセンターに任

せるのではなく，行動調査の翌日に連絡が必要なハイリスク者や，携帯電話を持っていない方について

は，保健所から直接連絡をする流れになっております。そのため，行動調査の際には対象者を振り分け

るためのチェックを行い，見逃しがないような体制で臨んでいると伺っているところでございます。以

上でございます。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。詳細の説明を頂きました。メリットとしては，ま

た，保健所の軽減負担なんですけれども，やはりハイリスクの方たち，また，携帯がない方に関しては，

しっかりとまた，保健所が，引き続き関わっていくっていうことで，確認がさせていただきました。こ
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のフォローアップセンターにおきましては，２か所ですね，２か所，鹿児島と福岡っていうことで，事

務局を持っている，開設したっていうことなんですが，期間としては２か月っていうことでよろしかっ

たでしょうか。そういったことも情報がございますかね。別な情報で，大丈夫ですか。

保�健福祉部長（山下能久君）　このフォローアップセンターの期間につきましては，すいません，ちょっ

と情報を得ていないものですから，答弁できないことを御理解ください。

９�番（栄　ヤスエ君）　別な情報でですね，だったんですけれども，すいません，看護師２５名含

む８５人の体制ということで，委託費は国の緊急包括支援交付金を活用して，２か月で最大約

９億２，５００万円を見込んでいるというふうな情報がございました。鹿児島事務局は血中の酸素濃度

を計るパルスオキシメーターですとか，さっきおっしゃいましたけれども，生活支援物資を希望者に配

送する役割。そして，福岡事務局は健康観察や相談対応ですね，療養証明書を出すっていうことで，先

ほど答弁があったとおりでございました。そしてまた，健康観察において，やはり，６５歳以上の高齢

者ですね，高齢者や基礎疾患のある方のうち，妊婦らに電話で，原則，１日１回は電話をして，健康観

察をするというふうな情報もございましたので，しっかり，また，それ以外は療養者が，国のシステム

に情報入力をする形をとるというふうな形，情報もございました。２４時間対応するっていうことで，

安心感が増すっていうことがメリットでございますし，また，病症の変化で往診とか調剤が必要になっ

た場合には，保健所に対応していただくっていうことの情報もございました。県内においては，２８日

現在で，その自宅療養者，待機者がですね，約３万２，０００人にのぼるということの情報もございま

したので，県はセンターを開設することで，陽性者が安心して自宅で過ごせるようになればということ

で，新聞記事，ございましたけれども，しっかりまた，こういった，先ほどありましたけれども，そういっ

た，任せる，このセンター，フォローアップセンターに任せることで，本当にこう，見逃しがないよう

な形を，しっかりとまた，とっていただきたいなというふうに思いますので，そこはまた，引き続きお

願いしたいと思います。

　�　そして，医師の診断のみで陽性と判断できるみなし陽性っていうことも，県は導入をしておりますの

で，このみなし陽性の，陽性証明の取得はセンターで発行するっていうことでも聞いておりますので，

そういった細かいところですね。あと，３０日発表以降の新規感染者数に含まれる見通しだっていうこ

とで，情報がございましたので，しっかりまた，こうやってセンターをつくったことで，不利益がない

ようにですかね，感染者の皆さんにですね。特にまた，思いますのは，やっぱり食料とかですね，生活

物資がなかなか届かないっていうことであるんですが，この中では，鹿児島のほうがそれを担当，受け

持つっていうことになっておりますので，その間のタイムラグっていうんですかね，どういうふうな形

でそれが届けられるか。市町村に来るのかどうかっていうことも含めてですね，また，確認をさせてい

ただきたいと思いますが，ここら辺はいかがでしょうか。

福�祉事務所長（永田孝一君）　それでは，生活支援物資について，お答えします。本市におきましては，

新型コロナ感染により自宅療養となっている方への支援として，周囲から生活支援の協力を得られない

世帯に対して，食料品を中心とした，約１週間分の生活支援等の提供を行っております。議員がおっしゃ

られるように，自宅療養者への生活支援物資は，原則として県が実施するというところが，まず，大原

則でございますが，県の支援対象，制度の対象外となる方，具体的には感染者と同居している家族で濃

厚接触者になった方。例えば，親が陽性で外出，濃厚接触者が子どもしかいないと，買い物ができない

とかいうパターンですとか，離島ならではなんですが，検査結果待ちで自宅療養となって，その期間，

外に出られないという，その生活物資の確保が困難な方というところ。それから，今，議員のほうから

も出ましたが，物流関係で物が届かないとかいうパターンもあるかとは思います。その流れとしまして

は，情報は一本化をしておりまして，具体的な流れとしては，県から，自宅療養者や健康観察を行う際
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とかに，生活上の困り事を確認して，必要があった場合は県から市へ情報提供を頂いて，市からの生活

支援物資を実施するということで，県から情報があった場合，この方に届けてくださいとあった場合に，

市が動いて届けているという流れになります。以上です。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。今，３番の質問になってしまったようなんですけ

れども，すいません。自宅療養者の市民の中にですね，一人暮らしや，また，食料や生活物資の準備も

なくって，本当にこう家族の中で感染者が出ると，その家族も濃厚接触者になり，外に出れない状態で，

私のほうにも相談が何件か入りました。そしてまた，ちょっと課長のほうにも確認，連絡をさせていた

だいて，本市の対応っていうことを確認させていただき，相談者へすぐにこう連絡をとったところなん

ですけれども。その相談者の方，感染者のほうから，保健所にしっかりと希望を言わないと，そこはつ

ながらないっていうことでしたので，しっかりとまた，保健所のほうにつないでいただきまして，少し

もう時間，生活物資と食料が家族分，しっかりと，たくさん，４人家族だったら４人分も，１週間分っ

ていう形で，届きましたっていうことで，喜んでいただいた経緯がございます。このことを受けて，情

報を，しっかり周りにお伝えしたところだったんですけれども，なかなかこういった情報も知らない，

こう，感染者の方，当初，説明があるのかないか分からないんですけれども，しっかり，感染者が確認

されたとき，保健所からそういったことも説明はあるんだと思うんですが，なかなかそれが認知ができ

てなくて，迷ってらっしゃる方たちもいらっしゃったようでしたけれども，やはりその中の物資の中に

ですね，ちょっとお聞きしたら，乳幼児がいる，赤ちゃんがいらっしゃる世帯などは，ミルクだったり

とか，赤ちゃんが必要なもの，お菓子だったりとか，そういったものもしっかり含まれていたっていう

ふうなことも聞きましたので，しっかりとした，寄り添った対応ができているなっていうふうには思い

ました。このフォローアップセンターへ保健所機能が移行した場合も，同じような対応ができるってい

うことで，確認を，再度，確認させてもらいたいと思いますけれども，やっぱり災害時と同じく，食料

や飲み物，熱さまシートですとかですね，解熱剤なども，やはりこう，一人ひとり，市民も一人ひとり

も準備をしておく必要もあるのかなというふうに思いますので，こういったことで，フォローアップセ

ンターが，鹿児島のほうに行ったとしても，同じような対応ができるかどうか，再度，確認させていた

だきたいと思います。いかがでしょうか。

福�祉事務所長（永田孝一君）　繰り返しの答弁になりますけれども，県のほうから必要な方への連絡等が

ありましたら，市のほうで，再度，その方へ連絡をしまして対応するという形をとります，支援物資に

関しましてはですね。ただ，議員のおっしゃるように，御本人から直接，電話があった際につきまして

は，一度，保健所のほうに電話を確認してくださいということで，情報の入り方を一つに，一本にやっ

ているという状態でございます。以上でございます。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。しっかりまた，はい，本当に一人ひとりも，また，

備えというかですね，そういったものも含めてですね，本当，先ほど，繰り返しますけれども，災害時

もストックをしっかりと，自分，我が家にもストックしているんですけれども，熱さまシートと飲み物，

食べ物っていうことで，ローリングストック，ローリングで，終わったら食べて，食べるって感じでさ

せてもらっているんですけれども，やっぱりそういう形で，何か市民の一人ひとりもですね，いつ起こ

るか分からないっていうか，なるか分からないようなこともありますので，もう災害と同じだと思えば，

備蓄もできると思いますので，そういったことも含めて，備えていただければなというふうに思います。

奄美市のこの９月号の１７ページにもしっかりとした内容が載っておりますので，これもまた，参考に

させていただきたいと思います。

　�　それでは，次の質問でございますけれども，本市では，また，新型コロナワクチン接種の４回目接種

が始まっております。また，若い方の感染拡大もありまして，特に若い世代の１から３回の接種も始まっ
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ております。９月２日の新聞記事におきましては，県内で基礎疾患のない１１歳と１歳未満のお２人が，

今回，死亡したっていうことで，１日，分かったってことで，また，１１歳の１人はワクチン未接種で，

１歳未満は接種対象外。そして，２人を診察した鹿児島大学病院の小児科の岡本教授は，感染者の急増

で全国で１９歳以下の死亡，また，重症化が増えていることとし，子どものワクチン接種を，自宅療養

中に呼び掛けが弱いですとか，ぐったりして顔色が悪いといった状態ならば，迷わず救急車を呼んでほ

しいというふうなお答えをしておりました。小児の感染は，オミクロン株が流行した年明け以降に爆発

的に拡大をしております。この岡本教授は，子どもでも脳症など重症化する例が増えておりまして，接

種を受けるメリットは増しているというふうに強調しておりました。そのような記事を見ました。そこ

で，質問ですけれども，④の本市のワクチン接種の現状と課題ということで伺いたいと思います。よろ

しくお願いします。

保�健福祉部長（山下能久君）　それでは，お答えいたします。ワクチン接種の現状と課題についての御質

問にお答えいたします。まず，市のワクチン接種の現状についてでございますが，８月３１日現在の接

種率は３回目接種率が６２．４パーセント。４回目接種率は１４．４パーセント。５歳から１１歳の小

児の２回目接種率は１２．５パーセントとなっております。本市の接種率が国・県と比較して低い状況

にあり，その要因としては，特に若い世代は罹患しても重症化しにくい傾向にあることや，発熱や頭痛

などの副反応への懸念，前回と違う種類のワクチンを接種することへの不安。また，新型コロナに既に

罹患したことにより，ワクチン接種の意識が低下した方などの要因が考えられます。現在の取組といた

しましては，個別に接種券を郵送する際に，ワクチン接種を安心していただける情報提供と本市ホーム

ページ，奄美市公式ＬＩＮＥなどのＳＮＳ，地元紙などを活用した広報を実施しております。また，市

民からの問い合わせにおいても，交互接種の安全性やワクチンの種類による副反応に大きな差がないこ

と，ワクチン接種を早く接種していただくことが重要であることについて，丁寧に説明を行うなどの取

組を行っているところでございます。小児接種におきましては，８月１６日に国の専門分科会において，

発症予防効果や安全性等についての情報が集積されたことに伴い，予防接種法の接種勧奨から努力義務

にすることが提案されておりますので，小児接種を強制するものではございませんが，ワクチン接種の

向上につなげるよう，周知を行ってまいりたいと考えております。ワクチン接種は特に重症化予防効果

が高く，感染対策の一つの大きな柱でございます。引き続き，国や県が実施するワクチン接種勧奨方法

と連動しながら，市民へのワクチンの正しい理解の情報発信を粘り強く続けるとともに，併せてワクチ

ン接種機会の提供を図りながら，接種率を向上できるよう努めてまいりたいと考えておりますので，御

理解をお願いいたします。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。ワクチン接種率，３回目が６２．４，４回目が

１４．４ですね。５歳から１１歳が２回目接種が１２．５っていうことになりましたんで，本当にまだま

だ低い状況ではあると思いますので，しっかりまた，先ほど部長がおっしゃったように，安全性とかを

しっかりと訴えていただきながらですね，任意というか，努力義務っていうふうにおっしゃったんで，

そういうことだと思いますので，しっかりと安全性を，また，丁寧に説明していただきながら，親御さ

んが，しっかりまた，お子さんもですけれども，親御さんの了解も頂けないといけないと思いますので，

しっかりそこら辺も進められるようにですね，努力をお願いしたいと思います。県医師会も緊急メッ

セージってことで，８月２３日は出していらっしゃいますね。新学期が始まる前に，５歳以上への子ど

ものワクチン接種を強く推奨しているっていうことで，新聞報道もございましたので，やはりこう危機

感っていうのは，県全体もですね，やはり，子どもたち，１０歳未満ですとかの子どもたちが罹患して

いるっていうこと，感染しているっていうことで，危機感もあったと思いますけれども，やはり，学校

も始まっておりますけれども，本当，この，この県のＢＡ．５対策強化宣言の期限ってことが，今月いっ

ぱいっていうこと，末までに延長されておる，こういった現状もございますので，しっかりまた，学校
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の新学期も始まってますし，シルバーウィークも，もうそろそろ始まりますので，また，小学校，中学

校の運動会も，小規模で，密にならないようなということで，来賓等もですね，お呼びしないで，本当

にこう短時間でってことは，工夫をいっぱいされて，されながらの開催だというふうには聞いておりま

すので，しっかりとまた，感染対策，学校関係も含めて，しながらですけれども，また，ワクチン接種

の推進もですね，できればしていただきたいなというふうに思いますので，本当にこう，一人でも命を

落とすお子さんっていうかですね，重症化するような人たちが，減らすような対策を，また，含めて，

努力をしていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。

　�　それでは，次の質問でございますけれども，（４）で，本年４月にプラスチックに係る資源循環の促

進に係る法律といったことが施行されております。これは，環境汚染の原因ともなるプラごみを，プ

ラスチックのごみを減らすために，プラ製品の設計，また，製造から販売，提供，排出，回収，リサ

イクルまで，各団体ごとに対策が明記をされているというふうに認識をしております。３Ｒのリデュー

ス，また，リユース，リサイクルってことで，持続可能な資源化を進めることで，プラスチックの資源

環境を促進し，環境経済への移行を加速させるっていうことで，聞いております。日本では，年間約

９００万トンのプラごみが排出されているっていうことで，国連の環境計画の報告書では，日本のプラ

ごみ排出量を１人当たり，人口１人当たりに換算すると，３２キログラムということで，アメリカに次

ぐ世界第２位との新聞記事掲載がございました。日本は２０５０年までに温室効果ガス排出量の実質ゼ

ロを目指しているところでございますけれども，今，日本国としても，レジ袋の有料化が始まって，市

民の中にもマイバッグを持ってお買い物に行ったりとか，また，飲み物をマイボトルにするとか，マイ

グラスにするとか，いろんな細かい工夫もされておりますけれども，そういった市民も多く見られるよ

うになりましたけれども，そこで質問ですけれども，①，プラスチックごみにおける本市の取組という

ことで，具体的にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員の御質問にお答えいたします。本市におけるプラスチックごみ

につきましては，現在，容器包装リサイクル法に基づくペットボトルの分別回収を行っております。各

地区の指定の土曜日に回収用のネットを設置し，回収しているところです。現在，名瀬地区においては

作業員とシルバー人材センターの派遣職員で回収に当たり，住用・笠利地区については，事業所へ委託

し回収している状況です。回収したペットボトルは，名瀬クリーンセンターに搬入され，１本ずつ洗浄

した後に大型土嚢袋に入れ，引き取り事業者が大型ダンプで回収，プレスした後，船で島外へ搬出され

ております。その後は再生資源化を図るため，再生工場において粉砕洗浄後，溶融され，ポリエステル

製として，作業着や食品トレーなどにリサイクルされている状況です。以上です。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。一連の流れはお聞きしたところなんですけれども，

この法律に照らし合わせて，やはりこう，作る側の責任っていうことも言われておりますし，奄美市に

おいては，大きな大型量販店ですとかですね，そういったところがありますけれども，そういったとこ

ろの企業の努力，作る側の努力っていうことも，回収，作って回収して，また，リサイクルするまでの，っ

てことも言われておりますけれども，奄美においては，なかなかそういうのは見られてないと思います

けれども，プラスチックのごみの中で，ペットボトルがやっぱりなってくると思いますけれども，資源

ごみとしてリサイクルで回収がされておりますけれども，そのペットボトル以外のプラスチックってい

うのは，ほとんどが燃やすごみに出す，トレーにしてもそうですし，他のも，もう，プラスチックもほ

とんど燃やすふうにしか奄美市はなっていないと思いますけれども，そういった中で，回収は他の瓶な

どと一緒に回収されていますが，その中で，やはりこう，その回収，ペットボトルを回収するときにも，

きれいな状態で資源ごみとして出すっていうことが，やはり大事だと思いますので，そのきれいに出す，

その，その後ですね，回収されて，また，それがきれいな状態で海に出て行くっていうことで，結局，

単価ですかね。買取単価とかもそれによって違ってくるというふうに聞いておりますし，中にごみとか
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入っていると，その，手数料というか，手もかかりますし，あと，それがもう結局燃やすごみになって

しまうとか，いろいろ状態はあるそうなんですけれども，しっかりまた，回収されて，今，資源ごみで

出すときにですね，自分，私のほうは，有屋のほうで出しているような形で，しっかりとペットボトル

の蓋を取って，付いているリングも外してですね，きれいにゆすいで，きれいな状態で出すっていうこ

とをさせていただいているんですけれども，そういった出し方が市民の中で，また，広がっていきます

と，やはりプラスチックごみを出すときにも単価が高く出せますし，回収されても，しっかりと本当の

こうリサイクルごみって言いますかね，生かされるようなリサイクルになるかなっていうふうに思いま

した。奄美は離島でもありまして，ペットボトルは島の外へ船などで運搬されるための運送費ですとか，

人件費，先ほどおっしゃった人件費などの費用が多くかかることも考えます。捨てることを前提としな

い環境に，また，環境に負荷をかけないような取組も大事ではないかなというふうに考えます。ペット

ボトルなど，使い捨てプラスチック製品の使用を抑えるためにも，しっかりまた，こういった飲料水を

ですね，次の質問になりますけれども，給水できる，無料給水機ってことで，設置をする自治体も，今，

増えているというふうに聞いております。鹿児島市においては，このマイボトルですね，自分の，もう

結局，ペットボトルを買わないでいいように，マイボトルを随時，携えて持って歩いて，マイボトルで

ごみ削減ということで，市の１３施設に鹿児島市はその給水機ですね，ペットボトルが置けるようなも

のを，置いているそうなんですけれども，今年の夏はもう本当に熱中症で，７月，８月と本当にもう

３０度とか，暑い状況だったんですが，熱中症の対策にもこの給水機が，市内のあちこちにあることで，

本当に助かったっていうふうにお話も聞いております。また，姶良市においては，来年の国体でですね，

使用できるように，体育館に設置を，この給水機を，されたっていうことは，早速聞いております。そ

こでちょっと，その給水機の写真を，すいません，見せていただきましょうか。これなんですけれども，

少し拡大していただくと，今まで給水機というと，口でこう，自分が口を出す，近づけて飲まないとい

けないような給水機が，学校とか，各施設も多かったんですけれども，これはマイボトルでもって，コ

ロナ禍ってことでもあり，衛生上もすごくいいってことですね。また，冷たい水が出るっていうことで，

すごく喜ばれているっていうふうに聞いております。施工前が左ですね，施工後が，こういう形でペッ

トボトルを置いてできるということで，右のほうですね。こういう形で取ります。これが，八女市ですね，

八女市の総合体育館で，体育館のですね，スポーツをされるところに，スポーツ会館に施工されてござ

います。そして，あと１枚ですね，すいません。次は，広川町ですね，町の小・中学校なんですけれども，

これも子どもたちが，本当に，手を汚さずにですね，自分で，今，子どもたち，水筒を持って学校に行っ

ていると思いますので，飲みたい，自分たちが欲しいときに，給水機があれば，水を入れて飲むっていう，

熱中症対策にも本当，なると思いますので，こういったものが，小・中学校等に，公共施設にですね，

設置できればなというふうに思っております。はい，ありがとうございました。そこで，質問でござい

ますけれども，本市の公共施設にマイボトルで給水できる無料の給水機の設置ができないかっていうこ

とで，奄美市が誇るおいしい水もございますので，そういった水を多くの皆様に飲んでいただく機会に

もなるかと思いますけれども，このことに対して，御答弁をお願いいたします。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，お答えいたします。ごみ削減，ペットボトル削減への御提案，あり

がとうございます。様々な方法があるかと思いますが，議員御提案の給水機の設置も含めた，マイボト

ルの推進など，島内でのペットボトル利用削減への取組について，他町村，大島地区衛生組合とも協議

しながら，積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。今回，ちょっと紹介っていう形になると思います

けれども，しっかりまた，活用方法も含めてですね，御検討いただきまして，また，取組をお願いした

いと思います。

　�　次の③なんですけれども，次の質問で，ペットボトルのリサイクルごみの適切な仕方が分かるような
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チラシを全戸配布できないかということなんですけれども，令和３年度の年間ごみのカレンダーにはで

すね，ペットボトルのごみの出し方をこう，写真付きで載っていたんですけれども，これはちょっと市

民からの要望もございましたので，質問させていただいているところなんですけれども，この，ごみの

出し方をですね，再度こう，全戸配布できるような形ができないか，すいません，質問させていただき

ます。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，お答えいたします。ペットボトルを含むごみ出しのカレンダーにつ

きましては，年度内はじめに全戸配布を行っているごみ収集カレンダー，大島地区衛生組合が発行する

ごみ分別一覧，ホームページ，広報紙等で広報を行ってまいりましたが，令和３年度から奄美市公式Ｌ

ＩＮＥを活用した広報も行っております。収集日前日，または，当日朝に通知が来るごみ収集日のお知

らせや，公式ＬＩＮＥ上で分別内容を入力することで，即時に返答を行うごみ分別検索の二つの機能が

追加されております。議員御提案のペットボトルの出し方についてのチラシを全戸配布することにつき

ましては，広報紙を活用して案内の機会を増やすなど，対応してまいりたいと考えておりますので，今

後とも関係部署と協力し，よりスムーズで分かりやすい周知，広報を心掛けてまいりたいと考えており

ます。

９�番（栄　ヤスエ君）　はい，ありがとうございます。ＬＩＮＥは私もずっと活用させていただいて，毎

日，ごみ出しの日にちゃんと通知が来るようになっておりまして，本当に便利なＬＩＮＥでございます

ので，また，市民の皆様も活用出来たらなというふうには，本当にそういったツールも使いながら，ご

み出しがしっかりとできるような，スムーズにできるような形ですね，是非，取組を，また，再度，お

願いしたいと思います。やはり，島内で循環型ですね，無駄がないって言うんですかね，本当にこう，

いろんなごみ，ペットボトルとかいろんなごみも，不法投棄とかもありますけれども，しっかりと環境

に負荷のかからないような，また，ごみ出しの方法も考えていただきながら，また，進めていただきた

いと思いますので，よろしくお願いいたします。

　　これで，私の質問を終わります。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で，公明党　栄　ヤスエ君の一般質問を終結いたします。

　　これをもって，本日の日程は終了いたしました。

　　明日，午前９時３０分，本会議を開きます。

　　本日は，これをもって散会いたします。（午後３時４４分）
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は１９名であります。会議は成立いたし

ました。

　　これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分）

　　本日の議事日程は一般質問であります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。

　�　この際申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたしま

す。なお，重複する質問事項につきましては極力避けられますように質問者において御配慮をお願いい

たします。また，通告項目の積み残しのないよう時間配分をよろしくお願いいたします。更に，当局に

おかれましても答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われますようにあ

らかじめお願いをしておきます。

　　通告に従い，順次質問を許可いたします。

　　最初に，自民党新政会　奥　晃郎君の発言を許可いたします。

１�１番（奥　晃郎君）　市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。私は自民党新政会の奥　晃郎で

ございます。

　�　令和４年第３回定例会にあたり，一般質問を行います。一般質問を行う前に，私の所見を申し上げた

いと思います。新型コロナウイルスが国内での感染拡大から３年が経過しましたが，いまだに収束の域

に至らず，変異株の感染拡大により，国内の感染者は増える一方であります。とは言うものの，ここし

ばらく少なくなっているようではありますが，第７波に入ったと言われるＢＡ．５の変異株は，奄美

１２市町村での感染拡大はとどまることを知りません。その結果として，１０万人当たり感染者は県内

市町村では奄美の自治体が突出しております。奄美市でも１万人を超える現状にあることに不安を拭え

ない思いであります。規制緩和の中で観光客等の増加が感染者の増加につながっていることも一因と

なっていることと思いますが，落ち込んでいる経済の景気浮揚の対策を講じる必要性から，お互いが気

配りをしながら感染防止対策をしっかりと講じていく必要があります。

　�　奄美大島，徳之島，沖縄北部及び西表島の世界自然遺産登録から１年が経過しました。奄美の宝から

世界の宝となった奄美の自然をいつまでも世界に誇れるよう保存継承して未来に残していく取組の必

要性が高まっています。コロナ禍の中での登録ということもあり，規制のかかった中での観光客の足止

めもあり，奄美経済への波及効果も期待されたこととは程遠い状況にあります。自然をそのような環境

のもと，世界自然遺産登録から１年を迎えた，去る７月２６日に奄美の自然を疑似体験等ができる奄美

大島世界自然遺産センターがオープン，９月６日付けの地元紙の報道にはオープンから２万５，０００

人の方々が来館されたという報道もありました。情報発信基地として条件整備は整えました。世界の宝

を活用してコロナウイルス収束後の対策に向けて官民が一体となって取り組んでいくことが求められ

ているものだと思います。

　�　奄振法の期限を令和５年度末に控える中で，本市議会においても奄振法延長に向けて特別委員会を設

置し，取り組んでいるところでありますが，法延長に向けて住民等と一体的な取組が求められているも

のと思います。法延長を勝ち取りましょう。

　�　また，春の選抜高校野球に出場し，群島民はもとより島外の出身者等に感動を与えた大島高校の夢を

もう一度夏の甲子園出場への期待がかかった県予選で決勝戦まで勝ち進みましたが，惜しくも鹿児島実

業高校に惜敗しました。大島高校の活躍は手に汗握る思いで応援した人も多かったと思います。私も中

学・高校と野球をやっていた関係上，大島高校のこの試合は気合を入れて応援をしましたが，惜しくも

負けということであります。大島高校野球部の選手の皆さんの頑張りに感謝と敬意を申し上げます。

　　私の思いの一端を申し上げましたが，通告しております順に従って一般質問をさせていただきます。

　�　はじめに，先般８月８日に実施された中学生ひかり議会についてです。今回の議会は８回目でしたが，



− 134 −

このひかり議会の開催までの経緯と目的についてお尋ねいたします。

　　次の質問からは発言席において行います。

教育長（村田達治君）　おはようございます。議員の御質問にお答えいたします。

　�　中学生ひかり議会は，平成２７年度から本市の未来を担う中学生が自分の住む郷土の現状や将来につ

いて考え，模擬議会の体験を通して郷土を愛する心を育てるとともに，市政に興味関心を持つことを目

的として開催をしているところでございます。今年度におきましても各校の代表生徒１２名が堂々とし

た態度で質問に臨み，代表校３校による事例発表も行われました。各学校の代表生徒がこの体験で学ん

だことを生かしながら，今後の学校生活及び生徒会活動等をよりよくしていってくれるものと期待して

いるところでございます。今後も未来を担う中学生が郷土に思いを巡らし，議会の仕組みや本市の現状

に対する理解を深める機会として継続してまいりたいと考えているところでございます。以上でござい

ます。

１�１番（奥　晃郎君）　今，目的について答弁を頂きましたけども，今回このひかり議会が８月８日に開

催をされました。この８月８日という日にちをいかにして決定されたのかをお尋ねします。

教�育長�（村田達治君）　議員の御質問にお答えいたします。今年の中学生ひかり議会は８月８日，８月９

日，１日目がリハーサルということで本会議８月９日に開催をしたところでございました。御質問につ

きましてですが，開会日につきましては，昨年度の１２月から３月，昨年度末になりますけども，今年

度の年間行事予定を計画する中で決定をしているところでございます。今年度は，お盆時期や県及び地

区の行事との兼ね合いもございまして，８月９日の開催を決定し，年間行事計画に掲載をしていたとこ

ろでございました。開催時期につきましては，２学期になりますと各学校において生徒会の役員改選等

が行われ，３年生から２年生へと生徒会執行部の引継ぎがなされますので，その関係上，例年，夏季休

業中にひかり議会を開催しているところでございます。また，各学校におきましては，６月頃から生徒

会を中心に中学生ひかり議会に向けた質問書等の準備を行っておりますので，開催が近づいてからの変

更は難しい状況でありました。なお，今年度市長が出席できない日に開催をいたしましたことに関しま

しては，大変申し訳なく思っているところでございます。今後，開催日を決定する際には事前に関係部

署と連携を密に図りながら，打ち合わせを十分に行った上で決定をしていきたいと，そのように考えて

いるところでございますので，御理解くださいますようお願いいたします。以上でございます。

１�１番（奥　晃郎君）　今，教育長のほうからお話がありましたけども，私自身この８月９日の本番，こ

れについては傍聴もさせていただきました。私の思うところですね，なんで８月８日なのと。今，お聞

きしたところ，教育部のほうでもう日にちまで決定をされたようですが，この決定につきましては何月

の中旬だとか下旬だとかそこらへんを決めていただいて，後は庁内の各関係部署とですね，やはり調整

をして市長が参加できる日を設定すべきだったんじゃないかという思いであります。質問の趣旨は年１

回実施されるこの行事に，市内の中学生にとっては市長の目の前で発表ができる，学校はもとより発表

予定者にとっては大きな期待をもって臨んだというふうに思います。事前に市長は欠席ですよというお

知らせが各学校にあったのかどうかは別にしましても，市長の欠席の理由がミニ人間ドッグのようでし

たけども，未来ある若者たちの期待が裏切られたというような思いを持ったので，この質問をした次第

です。これは私個人だけではなくて，市民の一般の方もそういうふうに感じたことがあったということ

をお聞きしたので，ここで取り上げさせていただきました。次回の開催時にはしっかりした調整をして

いただき，首長である奄美市長が出席できる日を設定していただきたいということであります。

　�　それでは，次の質問に移らせていただきます。集落の活性化等に関することについてでございます。

人口減少は集落活動にも大きな影を落とし，人口増加対策は喫緊の課題となっております。人口減少の
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波をまともに受けているのは小規模集落であります。年間をとおした伝統行事の開催にも後継者不足等

で継承がままならない集落もあると聞いております。集落の活動は住民自治の原点であり，集落が衰退

していくことは奄美市の振興活性化にも影響を及ぼすことは当然にして予見できます。住民自治の原点

である集落活性化の観点から人口対策は避けて通れない問題であります。合併から１６年が経過する中

で人口は１万人も減少しております。それで，質問ですけども，奄美市の人口動態予測についてお聞き

したいというふうに思いますので，よろしくお願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　おはようございます。お答えいたします。御質問の本市の人口動態予測につ

いてでございますが，議員御案内のとおり，平成１７年のこの国勢調査における旧３市町村の人口の

合計は４万９，６０６人でございました。令和２年の国勢調査におきましては４万１，３９０人となっ

ておりまして，１５年間で約８，２００人減少をしているところでございます。地域別将来推計人口

を発表しております国立社会保障・人口問題研究所，いわゆる社人研と言っておりますけれども，そ

こが平成２７年の国勢調査をもとに平成３０年度に推計をした本市の人口動態では，２０３０年は

３万４，２６２人，２０４０年は２万８，３２３人と大変厳しい推計が示されております。全国的にも

２００８年に初めて日本の総人口が減少に転じており，本市においても人口減少は避けられないものと

存じますが，近年の国勢調査における本市の人口減少率の推移を見ますと，平成１７年と平成２２年の

比較で７．０５パーセントの減少率でございました。これが平成２２年と平成２７年の比較では６．４３

パーセント，また，平成２７年と令和２年の減少率の比較でございますが，では，４．０９パーセント

と人口減少の流れの中にあっても人口減少率の改善，すなわち，人口減少スピードの抑制が図られて

きているところでございます。加えて，本市の令和２年の国勢調査におきましては先ほど御紹介いたし

ました，社人研が示した推計人口４万２６８人を上回る結果となっております。このことは，陸上自衛

隊奄美駐屯地開設による一定数の人口確保の効果と併せて，年齢層ごとの転入と転出の差を見てみます

と，２２歳から６０歳まででは転入のほうが超過が続いているというところでございます。また，１８

歳から２１歳までの転入と転出の差，高校を卒業する年代でございますが，それについても減少してい

るということなどによるものと推定をしております。以上でございます。

１�１番（奥　晃郎君）　御丁寧な説明ありがとうございます。人口予測が当たらないことをお祈りしてお

ります。そのためにはですね，人口減少の歯止めの対策をどう考え，人口増加に向けての対策をどう講

じていくかの問題についてはＵターン，Ｉターンと人口増加対策と具体的な取組，これがもしあればお

答えいただきたいというふうに思います。

総�務部長（三原裕樹君）　人口増加対策と具体的な取組についてでございますが，本市におきましては奄

美市「攻め」の総合戦略２０２０に基づき，人口減少対策に関する各種施策を展開しているところでご

ざいますが，大きく二つの取組に分けてお答えをいたします。

　�　一つ目は，安心して子育てができるよう子育て世代を支援する取組，二つ目は移住・定住に関する取

組，この二つでございます。

　�　一つ目の子育て世代を支援する取組といたしましては，０歳から高校生までを対象とした医療費無償

化の子ども医療費助成事業，３歳から５歳までの保育所，幼稚園等の保育料等の負担軽減を行う幼児教

育無償化事業，高校生の通学バス代の支援を行う高校生遠距離通学支援制度，不妊治療に係る交通費等

を助成する不妊治療費等助成事業，また，出産・育児に係る様々な各種健康診査への助成や見守り体制

の強化，笠利・住用における新たな保育施設の整備に向けた具体的な取組も進めております。

　�　次に，二つ目の移住・定住に関する取組につきましてでございますが，定住促進住宅の整備，住宅購

入費やリフォーム費用への助成，関係団体と連携した空き家バンク制度など住居確保支援に努めている

ところでございます。また，移住を希望される方の本市での円滑な就職支援を行う就業体験支援補助事
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業，奄美創業塾による起業支援，更には，フリーランスといった新たな働き方の支援も図っておりま

す。加えて，漁業担い手育成支援事業や農業次世代人材投資事業といった新規の漁業者，就農者への支

援，人材確保や育成のための島外での資格取得を助成するキャリアアップ助成事業などを実施し，多様

なニーズに応える仕事支援も行っているところでございます。このように移住を検討・希望される方々

に対する直接的な支援に加え，ワークスタイルラボの活用や民間施設への環境整備補助をとおしたワー

ケーションの推進，学生スポーツ，ゼミ，合宿誘致助成事業による大学等学生の研究フィールドワーク

の活性化などにより将来の移住希望者となりうる関係人口づくりも推進しております。人口減少対策と

いたしましては子育て環境の充実，住居，仕事，関係人口づくり等，多方面からの取組が必要であると

考えておりますので，引き続き様々な事業に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございま

す。

１�１番（奥　晃郎君）　いろいろな今，対策といいますか人口を増やすための事業が行われているようで

あります。私のほうにもですね，奄美に移住をしたいという相談がここ１年以内に３，４件ありました。

しかしですね，その人たちが入れる家がないんですよ。なぜって，独身だからですよ。なかなかその独

身が入れる住宅がない，それは一般の住宅の賃貸はあるでしょうけど，なかなかその安くない，高いと

いうことで二の足を踏むという形になってしまいました。これは奄美市だけではなく，その人たちを龍

郷町にも連れて行って相談したんですけども，龍郷町でも同じような状況でありました。それと家族連

れが島に帰りたいと，これはＵターンですけども，住宅に入れないかという相談を何件か受けましたが，

収入が多いんで住宅には入れないという話でしたね。なぜかというとやはり都会で生活をするとそれな

りの所得がある，所得税等に引っかかるということで帰って来れない，もちろん所得というのは前年度

の収入で決まるものであって，じゃあ島に帰って今年それだけの稼ぎがあるのかということを考えれば

ですね，その一般の住宅を借りられるほど余裕はないということで二の足を踏むという状況でしたね。

そういう事例もありますよということをここで申し上げておきたいというふうに思います。人口減少の

要因の一つとして少子化の問題もあると思いますが，その要因としてはやはり働く場所が少ないことか

ら若者が定着しないということも考えられると思いますが，合併を踏まえ，住用・笠利地区の特色を生

かした農業，漁業等を活用した新たな雇用創出は考えられないのかお聞きします。

農�林水産部長（竹元康晴君）　おはようございます。それでは，新規就農者，漁業就労者への育成につい

てお答えをいたします。本市の主な新規就農者の育成につきましては，農業大学校など農業を専修する

教育機関に就学する者に対する奨学金の支給や，公益財団法人奄美市農業研究センターで実施している

２年間の農業研修などを通じて次世代を担う農業者の育成確保を図っているところでございます。市農

業研究センターの研修期間中は年間最大１５０万円を県が交付する就農準備資金の活用や，資金の対象

とならない研修生に対しましては市が研修助成金の交付を行っており，合併後，平成１９年度から今年

度までの１６年間で４１名の農業研修生がいらっしゃいます。

　�　次に，研修終了後の新規就農者に対しましては，巡回指導によるより細やかな技術支援を行うととも

に，市の所用するハウスの無償貸付や年間最大１５０万円を最長３年間交付する経営開始資金の交付，

補助事業による機械の取得や施設整備などの支援を行い，円滑な就農定着を図っております。

　�　次に，新規就漁業者の育成と漁業従事者の育成内容についてお答えをいたします。漁業者への支援と

しまして主に二つの事業がございます。まず，新規漁業就業者への支援といたしまして奄美市漁業担い

手育成支援事業を実施しております。この事業は正組合資格の取得後３年以内の新規漁業者を対象とし

た事業であり，支援内容といたしましては，対象者の方へ２０万円の奨励金及び３年間の水揚げ手数料

を補助するものであります。実績といたしましては，令和３年度は奨励金が２名，手数料補助が４名と

なっております。また，漁業就業者全体への支援といたしまして本年度より漁業経営安定化支援事業を

実施しております。事業内容といたしましては，漁業協同組合の正組合員を対象に漁業に必要な漁具や
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餌，氷，燃油，セーフティーネット事業などに係る経費の２分の１以内で上限を１０万円まで交付する

ものであります。今後とも新規就農，漁業就労者の育成について関係機関と連携し，集落の活性化が図

れるよう努めてまいりたいと思っているところでございます。以上です。

１�１番（奥　晃郎君）　よく分かりました。特に漁業者等に対する補助ができてないよと前回の質問で私

しましたけども，次年度からということでそれが実施されるようになったということについては，漁業

者の方からありがとうございますというお言葉も聞いておりますので，また，何かの時にはよろしくお

願いをいたします。

　�　人口が減少していく中で空き家，それから廃屋が増えてきていると思います。集落の安心・安全から

の視点，または，集落の活性化を図る一環としての活用なども考えられると思いますが，過去に空き家

調査もなされました。その結果についてもここで前回の質問時に答弁を他の議員が頂いてますけども，

どのような取組がなされたのか，その中でどのような問題点があったのか，あるいは今後の対策につい

てお尋ねをします。よろしくお願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　御質問の市内空き家の状況につきまして，先ほど議員からもございましたが，

令和元年度に空き家等実態調査をいたしまして，１，０４９件の空き家を確認しております。そのこと

を踏まえ，奄美市空き家等対策協議会を設立し，弁護士，建築士，警察，宅建協会等の関係機関と連携・

協力を行い，空き家問題に対応する体制を整え，令和２年度には空き家等対策計画を策定し，総合的・

計画的な空き家等対策を行ってまいりました。まず，空き家の利活用につきましては令和３年度までに

移住・定住住宅購入費助成事業におきまして２８件１，７００万円，それから，移住・定住住宅リフォー

ム等助成事業において４０件３，３７６万３，０００円，合計で６８件５，０７６万３，０００円の家屋に

対し，助成を行い，空き家の利活用と同時に移住・定住並びに地域の活性化を推進してまいりました。

また，利活用が難しい空き家，この対策といたしまして，昨年度より危険空き家等除却助成事業を開始

しまして，危険な空き家の除却を推進しているところでございます。昨年度は７件２０９万５，０００

円を助成し，今年度は６月末申込を締め切りまして１０件に対して認定を行ったところでございます。

また，新たな取組といたしまして，空き家等実態調査をもとに８００件の空き家所有者や相続人に対し

て空き家を放置することの問題性，また，対策方法を伝える啓発チラシの配布及び空き家対策について

の講演や個別相談を行うイベントなども年内予定をしております。更に，今後は空き家の賃貸や売買の

促進により地域や経済が活性化することを目的に，公益社団法人鹿児島県宅地建物取引協会と空き家等

の対策に関する協定を締結し，奄美市が保有する空き家情報等の共有が図れないか検討をしているとこ

ろでございます。今後も取組を強化，継続させていくことで空き家発生の予防，適切な管理，除却の促進，

活用による地域活性化に努めてまいりたいと存じます。

１�１番（奥　晃郎君）　よく理解できました。それでは，次の質問に移らせていただきますが，この集落

活性化に向けて集落民だけでは限界があることも考えられます。集落活性化アドバイサー等を配置し

て，取り組んでいくことは考えられないかお聞きをします。

総�務部長（三原裕樹君）　本市において集落は奄美の特色を高める固有文化を多く持っていることから，

その伝承を絶やさないためにも人口減少問題，そして，集落活性化に取り組むことは大変重要と認識し

ております。地域の活性化は集落からをコンセプトに一集落１ブランド事業に取り組んできておりまし

て，市内２１集落にある２２の島の宝がブランドとして認定されております。また，市民が主体となっ

て行う事業を応援する制度である，紡ぐきょらの郷（しま）づくり事業では昨年度実績といたしまして

Ｕ・Ｉターン者の受入による地域活性化を目指して空き家改修が行われた他，地域の景観向上を図った

事業などが採択なされております。加えて，昨年の奄美・沖縄世界自然遺産登録を契機とし，住用・笠
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利両地区の特性を生かしたまちづくりの方向性を定めるため，市長のマニフェストでも示されました地

域創生戦略，この策定につきましても，地域協議会をはじめとする市民と市長のふれあい対話などをと

おして検討を始めたところでございます。本市の職員につきましても各集落における一住民でございま

す。多くの職員が集落活動などにも参加をし，地域の皆様とともに日頃からの活動にも取り組んでおり

ます。地域の困りごとなどございましたら，これまで同様まずは職員にも相談をいただけると幸いでご

ざいます。いずれにいたしましても，御質問の地域活性化アドバイザーにつきましては，市役所ＯＢ含

めまして新たな活躍の場の創出ということでも有益なものと考えておりますので，今後検討させていた

だきたいというふうに考えております。

１�１番（奥　晃郎君）　分かりました。ただ，今，最後にお答えをいただいた地域アドバイサーですね，

私の言いたいところはそこだったんですけども，やはり集落の人たちだけでは中々今まで継続している

ことを変えるということが中々できない，他の人が見てこの集落にはこういう要素があるね，これをこ

うした方がいいんじゃないのとかもそういう意見を言ってくれるような人，こういう人をしていただい

て集落の活性化を目指してほしいなという思いから質問をいたしました。

　�　次の質問に移らせていただきます。防災対策についてでございます。災害は忘れた頃にやってくると

言います。台風シーズンに入り，台風の発生状況が気になりますが，今年はこれまで１１個の台風が発

生しておりますが，幸いにして奄美への上陸・接近は少なく，少なくと言いますか，なく，安堵してお

ります。しかしながら，気象庁予測では年間２９個の台風が発生するようであります。まだまだ安心で

きません。奄美への上陸がないことを祈っております。台風・集中豪雨・地震がいつ発生するか分かり

ません。有事に備えて普段からの心構え，準備が欠かせないと思います。政府の地震調査委員会は，日

向灘など九州周辺や南西諸島海溝周辺の地震活動については発生確率は不明だが，マグニチュード８程

度の地震があり得ると発表しております。今年の１月１５日に発生した南太平洋トンガ沖の海底火山で

大規模噴火が発生し，気象庁が奄美群島，トカラ列島に津波警報を１６日未明に発したことから，深夜

ということもあり，市民は高台ヘの避難に騒動したことも記憶にありますが，普段からの備えが不可欠

であります。過去の経験を踏まえてその後検証もされていると思いますが，これらを踏まえて質問をい

たします。なお，前回質問で回答をした事項については省いても結構でございます。南太平洋トンガの

海底火山噴火津波警報の際にアンケート調査がなされたと思いますが，その結果を踏まえてどのような

対策，防災計画の見直しがなされ，それがどのように市民に周知されたのかをお尋ねします。

総�務部長（三原裕樹君）　御案内のアンケートにつきましては本年１月の津波警報に伴い，一人での避難

が困難な方の避難を促進していくことを目的に，地域の行政協力員，嘱託員，駐在員の皆様に対し，ア

ンケートを実施し，６０の地域から回答を頂いております。その中で住民の避難については，回答を頂

いた中の約８割が避難行動を行っており，一人での避難が困難な方の避難の手助けを実施をしたという

地域が約４割でございました。また，一人での避難が困難な方に対する避難支援の取組があり，または，

進めている地域が約４割，また，避難行動要支援者が災害時にどのように避難するかを定めた個別避難

計画策定の必要性を感じている地域が約７割と，その必要性を感じている結果となっております。アン

ケート結果を踏まえ，改めて避難行動要支援者への避難計画の支援などの重要性を再認識したところで

ございます。このようなことから，本年５月には住用・笠利地区において避難行動要支援者への個別避

難計画について広報・周知を行い，また，名瀬地区の大熊町内会と小湊町内会においては個別避難計画

の前段となる地域防災計画を策定中でございます。今回の津波警報を教訓として，地域防災計画につい

て適宜見直しを図りながら，市民の皆様の安全・安心に努めてまいりたいと存じます。以上でございま

す。

１�１番（奥　晃郎君）　前回この質問等については結構同じような回答を頂いているのでよく理解できま
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した。特にですね，これで集落内の指定された避難場所，これは津波の避難場所として適切であったの

か，また，適切でなかった避難場所，これらは見直しはされたんですよね。

総�務部長（三原裕樹君）　本市におきましては指定避難場所ということで１４４か所ございます。この指

定避難場所につきましては，本市の地域防災計画において最大の津波避難リスク想定から，市民の皆様

が安全に避難できる高台として指定をしております。本年１月の津波警報の際には，津波避難場所とし

て名瀬地区内の５か所の高台にて車避難での渋滞が発生いたしました。このことを受け，主要５か所の

現場にて奄美警察署，陸上自衛隊奄美駐屯地，大島地区消防組合，消防団の関係機関とともに当時の状

況を踏まえ，現場検証を行ったところでございます。その中で渋滞につきましては，緊急避難場所に向

かう途中に路側帯へ駐車をしたため後続車両に渋滞が発生したということが判明しております。津波避

難につきましては，本市の地域防災計画に基づいた徒歩避難を基本といたしますものの，今回の深夜で

の避難行動の在り方など，現在専門的な知見もいただきながら課題解決に取り組んでいるところでござ

います。指定避難場所の見直しというよりは，今回渋滞になった理由，そこを検証いたしまして，今後

渋滞にならないような避難の在り方，そこを今，知見を頂きながら課題の解決に向けて取り組んでいる

というところでございます。以上でございます。

１�１番（奥　晃郎君）　よく分かりました。次，（３）の奄美市内の集落等の自主防災組織の現状について

は昨日他の議員からの質問で答弁いただいてますので，なしということでお願いします。

　�　次ですね，台風被害防止の観点から無電柱化についてでございます。台風銀座と言われる奄美群島は

これまで台風被害等で電柱が倒壊し，数日間停電し，不便を来たした生活を経験した人は多いと思いま

す。市街地においては遅くても翌日には停電が解消され，普段の生活に戻りますが，笠利地区の集落等

においてはひどい時には１週間近くの停電を余儀なくされたこともあります。停電解消の一つの対策と

して電柱の無電柱化が考えられます。これまでも過去に電柱の無電柱化を提案しましたが，現段階にお

いては難しいという答弁を頂きましたが，他の自治体においては台風被害防止対策，観光対策の一貫と

して無電柱化に向けて検討している自治体もあると聞いております。財源対策等厳しいということであ

りますが，補助事業，辺地債，過疎債等有利な地方債の対象事業として取り組めるよう要望していくこ

とも必要ではないかと思います。無電柱化について検討していく考えはないのか再度お尋ねをいたしま

す。

建�設部長（濱田洋一郎君）　それでは，お答えいたします。議員御指摘のとおり，防災の観点からも無電

柱化の推進につきましては景観も含めて今後のまちづくりを進めていくということで重要な課題であ

るということは認識しております。県はこれまで本土の都市部で無電柱化を進めておりまして，令和２

年度からは和泊町と与論町の一部の県道で無電柱化に着手しております。本市では鹿児島県無電柱化協

議会に加盟して関係機関と検討・調整を図るとともに情報収集等に努めているところでございます。こ

れまで末広・港土地区画整理事業やマリンタウン整備事業に併せて検討は行ったところでございますけ

れども，費用負担の問題などから実施には至らなかったということでございます。なお，財源につきま

しては国の電線共同溝整備事業の活用及び議員御案内の有利起債等の利用が考えられます。今後とも他

地域の事例について情報収集を図りながら調査・研究に努めるとともに，まずは，緊急輸送道路に位置

付けられている国道・県道の無電柱化について要望を行ってまいりたいと存じますので，御理解のほど

よろしくお願いいたします。

１�１番（奥　晃郎君）　分かりました。奄美市内すべてを無電柱化にしろというのは無謀な要望かもしれ

ません。必要なところをですね，特定をしてここについては無電柱化が必要だなと思われるようなとこ

ろを検討をしていただいて，少しでも前進していただくよう要望してこの質問を終わらせていただきま
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す。

　�　次ですね，陸上自衛隊奄美駐屯地開設３周年を経過をして，陸上自衛隊奄美駐屯地，瀬戸内分屯地が

開設されてから３年が経過しました。奄美駐屯地，瀬戸内分屯地の役割は南西諸島の防衛体制の強化を

目的とされており，その役割は昨今のロシア，ウクライナ，北朝鮮，中国，台湾など日本近海で活発化

する近隣諸国での軍事活動に緊張感が増してる中で重要な役割を担ってるものと理解しております。自

衛官ＯＢである私にとりましては，昼夜を問わず国防に努めている後輩たちに敬意を表するものであり

ます。自衛隊が駐屯して３年が経過する中，これまでの経緯を踏まえて質問をいたします。陸上自衛隊

が駐屯したことに対する安田市長の自衛隊に対する期待と自衛隊に対する考え方をお聞きしたいとい

うふうに思います。建前の回答ではなくて，本音でお聞きをしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。

市長（安田壮平君）　おはようございます。奥　晃郎議員の御質問にお答えいたします。

　�　奄美駐屯地の開設につきましては安全保障上緊張が高まる南西諸島の国際情勢に鑑み，南西地域の防

衛の空白地帯の解消を図り，我が国の平和と安全を確保するためのものだと認識しております。奄美駐

屯地開設後は子育て世代も増え，隊員や御家族の皆様による消費効果に加え，清掃活動や行事，イベン

トなどにも積極的に参加するなど地域の方々からも非常に喜ばれ，地域に活力を与えていると伺ってお

ります。また，本市が行う防災訓練への参加や災害対策本部への連絡員派遣など地域の安全にも御協力

いただいているところです。このように奄美駐屯地は市民の暮らしと安全に大きな役割を果たしてお

り，これからも連携・協力しながら安心・安全で活力ある地域づくりに取り組んでまいりたいと存じま

す。以上，よろしくお願いいたします。

１�１番（奥　晃郎君）　自衛隊が駐屯したことによる経済効果，この辺も市長感じているようであります

が，どの程度の効果があったのかをお尋ねします。

総�務部長（三原裕樹君）　御質問の経済波及効果についてでございますが，まず，市民税につきましては

令和４年度調定額といたしまして約６，３００万円，また，普通交付税につきましても駐屯地開設に伴

う隊員及びその御家族の人口影響分などとして約１億１，０００万円と試算をしております。また，隊

員及び御家族の消費活動による経済波及効果についてでございますが，隊員３５０名と仮定をし，１

世帯かつひと月あたりの消費額を全国消費実態調査等を参考に１７万５，０００円と推計した場合，約

９億３，５００万円の経済波及効果があると試算しております。その他にも駐屯地内の食堂等への食材

や資材の授与，更には，そこで働く雇用効果等による経済効果等もございますので，奄美駐屯地の経済

波及効果については大きいものと考えております。

１�１番（奥　晃郎君）　よく分かりました。今の隊員の数でそれぐらいの効果があるということですから，

自衛隊の必要性はよく理解していただいているものと思っておりますので，瀬戸内町長ですかね，瀬戸

内町として防衛庁にいろんな要望をしているようでありますが，この奄美市においてもですね，こうい

う効果を見込んでの何かの要望も必要じゃないかなと，今回と畜場の建設に関しても防衛省の予算が絡

んでくることもありますので，こういうのを大いに利用してこの奄美市の発展につなげていけたらいい

なというふうに思います。また，各隊員が居住する自治会等にもいろんな効果があったというふうに思

います。特に，私も慰霊碑の清掃等，隊友会が主催をして実施をして参加したんですけども，隊員の方々

が約２０名来られまして，我々だけでやったらそれこそ半日ぐらいかかりそうな作業ですね，１時間

ちょっとで終わらせたということもあって非常に有り難く感じているところであります。その辺も踏ま

えて自衛隊に対する自治会あたりの期待することについて，何かないのかお尋ねをします。
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総�務部長（三原裕樹君）　議員からもございましたが，先月赤崎公園にある奄美群島殉国者慰霊塔におき

まして，自衛隊員の方々が朝早い時間から現場周辺の清掃や草刈りを行っていただいたということを

伺っており，心より感謝申し上げたいと存じます。また，宿舎のある自治会等での清掃活動や行事等へ

御家族とともに積極的に参加されるなど地域の方々に大変喜ばれているとも伺っております。更に，コ

ロナ禍の中で実施されているおしごとテーマパークや商店街夏祭りなどのイベントへも，感染防止対策

を徹底し，参加されるなど地域に根差した活動にも積極的に参加しておられます。今後も自衛隊員の皆

様には本市の防災面はもとより，地域の一員として一緒に活性化に寄与していただけるものと期待をし

ております。

１�１番（奥　晃郎君）　それでは，最後の質問になりますけども，自衛隊の役割の一つが災害派遣制度で

あります。離島である奄美市においては災害が発生した時には自衛隊の協力は不可欠であると思いま

す。災害時に自衛隊災害派遣要請の体制についてお尋ねをします。

総�務部長（三原裕樹君）　御質問の災害派遣要請につきましては三つの要件，公共性，緊急性，自衛隊で

なければできない非代替性を満たす場合に，要請の内容及び被災情報に基づいて防衛大臣等により派遣

が決定されることとなっております。本市におきましては台風常襲地帯であり，災害リスクが非常に高

い地域でもございます。このような中，本市が災害対策本部を立ち上げた際には連絡員として奄美警備

隊の隊員が派遣され，逐一警備隊本部との情報共有がなされているところでございます。また，本年１

月の津波警報においては約６０名の隊員が奄美駐屯地に非常参集し，津波被害の情報収集，災害派遣の

出動準備にあたっていただいた他，奄美駐屯地の体育館を急遽避難場所として市民に提供いただくなど

御協力をいただいているところでございます。今後におきましても，日頃から自衛隊との情報共有を図

るとともに，緊急時に適切な対応が取れるよう引き続き連携をしながら各種事案に対応してまいりたい

と考えております。以上でございます。

１�１番（奥　晃郎君）　ありがとうございます。やはり日頃のお付き合いというのが非常に大事かなと思

います。そういうことに関しても避難訓練等やはり実施をして，何かの時にはすぐ災害派遣の要請がで

きるよう準備をしていただければいいかなというふうに私自身思っております。これで私の一般質問を

終わらせていただきます。ありがとうございます。

議長（西　公郎君）　以上で，自民党新政会　奥　晃郎君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩します。（午前１０時２９分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１０時４５分）

　　引き続き，一般質問を行います。自民党新政会　竹山耕平君の発言を許可いたします。

１�２番（竹山耕平君）　市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。自民党新政会の竹山耕平でござ

います。まずは，字句の訂正をお願いいたします。３点ございます。（２）の金作原の金の文字が近い

の近になってます。金にお願いします。次に，２，教育行政（１）の②保証の字句を補う，償うの補償に。

そして，最後に，（２）の①前項調査の前項を全部の学校の意味の全校という字句にお願いいたします。

申し訳ございませんでした。

　�　続きまして，少々所見を申し上げます。昨日伊東議員からもありましたように７月８日，安倍晋三元

総理大臣が銃撃により死亡されました。心から御冥福をお祈りいたします。安倍元総理につきましては

２０１４年，平成２６年４月に当時の補欠選挙の際に奄美に来島されました。会場には約３，０００人

を超える方々がお集まりになり，会場を後にする際には会場から沿道まで続く長い距離にお集まりに
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なっていた皆様に対し，お一人おひとりと笑顔でしっかりと握手，そして，笑顔で会話を交わしていま

した。また，演説の際にせっかく奄美に来たんだから鶏飯を食べて帰りますというお話があったもので

すから，近くの鶏飯屋は一軒でありましたので，その鶏飯屋の周りにも多くの皆様がですね，沿道にお

集まりになり，しかし，安倍元総理大臣はその方々とも沿道を歩きながら一人ひとりと握手し，笑顔で

会話を交わしていたことを記憶にあります。本当に人間味溢れたお優しい方だったことを本当に覚えて

おります。また，奄美市内においても多くの方々から御意見，そして相談があったこともあり，自民党

本部そして，鹿児島県連とも話し合いをした中で，７月下旬から８月上旬までの約２週間記帳所を開設

させていただきました。その記帳所にも約３００名を超える方々が御来場され，御記帳をいただき，心

から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。国葬につきましてはこれまでも同僚議員

からあるように，岸田総理が自ら国民の皆様へ丁寧に説明を行うと申しておりますので，しっかりとそ

の責任を果たしていただきたいと存じます。それでは，一般質問，個人質問に入ります。

　�　はじめに，市長の政治姿勢についてお伺いいたします。今回の最初の質問においては８月１日より副

市長に就任されました，諏訪哲郎副市長に直接質問をさせていただき，諏訪副市長の御言葉で本市に対

する御見解や思いをお聞かせいただければと思いますので，よろしくお願いします。初日に同会派の永

田清裕議員から同様の質問をされておりますが，私からも質問をさせていただきます。

　�　それでは，最初の質問として，就任されてから１か月が経過いたしましたが，現在の本市へ対する御

見解，御理解，御認識をどのように捉えておりますか。また，就任後初の定例議会一般質問を通してこ

の議員と当局とのやりとりを通じて感じることもあったと思います。その点なども含めて御答弁をお聞

かせいただきたいと思います。

　�　なお，今回３点質問を用意させていただきましたが，就任されてまだ１か月しか経っていない，され

ど１か月経ったということを十分に私自身理解をしながら今回質問をさせていただきたいと思います。

またですね，副市長人事につきましてはやはり３月の定例議会経て，５月，６月頃から安田市長がしっ

かり動きをされて，７月中旬には安田市長のほうから各会派全議員への働きかけも始まっており，その

頃あたりからは諏訪副市長もですね，奄美市に対しての意識も，心も体もスイッチも少し切り替わった

ものだと思いますので，そのことも含めて御答弁をよろしくお願い申し上げます。

　　次の質問より発言席にて行います。

副�市長（諏訪哲郎君）　おはようございます。就任から１か月が経過し，本市に対する見解，理解，認識

をどのように捉えているかとの質問についてでございます。

　�　改めまして，奄美市副市長としての重責を担わせていただいてから１か月が経過いたしましたが，こ

の間，市長との対話，部課長からの市の重要事項に関する説明をとおして，本市の課題ごとの実態，背

景の把握に努めているところでございます。職員との対話，また，現場での課題解決に向けた議論をと

おし，先の地元紙の取材でもお答えいたしましたけれども，課題への精通も含めて本市の職員は非常に

優秀であると感じているところでございます。加えて，合併以降の行財政改革の取組も含め，財政健全

化にも着実に取り組まれておられるものと認識しております。就任直後には奄美大島５市町村が独自に

設定するコロナ警戒レベルを最大の５に引き上げる決定もございました。この中で私自身，県における

初期の新型コロナ対策に携わってまいりました経験をもとに，職員とともに新型コロナ感染防止対策と

社会経済活動の両立に向けて，市として，奄美大島５市町村として取り組んでいくことについて議論を

させていただきました。一連の意思決定や職員間の情報共有が，県にいた私にとっては非常に速やかだ

というふうに感じたところでございます。また，先ほど今回の議会における一般質問での議員と執行部

との一連のやりとりについての所感についてお尋ねがございました。県の本会議の答弁と違いまして，

奄美市の市議会のこの一般質問の答弁というのが一問一答のスタイルで非常に生き生きと行われてい

るということに非常に感銘を受けたところでございます。私も早くこの答弁に慣れてですね，皆様の御

質問，正しくお答えできるよう努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
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１�２番（竹山耕平君）　副市長ありがとうございました。お話しされる言葉の力と申しますか，永田清裕

議員がですね，質問した時に比べてすごいスムーズにまた，力強くですね，生き生きと答弁されている

なという第一印象でした。やはり永田議員からの質問は少しプレッシャーになってたのではないのか

と。ありがとうございます。今のことを含めてですね，御理解と御認識そしてそういった形をですね，

副市長なりに最初に申し上げましたが，やはり心も体もスイッチが切り替わってるなというふうに思い

ましたので，まずは，そのことも含めて次の②の質問にさせていだきます。

　�　副市長がですね，奄美市について，また，奄美群島について，奄美について，やはり鹿児島県庁職員

の時代から今日に至るまで，県庁職員から奄美を見た感想，思い，そういったものと，やはりスイッチ

が切り替わった後の今現在の職に就いた，今の答弁にもございましたような考え方は全く別物だろうと

いうふうに思います。実際に副市長に就任されてから本市の課題を，今も少し若干出ましたけど，どの

ように考えて感じておられますか。また，課題というものはその課題を解消することによって奄美の可

能性を無限大に広げることができるというふうに思いますので，その点についてこの１か月，２か月を

通じてですね，御見解をですね，御見解と申しますか，その間に少し自分なりに検証・分析されたこと

があるのか，お示しをお願いしたいと思います。

副�市長（諏訪哲郎君）　まず，県政に携わる立場として認識していた本市の課題について２点述べさせて

いただきたいと思います。一つは県全体として取り組む地域の稼ぐ力の向上に向けて世界自然遺産登録

の効果をどのように発揮するかという点でございます。もう一つが私のこれまでの職務経験上，本市の

みならず，離島地域に共通する課題ではございますが，航空路線の充実，確保という点でございます。

稼ぐ力の向上につきましては，世界自然遺産という価値を発揮していくことに加え，環境文化と表現さ

れる文化や食などそのポテンシャルは大変大きなものだと，ここ奄美市での生活をとおして実感してい

るところでございます。また，航空路線の充実確保についてでございますが，新型コロナの影響により，

一部減便など厳しい状況ではございますけれども，大手航空会社間のコードシェアが始まるなど，将来

的にはコロナ感染前の状況に回復していくことを期待しているところでございます。ただ，就任直後に

予定しておりました市民と市長のふれあい対話が新型コロナ感染拡大防止の観点から延期されるなど，

私自身楽しみにしておりました地域の皆様との対話の機会が制限されているところでございます。市長

が市民の皆様に示している対話と連携，そして挑戦という行動指針を私自身も心がけながら，地域発展

の礎となる課題の掘り起こしとその解決に努めてまいりたいと考えております。

　�　次に，副市長として就任して以降，本市の現状及び課題として認識していたことについてでございま

す。一つは財政構造上の現状及び課題として，本市予算に占める扶助費の割合が高いということ。もう

一つが組織マネージメントの現状及び課題として，人事評価制度に関してこれまでの経緯を踏まえた適

正な運用，それと併せて更なる活用に検討の余地があるということでございます。これらについては今

後，関係部局と分析や協議を進めてまいりたいと考えております。

１�２番（竹山耕平君）　ありがとうございます。しっかり県庁の職員の時代からしっかりと奄美のことを

気にして，昨日の伊東議員からもありましたように，やはりその航空路の充実確保の面も含めてですね，

しっかりと県全体のことを把握されてきたんだなと，そして，また，その課題を解消，そして，また，

地域地域の特性の個性を引き伸ばすための努力もされてきたんだなあと，そういったものに費やしてき

たという思いをしっかりと受け止めることができました。また，奄美市に対してもですね，この財政の

健全化，また，分析，そして，また，いろんなそういう組織マネージメント，そういったものについて

も是非職員との対話，また，市民との対話を通じて，今後もまずは信頼，信用だと思いますので，是非

頑張っていただきたいなと思うところでございます。

　�　それでは，次の③の質問させていただきます。次にですね，安田市長以前の副市長人事の在り方につ
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いてはこれまでもですね，やはり３月の議会，または，６月のこの臨時議会など安田市長とのやりとり

の質疑の中でですね，多くの議論が交わされてきたものと思います。安田市長の強い思い入れによって

今回の諏訪哲郎副市長の就任がなされました。今回の副市長人事に伴う，これまでとは違う副市長人事

の在り方をとおしてですね，御自身に課せられた使命とは何ぞやというふうにお聞かせいただきたいな

と思います。また，今もこのうちの答弁にも含まれましたが，この任期中の４年間に自分に課せられた

使命を取り掛かるものとして，また，重点的に行いたいもの，これまでのやはり県庁職員時代からも得

意分野というものを持ってると思います。そして，それが奄美をどうやって引き伸ばすことができるの

かというふうにもつながると思いますので，その部分も含めてですね，お聞かせいただきたいと思いま

すが，また，４年後を見据えた時に任期はとりあえずまず１期４年とありますので，この４年後にどの

ような奄美市がどのような姿に想像されること，なっておられること，が今回の御自身の今回の安田市

長の人事・任命が成功されたというふうに市民に示すことができるのかというふうに，私はそこがやっ

ぱり結果的に見れば今回の人事，本当に大成功だったよねと，安田市長の判断間違ってなかったよねと

いうふうに市民にどういうふうな形で示すことができるのかと，その４年後を見据えた逆算をしたこの

１年目をどうスタートさせるのかというふうにも，そこは大事なことじゃないかなと思いますので，お

聞かせをいただきたいなと，市民とまた，議会に対してもですね，お聞かせをいただきたいなと思いま

す。

　�　以前ですね，遠目塚助役の例が例えとしてよく出されましたが，あの当時は本当に現在のですね，奄

美の根幹となるこの社会整備のインフラを中心に推進するためのある意味特命としてですね，位置付け

られて，現在の奄美振興を形として姿として残っている，現しやすかった面もあると思います。諏訪副

市長が思う形，奄美市の姿，どのように描こうとしているのでしょうか。お示しいただきたいと思いま

す。

副�市長（諏訪哲郎君）　副市長の外部登用につきましては先ほど御案内のとおり，平成１８年に誕生した

奄美市では初めて，３市町村の歴史を振り返っても昭和５７年８月から昭和６１年３月の３年７月に及

ぶ名瀬市助役以来のことと存じております。そのような中，県からの副市長登用にあたっては市長から

の御説明にもありましたとおり，これまでの奄美市として培ってきた伝統を礎とした新しい取組を進め

るうえでの御判断であると重く受け止めているところでございます。このことから私自身に副市長とし

て課せられた使命といたしましては，安田市長をしっかりと支えながら職員とのコミュニケーションを

深め，市長が目指すまちづくりに向けて市民，市役所，一丸となって取り組むマネジメントの力を発揮

することであろうと考えております。任期中に取り掛かることについての御質問でございますけれど

も，重ねてのお答えとなりますが，副市長に求められる役割につきましては市長も申し上げているとお

り市長の補佐，職務の代理，組織のマネジメントという職責を全うすることになるのではないかと考え

ております。そのうえで市民の皆様，議会の皆様が私の仕事を評価していただくものではないかと存じ

ております。御理解のほどよろしくお願いいたします。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。この３点，今回質問させていただきました。質問するタイミング

にもですね，私的には今回はまずはベストだろうというふうに思いました。また，１年後，また，その

後もですね，しっかりと今回の安田市長の人事・任命に対してやはり議会として目を見張ってしっかり

と取組を後，また，働きかけをですね，見ていきたいと思いますが，また，４年後に先ほども話しまし

たけれど，やはり４年後結果的に今回の人事がどうだったのかという評価がされると思います。そう

いった中で本当に安田市長がまた，知事に直接お願いをして，そして，知事の推薦のもと，そういった

形で諏訪副市長が来られたと思います。なので，市長が４年後に向かってですね，選んで，そして，諏

訪副市長でよかったなと，諏訪副市長１期４年っていう形であるんですけど，もしかしたらもう１期い

たい，もっと頑張って奄美のために汗をかきたい，という思いにもなるかもしれません。そういったふ
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うな形をちょっと望んでですね，今回の質問をさせていただきましたので，期待をしています。よろし

くお願いします。もっと対話を，中々話す機会ありませんでしたので，これで気持ちよくですね，永田

議員と二人で副市長室に行きますんで，お願いしますね。

　�　次に，金作原の設置予定のバイオトイレ整備事業の進捗をお伺いいたします。今回補正でありました

が，今回その３月に計上されて以降ですね，いろんな方からのお話もあって，そのたびにちょっと担当

課を訪れていろいろとお話をしていた面もありましたので，今回ちょっと補正で挙げられたんですけ

ど，大事なことじゃないかなと思って今回その質問に入れさせていただきました。当初計画の変更が

あってですね，当初計画，百何十万円じゃなかったかなって思うんですけど，その経緯も含めてですね，

それが今回１，５００万円ということです。この間の経緯もですね，しっかり説明をいただきたいと思

います。また，このツアーガイドの方々からもですね，本事業の設置場所，第二種の何たらと書いてあ

りましたけど，その部分も含めて，やはり，また，運営方法もですね，今後大事になってくるのではな

いかというふうに思いますので，その関係のされるだろうと，今後設置された後の，そういった方との

意見について，どのように交わして議論が進められて今回の補正決定が下されたのかどうか，お示しを

お願いします。

市�長（安田壮平君）　それでは，竹山議員の御質問の金作原におけるバイオトイレ整備事業に関するこれ

までの進捗と経緯を御説明いたします。当初はリースによる期間限定的な設置によって利用状況を実証

的にモニタリングし，結果に応じてその後の本格整備につなげる計画でしたので，今年度当初予算にお

きまして，借上げに係る経費１８１万５，０００円を計上いたしました。なお，借上げ部分は他の環境

保全事業と併せて県の地域振興推進事業に３月末で採択されたことから，６月議会にて歳入の県補助金

を追加補正させていただきました。加えて，昨年度に本土の大手旅行会社から金作原にバイオトイレを

設置するための費用の一部を寄附したいとの申し出も頂いたことから，今９月議会にて歳出の整備費用

と併せて歳入の追加補正を提案させていただいております。そのような中，リース設置の条件として太

陽光発電ではなく，軽油を燃料とする発電機を使用しなければならず，高額な費用と毎日給油を行う必

要が判明したことから方向性を変更し，実証期間を経ずに太陽光発電による本格設置を検討することと

なりました。本格設置に向けては，地元の奄美大島エコツアーガイド連絡協議会との意見交換や設置そ

のものについてのアンケートを実施しながら庁内で慎重に検討を進めてまいりました。ガイド協議会の

皆様からは多岐にわたる御意見も頂きながら，結果的に金作原ツアーを希望する観光客が多い状況が続

いており，安全・安心なツアー環境を確保するために緊急避難対応としてのトイレが必要であると判断

し，金作原へのバイオトイレ設置に必要な経費の追加補正を，今９月議会に提案させていただきました。

なお，バイオトイレは一日あたりの処理能力に上限があることから，設置後の運用としてはこれまで同

様，事前にトイレを済ませていただき，金作原のバイオトイレは緊急的な利用に限定していただくこと

を想定しております。実際の利用回数の把握も含めて，関係ガイドの方々の協力を頂きながら，引き続

き運用に関する協議を行ってまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。ということは，３月補正と６月の繰入，一部，で結局今回１，

５００万円ということなんですけど，トータルでいうと補正に補正を重ねたという形で総額お幾らなん

でしょうかね。すみません，後は維持費ですね，年間の維持費をどう考えているのかを。

市�民部長（徳永恵三君）　今９月議会のほうで補正を出させていただいて，先ほど議員が言われたように

積み重ねて１，５００万円程度の予算となっております。今後の維持管理につきましては，大体清掃業

者のほうに委託をして年間２２万５，０００円程度の運用費用でできたらと考えております。以上です。

１�２番（竹山耕平君）　積み重ねで１，５００万円に積み重なったということですね，分かりました。維持
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費のことなんですけど，２２万円っていうのは年間ですか。月ですか。

市�民部長（徳永恵三君）　これはまだ今後の検討課題となるんですけど，毎年２２万５，０００円っていう

ことで計上させていただきたいと考えております。以上です。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。今回旅行代理店のほうからの，旅行会社からの寄附も一部あると

いうことだと思いますけど，先日の同僚議員からのその寄附金の目的税ですかね，そういった協力金が

どうなるのか入島税がどうなるのかという議論もあると思いますけど，後はその運営が特に関係してく

るツアーガイドの皆様，金作原を後は緊急的に利用されることを限定されることがですね，人間の生理

的な問題なんで，そのあたりどうなるのかなとは思います。そうすると最初のほうに私も何度も現地に

行ったことがあるんですけど，すべてが三儀山運動公園のトイレですね，トイレをしてそれ以降は車で

１０分，１５分，２０分ぐらいですかね，行って何時間か経って帰って来ると，やはり人間の生理的な

現象なもんですから，その間どうしても我慢できない方は我慢できない，後はお子様とか高齢者も問わ

ずですね，そういった形で今どうなっているのかと，どう対処されているのかなというのはもう聞かな

いですけど，そのあたりも今後は議論を知名瀬地区をトイレとか駐車場の問題が今までもずっと出され

ておりますので，そこのあたりも含めて考えてもらいたいなと思うんですけど，どうでしょうかね。考

えているんですか。検討されているんですか。

市�民部長（徳永恵三君）　今，現状の使われ方としましては，三儀山の運動公園のトイレと知名瀬の港湾

ですね，あそこのほうをまずは，ツアーガイドの方々が御案内して，その金作原のほうで観光されてい

るような状況なんですが，今回やっぱりその答弁の中でもありましたように，緊急的なお年寄りとかそ

ういった方のためにということで，ツアーガイドさんのアンケートの御意見もありましたので，その付

近を鑑みて一応対応をしたいと，緊急的にバイオトイレを設置したいという考えを持っています。また，

今後の維持については清掃業務委託っていうのも方向性を持ってるんですけど，今後その付近も協議し

ながら進めていきたいと考えております。以上です。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。その清掃業務はどちらのほうに委託をされ，２２万５，０００円含

めて委託なのか，そこもちょっとお聞かせいただきたいと思うのと，やはりあの太陽光発電っていう話

があって，そこのあたりはやはり森が茂って山が茂ってという場所を太陽光，日照時間が短い，少ない

奄美ですので，そのあたりの整合性というか，あと，そのツアーガイド協会とも協議されてということ

だと思うんですけど，そのあたりの問題点とか今後出てこないんですかね。要は太陽光発電を受けるた

めには日照をつくらないといけない，日照をつくるためにはその設置場所が今，設置する場所を見てな

いんで，どこなのか分かりませんけど，その日照場所があるところに設置をするのか，日照をつくるよ

うに枝を剪定するのかという問題もあるので，ちょっとお尋ね，確認です。

市�民部長（徳永恵三君）　それではまず，清掃業務の委託につきましては，現在市内の清掃業者の方に委

託をお願いしようとは思ってるんですけど，その件はまた今後の検討となると思います。あと，日照的

なものについてはそれが今，計画しているのがちょうど知名瀬のほうから登って行ってあたる三叉路の

ところを予定しているんですけど，その付近が影響しないような形，また，ツアーガイドの方とも観光

に影響しないような形での設置方法を検討しておりますので御理解を賜りたいと思います。

１�２番（竹山耕平君）　ありがとうございます。しっかりとですね，ツアーガイドの方々もですね，やっ

ぱり人それぞれで個性豊かな団体でありますので，しっかりと皆さんの意見もですね，まとめてもらえ

るのかどうかも含めてですね，また，この運営がしっかりいけるようにですね，つくってよかったなと，
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後は分散するっていう形っていうお話もありましたので，役勝エコロードの話も出ましたよね。役勝エ

コロードのほうもトイレないんですけども，今後可能性があるのかどうかまで関連で。

市�民部長（徳永恵三君）　オーバーツーリズムの回避ということで今，エコツアーロード，役勝のほうで

の検討も公民連携のプラットフォームでも協議をされております。そういうのも将来的に今後検討の必

要性もあるかと思いますので，今後御理解いただきたいと思います。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。また，今後ですね，またいろいろお話を聞かせていただきたいな

と思います。よろしくお願いします。

　�　次の質問に移ります。大浜海浜公園整備事業について，リニューアルされた海洋展示館のこの現状，

状況についてお示しをお願いいたします。

商工観光情報部長（平田宏尚君）　おはようございます。御質問にお答えさせていただきます。

　�　大浜海浜公園にあります奄美海洋展示館は，市民のみならず，多くの観光客に御利用いただいており

ます代表的な観光拠点施設の一つとなっております。平成１０年のオープンから２０年以上経過し，施

設の老朽化が進んでいたことなどから，令和２年度より学び，遊び，体験をコンセプトとし，リニュー

アル事業を開始しており，展示室の改修及び老朽化している設備などの工事を行い，令和４年３月２４

日より無事リニューアルオープンしたところでございます。リニューアルオープン後の利用状況といた

しましては入館者数において４月から７月の合計で１万４，３３６人となっており，過去最高の入館者

数を記録いたしました令和元年度と比較いたしましても１５パーセント増，人数にして約２，０００人

ほど上回っているものでございます。以上です。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。代表的な観光の拠点施設として今，令和元年の数値と比較されて

過去最高だったものも含めて，このコロナ禍ではあるんですけど，ものすごい伸びて，それは指定管理

者のですね，努力もあるもんだとは思いますので，そういった相まってですね，相乗効果，波及効果が

しっかりと出ていると。これまでも遺産センター等も含めてですね，本当に奄美の体験，訪れるそういっ

たところを重要視しながら，当然島民の方，観光客の方も含めてですね，すごい楽しみにしていた，や

はりリピーターが多いんじゃないかなと思います。私も二度ほど，というかもっと行ってるんですけど，

すごい１階部分からですね，すごい努力されているのがよく分かりますので，そういった面であれば是

非今後ともですね，もっと言えば当初のコンセプトというか，図面ですね，完成図と若干違うんじゃな

いかなと思うんですよね。中身の色とかがですね。空間がつくるっていうイメージだと思うんですよ，

海の空間。海洋展示館。ちょっと予算が足りなかったのかなというふうにちょっと感じるところも，そ

こで当初１，０００万，２，０００万，そういったところの予算もですね，お話を聞くと改修だけで終わ

ると，当然リニューアルどころじゃないというところで質問をさせていただき，増額計上につながって

今回の結果造ってよかったと，できてよかったと，先ほどの諏訪副市長じゃないですけど，結果的にで

きてこの結果が出てるということでございますので，またまた，魅力あるものをしていってほしいなと

いうふうに思います。

　�　次に，②バースハウスの利用状況，活用，運営状況についてお伺いしますが，まずは，このバースハ

ウスですね，やはり１階部分と２階部分がありますので，やはりこの２階部分について分けて質問させ

ていただきたいなと思います。このバースハウス，当初計画のですね，このそもそもの目的，コンセプト，

そういったものが何だったのか，そして，その目的，コンセプトから，開設されて現在までの利用活用

状況，運営状況についてお示しをお願いします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　議員御質問のバースハウスは平成２９年に大浜周辺が奄美群島国立公
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園に指定されたことを受け，世界自然遺産登録に伴う利用者増も見越したうえで，大浜海浜公園園内の

回遊性，周遊性を高めることを目的として設置された施設でございます。１階部分にはシャワーとトイ

レが設備されておりまして，先ほど利用者数のお話ございましたけれども，申し訳ございません。バー

スハウス自体だけの利用者数ということはカウントしておりませんが，大浜海浜公園は多くの方に利用

されていると思いますので，バースハウスも皆さんに利用をしていただいているものと思っております

のでよろしくお願いします。

１�２番（竹山耕平君）　ありがとうございます。そこで，お聞きしたいんですけど，今，利用者数は把握

されてないということだったんですけど，運営については把握されてると思うんですけど，どうですか

ね。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　運営に関しましては現在指定管理者制度をとっておりますので，指定

管理者のほうでバースハウスも一緒に管理をしてもらっている状況でございますので，よろしくお願い

いたします。

１�２番（竹山耕平君）　運営というのはですね，これまでやはり夏場っていうんですか，繁忙期が特に集

中して，やはり問題はそれ以外の時にどうするかで，指定管理者がどのようにして通年的にお客さんに

来てもらって，楽しんで，先ほど部長もおっしゃったようにそういったものを見込んで周遊性を見込ん

でできたと思うんですけど，先ほど海洋展示館とかいろんな遺産センターの先ほどの入場者数からそう

いったものも含めて，この運営，今，何回か変わってますよね。そこを把握されてるんですか。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　今，議員がおっしゃったのは多分２階のカフェのコーナーのことだと

思います。そこに関しましても指定管理者のほうがまた，業者のほうにお願いをしまして，現在これま

でに２社ほど運営に携わっていると思っております。ただ，現在このようなコロナ禍のような状況でご

ざいましたので，運営は休止をしているということで，今また，次の方法の活用策等も検討していると

ころですので御理解よろしくお願いします。

１�２番（竹山耕平君）　そうですよね。そこをちょっと聞きたかったなというふうに思います。やはり計

画段階からですね，担当の部署に行ってですね，いろいろお話させてもらったんですけど，この計画で

いいのかなという，そもそもですね。コンセプトも含めて，建物も含めてですね，国立公園に建物が，

景観的にも見合うのかという問題点から後は中身，後は収容されるシャワー室だとかトイレの数とです

ね，含めて，以前と変わらないということ，当初からですね，変わらないままでいいのかなっていう疑

問もあったり，建物自体のコンセプトもですね，ちょっと疑問もあったもんですから，いろいろとちょっ

とお話をこの何度か取り上げさせて，担当部署とも話をさせてもらったんですけど，今，おっしゃられ

るように今，もう４，５年ぐらい経って，やはり２社変わってると，今は休業中ということでもう今は

二社辞めてるというふうな形で，じゃあどうやったら続けられるのかというところも考えないとです

ね，いけないと思います。海洋展示館は伸びてる，バースハウスは全く，覚え書きというか契約の時に

頑張ると，通年続けて頑張りますという契約を結ぶんですよね。ただし，やっぱりやれない，どうし

てもできないというのがあってそこは契約の中ではどうしてもできないんだからやめないといけない，

やったら赤字ですから赤字経営ですから。そういったところをじゃあどうやってバースハウスの２階部

分を生かして海洋展示館の魅力を引き上げるのかというところを持っていかないとですね，ですので

僕，大きい（３）の大浜海浜公園の整備事業の一つだと思って，大きいリニューアル工事のですね，一

つだと思って聞いてますので，そういう意味で今後のですね，しっかり取り組まないといけないんじゃ

ないかなと。奄美は今，総合施設できますけど，雨の時に遊びに行くところができない，子どもを連れ
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て遊びに行くところが少ない，そういった中でやはりリピーターの多い海洋展示館，大浜海浜公園が愛

される施設，公園にならないとですね，意味がないと思うんですよね。ちょっと含めてお願いします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　確かに今，現在としてはカフェのほうはコロナ禍の状況もございまし

て，休止をしているところでございますけれども，あそこのロケーションといたしましてはもちろん海

のすぐそばであるということもまた，皆さん御存じの夕日のスポット的な場所でもあると。そういった

形で言えばロケーション的にはすばらしい場所であると思います。そういったことも含めながら，そう

いったことを如何にして生かしてカフェのほうを運営していけるのか，そういうやり方も含めて指定管

理者とも一緒になって今後検討してまいりたいと思いますので，御理解よろしくお願いいたします。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。検討をお願いします。ロケーションばっちりだというふうに，海

洋展示館も大浜海浜公園も来場者増えていると，バースハウスだけ，まあ，タラソもありますけれども，

そこらへんをしっかりともっともっと管理者とですね，後は市長も含めて是非御協議，御検討進めてい

ただきたいなと思います。

　�　次に，１階部分。すみません，長くなりました。１階部分，トイレ・シャワーについてお伺いします

が，この開放時間が何時から何時で，その利用時間ですね，をお聞きしたいんですけど，なんで聞くか

というとやはり今でもですね，バースハウスできましたけど，多くの方が第１駐車場前がメインになっ

てまして，やはり昔からよく見られる光景のトイレの前の蛇口で子どもたちが体を，大人も含めて体を

洗ってるんですよね。バースハウスがその意味も込めてできたと思うんですけど，しかし，バースハウ

スが時間が６時半，７時，時間はお話してもらいますけど，夏場はシーズンは日が落ちるのが日没が遅

いですよね。後は夕日見たいという方々が，じゃあ夕日が沈んでいこうかなって思ったらシャワー室が

閉まってて結局トイレの前の蛇口で水浴びをしているんですよね。そういったところがやはりおもてな

し，奄美の観光として全国のいろんな人の利用時間見ましたけど，確かに監視の時間イコールその利用

時間っていうふうになっているんで，致し方ないところとちゃんと理解はしてますけど，何か手立てが

できないのか，また，国直海岸のようにトイレ，シャワーがありますよね。あそこは中のシャワーと外

付けのシャワーがあるんですよね。そこの外付けのシャワーでも子どもとかがいろんな，中を上手く利

用して，バースハウスの外にはあるんですけど，結局下の蛇口しかないので足を洗うのかな，それぐら

いしかできないですよね。後はちっちゃい子どもが水を浴びるということがあるんですけど，そういう

外付け，今からでも外付けできるし，と考えますので，そういう外付けのシャワーみたいなものを付け

てもいいんじゃないかなと，２４時間になるといろいろ今まで理由があると思うので。あと，笠利がで

すね，あやまる公園のシャワートイレは２４時間利用できるんだと思うんですよ。そこらはちょっとお

答えいただきたいと思います。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　今，御質問の１階のシャワー室，トイレにつきましては通常の利用時

間は午前８時半から午後５時までとしておりますが，特に多くの利用が見込まれる夏休み期間は開放時

間を延長し，午後７時までの利用が可能となっております。今，現在この午後７時までとさせていただ

いてますのはやはり安心・安全面を考慮して現在の終了時間とさせていただいておりますので，御理解

をお願いいたします。外付けのシャワーにつきましては現在のシャワー，トイレの運用状況なども指定

管理者ともよく協議をしながら，また，安心・安全面等もございますので，今後検討課題とさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

１�２番（竹山耕平君）　是非ですね，その何かうまく利用できないかっていうところで利用者が利用しや

すいような，あとは，ありがたいような施設になれればいいんじゃないかなと思います。それで言えば，

第１駐車場ももっと広くリニューアルをしてもらいたいなと，また，同じように外側にシャワーを付け
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ればもっと利用者にとってはすごい大変ありがたいと思いますよ。そこも含めて是非検討していただき

たいなと思います。

　�　じゃあ，すみません。教育行政に力を入れたかったんですけど，ちょっと教育長すみません。時間が

短くなってしまって，質問させていただきます。タブレットの端末の活用状況をお伺いします。導入か

ら１年経過いたしました。子どもたちや先生方，また，保護者の皆様からの御意見の中でもこの学校内

でのクラスごとの使われ方，活用状況，また，学校ごとの活用状況についてもですね，差が生じている

のではないかというふうにお聞きしております。その点についてですね，教育委員会として現状把握に

ついてお示しをお願いしたいと思いますのと，併せてこのＧＩＧＡリーダー，ＩＣＴ推進の活用状況，

学校，職員，積極的に活用できるような指導，場をつくってらっしゃるのかどうかについてお示しをお

願いします。

教�育長（村田達治君）　御質問にお答えいたします。本市におきましては小・中学校ともに主にロイロノー

トと呼ばれる学習支援ソフトを使用して，子ども自身の考えをまとめたり，意見の交流を図ったりしな

がら主体的で協働的に学ぶ授業づくりを推進しているところでございます。タブレットを導入して１年

が経過いたしましたけども，本市としましては全学校が一斉に同じように活用することを目指し，７名

のＧＩＧＡリーダーを中心とした研修会によって各校のＩＣＴスクールリーダーの技能向上とＩＣＴ

機器の活用促進を図ってまいりました。議員の御質問にもありましたけれども，差が生じているのでは

ないかという御質問もございましたけども，各学校内における教師の技能差は確かにあるものの，ほと

んどの児童生徒が教師の支援なしにタブレットを操作できるようになるなど，この１年，活用に関して

は概ね良好の状態だというふうに捉えているところでございます。しかしながら，先ほどの議員の御指

摘のように活用の方法に関しましては，まだまだ改善を図っていく必要があろうかというふうに思って

いるところでございます。今後は重点指導対象者を，各リーダーをこれまでは主にですね，育成し，そ

のリーダーをとおして校内の技能の向上を図ってまいりましたけども，直接的にすべての教職員をです

ね，対象に各学校に指導主事を講師として派遣するなど，ＩＣＴ機器の活用方法に関する校内研修への

支援と併せまして，地区や県が主催する研修会の参加を力を入れて促進してまいりたいと，推進してま

いりたいと考えているところでございます。また，ＩＣＴ支援員の導入を検討することによって，活用

を苦手とする教員への支援も充実させ，これまで以上に活用の質を高めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。以上でございます。

１�２番（竹山耕平君）　教育長，ありがとうございます。やはりですね，全校一斉に配布されて，子ども

たちに配布されてやはり今，１年をとおして，この前のひかり議会にも見てたら同じような質問があり

ました。やはり子どもたちもですね，やっぱりやっている本人たちが感じていることですから，自分も

子どもたちにも聞くとですね，全然触ってないよという子もいたりですね，後は触らないのか触れない

のか，そういう環境をつくってるのか，そこもですね，今，改善を図ってまいるということです。もう

一点申し上げたいのは，遠隔合同授業をやっている徳之島モデル，これは奄美市が発行しているもので

すから，そういったもので利用して１年，２年，全国平均を上回っているっていう，学力の向上にしっ

かりつながっているということを奄美市がちゃんと事例として出してるんですよね。そういったものも

含めてやはり，できるだけ触って触れて慣れさせるということが目的の一つだと思いますし，これは離

島というんですか，外海離島というハンデというのは全くないわけですから。そういったもので後は遠

隔による合同授業とかいろんなやり方がいっぱいあるので，電子黒板も利用しているのも見えました。

しかし，あんまり活用してないなっていうところもやはりクラスごとで見られます。そういったものも

ですね，是非，１年経過しましたが，もう少し１年しか経過してないから２年３年待ってくれよと，子

どもたちは１年１年のこの学力が大事ですからね，実証実験にされても困りますからね，そういった意

味も含めてやはり１年１年の学力の定着と向上を含めて，やはりどうやってその重点指導の行いを指導



− 151 −

していくのかっていうのは，子どもたちは実験じゃありませんからね，是非１年１年のその力をその時

その時の力を十分に定着させて向上させる手段としてタブレット活用していただきたいなと思います。

　�　次に，導入前からまた気になっていて何度も質問させておりますが，この補償の件，補う償うの補償，

この取扱い，また，どうなっているでしょうかね。この保護者，周知についてもお願いしたいなと思い

ます。

教�育長（村田達治君）　お答えいたします。学校において児童生徒がタブレット使用する中でこれまで破

損の事例も生じてきているところでございます。そこで，御質問の費用負担の線引きでございますけど

も，故意の破損であることが明らかな場合を除き，通常の活動の範囲内での破損に関しましては本市で

予算を確保し，対応しているところでございます。実際にはこれまで修繕件数が２６台，令和３年が

１３台，それから令和４年度これまでが１３台となっているところでございます。現在のところ，故意

による破損と判断されたことはありませんで，修繕費を保護者が負担した事例はございません。また，

今後タブレットの持ち帰りを予定しており，議員の御指摘のように破損の事例が増えることも予想され

ます。この際の修繕費についても明らかな故意による破損でない場合は本市で対応してまいりたいと考

えているところでございます。なお，これまでもタブレット導入に伴い，修繕を含めた対応については

学校への周知を行ってきております。今後とも持ち帰りが始まった段階で保護者や各学校の教職員に十

分に説明をいたしまして，このことについては理解を図ってまいりたいと考えているところでございま

す。以上でございます。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。今，ちょっと気になったのは故意による破損が今のところないと，

そういう判断をしていると，今度の３番の質問にもつながるんですけど，その故意によるものっていう

その線引きを誰がやるのかなっていう，どういうふうに捉えるのかな線引きを，故意によるものなのか，

じゃないものなのか，それも含めて次の３番にもいきますけど，このタブレット，防水じゃないですよ

ね，Ａｐｐｌｅ社製のｉＰａｄということで防水じゃないんですよね。そこも含めて，今度の質問に移

らせていただきます。この宅習，この宿題における活用状況をお聞きします。タブレットは持ち帰って

いる学校もモデル校であるとも聞いてますが，全体ではまだ取り扱ってないのではないのかなというふ

うに認識しています。その持ち帰りを導入する際，今，教育長もおっしゃいましたが，今後，この家庭

内の，同僚議員もこれまでも多くの質問がありましたが，やはりこのＷｉ -Ｆｉ環境がどうなってくる

のか，私も導入前からお伺いして絶対に家庭に負担がかかるようなことは絶対ないというふうに確認し

ていますが，その動きはまだ調査も行ってるんですけど，じゃあどうする，じゃあどうしたってことは

まだ実施はしてません。そういったことも含めてですね，この件について先ほども言いましたけど，こ

のタブレットやっぱり防水じゃないし，後，故意じゃないですけど，やはり子どもたちは通学見てると，

ランドセルをぼんぼん投げてその上に座ったり，椅子代わりにしたり，みんなで故意じゃなく，知らず

知らずのうちに，あと，台風の時，子どもたちは傘ささないんですよね。傘ささないでランドセルでそ

のまま歩いて帰ります。しかし，防水じゃない。そういったいろんなことも含めてですね，今後考えな

いといけないと思いますが，お願いします。

教�育長（村田達治君）　それでは，お答えいたします。その故意かどうかの判断についての御質問がござ

いましたけども，中々難しい部分もあるんじゃないかなと思いますけども，やはり壊れた時の状況の把

握につきましては学校の先生方とも協力をしながらですね，あるいは子どもたちに説明を聞いたりです

ね，そういうことでやはり総合的に判断していくことになろうかと思いますが，ただ，取扱いについて

は５つのルールをしっかり定めてですね，日頃から子どもたちにも先生方にもお示しをして，お願いも

しているところでございますので，本当に故意に面白半分に投げて壊したりとか，そういった事例につ

いては起こらないんじゃないかなと期待も込めてですね，考えているところでございまして，また，大
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雨の時の際の持ち帰り等につきましても防水の袋を準備するなりですね，これから具体的に検討を進め

てまいりたいというふうに考えているところでございます。一方，質問書にあります質問への回答でご

ざいますけども，現在持ち帰りについては市内の学校を指定をいたしまして，試行をしているところで

ございますので，何とか今年度中をめどにですね，全校で持ち帰られる体制をつくりたいというふうに

考えているところでございます。更に，家庭のＷｉ -Ｆｉ環境についての御質問もございましたけれど

も，令和２年度に行った調査ではですね，御回答いただいた家庭の８４パーセントがＷｉ -Ｆｉ環境が

備えられているということが分かっておりますので，更に，現在増えているのではないかな思っており

ます。また，そういったところで家庭によって差が出ないようにですね，準要保護の家庭においてはオ

ンライン学習通信費を月額１，０００円程度支給をするなど，その差の解消に努めていきたいというふ

うにも考えているところでございます。以上でございます。

１�２番（竹山耕平君）　分かりました。調査では８４パーセント，どんどん人数変わっていきますので，

学年，毎年ですね。その調査を今だったらいくらなのかなというのも気にしていただきたいなと思いま

す。後，その最後に出た準要保護の家庭にはそういう形ではなくて，希望者には是非お願いしたいと思

います。そこがですね，差を作らないって言ってるわけですから，そういう希望される家庭世帯にはそ

ういう取扱いを是非お願いしたいなと思います。

　�　それでは，最後の質問に移ります。（２）曽於市における事故後の奄美市における対応はということで，

これについては先日，和田霜折議員がですね，お聞きし，また，新聞の報道でも１０校で２校について

はってことは承知していますので，①については割愛をさせていただきますが，やはりこの調査方法に

ついてお聞きします。新聞報道も見ました。あと，学校にも聞きましたが，やはり校長，教頭の目視に

よるものっていうことがですね，今までも学校関係で通学路の自動車が子どもたちの列に突っ込むとか

そういった悲惨な事故が起きたとか，ブロック塀の下敷きになってとか，そういった時には関係部署，

県，警察，あとは，市，学校関係者で調査を行っているんですよね。今回その調査の責任を，危険木っ

ていうのも，その倒れた木だってイチョウの木だって危険木だと，そのあとのシンボルツリーってい

うのも後から聞くのでつながるんですけど，その調査方法にちょっと疑問を持っているものですから，

もしかしたらヒアリングの時も言いましたけど，教育委員会は今後もし何かあって木が折れて怪我した

と，それで今回１０校の危険木を，言った学校じゃなかったってなると学校側からは危険木というふう

に聞いてませんというふうに答えると思うんですよ。なので，そのちょっと疑問を持ってるので，すみ

ません。お願いします。

教�育部長（石神康郎君）　お答えいたします。先生方の現在，目視で御報告をいただいているところでご

ざいますが，今後専門家の造園事業者の確認などで変更になることも承知しているところでございま

す。以上でございます。

１�２番（竹山耕平君）　すみません，ありがとうございます。②の保存樹，シンボルツリー，あかぎにつ

いてですね，今回いろんな新聞でも報道でも載った名瀬小学校脇にある，横の市道にある，あかぎが伐

採されていろんな関係者の皆さん，本当にあの危険木であったり，そういった形で子どもがカラスの巣

にあってちょっと攻撃を受けたりですね，本当にありがたいというふうなお話を聞いておりますが，世

界自然遺産になって今後，千年松の危険木ということで保存樹を外しました，指定をですね。そういっ

たものを含めてこのあかぎについてもですね，保存樹についてしっかり協議始めないといけないんじゃ

ないかなと思うんですが，市長どうですかね。

市�民部長（徳永恵三君）　御質問の内容につきましては今後外来種の保存樹指定についても奄美市環境保

全審議会等において協議をしながらこれまで指定されたものを含め，在り方について検討していきたい
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と考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。

１�２番（竹山耕平君）　すみません，ちょっと質問がしたかったんですけど，しっかり議論したかったん

ですけど，時間がなくてすみません。しっかりと協議を行っていただきたいと思います。これで私の一

般質問を終了いたします。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で自民党新政会　竹山耕平君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１１時４５分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後１時３０分）

　　午前に引き続き一般質問を行います。

　　自民党新政会　多田義一君の発言を許可いたします。

２２番（多田義一君）　議場の皆様，市民の皆様，こんにちは。自民党新政会の多田でございます。

　�　始まる前にですね，私，ちょっと喉の調子が悪くてですね，マスクは付けたままで一般質問を行いた

いと思いますので，聞き取りづらい点もあるかと思いますが，御了承願いたいと思います。苦しいとき

にはちょっと，マスク取りますので御理解ください。よろしくお願いします。

　　それでは一般質問に入ります前に，所見を述べさせていただきます。

　�　２０２０年より猛威を振るっているコロナウイルス感染症は，時間経過とともに形を少しずつ変えな

がら感染拡大し，日本経済に深い傷を残しています。また，様々な外的要因はございますが，半導体不

足から，多くの家電や電子部品，または，車，そして，海外製品，特に中国での生産ラインなどが止まっ

たことにより，建築資材をはじめ，様々なものが入手困難となり，また，現場や新規建築などといった，

進まないなどの大きな影響がございました。奄美市においても，観光産業や飲食業界，小売業，商店街

など，経済損失はかなりあったものと思います。今年に入り，感染力の強いコロナが猛威を振るい，現

在までの感染拡大へとつながっているところであります。そのような中，国や県もワクチン接種率や飲

み薬を承認するなど，収束に向けて確実に前進していることは理解できます。しかし，感染者数が予想

を大きく上回り，重症者の増加，また，死亡者の増加など，そもそも重症化しにくいと言われていまし

たが，分母が大きくなり，全体の数字を押し上げる現状となっていると考えます。関係する機関の皆様，

また，医療機関の皆様には，感染リスクの高い中，昼夜を問わずの対応に感謝と敬意を表するものであ

り，改めて医療の大切さを痛感したところであります。海外で医療活動をしているジャパンハート代表

医師の吉岡先生が以前，奄美市に訪れた際，おっしゃっていました。経済と医療は共に存在することに

より成り立っている。どれが一つ欠けてもその地域の発展はないとお話をしていました。まさにそのこ

とを感じているところで，これからも消えることのない感染症と，離島自治体としてどのように向き合

うのか，また，対策が取れるのか，連携が取れるのか，その地域での医療は成り立っているのか，様々

な視点から考えていく必要があると思います。このことを踏まえた上で，私の一般質問に入ります。

　�　まず，市長の政治姿勢についてであります。７月より多くの感染者がこの奄美市でも確認され，多い

ときには１日２００人を超える感染者が確認されたのは，多くの議員の質問でもあったとおりでありま

すが，今回，私が感じているところは，奄美市警戒レベルを５に引き上げの時期であります。前回の警

戒レベル引き上げの際は，県の非常事態宣言もあり，かなり迅速に出されていたと思いますが，今回は，

その時期よりはるかに感染者が多く確認されていた現状があったと思いますが，前回の警戒レベル引き

上げと今回との違い，また，奄美市警戒レベルの出し方についてお示しをいただきたいと思います。

　　次の質問より発言席にて行います。

保�健福祉部長（山下能久君）　警戒レベルについてお答えいたします。奄美大島コロナ警戒レベルの判断
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につきましては，奄美大島５市町村の対策本部会議において決定しているところでございます。警戒レ

ベルを引き上げる際には，感染状況に加え，医療機関への状況確認，保健所の助言などを踏まえ，検討

を行うこととしておりますが，警戒レベルにつきましては，今年４月に考え方について見直しを行いま

したので，改めて御説明いたします。

　�　感染拡大防止の観点から位置付けております警戒レベルでございますが，これまでの，人との接触機

会を減らし感染を防止するという考え方から，感染対策の徹底と社会経済活動の維持に向けて，という

考え方に大きく見直しを行っております。社会活動につきましては，基本的に行動制限などは行わず，

できるだけ工夫や対策強化を行いながら実施していくという方針としており，現在もこの考えのもと，

対策を進めているところでございます。

　�　それでは，今回の警戒レベルの引き上げに関わる経緯を御説明いたします。７月中旬からの感染拡大

を受け，７月２８日に奄美大島５市町村担当者による新型コロナ対策本部会議作業部会を開催いたしま

した。この作業部会には，大島郡医師会，県立大島病院，名瀬保健所から出席をいただき，医療機関の

状況をお聞きするとともに，今後の感染対策について協議を行いました。この中で医療機関から，発熱

外来やコロナを含めた入院調整に影響が出始めている，通常の外来診療は行えているが，新規の入院患

者の受け入れが困難になりつつあるなどの状況説明があり，医療体制が逼迫しつつある状況にあると確

認をいたしました。このような現状や医療関係者からの要望を受け，喫緊に取り組むこととして，受診

する前にかかりつけ医などに電話で相談すること，できるだけ夜間診療などは避け，平日の診療時間内

に受診することなどの受診行動に関する周知を行うことといたしました。また，医療体制が逼迫しつつ

ある状況を周知した上で，感染対策への意識を高めてもらう働きかけが必要との協議を受け，大島郡医

師会，県立大島病院，名瀬保健所及び５市町村が共同して，地元紙の一面を活用した医療提供体制の現

状や感染防止，感染後についての周知啓発等を行うことを決定いたしました。

　�　警戒レベルにつきましては，見極めに必要な情報収集に努め，その後の感染状況や医療提供体制につ

いて，情報の共有や協議を継続していくことといたしました。その後，感染者が更に増加傾向となり，

８月２日の発表では，本市の感染者数が最多の２００人となったことから，市長の行政防災無線での感

染防止対策の呼びかけや，奄美空港における注意喚起の館内放送など，急ぎ対策を講じることとし，医

療機関の現状把握を再度行い，旧盆，新盆も控えていたことから，急遽，翌日の８月３日の奄美大島新

型コロナウイルス感染症対策本部の開催を決定いたしました。その中で，市町村それぞれの医療機関か

ら把握した状況について情報を共有し，保健所長の御意見も踏まえ，レベル５の状態にあると判断の上，

警戒レベルの引き上げを行っております。以上でございます。

２�２番�（多田義一君）　分かりました。ありがとうございます。今，ちょっとお話を聞きながら，少しちょっ

と疑問に感じるというのが，大島本島内の医療機関というのは，ほとんどはこの奄美市に集中している

わけですよね。大きい病院はですね。今，この中で，会議の中に，医師会，で，県立大島病院というこ

とがありましたけども，例えば，今回のコロナ感染症の背景にやはり，大きな病院というのがすごく大

きなウエイトを占めて，こう，活躍というか，医療行為をずっと行っている病院があると思いますけど

も，その辺りの意見聴取とかというのはどのようになっているんですか。医師会のほうが取りまとめて

いるという認識でいいのか，それとも，医師会は医師会だけでの，その状況分析になっているのか。そ

の辺り，どうか教えてもらって良いですか。

保�健福祉部長（山下能久君）　大きな病院の医療提供体制の情報収集につきましては，まず，名瀬保健所

のほうで，コロナの感染者を担当，取り扱う病院であったり，その他の病院も含めて，状況を把握して

いるということで，名瀬保健所のほうからの情報提供を努めておりました。また，医師会からは医師会

の代表の方が来られまして，医師会に参加する診療所の状況の把握も行っております。以上でございま

す。
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２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。分かりました。私はなぜこの質問を今回させていただい

ているかというと，それはやはり，市民におけるレベルの引き上げというのは，意識喚起に当然つながっ

ていきますし，もう一つは，この警戒レベルが５になって，誰が一番危険なのかというと，誰のために

この医療機関はあって，今，現時点でどういうことになっているのかという強いメッセージを出すのが，

僕はレベル５だと思っていて，そうしたときに，早めに出すことによって，医療機関も当然ゆとりのあ

る中で次の一手というのを打てるでしょうし，また，実際，僕はなぜこのような質問しているかという

もう一つの背景は，通常の患者がやはり，行けなかったんですよね。病院に。というケースがあったん

ですよ。その方は胸の痛みを訴えて病院のほうを受診したんですよね。車で待機するように言われて，

連絡があったのはその後，約３時間。３時間車の中で待機してたということですが，仮にその胸の痛み

を訴えて行った場合，心臓の疾患も疑われるわけですよね。いろんなことが想定できると思いますが，

今回は胸ということでしたけども，頭痛がある方もいらっしゃるでしょうし，それが重篤な病気につな

がる，命の危機につながるケースも中にはあると思います。しかしながら，実際，そういう医療機関っ

て限られているんですよね。奄美市の中では。当然，個人病院に行っても，まず，検査ができないです

よね。脳であったり心臓だったりすると，それなりの，やはり，医療機関に行かないといけないと。そ

の今回，それなりの医療機関が，ほとんどが発熱外来であったり，やはり，さっきおっしゃったように，

通常の患者の入院すら受け入れができないような状況にあったわけですよね。こうなったときに，誰が

一番，やはり，本当の意味で，僕は，害が出るかというと，市民だと思うんですよ。市民が安心して暮

らせる環境が崩壊してしまう危険性が非常にあったんですよね。今回。僕はそういうふうな観点から，

やはり，その警戒レベルの在り方というのは，しっかりと考えていく必要があると思いますし，先ほど

奄美市に集中してると言いましたけども，結局，この５市町村すべての住民の危機だったんですよね。

と僕は思ってるんですよ。奄美市内の病院が結局，危機的状況になってしまうと，他の地域からも来れ

ないわけですから。この５市町村ですね。そう考えますと，かなりちょっと緊迫したような状況もあっ

たのではないかなと推察はできるわけですが，行政の役割としてどこからどこまでできるのかというの

は，僕は分かりませんけれども，一つ，今回思ったのは，レベル５としたときに，医療機関も含めた横

の連携がもう少しできれば，例えば，発熱外来を受けるところを絞るとかですよね。で，通常診察がで

きる病院を残すとかですね。その辺りの棲み分けができなかったのかなというのが，素人目で見た僕の

率直な感想なんですけども，そういうお願いというのは，行政からやろうと思えばできるんですかね。

保�健福祉部長（山下能久君）　御質問の医療機関の連携であったり，行政のほうから発熱外来を縮小と言

いますか，集約化ということができるのかという御質問にお答えします。医療機関の連携につきまして

は，基本的に保健所のほうでとの役割だと考えておりますが，コロナに関しましては，先ほども申し上

げましたように，市，５市町村も含めて，先ほど，作業部会での情報共有や，また，８月３日の奄美大

島の対策本部会議におきましても，保健所，医師会から出席していただいて，情報の共有，行政にして

ほしいことなどの情報を得まして，それをできることから即座に対応しているところではございます。

　�　また，もう一つが行政からの要請ですかね。行政からの要請につきましては，やはり，専門的な部分

に関しましては，医師会でございましたり，保健所のほうがよく理解されているというところでござい

ます。行政のほうからもやってほしいこと等があればですね，そういった場の中でお伝え，お願いして

いるところでございます。以上でございます。

２�２番（多田義一君）　分かりました。難しい要請にはなると思うんですが，一番最初のコロナのワクチ

ン接種のときに，やはり，多くの病院，医療機関の皆さんが，すごい，やはり，結束をしたように僕は

感じているんですよね。いろんなところからの協力があって。やはり，この離島の感染症対策というの

は，一つ一つの病院ではなくて，本当に離島医療全体でどう切り抜けるかというのは必要不可欠だと僕
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は思っているので，その横の連携をもう少しこう機能的に，そうすることによって，僕は，働いている

人たちもある程度の時間のゆとり，気持ちのゆとりは僕はできると思うんですよ。全ての医療機関が今

回，すごいことなってましたので，そう考えると，その中にやっぱり，一般の患者さんってなかなか行

けないですよね。行けないですし，実際に行っても，診察するまでの間に時間が相当かかってしまった

というケースもあったり。実際，何もなくて良かったんですよ。本当に。ただ，それが実際，本当に車

の中で亡くなってたりとかというケースは，もしあった場合は，やはり，考えると少しちょっと怖いで

すよね。現状として。まあなかったんで，これは仮定の話になりますけども。ただ，そういうことも起

き得る状況であったということなので，やはり，もう少し僕も含めて，今後ですね，この離島での，やっ

ぱり，医療の在り方というのは，考えていく必要が，僕はあるというふうに今回，強く感じましたので，

今回，このレベル５の上げ方についてと，また，そのレベル５のそもそもの在り方，効力についてです

ね，という部分を，やはり，今後は，少し検討していく必要があるのかなというふうに感じましたので，

この質問を先にさせてもらいました。

　�　（２）の医療機関の現状については，多くの議員の質問により，理解できましたので，ここは割愛を

させていただきたいと思います。

　�　次の質問の飲食業界の現状についてということなんですが，やはり，経済を重視する方向で，今回，

動いていますけども，実際にはやはり，奄美の人たちもすごくコロナの感染という部分に関しては敏感

に思っていまして，やはり，屋仁川全体的に人足が大分鈍くなったという話は多く聞いています。その

中で，前回の引き続き，応援券であったり，また，今回，ほーらしゃ券ですよね。ほーらしゃ券も発売

されていますよね。１０月からですかね。使えるのが。１０月からということで，今，二つの，要は応

援券というか，そういうプレミアム商品券が使える状況ではあるんですが，使える場所は多岐に渡ると

思いますので，結局，そこだけじゃないわけですよね。たくさんあって，実際，屋仁川で使われている

頻度がどれだけあるかって見たときには，多分そこまで高くはないだろうと。今までの数字がそうだっ

たんで，多分今回だけ突出して屋仁川で使う量が増えるというのはちょっと考えづらいので。であれば，

やはり，もっと別の方法も考えていく必要が僕はあるのではないのかなというふうに思いまして。実際，

鹿児島県とかが今，行っています，ぐりぶークーポンみたいなのがありますよね。クーポンみたいなの

があって，それで結局，支払い時にいくらか割引あるとか。まあ，いろんな可能性はあると思いますが，

この飲食業界の現状についてと，また，そういうふうな活用とかができるのかできないのか，その辺り

までちょっと，答弁してもらえればありがたいです。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それでは，お答えさせていただきます。飲食業の現状について，まず，

お答えさせていただきます。観光客の増加も見られ，飲食店においてもその効果が見られ始めていると

ころと認識はしておりますが，一方，議員御案内のとおり，新型コロナ感染状況を考慮した外食控えな

どの理由により，コロナ禍以前の状況までにはお客様は戻ってきていないと感じており，経営状況は依

然として厳しい状況が続いているものと認識をいたしております。

　�　そのような中，飲食業の方々に対する支援といたしまして，安心・安全に飲食できる店舗の利用を後

押しするとともに，地域経済の循環を促進させることを目的に，現在，第三者認証店舗応援プレミアム

商品券事業を実施しているところでございます。これが飲食店に特化したものとなっております。今後，

飲食店に人を動かす仕組みが必要であるとの御質問でございますが，先ほど，議員もおっしゃっており

ましたが，新型コロナや物価高騰の影響を受けている市民の方及び飲食店を含めた事業所の方々の支援

を目的に，先の臨時会において，くらし応援ほーらしゃ券発行事業を上程可決させていただいたところ

でございます。本商品券事業は，飲食店を含めた幅広い店舗での利用が可能となっており，市民生活の

支援として，域内経済循環の起爆剤として，できるだけ早期に御利用いただけるよう準備を進めている

ところでございます。併せまして，本市の事業者に対し，高騰した燃料費，電気料金，ガス料金の一部

を支援する，エネルギー価格高騰対策事業を追加の補正予算として，本日，議案送付させていただいた



− 157 −

ところでございます。まずは，商品券事業やエネルギー価格高騰対策事業を確実に実施していくととも

に，新型コロナの感染状況や経済状況及び社会情勢を注視しながら，今後とも経済対策について適宜，

適切に対応できるよう努めてまいりたいと考えておりますので，御理解よろしくお願いいたします。

２�２番�（多田義一君）　分かりました。皆さんの取組，頑張りはすごく，やはり周りの方たちも見てらっ

しゃると思いますので，これは大変有り難いことだなと。ただ，この状況がいつまで続くかというのが

正直見えないので，皆さんそこが一番不安なんだろうなと感じますので，是非，聞く側から，今度は何

かしら手を出す，差し伸べるというのは，もうこれは役所しかできないと思いますので，是非，その辺

は敏感に反応していただきたいな，対応していただきたいなと思いますので，今後ともよろしくお願い

したいと思います。

　�　それでは次の環境行政に移ります。まず，（１）の分別についてでありますが，以前より何度か質問

させていただいておりますが，なかなかこう進んでないのかなという状況が見て取れますが，現在，ど

のような現状であるのか，また，思うように進まない理由というのがありましたら，何なのかお伺いし

たいと思います。

市�長（安田壮平君）　それでは，多田議員の御質問に答えいたします。現在，名瀬クリーンセンターへご

みの搬入を行っている５市町村の家庭ごみについては，１３種類の分別を行っているところです。議員

御指摘のペットボトルについて，御質問ありましたのでお答えさせていただきますが，これにつきまし

ては，一部，容器のラベルを剥がしていないことなど，事例があり，洗浄作業前に除去する手間が増え

るなどの支障があると伺っております。分別が進んでいる地域として，議員が以前紹介された大崎町の

取組については，住民が排出者としての責任を持ち，住民主体の衛生自治会を組織し，住民の役割とし

て２７種類のごみ分別が徹底されています。また，本市では資源物の常設回収所として，有屋町内会が

積極的に分別収集に取り組んでいることから，本年度から古紙類に特化したものではございますが，よ

り，ごみの減量化が図れるよう，本市も一部支援した実証事業を行っているところです。今後，この事

業を通して，地域主体の分別収集体制が整うことを期待しております。住民一人ひとりがごみ分別の意

識を持って取り組むことが，ごみ減量化につながるものと考えております。そのことについては，行政

としましても周知啓発について，積極的な周知が行えていない状況だと考えております。今後，分かり

やすく丁寧な情報発信について，先進自治体の情報なども参考に，更に取り組んでまいりたいと考えて

おりますので，よろしくお願いいたします。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。まだまだやっぱり，住民サイドの意識と言いますか，ま

た，分けて集めるステーションの数が全体的に少ない。であったりとか，いろんな課題はあるであろう

と思いますが，一つちょっと，部長に伺いたいんですが，今，当然ながら，一番は市民が考えていかな

いといけない問題。ここに来て，僕，最近ちょいちょい聞くんですが，観光客によるごみの捨て方のマ

ナーが非常に悪いというお話をよく耳にしますが，これは誰がどう啓発していけばいいんですか。そこ

をちょっと，もし考えるのであればお願いしたいと思います。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，今，世界自然遺産にもなって，そういう入込客というのが多くなっ

ている状況もあると思います。確かに今，御質問があってちょっと意識をしたところなんですけど，や

はり，宿泊業とか，そういう観光レジャー施設とか，そういうところでやっぱり，行政がしっかり周知

をできるような体制というのは，今，御意見ありまして，認識いたしましたので，その件もまた，積極

的に進めてまいりたいと思います。以上です。

２�２番（多田義一君）　自然遺産にもなりました。で，やはり多くの方たちが注目を集めてまして，実際
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にやっぱり，この環境問題というのはかなり今から大きなウエイトを占める中で，島に来島される方々

の意識も当然変えていかなくちゃいけない。また，奄美に降りたのであれば，やはり，そのごみはしっ

かりと分別して，資源として使えるような形をやはり，推奨をしていかないと僕はいけないと思うんで

すよね。その中で，やはり，必要不可欠になってくるのは，どうしてもその観光事業者との連携という

のは，間違いなく必要になってくると思いますので，そういうところに対してのアプローチも今後，是

非，力を入れていただきたいなと思います。

　�　これはもう質問ではないんですが，先日の幸多議員の質問だったですかね。１２月３１日が今年度よ　

り閉めるんですよね。操業してないんですよね。クリーンセンターのほうが。これに対してもすごく反

応がありまして，実際，これだけ観光客が来て，しかも，１２月，１月というのは帰省客も滅茶苦茶多

いときですよね。その間，ごみが取れなくなる。ホテルのごみだったり，業者も当然取れないわけです

よね。ストックする場所がないわけですから。そうなったときに，これもつのかというお話がこの昨日，

今日の朝でありましたけども，もうお決めになったことだと思いますので，実際，今年ちょっと様子を

見られてもいいのかなとは思いますが，今年がもし大変な状況になれば，来年からやっぱり，考える必

要が僕はあると思いましたので，是非，そこを念頭に入れながら，注意深く見守ってほしいなと思いま

す。

　�　それでですね，次の質問に移りますが，紙類，新聞ですよね，新聞や段ボール，古紙類等の資源ごみ

回収も今されてると思いますが，先ほどおっしゃいましたステーションが，この市役所にもありますよ

ね。市役所にもあって，有屋町内会にもあってって，あると思いますが，この回収作業，どのように今なっ

てるのか，お示しいただきたいと思います。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，多田議員に回収作業について御答弁いたします。資源物の回収につ

きましては，古紙類については段ボール，新聞紙を第２水曜日，雑誌などの古紙類は第４水曜日に出

していただき，可燃ごみなどの収集と同じ委託事業者において一括して回収しております。また，ペッ

トボトルや空きビン，スプレー缶，蛍光灯，電池類などは，各地域指定の土曜日に出していただいてお

り，住用地区と笠利地区は委託事業者，名瀬地区におきましては，会計年度任用職員とシルバー人材セ

ンターの派遣職員で回収しております。以上です。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。今，名瀬地区だけはシルバーとおっしゃいましたね。そ

うなったいきさつって何かあるんですか。

市�民部長（徳永恵三君）　すみません。その件につきましては，ちょっといきさつを調べさせていただき

たいと思います。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。なぜこの回収方法も確認するかと言いますと，やはり，

この分別に関しても，このごみの回収に関しても，この市役所の中を見られたら，戸を開けて見られた

ら分かると思うんですが，結構な住民の方が持ってきますよね。あれ，その後に入ったら，とても持っ

て行ける状況ではないんですよね。なくて，あれ，今，多分市のほうできれいに，持って行きやすいよ

うな形で，担当課の方なのか，どこか委託してるのか分かりませんが，きれいにした上で，ごみ回収の

事業者が，取りに来てもなおかつ，まだ，やっぱり，分けられてないんですよね。分けられてなくて。

いわゆる何が起きているかというと，ものすごい仕分けに時間かかってるんですよ。集める人たちがで

すね。ということは，時間がかかるイコール経費がかかるんですよね。当然ながら。ここに対して。そ

こもやっぱり，踏まえた上で，じゃあ今後，この全体的なごみを分別も含めて，経費を下げるためにど

ういうことをすればいいのかというのを大前提として，考えながら動いていく必要があるのかなと思い

ます。今，僕が言ったように，まとめて業者が一括で持っていくとなれば，かなりその持っていた後に
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作業の時間もかかりますし，量も多いですから，これを分けるということは可能なんですか。一旦，こ

こにあるやつを一気に全部持っていくのじゃなくて，例えば，段ボールと紙と分けるとかですね。何か

しら，新聞と古紙，チラシだったりとかのあれを分けるとか。分けて持っていくとか。その辺は同じ業

者が持って行くわけですよね。回収するわけですよね。今は一括でという話でしたけども，これを分け

て持って行っても問題はないんですか。その辺りまでお願いします。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，今の御質問にお答えいたします。議員の御質問の内容はおそらく，

日を分けるとか，そういう手法ができないかということだと理解させていただきたいと思います。先ほ

ども言いました，仕分けとかもなかなか，出すときに新聞紙とか段ボールが混在してるとか，もう積み

上がっているような状態というのが多々見受けられると思います。収集することから混載となるため，

引取事業者におきましては，分別作業を行って，議員御指摘のとおり，その負担はあることはお伺いし

ております。議員御提案の回収日を分けることにつきましては，現在，市民に定着した収集日の設定な

ども考慮しながら，今後，請負業者様と協議してまいりたいと考えております。また，先ほどもお伝え

しましたが，地域における常設回収所が展開されることで，事業者の負担も軽減されることではないか

と考えております。今後，より良い仕組みづくりに取り組んでまいりたいと考えておりますので，御理

解を賜りたいと存じます。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。基本的にやはり，ごみの回収とか，こういう資源の回収，

誰もやりたがらないんですよね。若い子が率先して手を挙げて，じゃあ自分がこのごみ車乗りますよと

いう世界ではなくて。でも，実際，この人たちがいないと，奄美市の食の循環だったり，環境問題とい

うのは一向に前に進まないわけですよ。すごく大事な人たちで，この人たちが今，手間と時間かけて，

そしてまた，お金までかけてというのが今の現状であって，じゃあどういうふうにして調整するかとい

うのは，やはり，双方意見を出し合いながら，話し合いながら，僕はしっかりと前に進めていく必要が

あると思いますので，是非，そこは耳を傾けて，検討に入っていただきたいなと思いますので，よろし

くお願いしたいと思います。

　�　それでは，（３）のその資源の価格の推移というふうに書いていますが，古紙類だったりとか，プラ

スチックであったりとか，いろんなものの買い取りがありますけども，その価格の推移というのはどの

ようになっているか，分かる範囲で結構なのでお示しいただきたいと思います。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，お答えいたします。資源ごみについては，名瀬クリーンセンターが

一括して売却しており，主なものでは令和元年の内容ですけど，アルミがキロ当たり最大５１円，最低

で２１円。銅が最大６２円，最低２１円。段ボールやペットボトルなども０．２円から０．１円など，四

半期ごとの入札で値が大きく違ったと聞いております。令和２年度の価格は１年を通して，アルミと銅

がキロ当たり１０円，鉄がキロ当たり１円でしたが，段ボールやペットボトルなどはキロ当たり�０．１

円であったとお伺いしております。直近の令和３年度では，アルミは３０円，銅は１０円，鉄は１６円

となり，段ボールやペットボトルは０．１円となっております。短期的には価格が回復してきていると

お伺いしておりますが，今後とも注視してまいりたいと思います。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。これもですね，やはり，以前と比べるとかなり低くなっ

ているんですよね。実際に，中国がプラスチックを取らなくなったとかという問題があったりして，国

内の中でやはり，ペットボトルだったりが溢れていた状況の中で，少しずつの改定ですけども，今，前

にやっと進んでいると思いますが，実際にこう資源を分けてうまく再利用する，そこに当然売るわけで

すよね。売って資金を得るわけですけども。なかなか上手くこの循環というのは，今のところは僕の中

ではまだ見えてないような現状であると思いますが。少し僕から提案なんですが，今，燃えるごみ，燃



− 160 −

えないごみは，結局，全世帯が有料で負担しているわけですよね。ごみ袋を買うことによって。してい

るわけですが，実際に，この資源に関しては，要は買い取るというのが前提なんですが，先ほど言った

ように，じゃあこれを売るだけなのかというと，そこに手間がかかってるわけですよね。ものすごくか

かっていて。実際，クリーンセンターのほうでもその仕分け作業，今，別の皆さんが入って，そこにお

金を支払って，今，分けていると思います。実際にじゃあ集めて売って成り立つのかというと，僕は成

り立たないと思っているんですよ。であれば，そこを少しでも費用負担ができるような形って何がある

だろうかと考えると，例えば，段ボール，紙類は必ず縛りますよね。縛って出すということがルールと

してなっていますが，その縛るものを販売すれば良いんじゃないですか。ごみ袋みたいな形で，奄美市

の刻印でも入れて，その紐というか，何で縛るかは分かりませんけども，そこに３００円ないしの費用

価格を設定することによって，一律応分な負担ができると。ここに関わる費用に関しても，多少なりは，

これで利益が出るほどでは全然ないですが，実際にごみを出す，で，また，自分たちがしっかりとこの

地域を守っていくという意識付けにも僕はつながるのかなと思ったりするんですが，その辺はどうです

か。

市�民部長（徳永恵三君）　確かに多田議員の御提案ありがとうございます。やっぱり，その何ですかね。

歳入歳出，行政もやっぱり何かをすると予算がかかるような状況もあると思いますけど，その件の提案

は謙虚にお受けして，ちょっと部内でも検討していきたいと思います。また，先ほどちょっと資源の，

やはり，内容というのをお示ししたんですけど，やはり，どうしても年間，比較してみると，増減が激

しい状況であって，その件もやっぱり，行政として何ができるかというのは，検討していきたいと思っ

ています。以上です。

２�２番（多田義一君）　これは是非，お願いしたいと思います。というのが，この問題って一生続くんで

すよね。今だけではなくて一生続く問題で，しかも，島外の観光客が増えれば増えるほど，奄美島内で

のごみも増えるわけですよ。当然。使用者が増えるわけですから。また，いろんなものが持ち込まれた

上で，ここで処理していく方も当然いらっしゃるでしょうし。そう考えると，今議会でも議論になって

いた環境協力金だったりとかというのは，僕は必ず必要だと思いますし，また，今言った資源ごみのこ

の今の現状を考えたときにも，やはり，そこも何かしらの手立てをこれからずっと続くわけですから，

ある一定の歳入を確保するために，何かの方策は絶対，僕は必要だと思いますので，そこも含めて是非，

御検討いただきたいと思います。

　�　それでは，（４）の物価，人件費の上昇についてをお伺いいたします。今現在，ウクライナ情勢や，また，

コロナ，世界情勢により，様々な価格が上昇しております。また，この奄美市においては，全国そうで

すが，慢性的な人材不足により，労務単価も近年上昇している状況であります。このような中で，奄美

市委託事業者との契約を当然，入札によって行われたわけですが，その当時と今とは環境は大分変わっ

ているんですよね。そこを踏まえて，今，その契約内容はどのようになっているのかをお示しいただき

たいと思います。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員御質問の一般廃棄物でよろしいですかね。一般廃棄物の収集運

搬業務委託において，物価変動に伴う委託料の変更については，その当初の業務委託契約をされている

んですけど，そこに記載しております。内容は，物価変動に対し，委託料の額が著しく不適当であると

認められるときは協議して変更することができるとあります。このことについては，委託業務の現状に

ついて実態を把握して，請負事業者との協議を行いながら適切に対応したいと考えておりますので，御

理解を賜りたいと存じます。

２�２番�（多田義一君）　ありがとうございます。であれば，じゃあ契約上は協議する条項が入っているの
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で，その委託事業者と協議をした上で，今の金額が妥当ではないという判断をした場合は，上乗せも当

然ありうるという判断ですね。よろしいですよ。確認です。

市�民部長（徳永恵三君）　その甲乙協議というか，事業者さんとの話し合いにもなるんですけど，そのと

きにやっぱり，客観的にその著しい変動というところをどう見るかという，基準的なものがやっぱり，

必要なのかなと思ってますので，そこはまず，協議をさせていただきたいと思いますけど，著しい変動

をどう見るかというのは，ちょっと部内で検討したいと思います。以上です。

２�２番（多田義一君）　分かりました。その著しいという一つの言葉がすごく難しいとは思うんですが，

実際にざっと考えて，あの車に関わる費用だったり，まあ諸々，タイヤは消耗品ですよね。また，軍手だっ

たりとかも消耗品になりますよね。であったり，車検。車の部品代であったり，労務単価は当然そうで

すが，諸々考えると今，金額は下がっているものというのはほぼないんですよね。ほぼなくて，全てに

おいて上昇しているような状況であります。ですので，その著しいというところが大変悩ましいとは思

うんですが，基本的には下がっていませんので，上がっていると前提したときに，じゃあどれぐらいの

価格であれば，皆さんが仕事を続けられるのか，この危機を乗り越えるのかというところまで，しっか

り，やっぱり，サポートしていただかないと，この人たちがもうできないと手を挙げたら，誰がやるん

ですかということですよ。本当に。これ，取る人いなくなったら，奄美市が大変なことになりますから，

やはり，その辺りはしっかり，また，事業者の皆さんと膝を突き合わせてですね，継続できるように，

この難局を皆で乗り切ろうというような形で，是非，話も聞いていただきたいなと思いますので，よろ

しくお願いしたいと思います。

　�　それでは土木行政について質問いたします。道路管理コストについてという質問ですが，今後，人口

の減少や奄美市職員の減少など，様々予測ができますが，現在，道路管理にどれぐらいのコストが年間

かかっているのか，それをまず，お伺いしたいと思います。

建�設部長（濱田洋一郎君）　それでは，道路管理のコスト，費用についてお答えしたいと思います。本市

名瀬地区における市道の伐採，軽微な補修につきましては，一般財団法人奄美市開発公社に委託して

おりまして，今年度は３，０５８万４，０００円を計上しております。それと，笠利地区，住用地区に

おきましては，会計年度任用職員を伐採作業員として雇用しておりまして，今年度，笠利地区では１，

６３７万円，住用地区では２，０２４万７，０００円を計上し，３支所の合計は６，７２０万１，０００円

となっております。以上でございます。

２�２番（多田義一君）　分かりました。ありがとうございます。これ今，多分，伐採に係るだけの金額で

すよね。恐らく。その全体コストって出ています。出ていないですか。

建�設部長（濱田洋一郎君）　お答えいたします。ほとんどが伐採作業ですけれども，名瀬地区の例えば，

この道路が少し陥没しているとか，そういった軽微な補修で，すぐに開発公社のほうで対応できるもの

についても，今，申し上げた経費の中に含まれているということでございます。以上です。

２�２番（多田義一君）　分かりました。トータルで大体，今，現時点で６，７２０万円ほどだというふうに。

一般的に道路管理って見たときに，いろんな方法というか，かかっている費用って僕はあるのかなと

思ってちょっと見てたんですけども，例えば，道路パトロールしますよね。陥没がないかとか，例えば，

法面から土砂崩れがないかとか。今やってる法面を安全強度を測ったりですとか。橋に関しては，別で

予算付けていろいろやっていると思うので別としても，道路管理というだけで結構諸々，僕はあると思

うんですよね。あると思ってて。実際，その辺も相対的に考えると，じゃあ今一番大きいウエイトを占
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めているのは多分，この伐採だと思うんですよ。伐採が一番大きくて，実際には，やっぱり，働き手が

どんどんいなくなっていく。ランニングコスト的にもじゃあこの予算を，向こう３０年も４０年も５０

年もずっと払っていくのかというところで，やはり，そろそろ考えていく必要が僕はあるんじゃないか

なと思いますので。例えば，今，空港からこう市街地のほうに来るときに，龍郷町でもともと道路沿い

に植栽があったやつ，もう全部切って，固まる砂か何かで固めてますよね。ああいうのも一つの方法だ

と思いますし。また，実際，その地域で管理をお願いしたりする植栽も中にはあると思うんですよ。な

ので，その地域がやれる間はやっていただくというのが一番ベストでしょうし。相対的に考えたときに，

今，直接，その開発公社の皆さんが，刈りに行かないといけないような状況で，また，それこそ本当に，

質問でもありましたが，道路から出てくるときにこの植栽が丁度目線の高さで，車が見えないとかとい

うのは結構あるんですよね。そういう話もあって，そのときにしかそういう人たちは，この木なんとか

してくれとか，ここ草切ってくれとかというところで対応するしかないのかなと思いますが，そもそも

そういう箇所というのは，本当にそのまま，何回も行って切るという手間を考えると，どこかでか，も

う線引きをしていかないといけないのかなというふうに思いますが，多分いずれこのままだと，雑草を

切り忘れて車が見えなかったということで，観光客が多分，事故は多いと思うんですけども，事故の原

因にもなりうる危険性もはらんでいますので，この辺りは市の道路管理という観点から，今後，どうい

うふうなスタンスを持って，この維持管理を進めていくかというのは考えていく必要があると思います

が，いかがですか。

建�設部長（濱田洋一郎君）　お答えいたします。議員御指摘の道路の植栽を含めた管理につきましては，

道路利用者の，おっしゃったように，視界を遮らないようにするなどの安全確保はまず，第一です。そ

の上で部分的に高木の剪定ですとか，議員御案内の，ございました，防草砂の施工などを行っていると

ころでございます。実際に行っております。一方で，新たに整備する道路につきましては，メンテナン

スフリーと言いますか，そういった雑草が生えにくい施工を行っているところでございます。地域の環

境として，植栽部は自然を身近に感じるというところでもありますけれども，適正な維持管理を行わな

ければ，安全性を損なってしまう場所になってしまうということにもなりますので，地域の住民の御要

望も踏まえて，植栽の維持管理に努めていきたいと考えておりますので，御理解のほど，よろしくお願

いいたします。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。やはり，本当に一生これもかかる問題だと思いますので，

少しずつ前進できるように，極力その費用も抑えていけるように，また，手間がかからないような形も

これから考えていかないと，いつまでもお金も必要だし，人も必要という状況であれば，やはり，働き

手はどんどん減る，役所の職員だって減るわけですから，当然入ってくる情報量もどんどん少なくなっ

てくるわけですよね。そういう時代が必ずやってきますので，また，それを探しに行くために，今度は

道路パトロールをするとかとなってくると，また，そこに人を割かないといけない。車両も出さないと

いけない。そういう循環というのがもう見えますので，その辺りも是非，念頭に置きながら，今後，また，

取り組んでほしいなと思います。

　�　今度，２の景観の保全についてというところなんですが。もう実際，世界自然遺産にもなって，これ

からの公共工事の在り方というのは，根本的に僕はまたちょっと，見直すタイミングに来てるのかなと

いう気がいたします。と申しますのも，奄振予算も６５年をもう本当に経過して，実際に来年は本土復

帰７０年と。そこで今まで公共工事も多くやってきて，道路，港湾，そこに関してのインフラの整備と

いうのはかなり進んできたのかなと。また，その道路においては，維持，補修管理という部分は当然，

これから陥没だったりとか出てきますけども。この観光地として日本で自然遺産って５箇所しかないわ

けですよね。５箇所しかない中で，自然遺産としては奄美が最後だろうというようなお話もよく耳にし

ますが，そう考えたときに，やはり，これから先の公共工事，道路の，どういうふうにして景観保全を
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しながら，来た人たちに，また，住んでいる人たちにどう見せていくかというのは，すごく大事になっ

てくると思いますので，その辺を踏まえて，何かその保全についてお考えがあればお聞かせ願いたいと

思います。

建�設部長（濱田洋一郎君）　お答えいたします。世界自然遺産登録に登録された奄美市としてですね，景

観をより良く見せるために，私たち土木行政が何を目指してどのように取り組んでいけるかどうかとい

うことだと思いますので，その点についてお答えしたいと思います。道路などの整備方針につきまして

は，これまでどおり安全・安心を念頭に置いて進めてまいります。また，世界自然遺産登録となった今般，

環境への配慮，景観の維持，向上に土木行政が果たす役割も非常に大きいと感じているところでござい

ます。現在，本市におきましては，地域によって防護柵の構造として，一般的なガードレールではなく

て，ワイヤーロープを使用したガードケーブルを採用するとともに，周辺の景色との調和を図るために，

その構造物の色彩について，環境省や県への申請，その後の許可をもって各事業を進めているところで

ございます。それから，河川などにつきましても，景観を保全，創出するために何ができるのかという

ことを検討しながら，整備を進めてまいりたいと考えておりますので，御理解賜りたいと思います。

２�２番（多田義一君）　ありがとうございます。実際に，一言で景観と言っても，見る人によってはいろ

んな見え方もあると思いますので，一概にこれが良いとかこうしたほうが良いとかというのはなかなか

ないんですが，やっぱり，奄美らしい土木行政というのはどういうことなんだろうかなというのを今後

考えたときに，まず，人がやっぱり，一番目にするのは，道路であったり，車絶対通りますよね。その，

まず，本当に先ほどの草の伐採じゃないですが，その辺りもやっぱり，人によってはすごく良かったよ

ねと言う人もいれば，なかなか海沿いの草木が伸びていて，海がなかなか見えない箇所があったりです

とか，そういうのがあると，やはり，人の意識の中に，奄美大島ってあんまりこう整備されていなかっ

たよねって，１箇所見ただけでそう言う人も中にはいると思うんですよ。なので，そこは大変，観光地

としては悩ましい問題であると思いますけども，やはり，そこも念頭に置きながら，今後，どういう整備，

優先順位をつけていくのかであったりとか，例えば，道路の舗装の色をこの区間だけ変えてみるとかで

すよ。見せ方というのはいろいろあると思うんで，それはもう土木行政のみならず，例えば，観光部局

とも話があって，例えば，ここはこの道路の色だったら，来た人たちは，何かここってちょっと特殊な

んだろうなというのがあれば，その辺を整備すると，車を停めて見るところがあるというのが分かった

りするかもしれないですし，それは全然こうしたほうが良いとかという話じゃないですけども，ちょっ

としたきっかけを作ることで，全然変わると思いますので，その辺りも是非，今後ですね，土木って観

光とかけ離れているところだと思うんですけども，でも，これから先はそこも念頭に置きながら，僕は

是非，仕事を進めていっていただきたいなという思いがありまして，今回，この質問をさせていただき

ましたので，是非，部長には期待しておりますので，よろしくお願いします。

　　はい。すいません。じゃあ，以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で，自民党新政会　多田義一君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午後２時２８分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後２時４５分）

　　引き続き一般質問を行います。

　　無所属　奥　輝人君の発言を許可いたします。

１�９番（奥　輝人君）　議場の皆さん，市民の皆さん，きゅうぬひんまんきゃ，うがみんしょうら。私は

自由民主党所属，無所属の奥輝人でございます。本日の最後となりました。あらかじめ通告しています
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一般質問を行います。その前に少々所見を述べたいと思います。

　�　まず，本年８月１日より副市長に就任しました，諏訪哲朗奄美市副市長，誠におめでとうございます。

これまで県の職員として県下全体の発展に尽力してきたその能力とその手腕を遺憾なく発揮されて，安

田市長のもとで右腕として補佐し，奄美市市勢の発展に，奄美市民の一人として，沖縄バージョンのち

むどんどんで頑張っていただきたいと思います。頑張ってください。

　�　さて，ロシア国によるウクライナ国への軍事侵攻についてであります。本年の２月に軍事侵攻が始ま

り，もう半年以上も続き，まだまだ収束の兆しさえ見えない状況が続いております。これまでに両国の

兵士やウクライナ国民の民間人，そして，女性や子どもたちに多くの犠牲者が出ております。情報では

その数は８万人とか９万人とか，また，それ以上の数十万人とか，そういう報道がされております。街

や建物が破壊され，穀物の麦畑が焼け野原となり，被災して負傷した民間人など，映像を見るたびに，

悲惨な戦争の姿に，常識では考えられない不思議な現象が実際に起きていることに奇々怪々，痛感して

いるところであります。早くこの惨事である戦争を終息，終焉させることが肝要であります。これまで

に国連安全保障理事会や関連諸国の働きで，両国の停戦に向けた交渉や条件提示が示されてはきている

ものの，両国の同意，停戦とまでは至っていない。そもそもの発端はウクライナ国の西側諸国の軍事同

盟である北大西洋条約機構，通称ＮＡＴＯへの加盟申請に不服としたロシア国の反発から，軍事侵攻が

勃発しているのであります。今，世界において，両国の軍事侵攻の影響で，原油価格の高騰に，穀物価

格の高騰に，更には，日本でもその負の連鎖反応が起き上がり，国民生活に大きな打撃とショックを与

えている状態であります。とにかく，今後の望みは，国連安全保障理事会に加盟している理事国や関係

諸国など，解決策の糸口を見いだして，早期の停戦につなげてほしいと願うばかりであります。

　�　さて，話は変わりますが，奄美ではコロナの影響が長引き，もう２年以上も続き，この状態で本当に

いつになればアフターコロナの社会に戻れるのか，また，元の生活様式に戻ることができるのか，前途

多難の日々に危惧している市民も多いかと思います。とにかく，今はこの第７波を収束させ，次の第８

波の波を寄せ付けない，門前払いのシャットアウトしていくという心構えで，コロナ感染症対策に取り

組んでほしいものであります。コロナ感染症対策を徹底していけば，アフターコロナ，また，ゼロコロ

ナになる日も近いと思います。もうしばらく，もう少しお互い同士頑張っていきましょう。

　�　それでは一般質問に入ります。１，市民の声から，（１）トンネル内のラジオの難聴解消についてで

あります。①地域コミュニティーラジオについて，奄美大島において，各地区でのトンネルの開通で，

車社会の中，時間の短縮に物流，人流，交流人口の拡大等に大きな役割を果たしております。トンネル

は奄美大島では本当に欠かせない貴重な存在であります。さて，そのような中，トンネル内での車のラ

ジオの難聴が課題であると思います。特に地域コミュニティーラジオのあまみエフエム・ディ！ウェイ

ヴさんの放送や，龍郷から発信のたつごうエフエムなどなどにおいては，トンネル内では難聴であり，

ラジオ放送を聴くことができない状況であります。あまみエフエム・ディ！ウェイヴはもう開局して

１３年余りになりますが，未だトンネル内の難聴の改善には至っていない状況であります。全国放送の

ＮＨＫのＡＭ放送，または，ＦＭ放送については，少数のトンネルにおいて健聴や改善されてきている

面もあります。さて，地域コミュニティーラジオは地域の情報発信として，災害時や事件，事故，あら

ゆる情報や話題，音楽など，即座に対応して情報を発信しているのであります。地域コミュニティーラ

ジオ，あまみエフエム・ディ！ウェイヴの難聴から健聴への改善についての見解を伺いたいと思います。

　　後の質問からは発言席にて行います。

建�設部長（濱田洋一郎君）　それでは，奥輝人議員の御質問にお答えしていきたいと思います。トンネル

内でラジオを聴取するための放送設備につきましては，国土交通省が定める道路トンネル非常用施設設

置基準に基づき，トンネルの長さや交通量により設置されております。奄美大島の本島内で県が管理し

ているトンネルは，現在，３７本ということでございまして，そのうち１０本のトンネルにおいては，

ＡＭ放送が聴取できる施設が設置されています。それから，平成２７年に開通いたしました網野子トン
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ネルでは，ＡＭ放送のほか，エフエムせとうちが聴取できるということでございます。この網野子トン

ネルは，県内で唯一コミュニティーＦＭが聴取できるトンネルであると聞いているところでございま

す。コミュニティーＦＭは議員が御案内のとおり，地域の情報発信であったり，それから，特に災害時

の状況をですね，リアルタイムに伝えることができる重要なメディアであるということは十分に認識し

ております。そして，難聴の解消は今後の大きな課題であるということも認識しております。したがい

まして，今後は，庁内の関係部署との協議を行い，国・県への要望について検討してまいりたいと考え

ておりますので，御理解のほど，よろしくお願いいたします。

議�長（西　公郎君）　奥議員，ちょっと待ってくださいね。今の問題，ＦＭだけじゃなくて，本茶トンネル，

国道においてＡＭがすべて聞けないっていう状況ですから，やっぱり，大きな問題があると思っており

ます。奥輝人議員，どうぞ。

１�９番（奥　輝人君）　部長，ありがとうございました。本当，この件についてはですね，まず，防災面

の面から，過去にですけれど，永田議員がですね，本茶トンネルを取り上げた事例もありました。その

ときには，やっぱり，防災面ということでもあって，その基準とか，やっぱり，この道路の交通量とか，

そういった条件があるということで，そのときはもう，そういう流れで，ちょっともう答弁が終わって

いたんですけれど，私としてはですね，やはり，この基準も，この前，大島支庁のですね，建設課のほ

うの道路維持係のほうにちょっとお尋ねしたんですけれどもね，今の状況では，やっぱり，奄美の３，

０００メートル以上が本当は対象であるということで，網野子トンネルだけが，そういったあまみエフ

エムも取り付けてあるということでありました。その後にですね，私もまた，瀬戸内の事務所のほう

にもちょっと尋ねてみたら，今のこのトンネルの条件の中にですね，３，０００メートル以上というの

があるんですけど，３，０００メートル以上が望ましいという，そういった文言が今も，平成２７年か

２８年だったと思いますけど，その文言がついたということが知らされてですね，ああ，それであれ

ばですね，その３，０００メートル以上じゃなくても，そういった可能性があるということで，私，今，

質問していますけれど，やはり，このあまみエフエムや，やっぱり，たつごうエフエムについてはですね，

やっぱり，市民の皆さんもやっぱり，車社会ということで，情報をバリバリ発信されていることをやっ

ぱり，聴いていきますので，それは本当に大事な情報発信の元だと思っておりますので，さっき言われ

たように，やっぱり，３，０００メートル以上ということはちょっと引っかかりますけれど，そこはま

あクリアもできる可能性が出てきているということを知っていますので，知りましたので，どうかです

ね。クリアをしてですね，今のこの，国道沿いにも約１２本くらいのトンネルがあると思いますけれど，

そこら辺りを勘案しながら，やっぱり，国や県に，やっぱり，そうやって奄美のトンネルの事情なども

説明しながらですね，やはり，奄美はトンネルが多いと，そういった中で，やっぱり，観光客でもですね，

やっぱり，ラジオを聴きながら，こうやってドライブしながらですね，トンネルに入るたびにその奄美

のＦＭが聞こえないと，シャットアウトされると，そういった意見も聞かれておりますので，そこら辺

り，是非，改善していかなければいけないということで，取り上げているところであります。

　�　次の質問になりますけど，可能性を秘めてですけれど，②番の予算の確保についてまで，ちょっと質

問したいと思います。民間企業で運営しているこのあまみエフエム・ディ！ウェイヴさんのですね，あ

まみエフエム７７．７メガヘルツについては，本当に先ほど言われたように，奄美に欠かせない情報発

信のもとを理解していくためにもですね，トンネル内へのですね，今の既存のトンネル内への，やっぱ

り，電波線のケーブルですよ。ケーブルを設置することによってですね，このラジオが聴こえるように，

聴けるようになるということでありますので，そこ辺りのケーブルについても，聞くところによります

と，やっぱり，予算が高騰化しているということで，本当，うん千万という予算で，あまみエフエムさ

んのそういった担当者の方もですね，もう本当，予算が高くて，やっぱり，自分たちも取り付けたいん

だけど，そういった予算がうん千万で，どうもできないという，そういった要望とかも聞きましたので，
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そこ辺り，そういう予算を確保するためにも，官民連携で取り組んでですね，奄振予算とか，国の予算

とかを活用しながらですね，取り組んでもらいたいと思いますので，そこら辺り，どのように見解を持っ

ているのかの伺いたいと思います。

建�設部長（濱田洋一郎君）　お答えいたします。コミュニティーＦＭの難聴解消のための設備の設置，議

員御案内のそのケーブルを中に引き込むというような，その設置にはですね，多額の費用がかかるとい

うことも承知をしているところでございます。その予算の確保につきましても，議員御指摘の国の補助

金，そして，奄振予算の活用を含め，庁内の関係部署とも協議を行い，国・県へ要望していくことにつ

いて検討してまいりたいと考えておりますので，御理解賜りたいと思います。

１�９番（奥　輝人君）　来年度予算にですね，奄振予算の２１３億円要求のこれが出ていますけど，この

中でですね，やはり，この区分としては，この社会資本総合整備事業の中にですね，この防災・安全交

付金ということで，約２４億９，５００万円が計上されております。これが本当に使えるか使えないか，

そこら辺はまだ，今後になるんですけどもね，やっぱり，こういったトンネル内に，やっぱり，この奄

振予算を使いながら，やっぱり，この交通事情なども勘案しながらですね，国道沿いでも良いと思いま

す。また，県道のトンネルでも良いと思いますので，分割しながらでも国道・県道のラジオ放送が聞こ

えるような，そういう改善をやっぱり，しなければいけないのかなと私も思っていますので，是非，取

り組んでいただきたいと思います。自分もいつも朝来るとき，帰るときは，本当，車でですね，節田か

ら回って来るんですけれど，本当，あまみエフエムのディ！ウェイヴを聴きながら，こうやって来たり，

また，帰りながら聴くんですけど，本当，建設部長のですね，あの歌声とか聞くと，本当，心もなごむ

し，元気が出ますので，今，建設部長なんか今，特定健診に行こうというそういったＣＭまで流してい

ましてですね，そこら辺りをやっぱり，住民の方が聞けばですね，よし，やっぱり，健康のために特定

健診に行こうかと，そういった気持ちにもなれると思いますので，そういった地域のやっぱり，そういっ

た情報ですよね。情報発信がやっぱり，大事だと思って，やっぱり，地域のやっぱり，市民の皆さんが

それを受け入れてですね，あー，やっぱり，こういった地域のコミュニティーラジオを聞いて，なんか

なごみますねとか，やっぱり，そういった島唄やら島口とかいろいろのおじおばの会話とかも結構あり

ますので，そこら辺りを聞きながらですね，やっぱり，この長寿を目指しながら，この奄美がまだ発展

できるのかなという可能性も秘めておりますので，是非，この件については取り組んでいただきたいと

要望というか，お願いをしたいと思います。はい。この件については終わりたいと思います。

　�　次にですね，これもですね，市民の声からなんですけども，もう（２）番に入ります。この奄美・沖

縄直行便の運休について，①週に２便，または，３便体制についてであります。この奄美・沖縄直行便

が現在，運休をしております。６月頃からの運休であると思います。これまで年に度々運休があること

は理解はしております。その理由，運休の理由にですね，聞くところによりますと，搭乗客の減少，新

型コロナの影響もあり，搭乗客が非常に減少しているということであります。現在の運行はですね，こ

の奄美から沖縄に行くときにはですね，奄美・沖縄ホッピング事業などを活用しながらですね，島々を

経由していく体制が２通り，毎日ありますけれども，１通りに，奄美空港発，徳之島経由，沖永良部経由，

沖縄着，２通り目にですね，奄美発，与論経由の沖縄着。このような体制が今，敷かれているところで

あります。やはり，この体制でいくとしても，やっぱり，時間がやっぱり，かかると。やっぱり，声か

ら聞けばは時間もかかるし，航空運賃も高くなるという声が聞かれております。それでですね，やっぱ

り，この奄美・沖縄のやっぱり，こういった交流人口も拡大しなければいけない中で，今後になるんで

すけども，やっぱり，アフターコロナを見据えて，また，奄美・沖縄の世界自然遺産のそういった関連

な事業等にも絡めてですね，やはり，今後はやっぱり，直行便とか，やっぱり，今までどおりの本来で

あればは１日１回の，やっぱり，直行便とかは飛んでほしいなというのが本来の姿でありますけど，今，

新型コロナの影響で減便になっているということでありますけど，その中でもですね，やはり，週にで
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すよ，２便なり３便の直行便が飛ばしてほしいという，そういった意見も各地からやっぱり，聞こえま

すので，そこ辺りなんですけれども，やっぱり，航空会社とのまた，協議やら対応をしなければいけな

いと思っておりますので，そこ辺り，見解を伺いたいと思います。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　今，議員がおっしゃった質問にお答えさせていただきます。議員御案

内のとおり，奄美・沖縄間は二つ路線がございます。一つは従来のＪＡＣさんで飛んでいますホッピン

グ，奄美，徳之島，沖永良部，沖縄，それがまた往復も，沖縄，沖永良部，徳之島，奄美となっており

ます。もう一つは，これまで琉球エアーコミューターさんが飛んでいました路線をＪＡＣさんが運行を

いたしておりまして，これが７月１５日からとなっております。これは奄美，与論，沖縄で，帰りは沖

縄から奄美の直行となっております。この運行が実施されているようでございます。この路線につきま

しては，長引くコロナ禍の影響により，航空需要の大幅な減少が続き，経営に大きな影響を及ぼしたも

のと認識をいたしております。奄美・沖縄路線につきましては，住民の重要な路線でもあり，アフター

コロナに向け，観光やビジネスでの利用も十分に見込まれる路線でもあることから，鹿児島県と沖縄県

が連携して実施している，奄美・沖縄世界自然遺産登録観光連携事業の観光プロモーション等を通じて，

観光交流の更なる促進につながることを期待いたしております。また，航空会社におかれましては，先

日，発表ございましたが，全日空が奄美・沖縄路線のコードシェア便の運行に参画されるなど，奄美・

沖縄の交流人口の拡大にも大きく寄与するものと考えているところでございます。まずは，この奄美，

沖縄の交流人口の拡大における動向にも注意してまいりたいと思いますので，御理解をよろしくお願い

いたします。

１�９番（奥　輝人君）　答弁ありがとうございました。自分もですね，一応，この航空会社のＪＡＬのほ

うに足を運んで，その専門の方といろいろ話をしたんですけど，やはり，この奄美・沖縄間については，

やっぱり，赤字経営だと。赤字経営で，非常に直行便は，飛ばすには，やっぱり，もう１機付け加えな

ければいけないということで，ちょっと苦しいというか厳しいという意見も伺っております。しかしな

がらですね，今言った，部長が言われたように，今後の交流人口を拡大するためにはですね，やっぱり，

アフターコロナを見据えて，やっぱり，直行便の１便でも２便でも，週２，週２なんですけどもね，やっ

ぱり，飛ばして，やっぱり，こうやって利便性を考えていくべきかなという思いがしております。それ

でですね，来年度の奄振予算のこの概算要求の中でもですね，こういうことが書かれております。新規

にですけれども，沖縄連携促進事業ということでですね，奄美周遊沖縄連携観光の促進は，世界自然遺

産登録により，観光面で沖縄との連携強化の重要性が増したことなどから，奄美と沖縄で連携して行う

プロモーションや奄美・沖縄間の運賃割引，奄美群島全体への誘客・周遊を促進する事業を支援すると

いう新しい事業ですね，が，一応盛り込まれています。この奄美・沖縄間の運賃の割引とかそういった

ことが書かれていますけど，この内容等ですけれど，分かる範囲で良いと思いますので，この来年度の

予算に要求されてますので，その内容等をちょっと聞きたいと思います。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　今，議員から御質問がありました件につきましては，現在，予算要求

の段階でございますので，今，議員が新聞等を読み上げていただきましたけれども，国交省の公表して

いる資料によりましても，今，議員が新聞報道を読み上げた資料と同様となりますが，世界遺産登録を

契機とし，奄美群島と沖縄との連携の重要性が増したことなどを背景に，プロモーションや奄美・沖縄

間の運賃割引，奄美群島全体への誘客，周遊を促進する事業の支援となっているようでございまして，

詳細，これからになっておりますことを御理解いただきたいと思います。

１�９番（奥　輝人君）　分かりました。自分たち，今の奄振予算の特別委員会も今，開催中でありまして，

やはり，委員の方もですね，やっぱり，この奄美・沖縄のやっぱり，航空運賃とか，あと，観光面の件
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でいろいろ，要望 ･提案をしていこうということで，しっかりと今，頑張っていますので，この来年度，

こういった予算が可能になるようにですね，やっぱり，頑張ってもらいたいと思いますので，部長，頑

張っていただきたいと思います。

　�　それではですね，次の質問に入りたいと思います。それでは，２番目の農水産業の物価高騰対策につ

いてであります。（１）９月補正の支援内容についてであります。本日の朝にですね，本当，追加議案

ということで配付されておりました。本来，私の感じではですね，冒頭の９月の５日の最初の本会議で

出てくるのかなと私思っていましたけれど，出てきていなかったもんですから，一応心配をしていまし

たけど，今日出てきたということで，若干はもう，安堵しているところであります。そういった中でで

すね，今度，肥料価格，飼料価格の支援についてということでちょっと伺いますけれども，本当，ロシ

ア国によるウクライナへの軍事侵攻により，原油価格や物価の高騰化が進んでおります。国においても

ですね，地方創生臨時交付金をもう，活用してですね，国民の生活物資や支援策を講じている状況が見

受けられます。今回の追加議案補正での支援内容等について，肥料価格やら飼料価格において，その説

明とか内容について，もし分かればお願いしたいと思います。

市�長（安田壮平君）　奥　輝人議員の御質問にお答えいたします。肥料・飼料高騰についての対策という

ことでありますが，議員御案内のとおり，穀物需要の増加，ウクライナ情勢による燃油価格や物流コス

トの上昇，主要な原料産出国からの輸出停滞，更に，急激な円安などを受けて，現在，肥料や飼料など

の価格が高騰していると認識をしております。このような中，肥料価格の高騰対策についての国・県の

支援策といたしまして，化学肥料低減の取組を行った上で，前年度から増加した肥料費について，支援

金を交付する予定となっております。

　�　次に，飼料価格の高騰対策については，価格高騰時に補填金が支払われる配合飼料安定基金制度

がございます。現在，農家の基金積立金に対し，県において補助を行っているところでございま

す。本市では肥料・飼料ともに，国・県支援金や基金での補填に加え，コスト上昇の支援を考えてお

り，農業・畜産業経営への影響の負担軽減を図る，肥料・飼料価格高騰対策事業，予算額にして２，

２８３万１，０００円でありますが，これについて追加での補正予算案を本日，本定例会に送付させて

いただきましたので，御理解を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

１�９番（奥　輝人君）　市長，ありがとうございました。まず，やっぱり，自分も前回，臨時議会の中でも，

総括質疑をしましたけれど，やはり，もう少しやっぱり，スピード感を持ってですね，農家とか漁家と

か，そういった方たちが困っている中で，早め早めの対策を取っていただきたいなというのも，ちょっ

と申し添えておきたいと思います。実はですね，やっぱり，鹿児島県はもう６月の補正でもう出ている

んですよ。今，市長が言われた配合飼料価格高騰対策緊急支援事業ということで，市長も今，答弁があ

りましたけれど，これがもう６月にもう交付しております。この事業等については，やっぱり，農家さ

んがやっぱり，困っているということで，もう本当に農家さんのところに，もう現金というか，農家，

通帳に振り込まれるという，そういった仕組みのお金がもう入ってきております。もう自分の畜産農家

にはもう振り込まれております。その振り込まれている農家さんというのは，基金に積立をしている，

それと，契約している，肥料の購買を年間どのくらい数量を取るとか，そういった契約している農家さ

んとかがほとんどですけど，これがもう全国一律で農家さんやっていますので，この支援が行き渡って

おります。その内容もですね，本当，令和４年の４月に１回上がりました。で，７月にも上がりました。

で，この４月から６月までの四半期の第１期分ですね。４月，５月，６月，その四半期の１期分だけが，

もうこうやって各農家さんにはもう振り込まれている状況であります。やはり，そこら辺り，やっぱり，

鹿児島県のもうやっぱり，スピーディーにやってるなという感覚はしております。そこ辺りはですね，

やっぱり，今回の副市長になりました諏訪副市長，やっぱり，そういった鹿児島県のそういったスピー

ディーな面などを，こうやって指導しながらでも良いと思いますので，この農業関係だけではなくても
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良いと思いますので，そういったいろんな政策面とかありますので，やっぱり，スピード感を持ってそ

ういったものをやっぱり，県はこういう形で支援をしている，そういった中身などもちゃんと熟知しな

がらですね，こうやって提案しながらですね，この奄美市のこういった，職員にやっぱり，こういった

外部からのやっぱり，意見などもやっぱり，こうやって取り入れられるような，そして，環境づくりに

も配慮していただきたいなと私は思います。副市長，頑張っていただきたいと思います。そういう意味

でですね，一応この，今，市長から言われたこの追加議案についてはですね，一応１２日の日に上程，

説明があるということでありますので，この内容についてはですね，また，そのときにでもまた，質問

でもしていきたいと思います。

　�　それでですね，次にはですね，歳出になりますけれども，農政部長，今は農家のやっぱり，こういっ

た肥料・飼料価格等に対してのやっぱり，支援が今回，提案されましたけれど，その他のですね，資材

ですよね。種子代やらもあるし，農薬費とか，また，いろんなそういった農家さんが使うそういった機

械類，また，物流に関係するそういった諸々の資材等に対しては，どのように考えているのかをちょっ

と聞きたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，奥議員のほうにお答えをいたしたいと思います。農薬，堆肥な

どにつきましては，現在は影響は最小限に抑えられているのではないかと考えているところでございま

す。農業用ビニール資材につきましては，原油高騰の影響により価格が上昇していることから，県が価

格上昇分の一部を支援し，農家負担の軽減を図る予定とのことでございます。今後も農業資材価格の動

向を注視して，必要な支援について，各関係機関と連携を図りながら検討を図って，行ってまいりたい

と思っているところでございます。

１�９番（奥　輝人君）　分かりました。部長，やっぱりですね，今度の９月議会で，これもやっぱり，鹿

児島県の事業になりますけれども，もう補正議案も出ております。第２弾が。その内容としては，やっ

ぱり，農業用のビニールハウスとか，あと，マルチのビニールとかも，今回ももう追加でですね，もう

出ているんですよ。やはり，そういった奄美でもですね，やっぱり，そういったマンゴーのハウスとか，

いろいろなパッションのハウス，いろんなそういったビニールの被覆するマルチ系統も扱う野菜等もあ

りますので，カボチャでもやっぱり，マルチをしなければいけない。今からですけどね。そういったこ

とも県としてはもう打ち出しているんですよ。県は。そこ辺りがやっぱり，県とか国の動向を見ながら

と言っているんですけれども，やっぱり，こういう，そこ辺りもやっぱり，早め早めの情報を収集して，

キャッチしてですよ，こうやってやっぱり，県がやって，こうやって，その県のそういった支援策に，

また，奄美市もそこにちょっと何割かまた，補正していくとか，支援していくとか，そういったことま

でやっぱり，県の職員の農政課とでも，農政部の職員等でもですよ，いろいろとこうやって，意見，情

報交換ですよ，できれば，情報交換しながら，やっぱり，こういった今の厳しい状況の中のそういった

対策なども情報交換しながらですね，解決に向けて取り組んでいただきたいなと思います。やはり，県

とかやっぱり，国はやっぱり，すぐさま，パパパッと出てきてますので，また，地方創生臨時交付金の

使い方も，バンバン使っていますので，そこ辺りもやっぱり，遅れがないようにですよ，並行していけ

るような形にできればやってもらいたいなと思います。そこは一応，要望しておきますので，よろしく

お願いしたいと思います。

　�　それではですね，②番の１０月以降の再値上げについてであります。国としてもですね，今，国の事

業でですね，肥料価格高騰対策が今，打ち出されております。これも今，やっている自治体ももう出て

きていると思います。そこに対して国は，上げ幅分の７割を補填にすると。で，また，鹿児島県は１５パー

セントは補填しますということまで，この前の９月の補正ではもう追加議案として，もう上程されてお

ります。そこ辺り，残りの１５パーセントですよね。国が７０パーセント，県が１５パーセントという

のはもう確定されておりますので，今度の１０月以降の再値上げですよ。これが一番の物価高というか，
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肥料価格が高騰する月になりますので，そこ辺り，今の状況でこの予算等で，賄えていけそうであるの

か，また，予算等が足りない場合など，追加とか，また，補正とかしなければいけないと思いますけど，

そこ辺りですね，１０月以降のそういった物価高に対する対策などを聞きたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，議員御質問，１０月以降の再値上げについてお答えいたします。

議員御案内のとおり，肥料価格につきましては，１０月以降，更なる値上げが予想されると認識してい

るところでございます。そのような中，先ほど説明いたしました，国の肥料価格高騰対策事業における

支援金の歳出根拠となる価格上昇率は，農業物価統計などをもとに１年前の価格と比較して，今後，国

が定めることとなっております。この価格上昇率は秋肥，令和４年の６月から１０月までの購入分と，

春肥，令和４年１１月から令和５年５月までの購入分のそれぞれで設定するとのことでございますの

で，今後，更なる価格高騰分についても，その高騰分を反映した支援金が交付されると考えております。

また，市の支援策につきましても，国や県の制度に合わせ，柔軟に対応してまいりたいと考えておりま

すので，御理解をお願いしたいと思います。

１�９番（奥　輝人君）　よく理解しました。本当，再値上げのときには，やっぱり，農家さんが困らない

ようにですね，もう早め早めにやっぱり，こうやって支援をしてもらいたいと思います。

　�　それではですね，もう③番の，今度，漁家に対する支援等についてであります。本当，燃油の高騰など，

漁家もやっぱり，厳しい苦しい経営を強いられていると思いますので，今回では，漁家への支援等の項

目はないんですけど，支援等についてどのように考えてるのかを聞きたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，本市における漁業における支援事業といたしましては，燃油，

資材単価の上昇や魚価の低迷などもあり，漁業者の継続的経営の安定を図るため，今年度から漁業経営

安定化支援事業を実施しております。事業の内容といたしましては，正組合員を補助対象者に，漁業に

必要となる漁具，機器，餌及び氷などや，燃油セーフティネット事業の積立金など，一人当たり１０万

円を限度とし，２分の１以内の補助で支援を実施しております。併せまして，県の事業につきましては，

燃油価格高騰の影響を緩和し，漁業者の負担軽減と経営安定化を図るため，漁業用燃油価格高騰緊急対

策事業を実施しております。事業内容といたしましては，燃油セーフティネット事業に加入している漁

業者，養殖業者を対象に，積立金の３分の１以内で補助金を交付するものです。今後とも引き続き，本

市におきましては，漁家の経営安定を図る上で，関係機関と連携し，漁業振興を促進することに努めて

まいりたいと思ってるところでございます。

１�９番（奥　輝人君）　分かりました。それもですね，今，部長が言われたようにですね，もう鹿児島県

は本当，６月議会での補正で，もうこれはもう可決されて今，執行されているところであります。本当，

今３分の１を県がやっぱり，燃油価格等に関してですね，やっぱり，こうやって，３分の１は補助して

いるということでありますので，やっぱり，奄美市としてもですね，その，あとの３分の２のうちの，やっ

ぱり，３分の１ぐらいはやっぱり，支援できるような，そういった仕組みづくりでも，やっぱり，やっ

てもらったら，やっぱり，その漁家さんもですね，やっぱり，遊漁船やら，また，船舶，あと，船外機

などに使う，そういった燃料代ですよね。そこら辺りもやっぱり，軽減化されて漁に出やすくなると思

うんですよ。やっぱり，高騰化しているということで，ちょっと，ためらう漁家も見受けられますので，

やっぱり，今までどおりの，やっぱり，据え置きのそういった単価に近いようにですね，漁家の皆さん

がこうやって生産意欲が高まるような，そういった支援なども考えていただきたいと思います。本当，

奄美市でもですね，単独で一応，この午前中の奥晃郎議員の中でもそういった事業がありましたけれど，

この漁業経営安定化支援事業というのもありますけど，それとはまた，別にですけれど，別で，やっぱり，

こういった先ほどの県の事業に上乗せするような形で，やっぱり，漁家の皆さんの負担軽減につながる
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ようなことをやっていただけたらということで，思いますので，よろしくお願いしたいと思います。

　�　それではですね，大きな３番のさとうきびの振興に移りたいと思います。（１）生産量の確保につい

てであります。①農家戸数について，さとうきびはもう本当，奄美の基幹作物としてですね，もう農家

をはじめ，また，各関連機関や各関連産業へ波及効果をもたらしている作物であります。しかしなが

らですね，生産量は平成の１０年，１１年頃をピークにですね，３万トンの生産量を確保していまし

たけれど，それから徐々に減少してしまい，今ではですね，もう２万５，０００トン前後という，約５，

０００トンの減収ということになっております。本当はその中でですね，平成の２１年とですね，平成

２２年においては，もうメイチュウの被害で１万５，０００，１万６，０００トンというのが２期続いた

こともありました。本当に苦しい時期もあったさとうきび経営でもありました。本当，製糖会社が要望

するのは，やはり，３万トン以上という，そういった目標も掲げられておりますので，その背景にはやっ

ぱり，３万トンが確保されない背景にはやっぱり，その農家の高齢化や，担い手の不足など，農家のき

び離れなどが要因となっていると思われます。農家戸数の推移についてですけど，ピーク時と今の現在

の農家の推移など，ちょっと伺いたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，さとうきび農家の戸数の推移について，生産実績によりますと，

平成元年の９６３戸をピークに年々減少してきており，令和３年におけるさとうきび栽培農家戸数は

３１１戸となっております。また，年齢別における戸数につきましても，農業生産法人で４戸，４０歳

代で３４戸，５０歳代で２３戸，６０歳代で２５０戸となっており，割合については６０歳代未満で約

２０パーセント，６０歳代以上で約 8０パーセントとなっており，議員御指摘のとおり，高齢化が進み

つつある現状となっていると認識しております。以上です。

１�９番（奥　輝人君）　今，部長が数字を言いましたけど，今現在，３１１戸という農家戸数だと私は今，

聞いたと思いますけれども，やっぱり，ピーク時はやっぱり，９００とか１，０００戸ぐらいあったと

私は思うんですよ。それも昭和のもう６０年代ですよね，から，平成の初め頃はもう本当，９００とか

あったと思います。本当，これからもう本当減少して，もう約３分の１ですよ。もう。３１１戸という

のは。やっぱり，生産農家が本当，減少したなあと思います。しかしながら，やっぱり，さとうきびに

対するそういった農家さんの規模拡大というのがやっぱり，進んでいてですね，やっぱり，機械化の

一貫体系確立の事業を導入しながら，やっぱり，１，０００トン農家，ましてやもう１, ５００トン農

家とか，ゆくゆくは２，０００トン農家まで目指そうというそういった農家も今出てきておりますので，

そこ辺りをどうにか支援していかなければいけないという思いがしております。再質になりますけれど

も，本当，ＩターンやＵターン，後継者育成など，現状，３１１戸いますけれども，やっぱり，そういっ

たＩターン，Ｕターン，後継者，そこら辺りの現状は先ほど説明がありましたけれど，今の取り組んで

いる状況など，ちょっと聞きたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　それでは，担い手農家の育成についてお答えいたします。担い手農家の育

成につきましては，研修期間中や就農後に，年間１５０万円を交付いたします，農業次世代人材投資事

業を活用して，平成２４年から４名のＵターン者がさとうきび農家として就農しております。また，制

度資金や補助事業を活用して，機械導入を行い，円滑な就農定着を図っているところでございます。今

後も各種支援事業を活用するとともに，各関係機関と連携し，担い手や新規就農者の確保，育成に努め

てまいりたいと考えているところでございます。以上です。

１�９番（奥　輝人君）　分かりました。本当，笠利地区のほうでもですね，家族経営みたいな感じで，やっ

ぱり，その親がいて，その子どもたちが後継者として育成されている農家もいます。それが１，５００

トン作ったり，将来的に２，０００トン作るという，そういった，もう本当，農家が出てきているのも
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事実であります。また，それに見合って，また，Ｕターンしてきている，そういった，高齢ではないん

ですけど，まだ６０代の夫婦とその子どもがまた，さとうきびだけでもやっていこうということで，今

そういったハーベスタなどの事業申請などもしながらですね，将来的にはやっぱり，１，０００トンく

らい作りたいという，そういった農家も出てきているのも実状でありますので，そこ辺りをやっぱり，

支援しながらですね，さとうきびのやっぱり，魅力化も伝えながら，やっぱり，取り組んでいただきた

いなと思います。

　�　それではですね，一応，大規模農家の育成については，今，部長のほうから答弁がありましたので，

その次のですね，再質になりますけれども，今，大規模農家を育成するためには，やっぱり，その畑を

確保するのがやっぱり，一番の要だと思います。やっぱり，生産面積を拡大していくためには，やっぱ

り，畑がなければはできませんので，今，本当，遊休農地とかも結構出てきていると思います。前回の

正野議員の中でもですね，笠利地区でも約ですけど，１２０ヘクタールぐらいの遊休農地も見当たると

いうことでありましたので，そこ辺りのことも勘案しながらですね，今の農地中間管理機構，または，

農地流動化等を契約している，貸し手，借り手ですよね。そこ辺りの，こういった土地の情報提供とか，

どのようにしてですね，こういった大規模農家への土地が斡旋できているのか，そこらの共有とかでき

ているのか，そこら辺りをちょっと確認したいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　御質問の農地中間管理事業の状況についてでございますが，農地の有効活

用を図ることにより，農業経営の効率化や経営者の所得向上，農村地域の活性化を目的として，２６年

度から実施をしているところでございます。令和３年度の笠利地区における農地中間管理事業の実績と

いたしましては，農地の借り手が２７名，農地面積が約１４．8ヘクタールとなっております。そのうち，

さとうきび農家による賃貸借契約につきましては２２名，農地面積が約１３．７ヘクタールとなってお

ります。また，農地流動化による農地の貸し借りにつきましては，農業委員，農地利用最適化推進委員

が最適な農地流動化方法を判断し，農地中間管理機構が利用可能と判断した場合には，借り手とのマッ

チングを積極的に行い，利用権設定を行っている状況であります。以上です。

１�９番（奥　輝人君）　分かりました。やはり，大規模農家を育成するためにはですね，やっぱり，そういっ

た遊休農地等，また，リタイヤする農地などをですね，こうやって斡旋できるように，そういった仕組

みづくりは，農業委員会，最適化利用推進委員会などが取り組んでいると思いますので，そこ辺りもやっ

ぱり，更に，また，指導しながらですね，アップができるようにですね，頑張っていただきたいと思い

ます。

　�　それとですね，③番目のですね，高齢農家の支援についてであります。やっぱり，さとうきび農家は

高齢化が進んでいて，本当，７０歳以上がもうほとんどだと思います。それでもですね，高齢農家の存

在は欠かせない状況でもあります。今はですね，もう機械化一貫体系確立が整ってですね，植付け期か

ら収穫まで機械化が進むということで，本当，労働力はもう軽減されてきております。しかしながら，

その労働力は軽減されるんですけど，やっぱり，コストがやっぱり，かかると。コストがかかって，やっ

ぱり，収入，儲けが少なくなると，そういった，また，反面もありまして。そこ辺りをどうにか改善し

なければいけないのかなという思いがしております。そこ辺りはやっぱり，国の交付金などのやっぱり，

上昇とか，やっぱり，そういった原料代の上昇とか，合わせて２万２，０００円ぐらいになっておりま

すけど，それをやっぱり，３，０００円，４，０００円，上げていただきたいという，２万５，０００円

代にしていただきたいという，そういった声も聞かれています。これはもう奄美だけじゃなくて，離島

のですね，やっぱり，徳之島，沖永良部，与論の農家からもですね，群島の議員大会の中でもですね，

交付金の単価を上げていただきたいという要望なども，採択というか，もうやっているところでありま

すけど，なかなか上がらないのが実状であります。で，そこでですね，やっぱり，高齢化のための現在

の植付け機のＢＰプランターですね。そのＢＰプランターが今，一台導入されていますけど，そういっ
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たＢＰプランターの導入を，また，こうやって，まあ１台なんですけども，それをまた，倍増にしてい

くとか，また，民間の農家さんとの連携で，高齢の方がこうやってＢＰプランターを利用できるような，

そういった体制ですね。そこ辺りもやっぱり，確立してもらえればは，農家さんも，高齢農家さんもさ

とうきびを作りながら生きがいを持ちながらですね，取り組んでいけると思いますけど，今後のＢＰプ

ランターの導入計画などをちょっと聞きたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　議員御指摘のとおり，今年の夏植えから奄美市さとうきび受託組合におい

て，植付け機械であるビレットプランターによる植付け作業を受託しております。今年度の目標面積と

しては５００ヘクタールとしておりますが，現在のところ，申込面積は３．４ヘクタールとなっており

ます。今後，受託面積が増えてくるものと考えており，作業の効率化を図りながら，ビレットプランター

を所有する民間の農家さんに協力を依頼していくとともに，新たなビレットプランターの導入に向け

て，受託組合や導入を検討している農家さんへ協力を，補助事業の導入や手続きなどの協力をしてまい

りたいと考えているところでございます。以上です。

１�９番（奥　輝人君）　是非ですね，そのＢＰプランターというのは，今後の生産量の確保について，本

当に大事な機械だと思っておりますので，その辺り，この前も研修があって，その農家さんの現場研修

ということで，見せたら，ああ，これだったらもう自分も今まで手植えとか，自分のプランターで植え

たり，また，耕運機でのこうやって覆土などしていたのに，これだったらもう時間的にも省かれると。

また，種子までですね，種まで，そのハーベスタで刈り取った種をもう直接，ＢＰプランターに入れて

自動で植えていきますので，時間の短縮もできるということで，もう本当，このＢＰプランターに対し

ての熱望がもう強いですので，そこ辺り，導入に向けて，民間との交渉もしながらですよ，取り組んで

いただきたいと思います。

　�　それではですね，次に，もう（２）番の反収の向上対策にいきたいと思います。①番目のですね。株

出し栽培の欠株対策ですね，欠株対策についてちょっと伺いたいと思います。今ですね，さとうきびの

作付けにはですね，３通りありまして，その収穫面積に対してですね，夏植えの作付けと春植えの作付

け，そして，株出しですよね。その３つの作付けで今，収穫しているんですけども，やはり，今，株出

しのほうが約３５０ヘクタールくらい，３６０ヘクタールの面積ということで，一番面積的には多いの

が株出しであります。その株出しというのが，やっぱり，反収がやっぱり，低いと。その低い理由にで

すね，今，①番のやっぱり，欠株ですよね。ハーベスタで剥いだ後の，やっぱり，欠株が結構出たり，やっ

ぱり，枕地を壊したり，そういった，畝から畝にまたがるときに，やっぱり，そういった欠株は出ます

ので，その欠株をやっぱり，補植，補修しなければは，反収は伸びていかないと皆さん，分かっている

んですけど，なかなかそこ辺りが手についていないのが農家かなと思っております。そこ辺りをですね，

やっぱり，現場で市の職員，現場でですよ，やっぱり，奄美市，やっぱり，農協さん，富国製糖さん，

そうした関係する鹿児島県の，大島支庁さんもいますので，現場でやっぱり，そうやって指導してもら

わなければ，農家さんはもう何も指導がなければは，ただそれだけでもやればいいやという，そういっ

た気持ちの農家さんも見受けられますので，そこ辺りの現場での指導ですよ，言わば。そこ辺りは，今後，

やってもらわなければは，やっぱり，農家さんももう，ずるずるべったんになってるような感じですの

で，今後の指導体制について伺いたいと思います。

農�林水産部長（竹元康晴君）　議員御案内のとおり，関係機関で欠株対策として，４月に補植用の苗，約８，

５００本を無償配布しているところでございます。配布につきましては，数に限りがありますので，農

家さんへは農談会などで説明した上で，先着順にて配布しているところでございます。今年度は約８０

戸の農家へ配布したところでございます。補植につきましては，各農家へ指導助言を今後も進め，さと

うきび生産量の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
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１�９番（奥　輝人君）　部長，今，言われたように，やっぱり，農家さんにはやっぱり，そういった苗の

確保の補助とかも，やっぱり，やってもらって，やっぱり，そういった欠株に対する，今，言われたよ

うに，補植のポット苗とかもやっている農家もいます。ただ，やっていない農家もいますので，そこ辺

りはやっぱり，現場に行ってその畑を見て，欠株だらけだ，これをまた出すんですか，とかね，そういっ

た指導をしてほしいと思うんですよ。そういった場合に，農家さんの反応を聞けばですね，何だよとか，

そういった逆ギレされるような農家さんもいるという，ちょっと聞いていますけど，そこ辺りはもう逆

ギレされてもですよ，もう関係機関，団体で，これはやってくださいと，そういった強気でいけるよう

な現場での指導ですよ，が大事ですので，是非そこ辺りをやっていただきたいなと思いますので，よろ

しくお願いしたいと思います。

　�　それとですね，もう最後になりますけれど，今度，株出し栽培のですね，やっぱり，除草対策ですよ。

この除草対策もやっぱり，株が伸びない，反収が伸びない要因のもう２大要因ですね。その欠株と除草

剤対策。除草剤を撒けばは，本当，良いさとうきびは伸びるのに，草ぼうぼうな畑では，草が伸びて，

さとうきびは本当，もう伸びてこないというのが，もう現状であって，それで今，自分もこうやってちょ

くちょく見るんですけど，そういった畑がもう散見されるんですよ，今は。部長，見たことあります。

現場などやっぱり見て，やっぱり，そういった，この畑は，誰々さんの畑は，こうやって分かりますので，

やっぱり，そこ辺りを見て，現場での指導が大事だと思います。今あの，笠利の農林水産課長も来てお

りますけど，農林水産課長，来ていますけれど，やっぱり，こうやって課長なんかと一緒に，圃場巡り

ですよ，圃場巡り。結構ありますよ，今。除草対策していないのが。本当，機械も持っていない農家さ

んが多いのかなとも思いますけど，そういった除草するためには，やっぱり，ハイクリブームという，

そういった除草剤も受託組合にありますので，そこ辺りも活用しながら，やっぱり，除草対策をさせて

ですね，この反収が今，株出しだけでも，４トンもいかない，３．８トンくらいしかないんですよ。奄

美市の反収が。４トンもいかないんですよ。４トンも。だから，いつも平均で夏植え，春植え，株出し，

合わせても，５トン未満。だから，伸びていない。ほかの離島に関しては，もう本当，喜界島などにつ

いてはですね，夏植えの作型が多いのもあるんだけれど，向こうは６トンとか，出ています。やっぱり，

１トン違えばは，相当違いますので，やっぱり，その株出しの管理というのはとっても大事であります

ので，ね，部長ね，うん，やっぱり，圃場を見ながら，やっぱり，指導する畑には指導してもらいたい

なと思います。やっぱり，現場が，現場主義でいかなければ何も分からないと思いますので，もし部長

が行きますよと言って，私にも電話してくださいよ。私が案内しますよ。農林課の課長でも呼んでです

よ。そういった，こういった畑があるんですよと，一度見せたりして，今後，やっぱり，そういった株

出し栽培の圃場などをやっぱり，反収をアップさせるためには，それぐらいの意気込みでやっていこう

かと私も思っておりますので，一緒に頑張っていきましょう。いいですね，部長。はい，ありがとうご

ざいました。

議長（西　公郎君）　以上で無所属，奥　輝人君の一般質問を終結いたします。

　　これにて本日の日程は終了いたしました。

　　明日午前９時３０分本会議を開きます。

　　今日はこれをもって散会いたします。（午後３時４５分）
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9月9日（5日目）
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は１９名であります。会議は成立致しま

した。

　　これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分）

　　本日の議事日程は一般質問であります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。

　�　この際申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたしま

す。なお重複する質問事項につきましては極力避けられますように，質問者において御配慮をお願いい

たします。また通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さらに当局に

おかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われますように

あらかじめお願いをしておきます。

　　通告に従い，順次質問を許可いたします。

　　最初に，公明党　与　勝広君の発言を許可します。

１�７番（与　勝広君）　皆さん，おはようございます。公明党の与　勝広でございます。令和４年第３回

定例会一般質問の前でありますが，これまで１２名の同僚議員が登壇され，質問されました。私の質問

とも重複する箇所が多少ありますので，少し冒頭の挨拶にお時間をいただき，所見を述べさせていただ

きたいと思います。最後まで御清聴よろしくお願い致します。

　�　まずは 7月１０日に執行されました，第２６回参議院選挙におきまして，公明党は比例区６名，選挙

区７名，合わせて１３名当選させていただきました。これも市民の皆様の真心からの御支援であります。

心から感謝御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

　�　さて，今世界桂冠詩人の平和の歌というのがありますが，その詩の一部を紹介したいと思います。明

るい未来のためには平和でなければならない。幸せの人生のためには絶対に戦争はあってはならない。

戦争ほど残酷なものはない。戦争ほど悲惨なものはない。どれほど母たちの涙が流されてきたことか。

どれほど子どもたちの笑い声が押しつぶされてきたことか。どれほど若人の青春が引き裂かれてきたこ

とか。

　�　本年２月２４日，プーチン大統領は，核兵器の使用も辞さないとの覚悟のもと，ウクライナの侵攻を

始めました。このことによって，世界の平和が一気に脅かされました。今ウクライナの戦火を思うとき，

この紹介した詩の一節一節が大変，身につまされると同時に，また我が国は平和であることに感謝をし

ながら，この詩を心に刻み，一日一日を歩んでいこうと改めて決意をしているところであります。

　�　さて，そのウクライナ情勢に乗じて，非核三原則の見直しやアメリカから核を持ってきて核を共有し

ようという一部の声があります。我が国は非核三原則が国是であります。公明党はこの非核三原則を確

立するために，これまで全力で取り組んでまいりました。この非核三原則が確立されるまでのこれまで

の経緯と，２０１６年に施行された平和安全法制について少し述べたいと思います。

　�　非核三原則というのは「持たず，つくらず，持ち込ませず」であります。この非核三原則は我が国の

安全保障戦略の骨格であり，戦後，我が国が軍事大国になることなく，平和国家としての道を歩んでこ

れたのも，この非核三原則があったからであると私は思っております。

　�　我が国は唯一の戦争被爆国として，これまで核兵器の廃絶を目指し，また我が国の立場を世界に訴え

ながら，平和外交を行ってまいりました。この非核三原則が確立されたのは，今から約５０年程前で，

歴代政権もこれをしっかりと守り抜いてまいりました。そもそもこの非核三原則という言葉が国会の議

事録に載ったのはいつのことか。それは１９６７年，昭和４２年の１２月，公明党の衆議院での代表質

問によるものでした。

　�　今年は沖縄の復帰して５０年という節目を迎えます。沖縄が復帰する前年の昭和４６年は，日米で交

わされた沖縄返還協定を巡って，国会では与野党対決，大激論の中でありました。そんな時，公明党の
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行動がなければ，非核三原則は確立されませんでした。その当時の政治の最大の焦点が三つありました。

まず沖縄から全ての核兵器を撤去すること。そして２点目は沖縄への核の持ち込みを禁止すること。そ

して３点目は，米軍基地の縮小でありました。

　�　その当時，交わされた日米沖縄の返還協定は欠陥，不備が多くて，国会では大紛糾をしていた昭和

４６年の１１月に当時の自民党が単独での強行採決を構えておりました。そんな時に事態の収拾に動い

たのは，当時野党であった公明党であります。その当時の野党であった社会党や共産党は，衆議院の本

会議をボイコットしました。公明党はあえて出席をし，そして日米で交わされた沖縄返還協定に反対を

しながら，そして大変厳しい状況の中でありましたが，自民党と交渉し，非核三原則を盛り込んだ附帯

決議を実現させることができたのであります。その当時，もし全野党がこの本会議を欠席していたなら

ば，日米で交わされた沖縄返還協定のみが残って可決成立していたところ，公明党は出席をして，そし

てその非核三原則を自民党と交渉して実現することができたのであります。またその当時の佐藤栄作総

理も，これを厳粛に受け止め，しっかりと守っていきたい，このように言っております。

　�　そしてまた，今このウクライナ情勢に乗じて非核三原則と国民の命，どちらが大事だという声があり

ます。しかしこの非核三原則と国民の命というのは，天秤にかけるべきものではなく，また，二者択一

もないと私は思っております。非核三原則は大事，国民の命はそれ以上に大事であると思います。もし

我が国が非核三原則を破って核の共有を認めるようなことになると，それは原爆の落とされた広島，長

崎の人々への最大の冒とくに当たると思います。これまで我が国は唯一の戦争被爆国として，核兵器の

廃絶を目指し，そしてまた世界の各国に訴えてきた，このこと自体が世界からの信用が失墜し，信用が

なくなり，核拡散の動きが加速する中で核を使う国が現れるのは必定であると，このように思います。

また岸田総理も，この非核三原則の持ち込ませずとは相いれない，このように明言しております。

　�　来年５月にＧ７サミットが広島で行われます。公明党はこのＧ７サミットを広島で行うように岸田総

理に要望いたしました。総理も当然広島出身の総理でありますので，その決意は固かったと思います。

　�　Ｇ７サミットが広島で行われる意義というのは私なりのこれは思いでありますが，我が国は先程から

申し上げているように唯一の戦争被爆国として，これからも核兵器の廃絶を目指し，また非核三原則を

しっかり守ると，これを世界に対するメッセージじゃないかとこのように思います。５月の２３日にバ

イデン大統領との首脳会談が行われ，岸田総理はバイデン大統領へ防衛費の増額を明言いたしました。

公明党も今の世界情勢を見てもこれは仕方ないと思っておりますけども，しかし，これは予算ありきで

なく，これからしっかり何をどういった形で積み上げていくのかを議論をしていかなければならない

と思っております。また，バイデン大統領からは日米安全保障条約，日米同盟に基づいて，アメリカ

はこれからも尖閣諸島並びに日本国，日本の国民をしっかり守っていくと，このように明言いたしま

した。あのバイデン大統領の確信溢れる言葉はどこからきてるか，これは私なりの推測でありますが，

２０１６年に施行された平和安全法制にあると思います。あの平和安全法制が確立し施行された当時，

バイデン大統領はアメリカ合衆国の副大統領として，当時から我が日本の外交防衛安全保障をずっと見

続けてきた一人であったと思います。

　�　あの，湾岸戦争の時，我が国は世界から批判されました。日本は金だけ出すが何もしないと。この平

和安全法制が確立，施行されたことによって，アメリカは我が国に対する信頼がこれまでの２倍３倍と

なって，そしてまた，この日米同盟がさらにグレードアップした姿が，あのバイデン大統領の確信溢れ

る言葉であったと私は思っております。

　�　そして今，この平和安全法制が確立される以前は，我が国は当然，専守防衛の国でありますので，他

国から攻撃された場合は当然憲法９条のもとの自衛の措置を講ずることができる，でありました。この

平和安全法制には新三要件というのを盛り込んであります。この新三要件は，条文を少し紹介しますけ

れども，我が国に対する武力攻撃が発生したときのみならず，我が国と密接な関係にある他国に対する

武力攻撃が発生し，これにより，我が国の存立が脅かされ，国民の生命，自由及び幸福追求の権利が根

底から覆される明白な危険がある場合，また，これを排除し，我が国の存立を全うし，国民を守るため
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に他に適当な手段がない場合，必要最小限度の武力を行使と，このように明記されておりまして，これ

はどういうことかと言いますと，これは簡単に言いますと，アメリカが我が国を守るため，我が国民を

守るために他国から攻撃された場合，その時は憲法９条の許容される範囲の元でアメリカを防護する，

守ることができる，このような条文であります。

　�　よく勘違いされるのは，アメリカが世界の各地に行って，戦争を起こし，そして他国から攻撃された

場合，それに対して日本はアメリカを守ることができるというものではありません。この新三要件の根

本精神は，あくまでも国民を守る，日本を守るというのが，そこに付随されていると思います。そして

戦争法案などとも言われておりますけども，これは批判されてますけども，これはアメリカと共に世界

の各地に行って，また世界の果てまで行って，共に戦争をするという法案でありませんので，御理解を

いただきたいと思います。ともあれこの秋には憲法改正の議論も深まると思います。そうすると，この

憲法９条に自衛隊を明記しようという声も今一部にありますが，これはあくまでも個人的な見解であり

ますが，この平和安全法制が確立されたことによって自衛隊の動きはかなり明文化，細分化されており，

今自衛隊は国民の６割，７割以上の方々が認知してるという状況でありますので，自衛隊の明記はこの

憲法９条にいらないと，これはあくまでも個人的な見解であります。

　�　結びになりますが，ともあれ，我が国は，唯一の戦争被爆国として，これからも核兵器の廃絶を目指

して，そして非核三原則を国是として守り抜いていく，これが我が国の使命と責任であると，このよう

に痛感しております。

　�　私も地方議員の端くれではありますが，ことあるごとにこのようなことを市民に訴えながらやってま

いりたいと思っております。長くなりましたが，それでは質問をしたいと思います。

　�　通告に従って，まず１番目の市長の政治姿勢について，（１）コロナ禍，そしてロシアのウクライナ

侵攻の影響によるとみられる物価高騰，燃油高騰等による市民の暮らし，そしてまた中小零細企業の現

況についての質問をさせていただきます。

　�　約この３年間，コロナ感染拡大のこの期間の中で，市民の暮らしや生活は大変厳しい状況であった。

これは皆様も御案内のとおりであると思います。そしてこれは本市の中小，小規模企業も例外ではない

と思います。またそれに追い打ちをかけるように本年２月２４日にプーチン大統領がウクライナの侵攻

をしたことをきっかけに，燃油高騰，そして物価高騰等が起こっております。また，この秋は値上げラッ

シュも続いており，市民の暮らしや生活は大変大きな悲鳴を上げているところであります。そこでこう

いった現況を市民の暮らし，生活，また中小，小規模企業の現況を当局がどのように捉えているのか，

御答弁をお願いしたいと思います。

　　次からの質問は発言席で行いますので，よろしくお願いいたします。

議長（西　公郎君）　答弁を求めます。

商工観光情報部長（平田宏尚君）　おはようございます。ただいまの御質問にお答えさせていただきます。

　�　議員御案内のとおり，新型コロナの感染状況の収束の見通しが立たない中，ロシアのウクライナへの

軍事侵攻による社会情勢の悪化等から，原油価格をはじめ，さまざまな物価高騰に直面しており，ガソ

リン価格や電気料金，ガス料金が軒並み上昇するなど，市民の暮らしに大きな影響を与えているものと

認識いたしております。また，中小企業や小規模企業等の現況につきましては，市内の関係機関に聞き

取りを行ったところ，原材料や燃料費の値上がりにより，製品の製造に影響が出ていることや，肥料，

飼料価格の高騰，農業資材の高騰等により，経営の安定が図れない等の相談を受けているとのことであ

り，中小企業や小規模企業等事業所の方々の事業経営につきましても，厳しい状況であるものと認識致

しております。

１�７番（与　勝広君）　ただいまの部長から市民の暮らしや生活，中小・小規模企業の現況について，答
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弁がありました。この約３年間というものが，本当に大変な状況であったと思います。また，先ほども

言いましたように，それに追い打ちをかけるように，このロシアのウクライナ侵攻という形で，また今

物価高騰もかなり上がっているような状況が続いております。そこでちょっと確認したいのは，この３

年間で，国の支援，県の支援，そして本市も，財政支援も財政調整基金を活用してなどの支援も行って

きておりますが，これまでの本市が行ってきた支援の成果というのは，どのように捉えているのか。特

にまた中小，小規模企業については，いくつかの支援も行っておりますけども，特に事業所支援給付金

も２度支給されておりますので，その進捗状況と現況について御答弁をお願いします。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　本市におきましては，これまでにも国や県の事業も参考にしながら臨

時特別給付金事業や島外で頑張る学生応援事業等による生活支援，プレミアム商品券事業，利子補給事

業，または事業所支援給付金事業等による経済対策など，関係機関と連携し，幅広い分野において，市

民及び事業所に寄り添った事業の実施に適宜努めてきたところであり，一定程度の支援を行えたのでは

ないかと考えているところでございます。

　�　また，事業所支援給付金事業の執行状況についてでございますが，支給件数は当初見込みの８００

件に対し６４２件，約８０パーセント，支給金額は当初見込みの１億１，２００万円に対し９，

１９９万６，０００円，当初の約８２パーセントとなっており，予算規模の８割程の実績となることか

ら，幅広い業種，多くの事業所に対し，一定程度の支援が行き届いているのではないかと考えていると

ころでございます。しかしながら，新型コロナに加え，ロシアのウクライナ侵攻を契機とする物価，原

油価格高騰等もあり，依然厳しい状況であるものと認識いたしておるところでございます。

１�７番（与　勝広君）　市民の暮らしや生活といっても，これも多種多様で，また中小，小規模企業もい

ろんな業種があって，一概に評価というのは難しいと思います。成果自体も，まあそこそこやってるん

じゃないかなという感じで受け止めておりますけども，しかしこの８月の１７日に令和４年度の第４弾

ということで，コロナ対策第４弾ということで，子育て世代の方々，また高齢者，事業者そして自治会と，

プレミアム商品券等もありましてけれども，これはまたこれから成果も出てくると思います。しかし私

はもうそれでもまだまだ足りないんじゃないかなと思っております。

　�　補正で今回も出てますけれども，農業関係の支援が。本当にいろんな多岐にわたっての支援が大事だ

と思います。まず大事なことは，職員の皆さん，当局の皆さんがやはり，市民の暮らしや生活をしっか

りアンテナを張り巡らせて，本当にその暮らし，生活をどういうふうに肌感覚で常日頃感じているか，

中小零細企業に対してもそうでありますけども，そういったことが大変重要だと思います。そしてそれ

に立って，じゃあ次はどういった支援を行うかということは，これがこれからずっと続いていくと思い

ますので，ありがたく，奄美市は財政調整基金もそこそこ，行財政改革，財政健全化をしっかりやって

るという成果のもと，そういった資金もそこそこありますけども，それが全部使えるというわけであり

ませんけども，やはり次なる財政支援を考えてるのか，これは今回もこうしてやりましたでしょという

のではなくて，本当に，どこにどういったところに何が必要なのかというのを，しっかり庁内で精査を

してやっていく。次なる財政支援を考えてるのか，そしてまた今検討中なのか，そこらへん分かったら

御答弁お願いします。

総�務部長（三原裕樹君）　おはようございます。お答えいたします。今般の新型コロナに加え，ロシアの

ウクライナ侵攻を契機とする物価，原油価格高騰は，本市，市民の暮らしや経済活動にとっても大きな

影響を与えているものと意識をしております。過去２年間に実施しました新型コロナ関連事業の実績を

振り返りますと，令和２年度，３年度の決算額で，約８４億４，０００万円となり，感染症対策をはじ

めとする各種事業に取り組んでまいりました。

　�　今年度につきましては，先ほど議員からもございましたが，４月の臨時会において計上した事業所支
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援給付金の支援策が実施されております。また先の８月の臨時会では，プレミアム商品券事業を含む各

種事業を計上し，実施に取り組んでいるところでございます。

　�　加えて，本市の事業所に対し，高騰した燃料費，電気料金，ガス料金の一部を支援する，エネルギー

価格高騰対策事業，これと国と県の支援と連動し，農業，畜産業経営の影響の負担軽減を図る肥料飼料

価格高騰対策事業について，追加での補正予算案を昨日，本定例会に送付をさせていただきました。

　�　新型コロナの収束や物価原油価格高騰の先行きが見えない中，あらゆる事態に対応するため，引き続

き本市の経済状況等を注視をしながら，国の新型コロナ臨時交付金，また財政調整基金の活用など，適

時，適切な時期に必要な財政出動を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。

１�７番（与　勝広君）　今，部長のほうから，適宜，適切にということでありましたけども，やはりこれ

はいつまでやったらいいとか，今やったらいいとか，そういう次元の話ではなくてですね。先ほどから

何べんも言っているように，当局の皆さんが，本当にそういった状況を肌感覚でどれだけ感じて，そう

いった情報をきちっと収集したうえで，これからじゃあ，どういったところに光を当てて財政支援をし

ていこうかということを，しっかり庁内でも議論する場も設けていただいて，やっていただければと

思っております。

　　時間の配分もありますので，次，副市長に質問させていただきたいと思います。

　�　８月１日に御就任，誠におめでとうございます。質問というよりは，副市長へのこれはもうこの宿題

と言った方がいいと思いますけども，副市長は県職としての実践や経験も豊富にあられるので，是非

我々に御教示いただきたいという思いで質問をさせていただきます。

　�　まずは１点目はですね，我々が今，日常手にする食料品，日常必需品というものが，これは県本土か

らの定期船，または貨物船に積載されてきたやつを購入します。その購入する際に，すでにその食料品

とか，日常必需品等については，１割から２割の運賃が上乗せされた状態で，我々はそれを１０パーセ

ントの消費税を払って購入します。食料品などは８パーセント軽減税率も導入されておりますけども，

一般論として，１パーセントか２パーセントの運賃を上乗せされた上に，我々購入するときは，１０パー

セントの消費税を払うと。これは僕に言わせれば，消費税の二重払いじゃないかなと，いつも思ってお

りますが，平成２６年に奄振が延長されたときに，奄美群島振興交付金が２０億３，０００万円付きま

した。それを活用して，奄美群島の条件不利性の改善ということで，奄美群島から県本土までの農林水

産物の輸送費のコスト，これは一部でありますけどね。これについての負担軽減が国が１０分の７，県

が１０分の１．５，市町村が１０分の１．５負担の割合をして，こういう形で上手に制度化されておりま

す。私のイメージは，例えば我々が通販で物を買ったときに，元払い，着払いとありまして，元払いと

いうのは，送ったところが運賃を持つ，着払いというのは受け取った側が運賃を払うという制度なんだ

けれども，これを元払い状況にできないのかなということをいつも思っておりまして，これも難しいい

ろんな制度があると思いますけれども，例えばこの運賃が来るこの負担を国とか，県，例えば奄振のこ

ういった事業を通じてやるとか，いろいろあるかもしれませんが，そういったこの運賃の負担軽減がで

きる道筋，それを是非御教示いただきたいと思います，1点目は。

　�　２点目はですね，副市長が８月１日に就任したその時は，ちょうど７月末から台風が５号，６号が発

生して，大変な状況だったと思います。またこの８月末から９月の頭，土日にかけて台風１１号が発生

して，これが，長期にわたって，停滞していたものですから，約１週間，定期船が入ってこない状況が

続きました。定期船というのは我々の島民にとっての命綱でありますので，これが１週間も入ってこな

いとなると，市内のスーパーは本当に食料品ガラガラで，新聞でも一面で報じられておりましたけども，

やっぱりこのことは離島がゆえに，例えば台風とか天候不順によって，これが当たり前のように常態化

してますけども，もしこれが奄美じゃなかったらこれは，陸続きだから，どこでもそういう品物はすぐ

来るわけで，これについての例えば，天候不順や台風等によっても対応できるような，食料品をストッ

クできるような倉庫の常設に向けての，そういった制度づくり，こういう道標を是非御教授いただきた
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いと思います。以上２点です。

副市長（諏訪哲郎君）　食料品への運賃の負担軽減という新たな制度創設についての御提言でございます。

　�　平成２６年度の奄美群島振興交付金の創設の際には，私が県におきまして交通政策課職員として航空

運賃の低減化事業に携わっておりました。当時を振り返りますと，奄美諸島，奄美群島の念願でござい

ました航路航空路運賃の低減化，農林水産物輸送コスト支援事業，それらの実現の財政的裏付けとなる

交付金制度等の実現に向けて，奄美群島１２市町村が一丸となって，並々ならぬ熱意と行動をしていた

ことが鮮明に思い出されるところでございます。

　�　また平成２５年度に策定されました，奄美群島成長戦略ビジョンは地元の声をまとめた初めての試み

として国会でも取り上げられるなど，大きな注目を集め，国，県，市町村が一体となった法の延長，拡

充に大変大きな役割を果たしたところでございます。

　�　新たなビジョン策定の作業が進む今，議員御提案の制度などについても，群島的議論をなす好機であ

る存じておりますので，外海離島であります奄美群島の更なる発展のために，市長とともに，取り組ん

でまいりたいと考えております。

　�　次に，食料品をストックできる倉庫の設置についてということでございます。台風等での定期航路の

欠航による食料品や日用品の不足は，情報としては前もって知っておりましたけれども，奄美に赴任い

たしまして，先週末から今週初めの台風１１号を経験し，離島の大変さというのを身をもって実感した

ところでございます。

　�　議員御質問の食料品をストックできる倉庫ということにつきましては，台風常襲地帯である奄美群島

特有の課題でございます。これまで本市議会でも取り上げられたと聞いております。市民生活の安定の

ための重要な課題と認識しておりますので，職員とともに，課題や方策について研究してまいりたいと

考えております。

１�７番（与　勝広君）　この２つの質問については，最終的には受益者負担という原点に立ち返ったなら

ば，１２市町村がしっかりと主体者となって，そしてまた国や県，またいろんな事業等もありますが，

そういったのをどうするかと。最終的には一応，方向性をきちっと，こうしたらこうできる，これが壁

でできないとか，そういうものがきちっと分かるとですね，あとは政治的な判断でできると思うんです

よ。しかし，来年は復帰して７０年という節目に当たりますけれども，この，私も思うのはこの７０年間，

本当にこの奄美の島民にですね，群島民に，政治の光が当たってきたかと思うと，やっぱり必ずしもそ

うじゃないなと。本当に今いうこの天候不順，台風等によって，食料品なども十分にままならないよう

な状況が続いたり，またこの離島があるがゆえに運賃が加算されたりとか，ただでさえ生活水準の低い

この地域であるにもかかわらず，そういったものが日常化しているというのが，これは本当に市長にお

願いなんだけど，７０年というこの節目で，この７０年間をぴしっと総括してですね，１２市町村の首

長で，本当にこれを，奄美はこれから本当にこういったことをしてほしいという，奄振の事業以外で，

やっぱり，政府にきちっとした奄美の群島の１２市町村の首長がしっかりと決意をして，そこに要望を

出していただきたいなと，こういったのも含めてですけども，それを今から精査してやっていただきた

いと思います。

　�　それでは，次の質問に移ります。マリンタウン地区整備事業，中心市街地活性化基本計画事業（末

広・港土地区画整理事業）の完了後の奄美市の将来構想をどのように描いているかという，ちょっとス

ケールの大きい質問でありますけれども，一つ一つ事業を見てみますと，例えばマリンタウン地区整

備事業は，当初はこの埋め立てが総事業費は３５億円でして，という予定で，それが３９億円に変わっ

て，そして土地の売買は４１億円ぐらいだという当初の予定だったと思います。一昨日は４３億円とい

う話も出ておりましたけども，そしてその本当にこの計画自体がですね，このコロナの約３年間で少し

ずつ狂いが生じてきたのかなという感じがするんですね。６年前に県のこの免許を失効した状態が続い
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ていて，結局は奄美市が全部それを引き取ってこれからやっていくということで，一昨年，昨年でし

たっけ。７業者と交渉して，６業者とはすでに土地の引き渡しも行っていると。残りの１業者について

はこれから契約をすると。そして先の議会では，この残った４区画については，この８月に再々公募と

いうこと，確か言っていたと思うんだけど，８月に検討委員会開いて，９月に公募するという形に今流

れなっているようですけれども，これも最終的には，本当にこの計画自体がこれで良かったのかなとい

う，そういった総括もありますけども。そしてまた末広・港土地区画整理事業については，総事業費

が９５億２，０００万，事業面積が３．２ヘクタール，移転する家屋が１３５棟とそういう状況の中で，

これは平成１６年に土地区画整理事業が都市計画決定して，平成１８年に事業計画が決定したと。平成

１８年に事業計画が決定してすでに１５年，１６年経っていますよね。そしてその後，用地先行取得が

行われて，平成２１年に換地設計し，平成２２年には仮換地を指定してそこから工事を開始したと。そ

の工事も令和５年に終わる予定ということでありますね。そして令和６年には換地処分をした後にこの

事業を完了させると，これがこの事業の概要だと思います。

　�　そして，中心市街地活性化基本計画事業につきましては，平成２９年の７月から令和４年の３月で完

了ということで，最初５年間の目標を立てていましたけども，これが今もう道半ばということで，この

道半ばの要因は，この本庁舎の建設が，そしてまた市民交流センターの建設が大幅に遅れたと，これが

大きい要因で，あとまたここには子育て・保健・福祉複合施設等ができ，そしてまたバスターミナルセ

ンターの整備もあり，そして消防庁舎も造るとかいう，そういう話も今伺っておりますけれども，まだ

そういう事業が残っていると。今紹介したいずれも，この事業というのは奄美市の本当に最重要政策で

すよね。この事業が完了した後に，奄美市の将来構想をどう描いているかということは，次の質問の総

合計画にも関係しますけども，それをどのように将来構想を描いているのか，御答弁をお願いしたいと

思います。

市長（安田壮平君）　おはようございます。それでは，与議員の御質問にお答えいたします。

　�　議員御質問のとおり，マリンタウン整備事業及び末広・港土地区画整理事業におきましては，市街地

へのアクセス改善による利便性向上，防災機能の強化を目的に長期的な事業として取り組んでまいりま

した。マリンタウン整備事業につきましては，平成３０年度に埋立事業が完了し，すでに一部事業者に

よる営業開始，新たな施設の建設が進むなど，新しい町が形成されていく様子を，多くの市民の皆様も

期待を持って見守っていただいているものと存じます。また，末広・港土地区画整理事業におきまして

は，これまで地権者の皆様の御理解をいただきながら，着実な事業の推進に努め，末広地区における路

線の供用開始など，中心市街地の防災力強化が実現されてきております。加えて，本庁舎や市民交流セ

ンターの整備により，中心市街地における都市機能の集約強化が図られてきたところです。

　�　このような状況を踏まえた本市の将来構想についての御質問ですが，県が事業を推進しているおがみ

山バイパス事業の完了後には，市内の人，交通の流れにも大きな変化がもたらされるものと存じます。

このような中，世界自然遺産登録による交流人口の増加，一方では人口減少という変化も念頭に置かな

ければならないと考えているところです。

　�　いずれにいたしましても，本地区を含めた将来像につきましては，今後策定を進める本市最上位計画

の中でも，市民の皆様からの御意見をいただきながら，しっかりと議論をしてまいります。以上となり

ます。

１�７番（与　勝広君）　今の質問については，大変それぞれの事業がすごく幅が広いので，総体的な大き

な部分でしか，これは答弁できないと思います。これはもうね。しかし，この後どうするかということは，

すごく大事なことになってきますよね。ちょっと２点質問させていただきたいと思いますが，このマリ

ンタウン地区の整備事業と末広・港土地区画整理事業について質問させていただきますが，このマリン

タウンは当初は総事業費３９億円から４１億円で土地の売買をする予定であったと思います。まだこの
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４区画がまだ残っていて，そこの部分が，分譲しないとちょっと分からないと思うんだけども，最終的

に収益というのはどのくらい見込んでいるのかね，その１点。

　�　そしてもう一つは，末広・港土地区画整理事業については，この事業は平田市長，朝山市長，安田市

長と３代の市長にわたっての長きにわたる大プロジェクトですよね。これが平成１８年に事業計画が決

定してからですので，もうすでに１５年，１６年経っています。そしたらやっぱりこの，こういった大

きなプロジェクトというのは，その平田市長のときの当時の時代背景，経済状況，社会情勢，そこから

今度，これを総仕上げをするね，安田市長の今言った時代背景，社会情勢，経済状況というのは，全く違っ

ているわけですね。それでやっぱりそういう計画を見通してやっているとは思うんだけども，それが完

成したときの他の事業との整合性，整合性どうなのか。また，これ完成した後の相乗効果，どういうふ

うな形で相乗効果が出るのかということを質問したいと思います。

総務部長（三原裕樹君）　まず，私のほうからマリンタウン地区の売却についてお答えをいたします。

　�　御質問の残り４区画の売却収入見込額でございますが，１１億１，０６７万５，０５３円でございま

す。また，議員からございました奄美市開発公社が実施をいたしました第１回公募からの全区画の売却

収入見込額につきましては，４３億５，９１２万９，９６９円と見込んでおります。以上でございます。

建設部長（濱田洋一郎君）　私からは末広・港土地区画整理事業についてお答えいたします。

　�　この事業は，中心市街地への良好なアクセスの改善，防災機能の強化，商業施設の再編を目的に実施

しており，令和６年度の完了を見込んでいるところでございます。マリンタウン事業と同様に中心市街

地と一体となって都市機能の集積を図る目的がございます。また，都市再生整備事業によりハード，ソ

フト面から奄美らしさが感じられるよう，商店街の方々とも連携を図りながら取り組んできたところで

ございます。

　�　事業完了後の他の事業との相乗効果ということでございますけれども，末広・港線臨港道路，マリン

タウン地区が１本の道路でつながることにより，アクセスの向上が図られ，回遊性があり賑わいのあふ

れる一体的なまちづくりが期待できます。また，両地区においては民間事業者によりマンション等の共

同住宅や店舗付き住宅などの整備が進んでおり，定住人口の促進に期待が高まります。併せて，これら

の建設工事や不動産売買などに伴い，地域経済の活性化も期待されます。更に，両地区では今後も複数

の公共施設の整備が予定されておりまして，都市機能の集約を図ることにより，中心市街地への人の流

れを取り戻す効果が大きく期待されています。

　�　今後，県が整備をしておりますおがみ山バイパス事業が完了することにより，更なるアクセスの向上

が図られ賑わいに満ちた中心市街地の形成に寄与するものと考えております。

１�７番（与　勝広君）　マリンタウンの事業収益は４３億５，９００万，約４４億円ということですね。今

のその末広・港土地区画整理事業の整合性，そして相乗効果についても理解できました。

　�　そこで次の①の質問に移りたいと思いますけども，今言ったこのマリン地区の整備事業，そして末広・

港土地区画整理事業，中心市街地活性化基本計画事業は，これから策定する奄美市総合計画にどういっ

た影響があると考えているのか，御答弁をお願いしたいと思います。

総�務部長（三原裕樹君）　お答えいたします。マリンタウン地区整備事業及び末広・港地区土地区画整理

事業により，これまで新しいまちづくりの推進を行ってまいりました。今後も宿泊施設，交流施設など

の建設が予定されていることから，新たな最上位計画におきましても，これらの施設を踏まえた交流人

口の拡大や，新たな産業の創出など，賑わいに満ちた新しいまちの視点なども計画に盛り込みながら，

策定作業に取り組んでまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。
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１�７番（与　勝広君）　今，その総合計画等，マリンタウン地区の話がありましたけれども，そこの先ほ

どは全体的な中心市街地活性化基本計画の中にですね，今その総合計画ともリンクすると思うんですけ

れども，その中に三つの指標というのがありましたね。例えば，その中心市街地活性化基本計画の４３

ヘクタールの中にある，例えば，営業店舗数を５年間でどうするかという，ありましたね。例えば，こ

の営業店舗数については，基準値が平成２８年の８月になっていたと思いますけども，その当時の営業

店舗数が２４７店舗でしたよね。それを５年間で２８０店舗までもっていこうと。そしてまた，そこの

宿泊利用者数，この基準値が平成２７年の１２月になっていたと思うんですけども，その当時の宿泊の

利用者数が２２万５，６２６名だったと思います。これを最終的には，ごめん，１４万８００人でした

ね，宿泊利用者数は，それを最終的に２２万１，８００にもっていこうと。そして施設の利用者数につ

いては，その基準値が平成２８年の３月だったと思いますけども，その基準値が２２万５，６２６名で，

これを最終的に５年間で３７万９，８００人までもっていこうと，この５年間の計画があったと思いま

すけども，この中心市街地活性化基本計画というのは，今道半ばでありますけども，この今言った営業

店舗数，そして宿泊利用者数，そして施設の利用者数，これの今の現況の数字はどうなっていますか。

商�工観光情報部長（平田宏尚君）　それではお答えさせていただきます。議員お尋ねの中心市街地活性化

基本計画事業において設定した三つの指標の数字について，お答えさせていただきます。

　�　１点目の主要９通りにおける営業店舗数につきましては，令和３年度の最終値が２７０店舗，２点目

の中心市街地の宿泊者数につきましては，令和３年度の最終値が１１万６，５３４人，３点目の交流施

設の利用者数につきましては，令和３年度の最終値が８万３，６６２名となっております。以上でござ

います。

１�７番（与　勝広君）　宿泊利用者数についても，この３年間のコロナ感染拡大で大分宿泊者も減になっ

ていたと思うんですけども，ここにきて少しずつよくなっているということもお伺いしていますけど

も，このマリンタウン地区に今建設中のホテルが２８０室完備しているということで，これが１２月に

完了する予定になっていますね。そしてまたそのマリンタウン地区に新たにまた起工式もやったホテル

もありまして，これはもうこれから将来的には，このホテルの宿泊者数，このホテルじゃなくて，これ

全部含めての宿泊者数というのは順調に推移するのかなと思っています。それと施設の利用者について

は，基準値が平成２８年の３月になっていたんですけど，その当時は主にＡｉＡｉ広場の利用者数だと

思うんですよね。それが今度市民交流センターができて，その市民交流センターの利用者も順調に伸び

ているということを聞いていますので，あと中心市街地活性化基本計画の中に子育て・保健・福祉複合

施設が今度できたら，またそこも加わりますので，これも順調に推移するんじゃないかなと期待はして

います。

　�　ただ，私が心配しているのは，今度は営業店舗数は２４７から２７０ということで伸びてはいますけ

れども，だけどその今営業をしている人たちの状況を見ると，大変厳しい状況が続いております。この

３年間，客足が遠のいて，そして資金ももう底をついて，国とか，県とか，市のいろいろ助成ももらっ

てやってはいるんだけども，何とかやっている状況で，しかしもう家賃を払えないということで，ほか

の場所に引っ越しして店舗経営しているところがあるんですよね。公明党奄美市議団が６月の３日に地

方創生臨時交付金を有効に活用していただきたいということで，６項目の要望書を提出しました。その

中に，テナント業者，テナントの方々に対する家賃，また固定費の支援はできないかということで，そ

こに盛り込んでありますけれども，私が本当にこの商店街の経営者と話すと，本当に厳しいと，これが

いつまでやっていいか分からないと，この中心市街地活性化計画というのは，要するにこの商店街の経

営している人たちが安心して継続できるように，いかに本市が支えていくかというね，それはいつまで

もというわけにいきませんので，期限付きでもいいですので，この家賃の支援とか，固定費の支援とか，

そういうのは考えられないんですかね。
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商�工観光情報部長（平田宏尚君）　お答えさせていただきます。中心市街地の活性化策につきましては，

中心市街地における商業店舗の魅力向上と出店を促進することを目的に，現在，新規出店者の家賃補助

を行う中心市街地出店支援事業や，中心市街地における店舗のリフォームに係る経費を補助する中心市

街地店舗リフォーム補助事業などを実施しているところでございます。コロナ禍における事業所支援と

いたしまして，これまでにも売上が減少した幅広い業種の個人事業者や，中小規模事業者が利用できる

国の事業復活支援金，本市独自の事業所支援給付金事業等があり，これらの事業の周知広報に努め，多

くの事業者に支援が行き届くよう取り組んできたところでございます。

　�　また，今後につきましても，先ほど答弁にもございましたが，本市の事業所に対し，高騰した燃料費，

電気料金，ガス料金の一部を支援するエネルギー価格等対策事業について，追加で補正予算案を議案送

付させていただいたところでございますので，御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

１�７番（与　勝広君）　先ほど市民の苦しい生活，中小・小規模企業の現況についての中で言いましたよ

うに，やっぱり当局の皆さんがいかに市民の暮らしや生活を肌で感じているのか。そしてまた，その人

たちはどういうふうに大変なのかということを具体的事例をもってね，ちゃんとキャッチしているかと

いうことが，やっぱり大事だと思いますので，個別の案件もありますけれども，税金を投入するわけだ

から公正・公平・平等というのが原則だと思いますけども，でもやはりこの人たちが本当に営業できな

いとなって，歯が欠けたようにいなくなると，またそこの計画ももとの状況に戻るようなこともありま

すので，だからちょっとそこら辺もちゃんとまた含めて，もう一回調査してね，今どういう状況なのか，

ちゃんとしていただきたいと思います。

　�　先ほど，総合計画にどういう影響があるかということで答弁いただきました。この総合計画，奄美市

総合計画というのは平成２３年から平成３２年間のね，前期５年，後期５年ということで計画立てられ

ていまして，私もこの奄美市総合計画の総括というのを，まだ当局から聞いたことはありませんけれど

も，この１０年間，順調に推移してきたのか。そしてまた今後また，奄美総合計画を策定するに当たっ

て，どういったことを重点にやろうとしてるのか，少しそこの部分をお聞かせください。

総�務部長（三原裕樹君）　奄美市総合計画における平成２８年度から令和２年度までの後期基本計画では，

６７の計画目標を掲げ各種施策を推進しており，各計画の令和２年度における実績値から，達成状況に

ついて内部評価検証を行っております。評価結果といたしましては，５段階評価中，学力の定着，向上

が図られた学校，自主防災組織率，空き家バンク等の登録件数などが上位３段階の順調，効果あり，や

や効果ありで約６１パーセント，また，子育てサークルへの親子利用数や大島紬生産反数などが第２段

階の横ばい，悪化で約３９パーセントとなっております。今後策定いたします計画におきましては，こ

れらの内部評価，検証を踏まえながら，新型コロナの影響により生活様式が大きく変化していることや，

ＳＤＧｓをはじめとする新しい視点なども求められることから，これまでの在り方にとらわれることな

く，市民の皆様や民間各種団体の御意見も伺いながら策定に進めてまいりたいと考えています。以上で

ございます。

１�７番（与　勝広君）　はい，理解しました。この総合計画には三つのまた数値目標というのがありまして，

この１０年間で人口５万人，交流人口４５万人，総生産額１，４００億というこの数字がありますけれ

ども，１０年間終わってみて，この数字は今どうなっていますか。

総�務部長（三原裕樹君）　まず，目標人口についてお答えいたします。総合計画における目標人口の定義は，

他町村からの通勤通学などの昼間の流入，昼間，ひるまですね，の流入人口を含めた人口としておりま

す。令和２年度の目標を５万人としておりましたが，令和２年度国勢調査実績では４万１，６０９人と
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なっており，目標には届いておりませんでした。しかしながら，地域別将来推計人口を発表している社

人研が平成３０年度に推計した令和２年度の本市の人口４万２６８人は上回る結果となっております。

　�　それから，交流人口についてお答えいたします。令和２年度目標値４５万人に対しまして，

３１万３，８３８人となっております。目標に達しておりませんが，これは新型コロナの影響により旅

行控え，航空便の運休，減便，それからクルーズ船の寄港がなかったことなどが要因として挙げられま

す。

　�　参考までに，令和元年度の数値でございますが，約５３万人と記録が残る昭和４５年以降で最多と

なっており，今後も世界自然遺産登録を契機とした新型コロナからの回復など，更なる増加が見込まれ

るものと考えております。

　�　最後に，総生産額でお答えいたします。令和２年度の実績につきましては，今年度末の公表となって

おりますことから，直近の令和元年度の実績でお答えいたします。令和２年度の目標数値１，４００億

に対しまして，令和元年度１，２９４億円となっております。平成２８年度以降は増加傾向にございま

して，自衛隊駐屯地建設をはじめとした建設業の生産額増加，また交流人口増加による宿泊，飲食サー

ビス業の増加などが要因として上げられます。

　�　なお，令和２年度は新型コロナの影響がございますことから，数値が公表され次第，改めて精査を行

いたいと考えております。以上でございます。

１�７番（与　勝広君）　それじゃ，バイパス事業に移りたいと思います。おがみ山バイパスについては，

通常国道５８号おがみ山バイパス事業でありますけれども，これは一昨日も質問がありましたので，も

う答弁要りませんので。

　�　三儀山バイパス，これについては，１月に津波警報が出たときにですね，下方地区の方々が避難する

場所に困ったと，そういったこともありましたので，この防災上，すごく重要なトンネルじゃないかと

思います。そしてまた，下方地区の活性化にも必要だと思いますので，これについてどう考えているの

か。そしてまた，大熊・芦良間のバイパスについては，これは同僚議員が何回もこれまで質問されてお

りますが，その時と違って，大義名分が全然違うと思うんですよね。自衛隊の駐屯地ができて，市民の

生活道路も自衛隊の車両も全部その道路を使っていると。あれを自衛隊の専用道路にしてですね，大熊・

芦良間のトンネルを生活道路にするとか，いろんな考えがあると思いますけれども，そこら辺について

どういうふうな考えがあるのか，御答弁をお願いしたいと思います。

建�設部長（濱田洋一郎君）　それでは，お答えいたします。議員御指摘の三儀山バイパス，大熊・芦良間

のバイパスによる防災面，交通の安全確保，渋滞緩和といったそのような必要性は十分に認識している

ところでございまして，奄美市都市計画マスタープランにおいても，道路ネットワークの整備路線とし

て位置付けられているところでございます。したがいまして，先ほども御案内がありましたおがみ山バ

イパスを含め，今後とも県との連携協力を行い，今後も継続して要望してまいりたいと思いますので，

御理解を賜りたいと思います。

１�７番（与　勝広君）　おがみ山バイパスについてはですね，これは平成１４年に国道５８号おがみ山バ

イパス事業ということで着工しまして，総事業費が１５０億円，補償が１００億円，工事が５０億円と

いう形で予算もついたと思うんですけれども，でもこれは平成２８年の時点でですね，土地も用地取得

も８割以上していまして，そしてまた，昨日の答弁ではこれはもう用地取得の状況によって，これから

着工するということでしたので，しっかりまた検討，連携取りながら，やっていただきたいと思います。

　�　すみません，いつも残り３分のカップラーメンの教育行政は，いつも本当申し訳ないと思いますけど

も，ちょっと質問，これは私はですね，平成２９年の３月の一般質問で，教員の働き方改革ということ

で質問させていただきました。そのときに，校務支援システムを導入できないかということで質問しま
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した。そのときの当時の教育長は，財政面，セキュリティ面等をしっかり検討しながら，一つ一つ検討

しながらやっていきたいということでありました。よく見ると，教育予算のＩＴ化整備事業の中にです

ね，校務支援システム導入ということで，何年か前にされているんですけれども，この導入後の成果を

ちょっと御答弁お願いしたいと思います。

教�育長（村田達治君）　それではお答えいたしたいと思います。御質問の校務支援ソフトにつきましては，

このソフトは令和２年度に全小中学校に導入をいたしました。機能といたしましては，各種児童生徒の

名簿，出席簿等，従来は教員が多くの時間を費やして制作をしていたものが，このシステムの導入によ

りまして非常に効率化が図られているところでございます。現場の教員にとって，諸帳簿作成に関わる

負担の軽減，作業時間の短縮，操作性や使いやすさといった点において，大変よい評価をいただいてお

ります。また，蓄積されたデータの活用等についても，今後また効果が大きく表れてくるものというふ

うに考えておりますので，教育の質の更なる向上を図る上でも，有効活用に努めてまいりたいと，その

ように考えております。以上でございます。

１�７番（与　勝広君）　じゃ，もう一つ，教員の働き方改革ということで質問させていただきますけども，

休日の部活動については，２０２３年以降に段階的に地域に移行していくということなんですけども，

これ今，現況はどうなっていますかね。

教�育長（村田達治君）　お答えいたします。現在，本市におきましては，関係機関と連携を図りながら，

地域部活動在り方検討委員会を１１月までをめどに立ち上げたいというふうに考えているところです。

そこで，様々な課題等について意見を伺いながら，今後の教員の働き方改革にもつなげていくようにで

すね，計画性を持って取り組んでまいりたいと，そのように考えているところでございます。以上でご

ざいます。

１�７番（与　勝広君）　もう時間もありませんので，今，本当に教育行政には大変申し訳ないと思います

けれども，次は，必ず１番目に教育行政持ってきて質問したいと思いますので，本当に今，コロナの状

況の中で，やっぱり子どもたちも教職員もいろんなストレスが溜まって大変な状況の中で，全般的に運

営されていると思いますので，そこら辺も常に現場に行ってですね，子どもたちや教職員を是非教育長

のほうで叱咤激励をしていただいて，またいろんな問題等も現場に行けば分かると思いますので，知恵

は現場にありという言葉がありますので，しっかりまた現場からいろんなことを発信していただきたい

と思います。

　　以上で私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

議長（西　公郎君）　以上で公明党　与　勝広君の一般質問を終結いたします。

　　暫時休憩いたします。（午前１０時３１分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１０時４５分）

　　引き続き一般質問を行います。

　　立憲民主党　関　誠之君の発言を許可いたします。

１�４番（関　誠之君）　市民の皆さん，議場の皆さん，インターネット中継の御覧の皆さん，おはようご

ざいます。私は立憲民主党の関　誠之でございます。令和４年第３回定例会一般質問のおおとりを努め

させていただきます。最後までお付き合いをよろしくお願いをいたします。

　�　一般質問の前に，若干の所見を述べさせていただきます。私が代表しております奄美ブロック護憲平
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和フォーラムは，全国の仲間とともに７，８月を平和月間と称し，４０年以上にわたり毎年，各自治体

の長に核廃絶平和行政に関する要請事項を手渡しをして，核も戦争もない平和な２１世紀に，子どもた

ちに核のない未来を訴え，沖縄から九州各県をリレーして原水禁長崎大会へ向けて取り組んできており

ます。その成果として，奄美大島の全市町村長が広島に事務局のある平和首長会議に加入をいたしまし

た。また，長崎が事務局である日本非核自治体協議会には，奄美市と大和村が自治体として加盟をいた

しました。引き続き全町村の自治体として加盟するよう要請をしてまいりたいと思います。

　�　しかし，私たちの願いとはかけ離れ，唯一の戦争被爆国である日本の政府は，米国の核抑止力に頼る

状況を理由に，６１か国が批准している核兵器を非人道兵器として全面的に禁ずる核兵器禁止条約に批

准しようとしていません。日本政府は核保有国と非保有国の橋渡しを務めるとしていますが，核軍縮の

主要会議に背を向けて，姿勢を明確にしない日本政府を非保有国が橋渡し役として信頼できるでしょう

か。ロシアは核兵器使用をちらつかせ，北朝鮮にも核実験の兆候が見られます。国際社会の緊張が高ま

る中，ともすれば核廃絶の潮流は弱まりかねません。だからこそ，非人道性を知る被爆国として，その

責任を果たす姿勢が求められております。

　�　日本は原発から出たプルトニウムが４６トン貯蔵されており，原子核爆弾が５，７００発作れるとい

われております。世界の保有している核は１万３，０００発と推測をされています。忘れてはならない

ことであります。外国から見ると専守防衛である日本の平和憲法を信頼し，核に関して持たず，つくら

ず，持ち込ませずの三原則を堅持しているからこそ，日本が戦場にならず，１人の自衛隊員も戦場に送

らず，１人の自衛隊員も戦死者を出してこなかったといわれております。

　�　さて，市民に対する説明会が一度も開かれずに，２０１９年の３月２６日に陸上自衛隊警備部隊，ミ

サイル部隊の奄美駐屯地，瀬戸内分屯地が開設されました。開設後は協同転地演習や全国の自衛隊部隊

の合同演習，米陸軍との実働演習が奄美の駐屯地で行われ，年々訓練が拡大され，大規模な訓練となっ

ております。２０２０年の 1月には，奄美駐屯地の舞台が迷彩服で自動小銃を携帯し，生徒の通学時間

帯に一般道で歩行訓練を実施，同年７月には水路侵入訓練と称した大熊港での迷彩服を着たままでの訓

練をしております。私たちの抗議によりその後実施されてはいません。このような市街地を仮想戦場に

した訓練は，教育上，決して許されることではありません。私たちには奄美に基地が開設されることに

より，奄美周辺での自衛隊と米軍との共同訓練が常態化し，軍事基地化される懸念があると主張してき

ました。最近は少し減ったとはいえ，かなりの頻度で米軍オスプレイの低空飛行訓練が行われており，

今月の７日には予防着陸と称して奄美空港に３機が着陸，その１機は約１週間駐機していました。米軍

の輸送機も奄美上空に煩雑に飛来し，住民の安心・安全を脅かしています。県内でも鹿屋で米軍ＫＣ

１３０空中給油機移転，ＭＱ８無人偵察機の配置，馬毛島ＦＣＬＰ陸上空母着陸訓練施設建設など，南

西諸島の軍事化が進んでいます。今や奄美大島は標的の島になってきています。自衛隊はよいが米軍は

だめなどということは通用いたしません。自衛隊と米軍は一体であり，米軍の２軍になるかもと言われ

ています。

　�　自民党政府はロシアのウクライナ侵攻や中国を仮想敵国化することにより台湾有事をあおり，防衛予

算をＧＤＰの２パーセントに増額しようとやっきになっています。沖縄の民意を封殺する辺野古新基地

建設の強行など，軍拡路線に邁進しています。このような状況は断じて止めなければなりません。今日

まで自民党政府がもたらしたことは，機能しない危機管理，隠蔽体質，人権無視，経済危機であります。

これを推し進めてきた安倍元首相の法的根拠のない国葬が閣議で決定されたことに強く抗議し，市議会

の壇上から強く反対を表明するものであります。国葬に係る１６億６，０００万円など，全くの無駄遣

いであります。平和と民主主義を築いてきた日本憲法の改悪を許さず，改憲の流れを止め，自民党政府

を打倒するためには，国政の野党は団結して，ともに頑張るしかありません。

　�　最近の新型コロナ感染症に関する政府の対応は，各都道府県に対策強化宣言を出すことができる仕組

みを作り，行動制限はしない，飲食店への休業要請は行わない，地方自治体と協力しながら感染対策と

経済活動を両立できるようにサポートしていくと，自治体に丸投げの感は否めない状態であります。
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　�　奄美市において，もう８月の感染者が３，６６４人，８月までの累計が９，９６９人，最大１日に

２１８人の感染者を確認する状況でありました。年代別には１０代以下が約２２パーセント，その親の

年代である３０代４０代が２６パーセント，２０代を含むと全体の５６パーセントと半数を超える状況

であります。９月から新学期が始まり，子ども同士の接触が煩雑になることが予想され，感染者がこれ

まで以上に確認されるのではとの懸念があります。

　　そこで，御質問をいたしたいと思います。

　　（１）新型コロナウイルス感染症の現況について，３点にわたりお伺いをいたします。

　　一つ目は，現在の感染症の状況について，当局の認識を伺います。

　　二つ目は，児童への個別接種，集団接種の状況と今後の対策についてお答えください。

　�　三つ目は，コロナ感染症対策に対する今後の市独自の施策についてお示しをいただきたいと思いま

す。

　　次の質問からは発言席で行います。御答弁よろしくお願いを申し上げます。

保健福祉部長（山下能久君）　それではまずはじめに，現在の感染状況の認識についてお答えいたします。

　�　累積感染者数につきましては，８月末の発表分までで１万２３１名となっております。感染の推移に

つきましては，７月中旬から急激に増大し，特に旧盆，新盆と続いた８月上旬から中旬にかけては，こ

れまでにない感染拡大となりました。月別での最多は７月の１，６８２名でしたが，８月は３，９２６名

と２倍以上の感染者数となっております。また，年代別では７月までの内訳では１０歳未満を含む１０

代以下が３２パーセント，またその親世代である４０代以下を合わせると７７．８パーセントという状

況で，多くを若い世代が占めております。しかしながら，８月の感染者につきましては，１０代以下が

２２．２パーセント，４０代以下が５６．５パーセントと，これまでに比べると低くなり，反対に７０代

以上が７月までは９．６パーセントでしたが，８月は１８．９パーセントと，高齢者の割合が大きく増え

ております。

　�　現状の認識につきましては，このような感染者の急増や重症化リスクの高い高齢者の増加によって，

医療機関の発熱外来や通常の入院，治療に影響を及ぼす，大変厳しい状況につながっていると認識して

おります。そのため，まず医療機関のひっ迫度を緩和できるよう，医療機関関係者や保健所などとの情

報共有や助言をいただきながら，５市町村や本市単独での感染防止対策に取り組んでおり，庁内におい

ては重点的に取組が必要と考える教育委員会や保健福祉部を中心に対策を進めているところでござい

ます。

　�　次に，児童のワクチン接種の現況についてお答えいたします。児童の個別接種につきましては，５歳

から１１歳の小児接種に対応している医療機関は４機関，１２歳以上の追加のワクチン接種に対応して

いる医療機関は９機関ございます。５歳から１１歳の小児接種に関わる集団接種につきましては，４月，

５月に計４回実施し，現在では個別接種で十分受入れ可能な状況となっております。１２歳以上の児童

については，ファイザー社製ワクチンに限定されますが，一般の方と同様に集団接種することができる

体制となっております。

　�　次に，接種率につきましては，８月３１日現在になりますが，５歳から１１歳の小児接種の２回目接

種率は１２．５パーセント，１８歳までの児童を含む１２歳から１９歳までの３回目接種は３１．９パー

セントとなっております。児童の接種率は各年代の接種率と比較して低い状況にあります。その理由と

いたしましては，罹患しても重症化しにくい傾向にあることや，副反応への懸念などにより接種を希望

する保護者が少ないことが主な要因だと考えております。

　�　現在，国において小児接種の発症予防効果等及び安全性の追加情報等が集積されたことにより，予防

接種法の接種勧奨から努力義務に適用する方向で検討しております。この努力義務については，ワクチ

ン接種を強制するものではございませんが，本市といたしましても保護者の方に安心してワクチン接種

していただけるよう，小児接種だけではなく１２歳以上の児童についても情報発信に努め，児童のワク



− 191 −

チン接種の向上を図ってまいりたいと考えております。

　�　また，新学期が開始することにより，児童の感染拡大が懸念されます。新学期の開始に当たり，教育

委員会と基本的な感染防止策の重要性を改めて確認するとともに，教育委員会におきましては，各学校

に対し感染リスクの高い行動や場面などを改めて確認するなどの依頼を行い，感染防止対策の意識の更

なる強化に努めていただいているところでございます。

　�　このコロナ禍がいつまで続くか不透明な中，市民の皆様，特に児童，その保護者の皆様には精神的負

担がのしかかっていることは重々承知しているところでございますが，気を緩めることなく，粘り強く

基本的な感染防止対策を続けていくことが肝要だと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願い

いたします。

　�　続きまして，特に子供の感染防止対策に関わる施策についてお答えいたします。子どもたちの感染防

止対策につきましては，本市新型コロナ対策本部会議などにおいて，感染状況や医療機関関係者及び保

健所からの助言をもとに，方針や重点的に取り組む項目等を決定し，担当課と連携を図りながら取り組

んでいるところでございます。

　�　議員お尋ねの補正予算（第４号）で計上しました保育施設等総合対策事業１，１８８万７，０００円に

つきましては，ハード，ソフト両方の事業となっており，保育所等において感染防止の観点から施設に

おける改修整備に関わる予算及び消毒液等の購入などに関わる予算を計上しております。

　�　具体的な内容といたしましては，ハード事業として非接触型の蛇口設置や，トイレの乾式化など，

９保育所へ６０８万７，０００円，ソフト事業としてマスクや消毒液の購入費等として１９保育所へ

５８０万円の補助となっております。教育支援体制整備事業２００万円につきましては，市内の公立幼

稚園４園への消毒液などの消耗品購入等に対する予算計上となり，本事業については全てソフト事業と

なっております。学校に対しましても，補正予算（４号）の中で，２学期開始に向けた消耗品等に関わ

る予算を計上しており，保育所，幼稚園，学校，それぞれにおいて対応を進めているところでございます。

　�　また，子どもの感染防止対策として，本市が新たに取り組んだ対策といたしましては，８月１８日に

開催しました奄美大島新型コロナ対策会議の中で，医療関係者からの２学期開始に向けた助言を踏ま

え，教育委員会においては学校への改めての注意喚起の文書の発出及び３０日には臨時校長会を開催

し，名瀬保健所長から感染防止対策の考え方などについての講話の実施を行ったと伺っております。

　�　乳幼児に対しましては，健康増進課にて周知啓発用のチラシを作成し，福祉政策課と連携し，保育所

等をとおして保護者への配布や，医療機関受診を行う際の受診行動への情報提供，また，子どもが感染

した際の対応についての情報提供等を行うなどの対策を行っております。

　�　今後も感染状況や医療提供体制の状況を踏まえながら，庁内連携し必要な施策を迅速に実施すること

で，感染防止対策を行いながら子どもたちが保育所や学校での生活が安全に行えるよう努めてまいりた

いと存じます。以上でございます。

１�４番（関　誠之君）　ありがとうございました。いろいろ議論をしてきたことですから，ただ言えるのは，

２学期がスタートをして，児童・生徒の感染が増えるのを懸念しているということで，これをどういう

ふうに防いでいくかという視点でですね，対策をしっかりやっていただきたいということと，先ほど言

いました高齢者，また出ているようですが，奄美市で死亡者が何名出たとか，緊張をさせるためにです

ね，そういう数字は持ち合わせはないでしょうか。

保�健福祉部長（山下能久君）　御質問の奄美市で新型コロナ感染による死亡者につきましては，当局とし

ては把握しておりますが，個人情報の保護の観点から公表は差し控えさせていただきたいと考えており

ますので，御理解よろしくお願いいたします。

１�４番（関　誠之君）　はい，了解をいたしました。
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　�　市長の政治姿勢について，（２）の行政課題，公約取組の現況についてに移ります。副市長，８月１

日の御就任おめでとうございます。行政と議会は両輪とよく言われますが，そういういい関係を作りな

がら，またしっかりと緊張した関係も持ってですね，頑張ってともにいきましょう。

　�　そういう中でですね，地方分権が今進行している現在，各地方公共団体の職員に求められていること

は，創意工夫を発揮し，独自性が求められていると私は思っております。また，職場においては，職員

が達成しようとする目標を掲げて，職員自らがその進捗を図っていくといった参加的な自主的な行政運

営が求められているんじゃないかというふうに思いますが，そういうものを捉えてですね，副市長の行

政執行における課題と取組と，非常に難しい命題ですけれども，簡単に答えていただければ，ありがと

うございます。

副�市長（諏訪哲郎君）　副市長として職員マネジメントという課題に対し，具体的にどのように取り組ん

でいくのかという御質問でございます。

　�　先般，地元紙の取材にもお答えしたとおり，就任から１か月ほどでございますが，本市の職員は非常

に優秀であるという印象を持っております。また，地域の実情などについては，この島に生まれ育ち，

行政職員として勤めてきた職員の理解を尊重すべきであると実感しているところでございます。一方

で，一人一人の個人の集団である奄美市役所という組織のマネジメントにつきまして，私自身の県職員

としての経験を踏まえた新たな手法を求められているものと存じます。改めまして市長が示されている

奄美市の形を実現するために，私をはじめ各職員，それぞれが役割，責任を自覚しながら，日々の業務

に取り組んでいくことが肝要でございます。そのために，私自身，奄美市役所という組織，奄美市の地

域性，職員一人一人の個性への理解，そういったものを深めながら，従来の取組を基礎にしつつ，職員

の知恵と工夫が発揮される環境づくりに努めてまいりたいと考えております。

　�　先ほど議員から御提案がございました点につきましては，私の考えと重なるところもございますの

で，今後の取組の上で是非参考にさせていただきたいと思います。

１�４番（関　誠之君）　はい，ありがとうございました。まだ１か月ですから，先が長いのでしっかりと

議論をしてまいりたいというふうに思います。

　�　二つ目の奄美市総合計画策定の進捗状況について，先ほど与議員からもありましたけども，私はこの

奄美市に最上位計画はいまだないということは，行政を執行する上に大変異常なことじゃないのかなと

いうふうに思っております。市町村建設計画が総合計画の代わりになるというようなことを言っており

ましたが，詳細を読んでみますと，細かいことについてはですね，総合計画に委ねると書いてあるんで

すよ，この建設計画は。ですから，是非一日でも早く対策会議等々を立ち上げて，この策定をするよう

にお願いをしたいんですが，進捗状況を簡単にお願いをいたします。

市�長（安田壮平君）　それでは，関議員の御質問にお答えいたします。本市における最上位計画の策定に

つきましては，先の第２回定例会でも答弁させていただきましたが，行政を取り巻く新たな視点，キー

ワードの調査研究などを行っているところでございます。具体的な取組といたしましては，アフターコ

ロナを見据えた地方創生の動きを政策系，まちづくり系，観光系などのテーマから考える研修の場であ

る大正大学地域構想研究所主催の令和４年度地域戦略人材塾に参加しております。本人材塾では，多様

な地域の創生策は，個々の地域ごとに自ら考えることが必要との視点から，経済社会の大きな流れをつ

かむこと，戦略を練るための多様な道具を知ることを狙いとしており，エビデンスに基づく政策形成な

どの観点の研修となっております。また，新たな視点として，今後の計画には必要不可欠であるＳＤＧ

ｓの各項目に対し，まずは庁内においてワークショップを開催したところでございます。加えて，国勢

調査の確定値に基づく各種指標の整理など，計画策定へ向け引き続き論点整理などの内部作業を進めな

がら，今後予定しております各分野ごとの分科会や庁内ワークショップなどの具体的なロードマップの
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作成等も進めてまいりたいと存じます。以上となります。

１�４番（関　誠之君）　最上位計画ですから，一日も早くですね，しっかりと議論しながら作っていただ

きたいと思います。

　�　三つ目の行政協力員の活動実態と今後の活用についてお伺いいたします。行政協力員は平成２５年度

に予算に初計上されて，報酬で１，６８６万３，０００円，決算では５７名１，２７４万というふうになっ

ております。その後，令和２年度の予算で報酬から委託料に切り替えておりますが，このときには嘱託

員も駐在員も一緒になっているので，この行政協力員だけが幾らということは分かりませんが，そこで

Ｒ３年度決算で行政協力員は何名で，決算は幾らになっているのか。１人当たりの委託料はどれぐらい

で，どのような，委託ですから，契約がなされているのか，お答えいただきたいと思います。

市�民部長（徳永恵三君）　それでは，議員にお答えいたします。名瀬地区の行政協力員の活動実態につい

ての御質問でございますが，まず，令和３年度における実績について御説明いたします。

　�　令和３年度における行政協力員は６３名で決算額の見込みは１，７１３万６，４４０円となります。１

人当たりの委託料は自主防災組織のない町内会等は月額１万５，６００円，自主防災組織のある町内会

等は月額２万８，０００円となっております。委託契約の形態といたしましては，本市と町内会，自治

会等の間で地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による随意契約により業務委託契約を締結

しております。

　�　行政協力員は受託者である町内会等が選任しております。市民への行政情報の周知徹底や防災組織の

確立など，区域内における行政事務の一部を委託するものでございます。

　�　次に，令和元年度まで報酬で支給していた根拠について御説明いたします。議員御承知のとおり，本

市の行政協力員制度は平成２５年度より発足し，令和元年度までは行政協力員は条例で定められた特別

職の非常勤職員として市長が委嘱を行い，報酬を支給しておりました。報酬で支払われました根拠とし

ましては，地方自治法第２０３条の２第１項，普通地方公共団体は，非常勤の職員に報酬を支給しなけ

ればならないという規定により，奄美市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例

第３条に定める報酬額を支給していたものです。その後，地方公務員法の改正に伴い，特別職非常勤職

員の任用が見直され，名瀬地区行政協力員，住用地区嘱託員，笠利地区駐在員については，特別職の要

件に当てはまらなくなりました。このため，令和２年度からは本市と町内会，自治会，集落会等の間で

行政事務を委託する形での業務委託契約を締結しております。以上です。

１�４番（関　誠之君）　ありがとうございました。深く議論したいんですけど，時間がありませんので，

なぜ取り上げるかと言いますと，やっぱり自治会というのは自治組織でありますから，それを行政の中

に取り込んで，行政の連絡員的なことでは，少し困るのかなということでありますから，後もってまた

議論させていただきたいと思います。

　�　それと，４番目の市役所における育児休業，今度育児休業の改正も出ているようですけども，直近３

年間，男女別に取得をお願いをいたしたいと思います。

総務部長（三原裕樹君）　本市の育児休業の取得率についてお答えいたします。

　�　令和元年度，男性が５．３パーセント，女性は１００パーセントでございます。令和２年度，男性は

取得はございませんでした。女性は１００パーセントでございます。令和３年度，男性が３０パーセン

ト，女性が１００パーセントでございます。

　�　少し状況を御説明申し上げますと，男性の育児休業取得率が低い状況でございますが，育児休業を取

得しなかった要因について，職員アンケートを行いました。その結果，自分以外に育児をする人がいた。

職場に迷惑をかける。業務が繁忙であったなどの理由がございました。このため，昨年度，奄美市特定
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事業主行動計画，これは後期行動計画でございますが，を策定をし，子育てしやすい環境づくりを柱の

一つとして掲げ，男性の育児休暇休業等の取得の促進を図ることとしたところでございます。また併せ

て，昨年度は職員向けに妊娠，出産，子育てに関する休暇制度や取得手続を掲載した仕事と子育て介護

の両立支援ハンドブックを作成をし，制度の周知を図り，育児休業等の取得率の向上に努めてまいりま

した。このような取組もあり，昨年度は育児休業取得率が上昇してきたのではないかと考えているとこ

ろでございます。以上でございます。

１�４番（関　誠之君）　はい，ありがとうございました。この件については具体的にまた議論したいと思

いますが，新聞によりますと，副市長が県で最初に取ったということで，感想など聞こうと思っており

ましたが，残念ながら時間がございませんので，次の機会にお願いしたいと思います。

　�　それでは次に移らさせて，（３）奄美市開発公社から無償譲渡された土地の売買状況と，今後の開発

公社の方向性についてということで質問させていただきます。

　�　一つ目は，昨日伊東議員の中でもありましたので，端的に一つだけお聞きをしたいと思います。

昨日の議論でも明らかになりましたとおり，１社２区画，５億，私が調べたところによりますと，

５億７８４万２，４４０円というのが今残っているところでありますが，これ半年以上も経過をしてで

すね，何が原因で契約に至らないのか，新たに売買を考えたほうがよかったのではないかなと。なぜか

と言いますと，３次募集がもう目の前に迫っていたわけですよね。ここで契約ができないとすれば，一

旦契約を解除して，３次募集に乗っけるというのが通常の在り方だと私は思いますのでね，そういう中

で，年度内と，まだ１年ぐらい残すということについて，見解があればお聞かせをいただきたいという

のが１点。

　�　２点目は，２番目に書いてあることについては，聞き取りの段階でよく理解できましたので，これは

省きたいと思っております。

　�　３番目，市における土地売却の予定損益といいますか，公会計ですから損益などないんですけれども，

足し算引き算で市の収入，市の歳出，関係するね，それを引きますと，幾らぐらい，みんな売れたとし

てね，出てくるのかということが１点。

　�　それと，一番これから大変なのは，この造船所補償，造船所の補償，換地等の現況，換地をしてあげ

ないといけませんので，そういった現況と今後の皆さんの対応対策についてお伺いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　まず１点目の第２回契約をした候補者から残る１社についてでございますが，

先日の答弁でも申し上げましたとおり，現在も引き続き契約に向けた協議を続けているところでござい

ます。その契約に至らない理由につきましては，相手方もございますので，詳細は控えさせていただき

ますが，相手方につきましても是非年度内に契約をしたいと，強い思いを持っておりますので，我々も

引き続き年度内に契約の全てを完了できるよう進めてまいりたいと考えておりますので，御理解をお願

いいたします。

　�　それから，２点目の損益についてでございますが，歳入につきましては，開発公社から引き継ぎま

した第２回公募での売却収入済額，これが１４億９，１８９万９，４８８円でございます。それと，先

ほどございました協議継続中，この見込額が５億７８４万２，４４０円となっております。また，こ

れから第３回公募で売却収入見込額，これが１１億１，０６７万５，０５３円を予定をしておりまし

て，市としての収入額合計は３１億１，０４１万６，９７６円を見込んでおります。対しまして，歳出

につきましては，開発公社の埋立事業に伴う借入れの代位弁済額として，昨年度末に実行いたしま

した１８億７，７７３万円と，同じく今年度末期限の借入れの代位弁済額として６億円ございますの

で，合計で２４億７，７７３万円となっております。したがいまして，歳入から歳出を差し引いた額

６億３，２６８万６，９７６円を見込んでおりまして，現時点では公共施設の整備基金に積み立てる予定

としております。
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　�　それから，造船所の関係でございますが，造船所の移転に関しましては，埋立事業の当初から協議を

させていただいておりまして，一部の補償につきましては既に契約を完了しております。ただ，残りの

補償物件につきましては，現在においても協議を継続しているところでございますので，詳細な答弁は

控えさせていただきたいと思います。また，移転先につきましても，権利者御本人の御意向に沿って，

本市の市有地を確保し，提示をさせていただいているところでございますので，御理解をいただきたい

と思います。以上でございます。

１�４番（関　誠之君）　今説明がありましたとおり，市は全部売買すれば６億３，２００万余りの歳入が入

るわけですよね。これは本来ならば開発公社が純益として会計に計上するものなんですよ。それでです

ね，皆さんは鹿銀の借入１８億の利息６００万余り，それと信金の弁済金が今度６億出ますから，それ

が７５万円ぐらいの利息が出るわけですよね。売って６億３，２００万円の金が入るわけですから，開

発公社というのは，今，前も言ったとおり，公共施設の管理運営だけですよね。非常に経営としては厳

しいものがあるわけですよ。ですから，その辺のことについては考えていただきたいということを要望

しておきたいと思います。

　�　本当にマリンタウンに建設の槌音があってですね，新しいまちづくりが今進められておりますが，本

当にああいうのを見ると奄美市も活気があるなということで，大事なことですけれども，是非そういっ

たことで開発公社も，前申し上げたとおり，そういった資金をやっぱり出すことによって，新しい公社

へと，スポーツの開発公社とかいうような形でですね，少しあり方を研究していただきたいということ

をお願いをしたいと思いますが，何か見解がございますか。

総�務部長（三原裕樹君）　開発公社におきましては，議員からもございましたが，今現在，指定管理業務

を受けております。先ほどの利息の件につきましては，当初から公社のほうで予算を計上しているとい

うところで準備をしていたものでございます。それから，一般社団法人，財団法人ですかね，の法によ

りまして，利益を大きく上げるということはできないような法人になっておりますので，この売上げに

ついても当初開発公社で売却後も市のほうに寄附をするというような方向で考えておりましたので，た

だこういった状況になりましたので，開発公社の今後につきましては，またいろいろ御意見をいただき

ながら検討させていただきたいというふうに思っております。以上でございます。

１�４番（関　誠之君）　今言ったのは，理屈として分かるんですが，開発公社はこの埋立てをするときに，

与議員も議論しましたけれども，トータル４２億８，７００万入るような，いわゆる経費の在り方をし

ているわけですよね。ですから，言った６億３，２００万円ぐらいの金が，開発公社として非常に大き

い金だというのは，僕はお互い認識ちょっと違ったと思いますので，ただ，開発公社が苦労してできた

土地を，一つああいったことがありましたけれども，是非その辺は金があるわけですから，考えていた

だきたい，開発公社の今後の在り方についてどうするかという，原資もかかるでしょうから，よろしく

お願いをしたいと思います。

　�　次に，給食センターの問題について，教育行政について，学校給食センターにおける課題，問題点に

ついてということで，三つほど上げてありますが，一つ目，は小・中学校の給食費の滞納金の徴収の在

り方，それと二つ目は，前の議会で指摘をいたしましたけれども，奄美市名瀬米飯給食センターの清算

問題について，三つ目は，給食センター今後の運営の運営方式の在り方ですね，について皆さんの見解

があればお聞かせをいただきたいと思います。

教育部長（石神康郎君）　それでは，議員への聞き取りの内容に沿ってお答えをいたしたいと思います。

　�　学校給食の徴収につきましては，学校給食センターにおいて実施をいたしております。学校給食セ

ンターの各年度の徴収状況及び未納額について申し上げますと，名瀬住用地区学校給食センターの
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現年度の徴収率は平成３０年度９５．６４パーセント，令和元年度９８．８０パーセント，令和２年度

９７．８７パーセント，令和３年度９８．０９パーセントとなっております。笠利学校給食センターの現

年度の徴収率は，平成３０年度９９．５０パーセント，令和元年度９９．７２パーセント，令和２年度

９９．４０パーセント，令和３年度９８．００パーセントとなっております。令和３年度末未収金額は総

額で６２６万４，８２９円となっており，内訳といたしましては名瀬住用地区で５４２万５，２７１円，

笠利地区８３万９，５５８円となっております。給食費の徴収事務につきましては，学校給食センター

において給食費に関することといたしまして徴収事務を実施しているところでございます。

　�　また，６月議会の３号補正におきまして計上いたしました収納管理ライセンス適用業務委託料の

２９４万円のうち２８６万円につきましては，すでに本市で滞納整理に活用し，実績のある滞納管理シ

ステムについて学校給食費を適用させる業務として随意契約にて発注いたしております。契約期間は令

和４年８月１日から令和４年１１月３０日，発注相手はパステムソリューションズ株式会社となってお

ります。残額の８万円につきましては，導入後の保守管理委託料を予定しているところでございます。

　�　なお，徴収業務につきましては，相手方との交渉において，その経過を記録していくことが基本でご

ざいますが，このシステムは交渉履歴について時系列で記録し，状況に応じて督促催告書，納付書等各

種帳票が一括でスムーズに発行できる点などが優れており，対象者の把握，その他の滞納整理事務の負

担軽減に寄与するものであると考えているところでございます。また，税務課など徴収担当部局と同一

のシステムを導入することにより，協力体制の構築がスムーズにいくものと考えているところでもござ

います。

　�　続きまして，学校給食費につきましては，自力執行権がない債権でございますので，最終的には法的

措置を実施する必要がございます。学校給食費の債権管理につきましては，給食センターにおいて対応

を行っておりますが，法的措置などの手続が必要となる場合には，税務課滞納整理室との協力体制をい

ただきながら対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。

　�　続きまして，米飯センターの清算の件でございますが，はじめに有限会社奄美市名瀬米飯センターに

つきましては，奄美市立学校給食センターが運用開始後，法人としての活動を休止し，清算について手

続を進めておりました。法人の清算手続に不慣れな点もあり，手続きに期間を要したことや議会への報

告義務について誤認があり，８月１７日の全員協議会において報告をさせていただくことになりまし

た。改めましてお詫びを申し上げたいと思います。

　�　財産援助団体等監査結果報告書につきましては，地方団体が補助金，交付金，負担金等の財政援助を

行っている団体に対して，当該地方公共団体監査委員が実施した監査の結果などをまとめて報告するも

のでございます。奄美市立名瀬米飯センターにつきましては，いわゆる財政援助団体ではございません

でしたので，確認できました平成１４年度以降において監査の対象となっていないため，報告をされた

ことはございません。また，当該法人におきましては，平成３０年度９月以降，活動を休止いたしてお

り，事業に伴う予算執行の予定がなかったため，予算執行予定表は作成をされておりません。また，第

２３期と第２４期の決算日についての御質問でございましたが，第２３期の決算日でございます令和２

年１２月２１日は，法人として解散の決議及び登記がなされた日であり，解散登記がなされた後に会社

としての清算手続が開始され，第２４期の令和３年７月２７日が清算決了日となっております。法人解

散までと解散後の清算決了までをそれぞれ事業年度として区別する必要があったためでございます。

　�　次に，第２１期，平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の決算につきましては，令和元年８

月２３日付け奄総総第１７６号により議会へ報告済でございます。

　�　次に，３番目の職員の件でございますが，給食センターの運営につきましては，以前より申し上げて

おりますとおり，直営維持の方針としているところでございます。併せまして，給食センターの運営の

在り方についても，今後また検討をしてまいりたいというふうに考えておりますので，御理解賜りたい

と存じます。以上でございます。
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１�４番（関　誠之君）　議会でね，指摘をされて初めて分かったような，この米飯給食センターの清算問

題ですから，それで先ほど活動してないから予算執行予定表は作らんでいいというのは，ちょっと見解

の相違があって，活動がしてなければ，そこはゼロを入れてやるんですよ，普通は。ですから，そうい

うことも含めてね，今後ないようにしっかりやっていただきたいというふうに思っております。

　�　それと非常に問題なのは，給食センターの今後の運営の在り方について，前の教育長のときから平成

３０年の９月，センターが開所したときから議論をしておりますけれども，いまだにこのことについて

の協議会なり，運営委員会なりができてないと。もう正職員が今年３月３１日で，来年度１人ですよ。

それぞれのラインに１人ずつ配置をして，２人配置をして，しっかりとそれぞれ責任を取りながら子ど

もの安全・安心の給食を作っておるわけですよ。それを会計任用職員，会計年度任用職員と同じじゃな

いかと言いますけども，それは気持ち的にやることは同じですけれども，やはり対応面，そういったこ

とをしっかりやらなければ，またヒューマンエラー的なものが出たら大変なことになりますので，しっ

かりとそういった人たちにはですね，インセンティブ的な主任とか，そういったものをつけて，やはり

手当を上げるべきではないかというものを含めて，検討委員会でしっかりと検討していただきたいとい

うふうに思います。

　�　最後になりますけれども，その他の施策についてということで，今日の新聞も出ておりましたが，い

わゆるオリエントシールド，この日米共同作戦がですね，非常にエスカレートをして，今度の訓練は陸

上自衛隊２００人と米軍５０人がやると。冒頭申し上げましたけれども，自衛隊はよいが米軍はだめだ

というようなことは，決してこれ，言えないわけでありますから，今や奄美大島は標的の島になってい

るんじゃないかという指摘もあります。そういう中で，オスプレイは上空をどんどん低空で飛んでいる

というような実態もあるわけであります。この自衛隊駐屯地開設のその後の拡充について質問いたしま

す。

　�　今申し上げました米軍のオスプレイ，今，全機地上待機になっているわけですよね。そういう中で，

奄美空港には，前段申し上げましたけれども，７月７日には３機駐機をして，８日間そこにいたという

ようなこともあります。是非，最近は頑張ってやっているようでありますけれども，市民の安全・安心

を守るためにですね，オスプレイが奄美市の上空を飛ばないように，オスプレイは自国の住宅地は飛ん

でいないわけですよ。そういうことで，非常に危ないと前から指摘をしましたけれども，そういうこと

で米軍，陸上自衛隊に，やはり市として何らかの申し入れをするべきじゃないかというのが１点でござ

います。

　�　２点目は，先ほど申し上げました日米共同訓練のもの，陸上自衛隊と米軍による日米共同訓練，オリ

エントシールド，いわゆる東洋の盾ですからね。アメリカを守るための第一列島線で，今南西諸島の軍

事基地化を作っているわけですから，そういう中でですね，このオリエントシールド，８月１４日から

ちょうど今日，９月９日まで実施をされておりますけれども，奄美大島では米軍の高機能ロケット砲シ

ステムハイマース，これは今，ロシアの攻撃のために使っておりますけれども，第１マルチドメイン・

タスクフォースといわゆる電子部隊，そういったのがどんどん入って来てですね，誘致した我々議員も

ミサイル部隊までは来るとは知らなかったという方も，中にはおるわけですから，どんどんこういった

拡張されていることに対して，ひとつ見解をお聞かせいただきたいというふうに思います。

総�務部長（三原裕樹君）　まず，オスプレイの件についてでございますが，オスプレイの予防着陸につき

ましては，人命の安全を確保するためやむを得ないことと存じております。しかしながら，本市におき

ましては，これまでもオスプレイに関して市民の皆様の不安を招くような運用については控えるよう要

請をしており，今年の予防着陸の際にも安全飛行の管理徹底に努めるよう，重ねて要請をしたところで

ございます。

　�　奄美市上空での航空機の低空飛行につきましては，米軍機に限らず，市民の皆様からの通報や苦情等

を受けた都度，県を通して防衛省などの関係機関へ照会を行っております。照会の結果，米軍機と思わ
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れる機体については，九州防衛局から米軍側に通報や苦情等の内容を伝え，住民生活に影響を最小限に

とどめるよう申し入れをしているところでございます。

　�　このように，これまでも国・県と連携した速やかな情報共有，申し入れなど対応を行っているところ

でございますが，御指摘のとおり，抜本的な改善には至っておりません。このようなことでございます

ので，市民の皆様の安全・安心の確保を第一に引き続き粘り強く関係機関に要望を重ねながら対応に努

めてまいりたいと存じます。

　�　次に，日米共同訓練についてでございます。先日，﨑田議員の答弁と少し重複いたしますけれども，

日米共同訓練につきましては島しょ防衛，ひいては日本の安全保障上の観点から実施しているものと理

解をしております。しかしながら，実施に際しましては，市民の皆様の安全・安心が大前提でございま

すので，本市といたしましては九州防衛局長並びに西部方面総監宛てに，安全対策に万全を期すこと，

新型コロナ対策の徹底，訓練に関する情報提供等について，文書にて要請をしたところです。併せまし

て，市長表敬もございますが，その都度安心・安全，情報の提供については，重ねて要望をしていると

ころでございますので，御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

１�４番（関　誠之君）　端的にお聞きしますが，今回のこの訓練でですね，笠利の蒲生崎観光公園で演習

をするということでありましたが，それに対して今回，その公共施設等に対する申請，これはどういう

ふうに行われたのか，このほかに公共施設を利用したのはなかったのか，お伺いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　今回の訓練では，蒲生崎観光公園につきましては，結果的に使用しないという

ことになりました。また，他の公共施設等につきましても，使用していないことから，今回は申請はご

ざいませんでした。以上でございます。

１�４番（関　誠之君）　最後になりますけど，この武力攻撃の際の住民避難計画についてですね，もちろ

ん国民保護計画というのは作られておりますが，その後，そういった改定なりをしたのかしないのか，

今後，やる予定があるのか，含めてお伺いいたします。

総�務部長（三原裕樹君）　これまでも何度か御質問いただいておりますけれども，奄美市国民保護計画に

つきましては，武力攻撃やテロなどを受けた場合に，本市が国・県及び関係機関と連携しながら，市民

の生命，身体，財産を守り，生活の安全を確保するための施策を定めたものでございます。

　�　この奄美市国民保護計画では，弾道ミサイル，航空攻撃，ゲリラや特殊部隊の潜入，破壊工作など，

危機事象に応じた避難実施要領のパターンが策定されております。危機事象が発生した場合，時間，場

所，攻撃，被害状況など，発生状況に応じ，本市においてそのパターンを参考として避難実施要領が策

定できるようになっておりまして，その要領をもとに国・県及び関係機関と連携し，避難指示の伝達，

避難の誘導などを行ってまいります。

　�　奄美市国民保護計画につきましては，これまで国・県の修正を踏まえ，避難実施要領パターンの追加

など，必要に応じて見直しを実施しているところでございますが，今般のウクライナ情勢などを勘案い

たしますと，新たな見直しも視野に入れながら国・県と連携を図ってまいりたいと存じます。以上でご

ざいます。

１�４番（関　誠之君）　ありがとうございました。先の６月議会で県議会でありますけれども，市町村は

避難準備の誘導を行うことというふうになっておりますから，しっかりとそういったものを含めてです

ね，やっていただきたいというふうに思います。

　�　最後になりますが，半田滋さんという１９５５年生まれのジャーナリストがおりますけれども，最後

に朗読をして終わりたいと思います。平和を愛するなら戦争以外のあらゆる手段で問題を解決するよう
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知恵を絞り，実行するしかありません。それができる日本を永遠に大切にしていきましょう。こういう

ことがいわれておりますので，是非平和を愛することに対しては，誰も反対する人はいないと思います

ので，お互い知恵を絞ってですね，しっかりと戦争にならない日本をつくっていかなければいけないと

いうことを申し上げて，私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうとざいました。

議長（西　公郎君）　以上で，立憲民主党　関　誠之君の一般質問を終結いたします。

　　これをもって本日の日程は終了いたしました。

　　９月１２日午前９時３０分，本会議を開きます。

　　また，午後１時半から議員研修会も予定されております。

　　本日はこれをもって散会いたします。（午前１１時４５分）
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。ただいまの出席議員は１７名であります。会議は成立いたし

ました。

　　これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分）

　　本日の議事日程は，お手元に配付の議事日程第２号のとおりであります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第

５号）についてから，議案第７２号　土地処分についてまでの１１件を一括して議題といたします。

　�　ただいま議題としました議案１１件に対する質疑に入ります。なお，議案に対する質疑でありますの

で，所見等は述べないようお願いいたします。

　　通告がありましたので，立憲民主党　関　誠之君の発言を許可いたします。

１�４番（関　誠之君）　市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。私は立憲民主党の関　誠之

でございます。

　�　早速，議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）について，質疑をさせていただ

きます。

　�　まず最初に，５ページ，第２表，債務負担行為，末広・港土地区画整理事業の補正期間が令和５年度

の限度額が５００万から８００万に増額になっている根拠と，今回債務負担行為を増額して予算措置を

する理由をお答えください。

　�　二つ目は，１６ページ，２款１項３目２４節積立金４９０万円の内訳と，公共施設整備事業に積み立

てる理由をお答えください。

　�　３番目，１６ページ，２款１項６目２４節積立金８６０万９，０００円のふるさと応援基金の説明と，

Ｒ３年度のふるさと応援基金の歳入歳出の内訳について詳細にお答えください。

　�　四つ目，１６ページ，２款１項１３目１４節工事請負費６００万は，どこの定住住宅で工事の内容に

ついて説明し，入札の方法についてもお答えください。

　�　５番目，　１７ページ，２款１項１５目１２節バイオトイレ清掃業務１１万３，０００円，設計・監理

業務１００万円，及び１５節工事請負費１，４００万円について，一つ目は清掃業務はどこの業者がど

んなローテーションで行うのか。設計・監理業務とあるが具体的な説明を，１４節の工事請負費につい

てはちょっと書き漏らしておりますので，通告してありますので，再質問で行いたいと思います。

　�　６番目は，１７ページ，２款１款１６目１８節負担金・補助及び交付金６，７８４万７，０００円，新

型コロナ感染症対策時短要請協力金市町村負担金は県が１０分の１，国が１０分の８となっていたよう

でありますけれども，この事業の奄美市における事業実績について，詳細にお示しをいただきたいと思

います。

　�　７番目は，２４ページの４款１項１目１９節４０万円，がん患者ウィッグ購入扶助費について，一つ

目は補助金でなく扶助費とした理由と事業内容，申請の在り方についてお示しをいただきたいと思いま

す。

　　二つ目は，対象者の基準と対象者２０名の根拠をお示しください。

　�　八つ目は，２７ページ，６款２項２目１２節委託料２，０００万円，１４節工事請負費６００万円に

ついて，①大川ダムハザードマップ作成業務５００万円，測量設計１，５００万円についての説明と当

初予算に計上できなかった理由をお聞かせください。

　�　二つ目は，工事費６００万円の説明と補助事業などは検討されたのかお伺いをいたします。

　�　９番目は，３３ページ，８款６項１目１８節負担金・補助及び交付金４００万円，住宅リフォーム等

助成金は，当初予算で１，６００万円の合計２，０００万円と今回なっております。

　�　まず，①当初予算における申込状況，月別件数とその合計，支出総額，支出総額に対する総工事費，

現時点における経済効果などと，今回の予算の内容についてお答えをいただきたいと思います。
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　�　最後になりますけれども，３８ページ，１０款６項４目１４節工事請負費２，６８０万円の内容説明

と入札時期と入札の方法についてお答えをいただきたいと思います。

　　よろしくお願いをいたします。以上です。

議長（西　公郎君）　答弁を求めます。

都�市整備課長（藤原俊輔君）　おはようございます。それでは，１の（１）債務負担行為の増額分の根拠

について御説明いたします。

　�　当初予算で計上しております債務負担行為５００万円につきましては，末広・港土地区画整理事業地

区内の地権者と本年中に令和５年度までの２か年度にまたがる期間の移転補償契約を締結する予定で

あることから計上しているものでございます。しかし，昨今の建築単価等の高騰により，当初の補償費

案では地権者が不利益を被る恐れが生じたため，最新の公共単価で再算定を行い，移転補償契約に支障

の出ない額である３００万円を増額計上し，確実に契約が行えるように対応するものでございます。以

上です。

財�政課長（永田公洋君）　おはようございます。財政課に関しましてお答えいたします。１の（２）公共

施設整備事業基金への積立金４９０万円につきましては，今回の５号補正予算の歳入，１７款２項３目

に計上しております名瀬米飯給食センター出資金返還金４９０万円を，今後予定しております米飯セン

ターの解体費用の財源といたしまして基金に積み立てるものでございます。以上です。

プ�ロジェクト推進課長（當田栄仁君）　おはようございます。プロジェクト推進課からは（３）のふるさ

と応援基金，（４）の定住促進住宅についてお答えいたします。

　�　ふるさと応援基金８６０万９，０００円の増額につきましては，令和３年度の３月補正予算提出後に

ふるさと納税として入金のあった寄附金で，令和３年度中に積み立てできなかった分を今回積み立てる

ものであります。

　�　令和３年度のふるさと応援基金の歳入につきましては，ふるさと納税寄附金から募集に係る経費を差

し引いた額を積み立てており，基金利子を含めまして１億３，５６０万２，３６１円となっております。

歳出につきましては，令和３年度ふるさと応援基金活用事業費へ８，７５５万９３４円，世界自然遺産

推進費へ３，５１０万３，３２５円，合計１億２，２６５万４，２５９円支出しております。

　　続きまして，定住促進住宅についてお答えいたします。

　�　工事請負費６００万円の増額につきましては，朝仁定住促進住宅に係る改修工事となっております。

当初予算でコンクリートブロックの撤去並びに外壁等の改修といたしまして１，１００万円を計上して

おりましたが，屋上防水につきましても劣化が激しく，外壁と合わせての施工が望ましいことから，追

加で計上いたしましたところでございます。

　　なお，入札の方法につきましては，指名競争入札を予定しております。以上です。

世界自然遺産課長（平田博行君）　それでは，バイオトイレ清掃業務に関してお答えいたします。

　�　設置後の清掃業務委託費として，補正予算において計上させていただいているところでございます

が，清掃頻度として週２回程度の清掃業務を想定しており，大和村宮古崎に設置しておりますバイオト

イレの清掃状況を参考にさせていただいております。大和村宮古崎は週１回程度の清掃とのことでござ

いましたので，金作原の現在の利用状況を考慮して，週２回のローテーションとしたところでございま

す。業者選定につきましては，市内の清掃廃棄物処理業者への業務委託を考えているところでございま

す。以上でございます。
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商�工政策課長（畠山正明君）　おはようございます。商工政策課からは通告書１の（６）新型コロナ感染

症対策時短要請協力金市町村負担金の事業実績の詳細についてお答えいたします。

　�　本負担金につきましては，本年の１月１１日から３月６日までの５５日間において，県が行った飲食

店等に対する営業時間短縮要請に応じた事業所に対して支給する協力金のうち，本市に係る協力金の１

割分を県に負担金として支出するものでございます。

　�　事業実績の詳細をお答えいたします。まず，１月１１日から１月２４日までの本市における協力

金の支給件数につきましては，全体で４５６件，支給金額が１億７，３０８万２，０００円となって

おり，本市負担分は１，７３０万７，０００円となっております。次に，１月２５日から２６日，２

日間でございますけれども，この期間における本市の協力金の支給件数は４４７件，支給金額は２，

４２８万８，０００円となっており，本市の負担分は２４２万８，０００円となっております。続きまし

て，１月２７日から２月２０日までの２５日間において，本市における協力金の支給件数は４５６件，

支給金額は３億１，４９８万２，０００円となっており，本市負担分は３，０８２万７，０００円となっ

ております。最後に２月２１日から３月６日１４日間における本市の協力金の支給件数は４５７件，支

給金額は１億７，８３８万４，０００円となっておりまして，本市の負担分は１，７２８万５，０００円と

なっております。以上でございます。

健�康増進課長（徳永明子君）　おはようございます。健康増進課から１の（７）がん患者ウィッグ購入扶

助費について，補助金ではなく扶助費とした理由と事業内容，申請の在り方について御説明いたします。

　�　まず，補助金ではなく扶助費とした理由についてお答えいたします。現在，扶助費としましては，不

妊不育治療や予防接種費用，養育医療など，幅広く治療費や医療に係る費用についての助成を行ってい

るところです。本事業につきましても，がん患者に対して行われるがん治療に付随する性質のものと認

識し，扶助費への計上といたしました。

　�　続きまして，事業内容について御説明いたします。まず，目的としましては，がん治療に伴う脱毛に

よる精神的負担を軽減するために使用する医療用ウィッグとウィッグの装着に必要な頭皮保護ネット

の購入費用の一部を助成することにより，がん患者の経済的負担を軽減すること。また，がん患者の治

療と就労の両立を支援することを目的として実施するものです。

　�　対象者につきましては，がん治療による脱毛によりウィッグを必要とする方となります。対象となる

経費は，ウィッグの購入費用で対象者１人につき１台とし，令和４年４月１日以降に購入したものを対

象とする予定です。助成する金額としましては，購入費用または２万円のいずれか少ないほうの額とな

ります。申請につきましては，申請書兼請求書にがん治療を受けた，または受けていることを証明する

書類，対象となるウイッグの購入に係る領収証，振込先が記載された書類となり，窓口または郵送での

申請を予定しております。

　�　続きまして，②対象者の基準等と対象者２０名の根拠についてお答えいたします。本事業の対象者と

しましては，まず本市に住所を有している方。がんと診断され，薬物療法，放射線治療，手術などのが

んの治療を現在受けている，または過去に受けたことがある方。また，他の制度によるウイッグ等の購

入費用の助成を受けていない方としております。

　�　次に，対象者を２０名とした根拠につきましては，事業を検討するに当たりがん治療を行っている

医療機関への聞き取りを行いましたが，把握できたこととして昨年度の医療用ウィッグ購入者は５名，

ウィッグではなく医療用ケア帽子，ニット帽子のようなものになりますが，の購入者が約３０名と伺っ

たところです。また，病院への相談としては経済的負担に関する相談が一番多いということでした。こ

のことから，ウィッグの購入者は５名でしたが，経済的な理由により医療用ケア帽子を購入された方も

いらっしゃるのではないかと考えたこと，また，インターネット等による購入者も一定数いらっしゃる

と考え，初年度の対象人数を２０名としたところです。以上となります。
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農林水産課長（俵　裕樹君）　おはようございます。（８）大川ダム関連の御質問にお答えいたします。

　�　大川ダムハザードマップ作成業務５００万円につきましては，近年，大雨による災害が多発している

ことから，想定される浸水区域や避難所などを示すことで災害に備えるためでございます。測量設計委

託１，５００万円につきましては，ダム管理用処理設備機器の更新工事の詳細設計でございます。ダム

の水を放流するためのシステムは一部更新しておりますが，気象観測装置が更新できていなかったた

め，気象観測装置と入出力装置を接続する方法について検討するものでございます。

　�　当初予算に計上できなかった理由につきましては，関係機関の県水道課と協議をしておりましたが，

当初予算計上までに調整が終わっていなかったことによるものであります。今回，協議が終了し，早急

に更新を行うための補正予算となっております。

　�　続きまして，工事請負費６００万円についてでございますが，ダム管理用観測設備の漏水計を更新す

るものでございます。

　�　補助事業等の検討につきましては，復旧工事に補助事業を導入できないか，県を通して国への確認を

しておりましたが，維持管理の範疇に当たるものとして単独事業になるという回答があったため，単独

事業にて早急に工事を行うものでございます。以上です。

建�築住宅課長（岡江康裕君）　おはようございます。建築住宅課からは（９）の住宅リフォーム等助成金

について御説明いたします。

　�　当初予算における申込み状況についてお答えします。まずはじめに，住宅リフォーム補助金の申請

受付期間等について御説明したいと思います。例年４月から８月末までの前期と９月から翌年度の２

月末までの後期に分けて行っておりますが，補助金の割合につきましては前期１，２００万円，後期

４００万円の総額１，６００万円としております。今回の補正予算承認後には，交付金の予算額を合わ

せて８００万円にする予定としております。

　�　今年度の月別の申請件数につきましては，４月が４７件，５月が２４件，６月が１８件，７月が２８

件，８月が１６件の計１３３件，補助金交付決定額は合計１，１５２万２，０００円となっており，前期

分の残額は４７万８，０００円となっています。また，交付決定額に対する総工事費としましては，約

１億５，１００万円となります。

　�　この制度は平成２３年度から始まっており，今年度で１１年目になりますが，昨年までの１０年間の

実績で申しますと交付決定件数２，７２１件，交付決定額約２億６，６００万円，対象工事費総額としま

しては約２８億８，５００万円となっております。

　�　また，補助金の交付にあたって申請者及び施工業者へのアンケートを行っておりますが，施工業者の

約７０パーセントが工事件数が増えたとの回答もあることなどから，一定の経済効果はあると考えてお

ります。以上です。

ス�ポーツ推進課長（田中　巌君）　おはようございます。スポーツ推進課からは質問番号１の（１０）

１０款６項４目体育施設管理費，１４節工事請負費２，６８０万円につきまして，その内容，入札時期

並びに入札方法についてお答えいたします。ページは３８ページになります。

　�　まず，予算内訳としまして名瀬運動公園陸上競技場改修工事として５８０万円，同じく同公園市民球

場防球ネット改修工事として２，１００万円となっております。次に，工事概要としまして，陸上競技

場につきましては，１００ｍ競技スタート部分に規模の大きいウレタン舗装の剥離が生じており，これ

を改修するものでございます。市民球場につきましては，外野部分を囲っている防球ネットを支えるワ

イヤーの塩害が進んでおり，一部には断裂なども見受けられるため，安全確保の観点からこれを改修す

るものでございます。

　�　入札時期，入札方法につきましては，補正予算成立後速やかに指名競争入札にて執行する予定として

おります。以上でございます。
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１�４番（関　誠之君）　はい，ありがとうございました。１番の末広・港土地区画整理事業は，もう最後

になってきてですね，移転のほうも大体特定をされるので，なかなか申し上げにくいこともあるかも分

かりませんけれども，この事業は本当に来年度事業で終わる可能性があるのかというのが１点と，現在

の工事の進捗状況ですね，それの内容をお示しをいただきたいというのが二つ目です。

　�　２番の公共工事，給食センターの解体費用としての一旦の積み立てだということで，非常に理解をい

たしました。やはり先ほど課長のほうからもありましたけれども，名瀬の米飯給食センターの出資金が

３００万円，それに繰越剰余金が１９０万円ですから，そういうところで出てきたのは給食関係に使う

というのが基本的な考え方だろうと思ったので質問いたしましたが，解体費用ということですから理解

しました。

　�　３番目のこのふるさと応援基金，今，１億３，６００万円の歳入があったということでよく理解でき

ましたけれども，これもまた時期があれば，そろそろその使い方についてのですね，あの６項目だった

かな，でなくて，ある意味特定をした使い方も必要性があるのかなと思っておりますので，やりたいと

思っております。

　�　あとのことについてですね，少し再質問をさせていただきますが，この５番目のバイオトイレ，先

ほど工事費の関係をちょっと抜かしましたけれども，工事請負費の入札の執行の方法，設置する場所，

それとバイオトイレの説明ですね，電気がないわけですから，太陽光かディーゼルを持ってきてやるの

かなと思いますので，それを含めたこと。それと財源が過疎対策事業債ということと，指定寄附金１，

４００万円となっているが，この指定寄附金の使い道について，恐らく指定寄附金ですから，そういっ

た環境方面に使ってくれということで寄附をされたと思いますが，その辺の具体的にどういう指定をし

てきたのかということをお答えをいただきたいというふうに思います。

　�　それと，対象になる国・県補助金等の事業は検討しなかったのかどうか，されなかったのかというこ

とです。

　�　７番目の２０ページ，４款１項１目の今答弁がありましたけれども，がん患者ウィッグ購入の扶助費

について，扶助費ということの理解はできましたので，次に，この事業の周知方法ですね，やはり非常

にデリケートなことですので，他人に知られないほうが購入，この扶助費からの支出をですね，してい

ただければ，そういった対象者は安心するのかなと思いますので，そういったことも含めてですね，事

業の周知方法についての手段についてお答えいただきたいと。

　�　それと４０万円の予算以上の申請があった，かなり現場をリサーチをしての２０名だということはよ

く理解できましたけれども，対象の方々に聞いてみますと，ちょっと少ないんではないかというような

話もありましたので，予算以上の申請があった場合の対応はどうするのか。最後の補正となった場合は，

県との補助金の兼ね合いがあるのかないのか。そこまでちょっと御説明いただきたいというふうに思い

ます。

　�　８番目の２７ページ，６款２項２目１２節の２，０００万円，委託料，工事請負費について，財源が

過疎対策債１，３６０万と水道からの受託収入１，１７６万２，０００円について出ておりますけれど

も，この辺の説明と，この水道とのいわゆるアロケーションなんですけど，按分はどのような根拠によっ

て決定されていくのか。事業によって少し数字が違ってきているように思われますけれども，そこまで

お示しをいただきたいと思います。

　�　再質問の最後になりますが，３３ページの８款６項１目１８節負担金，補助及び交付金の４００万円，

これは先ほど非常に，２億６，０００万円の支出で総事業費が２５億８，５００万円と１０．８倍ぐらい

の経済効果が出ておりますが，そういうことから考えますと，平成２３年度から住宅リフォームの持ち

家で２９パーセントが利用したというような数字も出ておりますから，もうそろそろ第２回目の利用者

を知恵を絞ってですね，どうするかということを検討する時期だというふうに思いますけれども，当局

の見解をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
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都�市整備課長（藤原俊輔君）　それでは，末広・港土地区画整理事業の現状，それから進捗率等について

お答えいたします。

　�　まず，進捗率でございますが，令和３年度末で事業費ベース９３パーセントでございます。移転補償

契約ベースでは１３５棟の中１３１棟が移転しておりますので９７パーセントでございます。そして令

和４年度予定でございますが，事業費ベースで９４．４パーセント，移転補償ベースで１３５棟の中の

１３３棟が完了ということで９８．５パーセントを今のところ見込んでおります。それから，今現在工

事をしております末広・港線，末広町のほうは供用しておりますが，今現在，港町のほうを工事してお

りまして，末広・港線，それからその枝のほうの６−８号線を現在施工しておりまして，末広・港線に

つきましては，令和５年度末に全線開通を見込んでいるところでございます。

　�　それから，移転補償の物件につきましては，残り今年度末あと２棟ということでございますけれども，

地権者の方と事業についての御理解をいただけるように鋭意交渉中でございます。よろしくお願いしま

す。

世�界自然遺産課長（平田博行君）　それではお答えさせていただきます。まず，入札方法ということでご

ざいますが，こちらについては設置工事について市内事業所を優先とする指名競争入札を想定している

ところでございます。

　�　次に，設置場所についてでございますが，予定地としましては知名瀬の林道を登り切ったＴ字路の北

西側であります。南側に太陽光発電を設置すると，採光を確保したいと考えているところでございます。

　�　併せて，また次の質問で寄附金の使途ということでございますが，これにつきましては，昨年度に本

土の大手旅行会社から金作原にバイオトイレを設置するための費用の一部を寄附したいという申し出

をいただいておりますので，今９月議会にて歳出の整備費用として，併せて歳入の追加補正を提案させ

ていただいているところでございます。

　�　次に，バイオトイレについての説明というところでございますけれども，当初，実証実験を考えてお

りまして，実証事業ということでありましたが，場所的に電気もない，水道もない，排水施設も排水の

整備もされておりませんので，そういったところで，やはり太陽光の設置をして，太陽光でエネルギー

を得てやると。このバイオトイレにつきましては，水を使わずに微生物の力でし尿を分解処理するトイ

レでございます。便器の下にですね，スギチップを敷き詰めて，処理槽を設置して，そこに排泄物の水

分を吸収させて蒸発しやすい環境を作り，温度管理を行いながら処理槽内のスクリューによって撹拌を

して酸素を取り込み微生物の活動を活性化して，無害な処理の方法を行うという施設でございます。

　�　次に，内容的にはですね，大和村の宮古崎の施設と大体同じでございまして，大便器，小便器を設置

をして行うこととしております。

　�　次に，事業の補助の関係，補助事業が考えられなかったのかということでございますが，当初は実証

事業として県の地域振興推進事業に採択をいただいておりましたので，本格設置への変更に伴いです

ね，県補助金を本格設置にそのまま充当が可能か，あるいは同時に採択された環境保全事業の事業費の

増による対応などについて，可能かどうか，現在，大島支庁の御担当者にも御相談をさせていただいて

いるところでございます。以上でございます。

健康増進課長（徳永明子君）　健康増進課から医療用のウィッグ購入扶助費についてお答えいたします。

　�　まず一つ目，事業の周知方法についてでございますけれども，一つ目はまず広く周知する方法を考え

ております。広報紙やホームページ等での周知，そしてもう一つは医療機関にほとんどの病院が相談窓

口を設けているということが今回分かりました。ですので，医療機関の相談窓口からの周知，様式等も

含めて周知をしていただきたいと考えております。申請につきましても，ホームページから申請書をダ

ウンロードして郵送で申請が可能となるような，対象者に寄り添った対応となるようにしていきたいと
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思っております。

　�　次に，予算が２０名４０万円という予算についてでございますけれども，予算が不足するようなこと

が万が一想定される場合には，しっかりと予算を確保して対応してまいりたいと思います。また，県と

の協議もあらかじめ行ってまいりたいと思いますので，御了解お願いいたします。

農�林水産課長（俵　裕樹君）　大川ダムの財源についてお答えいたします。議員おっしゃるとおり，財源

といたしましては起債と水道課からの負担金によるものとなっております。水道課からとの負担金の割

合，アロケーションでございますが，昭和６２年度に嵩上げダムが完成したときに，維持管理に関する

協定を結んでおりまして，それを基にしております。割合といたしましては市側が２２．５９パーセン

ト，水道事業側が７７．４１パーセントのアロケーションでございます。以上です。

建�築住宅課長（岡江康裕君）　それでは住宅リフォームの２回目を検討できないかということについてお

答えいたします。

　�　本リフォーム制度は広くたくさんの市民の方に利用していただき，リフォームによる経済業界の経済

活性化や住環境の向上を図る目的で進めております。今後の申請状況，あるいはアンケート調査の内容

などを把握した上で，１回目の方に負荷がないような形で２回目のほうを検討していきたいと考えてお

ります。以上です。

１�４番（関　誠之君）　ありがとうございました。このバイオトイレのもう１点ですけれども，設計管理

業務が１００万円ということでありますが，ちょっとイメージが湧かないんですけれども，トイレとい

うのは作られたものがあって，それを備えるだけかなというイメージがありますので，この辺の設計・

監理業務の１００万円の使い道ですか，これを具体的に教えていただきたいということと，がん患者，

医療機関の相談窓口というのは非常にいいことだというふうに思いますので，この辺はまた遺漏のない

ようにしっかりと，この対象者とやっていただきたいなというふうに思いますので，聞くところにより

ますと，やっぱり自分ががんで，そういった，いわゆる放射線治療をしたと知られたくないという方も

結構多く聞くもんですから，そういう中で，今言ったこの周知の方法と申請の方法，これを考えていた

だきたいということですので，是非相談窓口を含めてですね，今言った趣旨をしっかりと理解をしてい

ただきたいというふうに思います。

　�　それと８番目の水道とアロケーションの問題ですけど，２２．５９と，これはどの事業についても，

この按分割合でやっておられるのか，一応確認をさせてください。

　�　そういうことと，先ほど建築課長のほうからも出ましたけども，市長ですね，非常にこのリフォーム

の経済効果が高いといいますか，１０．８４倍ぐらいになっておりますので，それでもう２９パーセン

ト，持ち家の，利用したという数字等も出ておりますから，是非そろそろ２回目の利用者についてどう

するのかということをですね，考えていただきたいんですけども，その辺の当局の見解があればお聞か

せをください。すみません，よろしくお願いをいたします。以上です。

世�界自然遺産課長（平田博行君）　設計・監理業務の内容につきましてお答えさせていただきます。設計・

監理業務ということで，監理の文言があることから若干分かりづらいところがあったかと存じます。設

置予定箇所において太陽光の採光に適した造成工事の設計業務のみということになっております。以上

でございます。

農�林水産課長（俵　裕樹君）　水道課とのアロケーションの話でございますが，先ほど言った数字は維持

管理に関するアロケーションでございます。その他のものについては，それぞれアロケーションが違っ

てくるものもございますけれども，申し訳ございません，アロケーションの詳細な数値については手元
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に資料がないので，申し訳ございません。

建�築住宅課長（岡江康裕君）　住宅リフォームの件です。先ほどのリフォーム済みの総交付件数と国勢調

査等の持ち家件数との比較。先ほど議員からもありましたように，２９パーセントがこの制度を利用し

ていると考えております。総持ち家件数のうち，新築等で必要のない家屋もあると思いますが，２９パー

セントということで，まだ１回も利用されていない建物所有者さんもいるかと思います。今後としまし

ては，これらも含めてですね，今後の申請状況をよく把握した上で，あるいはアンケート調査を見た上

で検討を重ねていきたいと考えております。以上です。

議長（西　公郎君）　他に質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　�　議案第７０号，議案第７２号及び議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）中の

関係事項についての３件は，これを総務企画委員会に，議案第６３号から議案第６７号まで，議案第

７１号及び議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）中の関係事項についての７件

は，これを文教厚生委員会に，議案第６８号，議案第６９号及び議案第６２号　令和４年度奄美市一般

会計補正予算（第５号）中の関係事項についての３件は，これを産業建設委員会にそれぞれ付託いたし

ます。

　�　次に，本定例会において受理しました陳情は，お手元に配付してあります文書表のとおり，所管の常

任委員会に負託しましたので御報告いたします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第２，議案第７３号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）について

を議題といたします。

　　市長に提案理由の説明を求めます。

市�長（安田壮平君）　おはようございます。ただいま上程されました議案第７３号の提案理由を御説明い

たします。

　　議案第７３号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）の主な内容を申し上げます。

　�　今回の補正につきましては，コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を受ける事業者の負担軽減

を図るため，国や県の動向を踏まえ新型コロナ緊急対策事業として補正予算を計上するものでございま

す。

　　第１表，歳入歳出予算補正につきまして，まず，歳出の主な内容を申し上げます。

　�　総務費の総務管理費におきましては，ガソリンや電気料金，ガス料金などの価格高騰の影響を受ける

事業者に対する支援といたしまして，エネルギー価格高騰対策支援金１億４，０００万円を新たに計上

するほか，肥料や飼料の価格高騰の影響を受ける農業者に対する支援といたしまして，肥料・飼料高騰

対策補助金２，０３６万５，０００円を新たに計上いたしております。

　　次に，歳入の主な内容について申し上げます。

　�　繰入金におきましては，今回の事業に要する財源といたしまして，財政調整基金繰入金

１億６，５３２万５，０００円を計上いたしております。

　�　以上が歳入歳出予算の主な内容でございますが，今回の補正で１億６，５３３万１，０００円を追加す

ることにより，令和４年度奄美市一般会計予算の総額は３２６億８，５４７万８，０００円となります。

　�　以上をもちまして議案第７３号の提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議の上，議決してくだ

さいますようお願い申し上げます。
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議長（西　公郎君）　暫時休憩いたします。（午前１０時１５分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１０時３０分）

　　先ほど議題といたしました議案に対する質疑に入ります。

　　通告がありましたので，立憲民主党　関　誠之君の発言を許可いたします。

１�４番（関　誠之君）　市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。立憲民主党の関　誠之でご

ざいます。

　�　議案第７３号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）について質疑を早速させていただきま

す。

　�　（１）９ページ，２款１項６目新型コロナ感染症緊急対策事業，１８節負担金，補助及び交付金

１億６，０３６万５，０００円について質疑をいたします。

　�　参考として渡ったものに肥料・飼料価格高騰対策事業というようなこともありますけれども，予算書

は２，０３６万５，０００円であります。その①肥料・飼料高騰対策補助金２，０３６万５，０００円の対

象者でと書いてありますが，対象者の農業を営む者の定義についてお答えをいただきたいと思います。

対象者の農家戸数は何戸と推測をしているのか，併せてお答えください。

　�　二つ目は，事業の申請方法と周知の在り方。対象者が令和５年２月までに購入した分となっているが，

どのような仕分けになるのかをお示しをしてください。また，国や県は令和５年５月まで購入した肥料

となっております。この違いについても御説明ください。市が令和５年２月までとした理由は何である

のか。

　�　３番目は，市における高騰分の算出の方法と国やと書いてある，国は県の補助を除くと書いてあるが，

その確認はどのように行うのか，お答えください。

　�　４番目は，会計任用職員を雇用するようでありますけれども，雇用の在り方と雇用期間をお示しくだ

さい。どこに配置をする予定なのかお答えください。この事業の担当部署を併せてお示しをいただきた

いと思います。

　�　５番目は，国や県の制度について説明するとともに，市が残りの額に対し肥料は３分の２，それは３

分の１と書いてありますが，は３分の２，飼料は，挿入をして飼料は２割相当とする支援をする理由に

ついてお答えをいただきたいと思います。

　　次に，エネルギー価格高騰対策事業１億４，０００万円について質疑をいたします。

　　一つ目は，対象になる事業所の定義と事業者数についてお答えをいただきたいと思います。

　　二つ目は，事業費１億４，２５０万円の算出根拠についてお答えください。

　�　次に，事業の開始時期と申請の方法並びに前年度の領収等がない場合の確認の方法等をどのように考

えているのかお示しください。

　�　次に，両事業，いわゆる先ほどの肥料・飼料またエネルギー，この両事業の対象者に対する周知の方

法についてお答えをいただきたいと思います。

　�　最後になりますけれども，財源は一般財源，財政調整基金繰入金１億６，５３２万５，０００円であり

ますけれども，財政調整基金の繰り入れ後の残高をお示しをいただきたいと思います。また，後日財源

の振替え等ができる事業を予想しているのか，併せてお答えいただきたいと思います。

　　以上です。よろしくお願いいたします。

農�林水産課長（俵　裕樹君）　まず，農林水産課所管分１の（１）の①から⑤までの御質問についてお答

えいたします。

　�　農業を営む者の定義については，農畜産物の販売実績がある方を想定しており，家庭菜園等にて自家
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消費分のみを栽培する方は対象外と考えております。対象となる農家は約８００戸と見込んでおりま

す。

　�　続きまして，②事業の申請方法につきましては，各総合支所で個別に申請していただくことを基本に

考えておりますが，ＪＡ部会員などについてはＪＡがとりまとめて一括して申請できないか，検討して

まいりたいと考えております。

　�　⑨の質問にもかかってくるんですけれども，周知の方法につきましては，ホームページやＳＮＳ，広

報紙，新聞への掲載に加えて嘱託員会や駐在員会などでの案内や，様々なツールや機会を利用して広く

周知に努めてまいりたいと考えるところでございます。

　�　国・県は令和５年５月までの購入分が対象になることについてでございますが，本事業の財源として

地方創生臨時交付金を見込んだ場合，年度末までに申請者への支払いを行うことが求められていること

から，本市につきましては令和５年２月までに購入した肥料を対象としております。

　�　続きまして③になります。高騰分の算出方法ですが，国の事業では価格高騰率を農林水産省が実施す

る農業物価統計調査に基づく農業物価指数などにより定めることになっています。市の事業についても

国の定めた価格高騰率を用いて補助金の算出を行う予定にしております。国・県の補助金額の確認方法

ですが，国・県と同じ方法により前年度から増加した肥料費を算出し，そこから国・県の補助金の残り

１５パーセントの３分の２である１０パーセントを補助金として考えていることから，市において国・

県の補助金額は確認いたしません。

　�　続きまして④になります。会計年度任用職員についてでございますが，窓口等での申請者対応や提出

された書類確認整理の補助員として会計年度任用職員の雇用を考えております。期間につきましては，

補正予算成立後早急に募集をし，今年度末までの任期と考えております。名瀬地区については雇用中で

別事業に当たっている職員による事業業務の兼務，住用地区については正職員での対応，笠利地区につ

いては新規１名の雇用を考えているところです。担当部署については，名瀬農林水産課営農指導係，住

用産業建設課産業振興係，笠利農林水産課農政水産係及び糖業推進室を想定しているところです。

　�　５番目になります。肥料価格高騰についての国・県の支援策は化学肥料低減の取組を行った上で，前

年度から増加した肥料費について，その７０パーセントを国が，１５パーセントを県が支援金として交

付するというものとなっております。そして，残り１５パーセントの３分の２に相当する１０パーセン

トを市補助金として考えているところです。飼料高騰対策については，価格高騰時に補填金が支払われ

る配合飼料安定基金制度がありますが，補填金以上の価格高騰が続いている状況に加えて，補填金の対

象とならない粗飼料についても価格が高騰していることから，今回飼料価格高騰に対しても価格上昇の

２０パーセント相当の支援を考えているところでございます。飼料は国・県のような支援策がない中で

ありますが，市として支援できる取組を行い，農家の経営安定を図ってまいりたいと考えておりますの

で，御理解いただきたいと思います。以上です。

商工政策課長（畠山正明君）　商工政策課からは，通告書１の（１）⑥から⑨についてお答えをいたします。

　�　まず，⑥エネルギー価格高騰対策支援金の対象となる事業所の定義と事業所数についてお答えいたし

ます。本事業につきましては，原油価格高騰の影響を受けた事業者に対し，本年１月から１０月に係る

燃料費及び電気・ガス料金の負担を軽減するため，法人１０万円，個人事業者５万円を支給し，事業の

継続を支援することを目的としております。

　�　御質問の事業所の定義，対象者につきましては，原油価格高騰の影響は幅広い業種に及んでいると思

われることから，市内に本社または主たる事業所を有している全ての業種の法人及び個人事業者として

おります。また，対象となる事業者数につきましては，およそ２，０００事業者と想定をしておりまして，

法人と個人事業者の内訳につきましては，法人が８００社，個人事業者が１，２００社と見込んでいる

ところでございます。

　�　次に，⑦事業費１億４，２５０万円の算出根拠についてでございます。本事業費の算出根拠につきま
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しては，各事業者への支援金が１億４，０００万円，本事業に係る広告料や消耗品，郵送料等の事務経

費として２５０万円を計上させていただいております。支援金の１億４，０００万円につきましては，

法人への支援金が支給上限の１０万円の８００業者で８，０００万円，個人事業者への支援金について

は，同じく上限額の５万円の１，２００事業者で６，０００万円を計上させていただいているところでご

ざいます。

　�　次に，⑧事業の開始時期と申請の方法，前年度の領収証等がない場合の確認方法など，どのように考

えているのかということの御質問です。まず，事業の開始時期につきましては，現在，事業の実施に向

けて要綱等の作成をしているところでございます。本市といたしましては，本予算議決後，１０月のな

るべく早い時期に申請受付を開始したいと考えているところです。

　�　次に，申請方法でございますけれども，対象月となる令和４年の１月から１０月の任意の月と比較月

となる令和３年の同月の燃料費等の差額を支給をすることとしており，申請書類としては申請書をはじ

め，対象月と比較月の燃料費や電気料金，ガス料金が確認できる書類等を郵送にて提出いただくことを

検討しているところでございます。

　�　３点目の領収証がない場合の確認方法についてでございますけれども，料金を確認する書類として，

まずは領収証等の写しの提出を想定しておりますけれども，領収証がない場合には明細書や引き落とし

口座の通帳等での対応も検討しているところでございますので，御理解をお願いしたいと思います。

　�　次に，⑨事業の周知の方法についてでございます。本事業の積極的な活用を促進するため，本市の広

報紙，ホームページ，公式ＬＩＮＥ等ＳＮＳへの掲載，また市内の商工業や飲食業，観光業などの各関

係団体を通じた事業案内，地元新聞やあまみエフエムなどでの広報など，様々なツールや機会を利用し

まして，多くの事業者に活用していただけるよう広く周知広報に努めてまいりたいと考えているところ

でございます。よろしくお願いいたします。

財政課長（永田公洋君）　それでは１の（１）の１０につきましては，財政課よりお答えいたします。

　�　補正予算の財源としております財政調整基金繰入金についてでございますが，今回の６号補正予算後

の残高見込額は３０億７８９万８，０００円となっております。また，財源の振替につきましては，新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の今年度の交付決定後に財源の振替を予定しており

ます。以上です。

１�４番（関　誠之君）　はい，ありがとうございました。エネルギー対策は１月から１０月までの高騰分

ということですから，１０月以降でありますと一括して請求ができるというふうになりますが，この肥

料・飼料価格高騰対策事業は，令和４年度から令和５年の３月までということを明記されておりますけ

れども，そうしますと何月かで区切って２回に分けて年度末というふうになるのか，その辺と，先ほど

国の補助の部分については算定しないというような，考えていないというようなことでありますけれど

も，これはややこしいものが肥料・飼料の価格などは国や県の補助を除く農家負担のうち２割相当を市

が支援と，非常に国や県の補助金というものが，どれぐらいどう出たのかというのが分からないと，こ

の２割相当というのが出てこないのではないかと思いますが，その辺の具体的なものと，これも３月ま

での先ほど言いました，どういう仕分けでやるのかということを教えていただきたいと思います。

　�　それと，創生交付金の中で財政調整基金の振替をすると，財源の，という話がありましたけれども，

大体予想される財源振替の額というのが大体分かるはずなんですが，それをお示しできないのかどうか

ということをよろしくお願いをしたいと思います。

農�林水産課長（俵　裕樹君）　まず，国や県の動向の確認についてなんですけれども，国と県が県の協議

会を作ってそこで支給するという制度となっていると聞いております。それとは奄美市のやり方は別枠

として考えておりまして，奄美市独自のものとなっておりますので，国・県とは別の考えを持っていま
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す。ただ，国と県と合わせて７０パーセントと１５パーセントを見込んでおりますので，その残りの分

を支給したいと考えているところであります。

　�　続きまして，支給の方法についてなんですけれども，１回で年度末に精算するのか，２回に分けてす

るのか，これについてはですね，農家の方の負担の軽減や事務の軽減，いろいろなものを考えながら，

これから運用の中で協議してまいりたいと思いますので御理解いただきたいと思います。以上です。

財�政課長（永田公洋君）　それでは，新型コロナの交付金と財政調整基金との繰入と振替という御質問で

ございますが，国より示されております新型コロナ交付金，昨年度からの繰り越し，それから今年度の

上限額というのが示されております。その合計額で申し上げますと，５億７，８００万円ほどを見込ん

でおります。今回の６号補正までに我々が財政調整基金として充当しております額が６億２，４００万

円ほどございます。現時点で申し上げますと，６億２，４００万円ほど財政調整基金を充当しておりま

すので，現時点では全て新型コロナ交付金に振り替えられればというふうに考えております。以上です。

１�４番（関　誠之君）　はい，ありがとうございました。実際に現場でやる人は非常にこの高騰対策事

業というのは大変だろうと思うんですよ。ですから，その辺は事前にね，シミュレーションをした

りして，それぞれの総合支所の中で遺漏のないように，しっかり頑張っていただきたいということ

と，今言った財政的な問題は，非常に財政課がうまい財政運営をやっておりますから，そのことは非

常に評価をしなければいけないというふうに思いますけれども，この全体の使い方を見るとね，まだ

３０億７，０００万円余り残るわけですから，基本的に言えば標準額ですか，１７０億ぐらいの１０パー

セントで２０億ぐらいあれば，何とかいろんなことがやれるのではないかという一つの意見もあります

ので，これから先，コロナがどういうふうになるか分かりませんが，しっかりとこの財政調整基金とい

うのは使うものは使うというやり方をしていただきたいということを要望して質疑を終わりたいと思

います。ありがとうとざいました。

議長（西　公郎君）　他に質疑はございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　�　議案第７３号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）は，これを産業建設委員会に付託いた

します。

　　お諮りいたします。

　　各常任委員会審査及び報告書整理のため，明日１３日から２５日までを休会としたいと思います。

　　これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，明日１３日から２５日までを休会とすることに決定いたしました。

　　これにて本日の日程は終了いたしました。

　　９月２６日午前９時３０分本会議を開きます。

　　本日はこれをもって散会いたします。（午前１０時５２分）
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議�長（西　公郎君）　おはようございます。会議に先立ち，謹んで報告申し上げます。奄美市議会議員　

荒田幸司君が去る９月１３日御逝去されました。誠に哀悼痛惜の極みに絶えません。ここに故荒田幸司

君の御冥福を祈り黙とうをささげたいと思います。全員御起立の上，お願いいたします。黙とう。

　　（黙とう）

　　お直りください。御協力ありがとうございました。

　　ただいまの出席議員は２０名であります。会議は成立いたしました。

　　これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分）

　　本日の会議は，お手元に配付してあります議事日程のとおりであります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程に入ります。日程第１，議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第

５号）についてから，議案第７３号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）についてまでの

１２件を一括して議題といたします。

　　ただいまの議案に関する各委員長の報告を求めます。

　　最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。

文�教厚生委員長（﨑田信正君）　おはようございます。御報告申し上げます。文教厚生委員会は９月１３

日の１日間開会し，当委員会に付託されました議案第６２号から議案第６７号及び議案第７１号の７件

について，慎重かつ丁寧に審査を行いました。７件の議案につきましては，お手元に配付してあります

文教厚生委員会審査報告書のとおり，全て全会一致で可決すべきものと決しております。

　　以下，主な審査内容について御報告を申し上げます。

　�　はじめに，議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）中，当委員会に付託された

案件について，当局より補足説明があり，委員より，ファミリーサポートセンターについての質疑があ

りました。

　�　当局より，８月末現在で利用会員が８１２名，サポート会員が１９６名の１，００８名との答弁があ

り，委員より，転入者で預け先がないなど，利用していく可能性があるとの想定について質疑があり，

現在，乳幼児健診等に出向いて積極的に事業の案内をしている。転勤族等の口コミ等で増えると思うと

の答弁でした。

　�　また，基準額についての質疑があり，国の交付基準要綱でサポート会員が１割増による加算で今回計

上したとのことです。

　�　また委員より，２００名近いが１か所でいいのかとの質疑に，これからの利用頻度とか調査をして検

討していきたいとのことでした。

　�　委員より，火葬場の現況についての質疑がありました。当局より，奄美斎場は３炉同時に荼毘をする

ことができる。コロナ禍になって１炉閉じており，１日６件の荼毘を行っている。緊急に火葬を必要と

する場合は３炉動かすこともあるとのことでした。コロナのレベルが４に緩和されることによって３炉

使う形にできるとのことでした。

　�　委員より，へき地保育所の職員手当等マイナスに関しての質疑があり，当局より，人件費の減額は古

見方へき地保育所，屋仁へき地保育所の４年度からの休園に伴うものとの説明がありました。

　�　委員より，障害者福祉サービスデータベースシステム改修についての質疑があり，当局より，今まで

サービスデータを各自治体で持っていたものを，全国的に国でも匿名化して把握するものとのことでし

た。

　�　委員より，社会教育施設管理費のネットワークサーバーリプレイス業務についての質疑があり，当局

より，市民交流センターと名瀬公民館，各公民館を運営するためのサーバーの機器とのことで，このサー

バーの部品調達が困難とのことで機器を取り替えるとのことでした。

　�　委員より，赤木名小学校附属幼稚園の雨漏り修繕に関して，優先順位の付け方について質疑があり，
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危険度の高いものとしているとのことでした。

　�　また，大島地区広域文化祭の旅費についての質疑があり，５名のフラダンスの団体で旅費全額を見込

んでいるとのことでした。

　�　また，各種大会出場の補助については，全国大会は１人当たり４万円を上限に旅費額の２分の１，九

州大会は１人当たり２万円を上限に旅費額の２分の１を補助しているとのことでした。

　�　委員より，地女連名瀬支部１００周年記念式典実行委員会負担金３０万円についての質疑があり，

各種団体からの協賛金を募り，奄美市の３０万円を合計して６０万円の予算を考えているとのこと。　

３０万円の基準はとの質疑に，検討している段階との答弁でした。

　�　委員より，学校給食センターの栄養士について質疑がありました。現在，名瀬の給食センターは３名

の県費の栄養教諭が常勤でいる。昨年度まで市費の栄養士が配置されていたとのことで，１名減とのこ

とです。現状を見ながら必要性があれば今後考えたいということでした。

　�　また，有価資源物収集運搬及びリサイクル業務についての質疑があり，昨年まで廃油を無償で受け

取っていただいていたが，薬剤の高騰などで無償でできないとのことで，２万５，０００円の７か月分

を計上したとのことです。

　�　ほかにも多くの質疑がありましたが，この際，省略させていただきます。

　�　次に，議案第６３号　令和４年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について補足

説明があり，委員より，保険税の口座振替の現状について質疑がありました。現在，口座振替の普及率

が約３４パーセント近い。国保世帯は７，０００世帯で２，０００世帯とのことで，年々上昇していると

のことでした。

　�　委員より，特定健康診査の国庫支出１００パーセントについて質疑があり，重複頻回受診者の訪問指

導に関する業務が１０分の１０の国の特別交付金保険者努力支援分に該当すると確認できたとのこと

でした。

　　他に若干の質疑がありましたが，この際，省略させていただきます。

　�　次に，議案第６４号　令和４年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）

について補足説明があり，委員より，住用診療所のマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認

システムの導入について質疑があり，当局より，昨年笠利地区はシステムを導入したが，住用は予算計

上したものの半導体電子部品の不足により事業が行えず，今回の補正での対応となったとのことでし

た。

　　他に若干の質疑がありましたが，この際，省略させていただきます。

　�　次に，議案第６５号　令和４年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について補足説

明があり，委員より，常勤職員，保健師１名について質疑がありました。当局より，高齢者の保険事業

と介護予防の一体的実施事業を実施することで，高齢者福祉課の要望で認められたとのことでした。

　�　次に，議案第６６号　令和４年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について補足説明

があり，委員より，基金積立金の残高について質疑があり，当局より，２億９１５万７，８０６円で第

８期計画の中で１億６，９００万円取り崩す予定とのことでした。

　�　次に，議案第６７号　令和４年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１号）について補足説明があり，

委員より，給料についての質疑があり，事務費が工事金額の約５パーセントの範囲で上限を超えないよ

うな積算の仕方で累計として出しているとのことでした。

　�　次に，議案第７１号　奄美市相撲練習道場条例の一部を改正する条例の制定について，維持管理経費

について使用料収入を財源とするための条例改正との補足説明があり，委員より，相撲連盟に委託され

る根拠についての質疑がありました。当局より，将来，指定管理者制度を導入することも視野に入れな

がら条文を整理してある。道場はしばらく直営でやる。一部分を相撲連盟に委託するとのことでした。

　�　以上で，文教厚生委員会の審査報告を終わります。なお，御質疑等がございましたら，他の委員の協

力を得てお答えしたいと思います。よろしくお願いします。
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議長（西　公郎君）　次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。

産�業建設委員長（大迫勝史君）　おはようございます。産業建設委員会は去る９月１４日，水曜日１日間，

付託されました６件の案件について，全て丁寧に審査いたしました。

　�　議案第６２号から議案第６９号までの４件につきましては，お手元に配付してあります当委員会報告

書のとおり，全て原案可決すべきものと決しました。

　　以下，その審査内容について御報告いたします。

　�　はじめに，議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）中，関係事項について，及

び議案第７３号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）についてまでの２件を一括して議題と

いたしました。

　�　先に，議案第６２号中，２款総務費のうち紬観光課と商工政策課に係る分，６款農林水産業費，７款

商工費まで，並びに議案第７３号を審査し，次に，議案第６２号中，債務負担行為補正，２款総務費の

うち建築住宅課に係る分，８款土木費，１１款災害復旧費を審査いたしました。なお，歳入歳出とも同

時に審査をいたしました。

　�　当局の補足説明の後に，委員より，令和４年度新型コロナ対策事業予算，６号補正の肥料・飼料価格

高騰対策事業２，２８３万１，０００円の肥料の分について，国が肥料に対して７０パーセントの補助，

そして県が１５パーセント，奄美市は残りの１５パーセントに対しての３分の２の１０パーセントとい

うことで，残りの５パーセントの部分については農家の負担になるのかとの質疑があり，当局より，肥

料価格高騰対策については，国・県が行う肥料価格高騰対策事業支援事業の補助のうち１０パーセント

程度を市のほうで補助するというふうに予定している。また７０パーセントが国，１５パーセントが県，

残りの５パーセントについては受益者負担ということで考えているとの答弁でした。

　�　同委員より，ＪＡを通さずに肥料メーカーと直接取引をしている生産者にも配慮を求める要望があ

り，飼料高騰分に対する支援等も含め，市の迅速な対応を望む要望もありました。

　　その他細かな質疑と丁寧な答弁がありましたが，この際，省略いたします。

　�　委員より，２６ページ，１８節の負担金，補助及び交付金，農業次世代人材投資資金が２２５万の減

額理由についての質疑があり，当局より，令和３年度に就農している方については，就農後１年から３

年目を最大１５０万円を３年間支給，４年目，５年目については１２０万円を支給という制度である。

１５０万円の４人分６００万円で計上していたが，１名については令和３年度末に，今年度の７５万円

分を前払いを行っており，それで７５万円の減額と，それから今年就農した方が１名おり，この方につ

いては今年度から国の制度が変わり，経営開始資金という形で名称と制度内容が変わっている。そうい

う点で１名分の１５０万円を農業次世代人材投資資金から減額して，経営開始資金のほうに計上してい

るということであり，予算の組替である。経営開始資金の制度としては，就農１年目から３年目の方に

ついて最大１５０万円を支給ということで，今まで５年間支給していたのが３年間になったというとこ

ろであるが，支援期間が短縮される代わりに新たに経営発展支援事業が創設され，今回３７５万円計上

されているとの答弁でした。

　�　委員より，補正予算６号について，令和４年６月から令和５年２月までに肥料を購入した分について

対象となっているが，タンカンの時期だと２月が収穫で，春肥は大体収穫後に撒くのが普通で，３月に

またがる農家さんもいると思う。そういう農家への救済策の質疑がありました。当局より，国の交付金

を活用するにあたっては，どうしても年度内に農家へ支援金を振り込むという形になる。事業としては

２月，３月中の早いうちに申請をいただいて，極力年度内に振り込みたい形になるが，委員指摘のとお

り，タンカン，サトウキビ，また野菜の春植え等についても，３月，４月が一番肥料が必要とされる時

期というのは認識している。農家さんには事前に予約購入するなりしていただいて，何とか救えるとこ

ろは支援していきたいと考えている。県のほうも国に合わせて令和５年５月までの肥料を対象としてい
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るが，ただ発注は年度内に発注して申請も年度内にしていただくという形を県のほうも考えているみた

いである。国・県と足並みを揃えて柔軟に対象肥料については対応していきたいと考えているところで

あるとの答弁でした。同委員より，情報が農家に届くのが遅い懸念もあるので，早めに周知徹底するよ

うに要望がありました。

　�　委員より，本市の営農指導員体制をただす質疑があり，当局より名瀬総合支所に４名，笠利総合支所

に２名，公益財団法人奄美市農業研究センターに１名，内訳として園芸の果樹，野菜，花きの指導員と

畜産の指導員がおり，畜産については定期的に月１回の巡回指導を行っており，市の職員，県の指導員，

農協の営農指導員，家畜保健衛生所の獣医師，農業共済の獣医師が同行して，毎月定例的に巡回してい

る。園芸農家についても新規就農者を中心に定例的に農協の指導員，大島支庁の農業改良普及員ととも

に巡回を行っているところである。また，技術的な巡回指導だけでなく，経営的な面，それから補助事

業の導入に対する計画の支援，また資金を借りて農業機械を導入したりする際の資金調達の計画書の支

援，こういったものを農業の専門知識を持った技術員が現在行っているところであるとの答弁。

　�　同委員より，世界情勢を鑑み，国は新規に施策を打ち出して自給率を高めるため新規就農者を育成す

る趣旨が見受けられる。当局にも更なる努力をお願いしたいとの意見がありました。

　　他にも活発な質疑と答弁がありましたが，この際，省略いたします。

　�　席の入替えの後に，議案第６２号中，債務負担行為補正，２款総務費のうち建築住宅課に係る分，８

款土木費，１１款災害復旧費を審査いたしました。

　�　当局の補足説明の後に，委員より，３３ページ，８款土木費，６項の１目１０節の需用費，修繕料に

ついて，工事内容と３地区の管理戸数を示せとの質疑があり，当局より，修理の説明では今回の補正予

算に関する修繕箇所としては，名瀬地区においては駐輪場，テレビの共聴設備，エレベーター，住宅管

理道路の補修等を計画している。笠利地区においてはシロアリ被害や水道管の補修，住用地区において

は空き家の補修等となっている。全体的に建物の老朽化に伴い，特に電気，給排水などの設備関係が多

くなってきているところである。奄美市全体の管理戸数は３月末時点で２８４棟２，２２６戸となって

おり，名瀬地区が９８棟１，６９７戸，笠利地区が１２４棟３７８戸，住用地区が６２棟１５１戸であ

るとの答弁でありました。

　�　委員より，１７ページの２款１項１６目１２節の委託料の紙図面をデジタルデータ化する事業につい

ての説明を求める質疑があり，当局より，市が管理している住宅だけではなく，本市の所有する施設す

べての紙図面が建築住宅課のほうにある。それを基に改修工事等が出た場合には，パソコンのほうに読

み込んだ上でＣＡＤのほうで図面化するのであるが，その読み込むまでのタイムラグを解消するため

に，今回は３，０００枚の紙図面をデータ化することの費用となっている。併せて，昨年度も２，４００

枚ほど同じような形で紙図面のデータ化を当初予算で行っている。あくまで内部の資料として，今まで

紙で管理していたものをデータにして，職員間で紙図面を共有するのを回避したり，作業の効率化，ま

た検索を容易にする目的であるとの答弁でした。

　　他にも活発な質疑がございましたが，この際，省略いたします。

　�　以上をもちまして，議案第６２号中，債務負担行為補正，２款総務費のうち建築住宅課に係る分，８

款土木費，１１款災害復旧費に対する質疑を終結いたし，議案第６２号中，関係事項及び議案第７３号

は討論を省略し，採決の結果，議案第６２号中，関係事項及び議案第７３号については，全会一致でこ

れを原案のとおり可決することに決しました。

　�　次に，議案第６８号　令和４年度奄美市水道事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたし，

審査いたしました。

　�　当局の補足説明の後に，委員より，１１ページ，５目東部地区再編推進事業の委託料について，今回，

東部地区ポンプ施設工事発注支援業務委託の１，２００万円と，東部浄水場増築工事発注者支援業務委

託８００万円が計上されており，この委託先についての質疑がありました。当局より，業務委託に関し

ては浄水場の施設建設ということで，積算施工管理にあたって特殊な幅広い知識及び高度な技術を要求
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されることから，発注支援を活用している。業者については，実施計画業務委託を令和元年度に行って

おり，その実施業務を行った県外の業者と契約をしたいと思っているとの答弁。

　�　同委員より，県外の業者とのことであるが，地元業者への委託は考えられないかとの質疑に対し，当

局からは，水道の設計積算に係る業務については，地元の奄美市には当該業者が現在のところ存在しな

い。そこで実績のある九州管内及び県内を中心とした専門のコンサルタントと実施設計契約を行ってい

るところであるとの答弁でした。

　�　他の委員より，同じく１１ページの委託料について，当初予算と今回の補正額に大きな隔たりがある

点についての質疑があり，当局より，当初，須野ポンプ場の施設工事に伴う積算施工管理のみであった

が，今年度発注した工事費の中から事業費の調整の必要が生じたため，これに伴い工事実施計画を見直

し，来年度予定であった笠利ポンプ場の施設整備工事を今年度実施することになり，これに伴う発注者

支援業務を追加しているとの答弁に対し，同委員より，来年度の業務を今年度に前倒しで持ってきたた

めに増額になったという認識でよろしいかとの再質疑があり，当局より，そのとおりであるとの答弁で

した。

　　他にも大川ダム改修事業負担金等の質疑がありましたが，この際，省略いたします。

　�　以上で議案第６８号に対する質疑を終結いたし，討論を省略した後に採決の結果，議案第６８号　令

和４年度奄美市水道事業会計補正予算（第１号）については，全会一致でこれを原案のとおり可決すべ

きものと決しました。

　�　次に，議案第６９号　令和４年度奄美市下水道事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたし

審査いたしました。

　　当局より，主な内容について補足説明の後に質疑に移りましたが，特段の質疑はございませんでした。

　　質疑を終結し，討論省略の後に採決の結果，全会一致で原案のとおり可決することに決しました。

　　以上で産業建設委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。

　　なお，御質疑がございましたら他の委員の協力を得てお答えしたいと思います。

議長（西　公郎君）　次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。

総務企画委員長（多田義一君）　おはようございます。マスクをしたまま御報告をさせていただきます。

　　総務企画委員会は，去る１５日の１日間開会し，慎重に審査をいたしました。

　�　議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）中関係事項についてから，議案第７０

号及び議案第７２号までの３件を審査いたしました。

　�　審査の結果はお手元に配付してありますとおり，審査報告書のように，全会一致により採択すべきも

のと決しております。

　　審査の内容について御報告いたします。

　�　議案第６２号　令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）中関係事項について，当局より補足説

明があり，委員より，１６ページ，１３節使用料の副市長職員公舎借上げ６８万５，０００円について

の質疑があり，当局より，家賃の初期費用として２９万８，８３３円，家賃５万５，０００円の７か月分

の３８万５，０００円となっている。また，副市長からは職員の住居手当と同様の月額２万５，０００円

を差し引いた月額３万円を負担額とし，８か月分で２４万円を歳入として計上している。また，市より

国・県への派遣職員なども市のほうで公舎を借り上げ，職員から歳入として負担額を徴収しているとの

こと。

　�　委員より，１６ページの安全安心対策費の集会施設について，どの程度改修工事が必要な施設がある

かとの質疑があり，当局より，６２施設あるうちの２６施設が改修が必要と平成３０年度の調査で計画

を立て，令和３年度までに１７施設を改修している。残りの９施設は緊急度の高いものから優先に改修

していくとのこと。
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　�　委員より，１０ページの個人番号カード交付事務費補助金で，市役所２階にて対応しているが，マイ

ナポイント申請が個人では難しいと聞くが，対応はどうしているかとの質疑があり，当局より，マイナ

ポイントの手続については，国からもスマートフフォンを使って自分で行ってもらうこととなってい

る。個人情報の記載があるために対応は慎重に行う必要があるとのこと。また，１人の方にかかる時間

として２０分から３０分かかるため，そのことに職員がかかる時間が多くなり，マイナンバーカードの

申請に来られる方々の待ち時間が非常に長くなることから，予約をしていただき対応を行っているとの

こと。

　　その他にも質疑がなされましたが，この際，省略をさせていただきます。

　�　次に，議案第７０号　奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について，

当局より，補足説明があり，委員より，今回の改正でどのように変わるのかとの質疑があり，当局より，

一つが育児休業の取得回数の制限が緩和され，今まで原則１回しか取得できなかったものが２回に分け

て取得できるようになること。同じように男性職員についても２回に分けて取得可能である。また，非

常勤職員についても，今回の改正により緩和され，在職期間を１年以上であることが変わる。また，育

児休業を取得しやすい勤務環境の整備を行っていくとのこと。

　�　次に，議案第７２号　土地の処分について，当局より補足説明があり，委員より，今回の土地の価格６，

０００万円の根拠はとの質疑があり，当局より，隣接の土地の路線価，あとは土地家屋調査士からの算

定により数字を出しているとのこと。

　�　また委員より，今回の売却方法が随意契約となっている理由はとの質疑があり，当局より，今回の敷

地は事業所が建設され既に１０年以上が経過，利用されており，当初より特別養護老人ホーム用地とし

て３０年間の賃貸借契約を結んでいる。また，豪雨災害からの復興支援や住用地区での福祉事務所とし

ての地域貢献等からも，地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号に規定するその性質または目的が

競争入札に適さないものと該当するとのことで，随意契約により見積り合わせを行った。

　�　また委員より，１万平方メートルを超える取引は，国土利用計画法に基づいて行われているかとの質

疑があり，当局より，国土利用計画法に基づく大規模土地取引の手続きは，公共が行う場合には不要と

なっているとのこと。

　　その他特段の質疑はありませんでした。

　�　以上で報告は終わりますが，御質疑がございましたら他の委員の協力を得てお答えさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

議長（西　公郎君）　これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。

　　質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　これから，討論に入ります。

　　討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　討論なしと認めます。

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，採決を行います。

　　採決はこれを一括して行います。

　　この議案１２件に対する各委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。

　　お諮りいたします。

　　この議案１２件は，各委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
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　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，この議案１２件はいずれも原案のとおり可決されました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第２，陳情第４号　川内原発の２０年延長運転期間に関する陳情を議題といた

します。

　　本件に関する産業建設委員長の審査報告を求めます。

産�業建設委員長（大迫勝史君）　それでは，御報告申し上げます。陳情第４号　川内原発の２０年延長運

転期間に関する陳情につきましては，去る９月１４日に産業建設委員会におきまして慎重に審査を行い

ました。

　�　今回の陳情第４号は，奄美市名瀬和光町の川内原発２０年延長を止める会奄美地区支部，提出代表者，

城村典文さんからであります。

　　以下，審査内容を御報告いたします。

　�　主な意見を集約いたしますと，川内原発の立地自治体及び周辺自治体さえも運転再開に対しての賛否

を表明していない。立地自治体と県の問題であり，本市議会としても賛成反対を判断するのは非常に困

難である。また，原発やエネルギー政策について勉強会等で知識を得た上で判断してもいいのではない

か。他に，現段階で奄美市議会として陳情事項の原発運転延長を認めないという決議は出せない等の意

見があり，取り扱いについては採決を求める意見が多くあり，討論を省略し採決の結果，賛成の委員は

おりませんでしたので，不採択と決しました。

　　以上で審査報告を終わります。御質疑があれば他の委員の協力を得てお答えいたします。

議長（西　公郎君）　これから，委員長報告に対する質疑に入ります。

　　質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　これから，討論に入ります。

　　通告がありましたので，日本共産党　﨑田信正君の発言を許可いたします。

１�５番（﨑田信正君）　おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。私は陳情第４号　川内原発の

２０年延長運転期間に関する陳情について，採択すべきとの立場で討論を行います。

　�　今回の陳情事項は，住民の安心・安全な暮らしが必ず守られるという確証なしに２０年運転延長は認

められない決議と，政府と県に対して原発４０年，運転期間を守る意見書の提出を求めた２点でござい

ます。原発事故の恐ろしさというのは，１９８６年４月２６日に旧ソ連ウクライナ共和国で発生した

チェルノブイリ原発であります。原子力発電開発史上最悪の事故だとして，全世界に衝撃を与えました。

そして今度，２０１１年３月１１日に発生した福島原発事故は，ひとたび重大事故が起これば放射能汚

染は極めて甚大なものとなり，地域社会が破壊をされ，その被害から立ち直るには多大な努力と時間が

必要となることを，私たちに教えたのではなかったでしょうか。命が奪われ，脅かされ，１０年以上が

経過しますけれども，いまだにふるさとに帰れない人が多数あり，ふるさとを捨てざるを得なかった人

も多数おられます。しかし今，福島原発事故がなかったかのように，老朽化した原発の運転延長が行わ

れようとしております。また，原発立地地域の多くが経済的に原発に依存をしているようでありますけ

れども，それは国の誘導によるものであり，原発なくした後の経済政策については，国が責任を持って

取り組むべきものだと思います。今，大きな成長が期待されているのが再生可能エネルギーで，関連す
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る新しい産業の誘致，育成によって原発廃炉の道が現実のものとなるのではないかと思います。陳情の

趣旨に基づく２点の陳情事項は，私は至極まともな，もっともな内容だと思っております。安心・安全

な社会環境を目指すためにも，老朽化した原発は運転延長しないでいただきたいと申し上げ，採択を求

める討論といたします。

議長（西　公郎君）　他に討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　討論なしと認めます。

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，採決を行います。

　　本件に関する委員長の報告は不採択とすべきものであります。

　　この際，念のため申し上げます。

　�　委員会が不採択のときは，本会議において改めて採否をお諮りすることになっておりますので，表決

にあたっては御注意をお願いします。

　　お諮りいたします。

　　本件を賛成とする諸君は賛成のボタンを，反対とする諸君は反対のボタンを押してください。

　　（電子表決）

　　押し忘れはありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　押し忘れなしと認めます。

　　電子表決を終了いたします。

　　賛成少数であります。

　　よって，陳情第４号は不採択とすることに決しました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第３，陳情第５号　安倍元首相の「国葬」に反対を求める陳情についてを議題

といたします。

　　ただいまの陳情に関する総務企画委員長の審査報告を求めます。

総�務企画委員長（多田義一君）　御報告申し上げます。総務企画委員会に付託されました陳情第５号　安

倍元首相の「国葬」に反対を求める陳情を慎重に審査いたしました。

　�　陳情者は奄美市名瀬鳩浜町にお住まいの奄美地区退職教職員連絡協議会会長，勇　寛和さんからであ

ります。

　　審査結果につきましては，審査報告書のとおり全会一致により不採択と決しております。

　　全ての意見の内容を御報告いたします。

　�　委員から，岸田総理において国会で説明をしっかりと行っており，今後も国民に対して丁寧に説明を

していくとしていることから，国民が混乱しないように進めるべきであるとの意見や，多くの要人が世

界から葬儀に出席するということで，これまでの外交に力を入れてきた功績だと思うとの意見。また，

国葬に関して弔意や黙とうの強制などを求めているわけではないので，今回の陳情事項からして反対と

の意見。また，テロにより元首相の尊い命を落とされた。このような観点からも国がすることについて

地方議会での議論は大変難しい。閣議決定されたが，国民に対して強制するものではないので，自由で

いいと思う。このような観点から反対との意見。また，最後の意見として，国民に理解がまだ得られて

いないところは理解を得られるようにしっかりと得る努力は必要であることを趣旨に置きながら，岸田

総理は国葬の理由として４点示しており，１点目が憲政史上最長の８年８か月にわたり首相を務めたこ

と。２点目には東日本大震災からの復興や経済再生，日米関係を基軸とした戦略的な外交を主導するな
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どの業績を残された。３点目に各国で様々な形で敬意と弔意が示されていること。４点目には選挙活動

中の死であり，暴力，テロには屈しないという国としての毅然たる姿勢。この４点の理由から国葬を実

施するということは，我が党としても一つの判断として評価できるとのことで，反対という立場を表さ

せていただきたいとの意見でありました。

　　冒頭に述べましたとおり，全会一致により不採択と決しております。

　�　以上で報告は終わりますが，御質疑がございましたら他の委員の協力を得てお答えさせていただきま

すので，よろしくお願いいたします。

議長（西　公郎君）　これから，委員長報告に対する質疑に入ります。

　　質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　これから，討論に入ります。

　　通告がありましたので，日本共産党　﨑田信正君の発言を許可いたします。

１�５番（﨑田信正君）　おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。私は陳情第５号　安倍元首相

の「国葬」に反対を求める陳情について，採択すべきとの立場で討論を行います。

　�　今回の陳情事項は，安倍元総理の国葬への反対決議と，国葬が強行されたとしても，市の施設での弔

旗掲揚，黙とう要請など，市民への事実上の弔意強制を行わないことの２点であります。

　�　亡くなられた方に弔意を表すというのは，人として自然な感情であります。私も７月２５日の全協の

開催前でしたけれども，その場での黙とうの提案に対して，私の思いを次のように述べました。２４日

付けの南海日日新聞に，７月２４日ですね，南海日日新聞に自民党が追悼記帳台を設置していることが

紹介をされている。これについては各党会派が行うことで自由であり，新聞報道では竹山耕平幹事長が

持ち前の外交力で各国の日本に対する信用，信頼を高めたと評価されている。このことについてもそれ

ぞれの思いで述べられているものと理解をいたします。日本共産党は７月１５日に創立１００周年を迎

え，戦前の治安維持法の下で激しい言論弾圧に屈することなく戦い抜いた政党として，現職の国会議員

が選挙戦最中の街頭演説中という言論の自由という民主主義が最も発揮される場で起きた事件で，あっ

てはならないことで命を奪われた人に対する哀悼の気持ちを表すことで，黙とうに参加することを表明

しておきたいとして，黙とうにそのときは参加をいたしました。しかし，安倍元首相に対する政治的評

価，先ほど委員長報告にもありましたけれども，８年数か月という長い期間の中でどういった政治的な

ことがあったのか，批判される面も多かったのではないでしょうか。森友加計問題，そして桜を見る

会などでは国会答弁で１１８回もうその答弁を繰り返していた，このことも明らかになっております。

また，森友問題では一人の公務員が自殺をするという，命が奪われ，失っているという事実もございま

す。更に憲法問題では，集団的自衛権行使容認を閣議決定で強行する。また，学術会員の任命を何の理

由も示さず拒否をする。こういったことが晩年になって次から次と明らかになっている。このことに対

しての評価もきちんとしなければならない。政治的批判とは全く別のもので，国葬ということになれば

なおさらではないでしょうか。国葬については，もうすでにマスコミ等でいろんな角度から多くが論じ

られていることでありますが，私が反対する一番の理由というのは，岸田首相が安倍氏の国葬について

国全体として故人に弔意と敬意を表すための儀式だと述べたとのことでありますけれども，日本国，日

本は国民主権の国であります。国全体といえば，当然我々国民が含まれるわけであります。それは憲法

第１９条の思想及び良心の自由を侵害することになるのではないでしょうか。更には，法的根拠が示さ

れない国葬ですが，全額多額の税金で執り行うということになります。それは憲法第１４条の法の下に

平等にも触れるものだと考えます。マスコミ等では委員長報告がありましたけれども，より丁寧な説明
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をとの言葉がよく流されますけれども，してはならないことをいくら丁寧に説明しても，してはいいと

いういうことにならないのは理の当然ではないでしょうか。安倍元首相は現職時代に，２０１４年４月

１９日に奄美市に来られております。そのため親近感をお持ちの島民の方もおられるかと思いますけれ

ども，立憲主義の国として憲法違反はしてはならない。このことは与党とか野党とかいう問題ではない

と思います。立憲主義を国として当たり前のことを述べているものだと思います。９月２２日の南日本

新聞には，弔意強制，法的根拠なし，国葬反対広がる議決，地方議会，自民党議員賛同も，との見出し

記事も掲載をされております。立憲主義を守る立場から陳情の採択を求めたいを思います。よろしくお

願いをいたします。

議長（西　公郎君）　他に討論はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　討論なしと認めます。

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，採決を行います。

　　この採決は起立表決に代わり電子表決により行います。

　　本件に関する委員長の報告は不採択とすべきものであります。

　　お諮りいたします。

　　本件を賛成とする諸君は賛成のボタンを，反対とする諸君は反対のボタンを押してください。

　　（電子表決）

　　押し忘れはありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　押し忘れなしと認めます。

　　電子表決を終了いたします。

　　賛成少数であります。

　　よって，陳情第５号は不採択とすることに決しました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第４，議案第７４号　令和３年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定から，議案

第８３号　令和３年度奄美市下水道事業会計の利益処分及び決算認定についての１０件を一括して議

題といたします。

　　市長に提案理由の説明を求めます。

市�長（安田壮平君）　おはようございます。ただいま上程されました議案第７４号から議案第８３号まで

の提案理由を御説明いたします。

　　議案第７４号　令和３年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定につきまして御説明いたします。

　�　令和３年度一般会計予算は，当初３１５億２，４３５万７，０００円を計上し，その後，８７億４，４

　�２１万６，０００円を増額補正したことにより，最終予算額は４０２億６，８５７万３，０００円となり

ました。これに，令和２年度から繰り越した市民交流センター整備事業や新型コロナ感染症緊急対策

事業など，３１億６，５７６万５，０００円を加えた最終の予算現額は４３４億３，４３３万８，０００

円となっております。この予算現額に対して，住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

事業や土木施設現年災害復旧事業など１１億７，２１８万３，４４６円を令和４年度に繰り越し

た後の令和３年度一般会計の決算額は，歳入総額４１９億５，０４１万５，３６５円，歳出総額

４０９億６，９８４万３，２４１円となり，歳入歳出差引額は９億８，０５７万２，１２４円となりまし

た。また，歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源２，９４７万４，９４６円を差し引いた実質収

支額は，９億５，１０９万７，１７８円でございます。なお，実質収支額のうち地方自治法第２３３条の
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２の規定により，４億８，０００万円を財政調整基金への繰入額といたしました。

　�　議案第７５号　令和３年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初

５０億７，０８７万３，０００円を計上し，その後，１億２，５６０万３，０００円を増額補正したことに

より，最終予算現額は５１億９，６４７万６，０００円となりました。これに対して決算額は歳入総額

５２億２，６０２万２，２４１円，歳出総額５０億１，２１０万５，１９４円となり，歳入歳出差引額は

２億１，３９１万７，０４７円となりました。

　�　議案第７６号　令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定につき

ましては，当初２億７，０５１万８，０００円を計上し，その後５，７４６万３，０００円を増額補正し

たことにより，最終予算現額は３億２，７９８万１，０００円となりました。この予算現額に対して２，

６７５万円を令和４年度に繰り越した後の決算額は，歳入総額２億８，４６３万４，２０９円，歳出総額

２億８，４１４万２，２８３円となり，歳入歳出差引額は４９万１，９２６円となりました。

　�　議案第７７号　令和３年度奄美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当

初５億２，８７９万３，０００円を計上し，その後６６万３，０００円を増額補正したことによ

り，最終予算現額は５億２，９４５万６，０００円となりました。これに対して決算額は歳入総額

５億２，７２２万１，１９４円，歳出総額５億２，５６８万６，６７９円となり，歳入歳出差引額は

１５３万４，５１５円となりました。

　�　議案第７８号　令和３年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初

５１億４，８１３万１，０００円を計上し，その後１億６，７５３万２，０００円を増額補正したことに

より，最終予算現額は５３億１，５６６万３，０００円となりました。これに対して決算額は歳入総額

５３億１７６万６，６４２円，歳出総額５２億３，０８０万６，７６０円となり，歳入歳出差引額は７，

０９５万９，８８２円となりました。

　�　議案第７９号　令和３年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初

３，５３１万８，０００円を計上し，その後１６０万円を増額補正したことにより，最終予算現額

は３，６９１万８，０００円となりました。これに対して決算額は歳入総額，歳出総額ともに３，

４３９万４，９０６円となっております。

　�　議案第８０号　令和３年度奄美市と畜場特別会計歳入歳出決算認定につきましては，予算現額８，

０１５万９，０００円に対して決算額は歳入総額７，９８７万９７６円，歳出総額７，９６３万８８０円

となり，歳入歳出差引額は２４万９６円となりました。

　�　議案第８１号　令和３年度奄美市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当

初７８４万円を計上し，その後２３６万４，０００円を減額補正したことにより，最終予算現額は

５４７万６，０００円となりました。これに対して決算額は，歳入総額３３２万４４３円，歳出総額

２１４万４，４８３円となり，歳入歳出差引額は１１７万５，９６０円となりました。

　�　議案第８２号　令和３年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定につきましては，収益的収支

におきまして収入額１１億５，７７１万８６９円，支出額１０億８，２３８万３，７５２円で，当年度純

利益は７，５３２万７，１１７円となりました。利益処分計画につきましては，令和３年度末未処分利益

剰余金３億４，７４２万６，２６６円を翌年度繰越利益剰余金とする予定でございます。次に資本的収支

につきましては，収入額１億６，３２４万２，６００円に対し，支出額５億７，６４７万１，３５５円で，

差引４億１，３２２万８，７５５円の不足となりました。この不足額につきましては，過年度分損益勘定

留保資金等で補填いたしております。

　�　議案第８３号　令和３年度奄美市下水道事業会計の利益処分及び決算認定につきましては，収益

的収支におきまして収入額１６億９，４０６万７，６０３円，支出額１５億１，９４３万１，２９０円

で，当年度純利益は１億７，４６３万６，３１３円となりました。利益処分計画につきましては，令

和３年度末未処分利益剰余金３億２，８３２万７，５７８円を翌年度繰越利益剰余金とする予定でご

ざいます。次に，資本的収支におきましては，収入額７億８，８９８万６，５００円に対し，支出額



− 228 −

１３億６，３４８万５，５４４円で，差引５億７，４４９万９，０４４円の不足となりました。この不足額

につきましては，当年度分損益勘定留保資金等で補填いたしております。

　�　以上をもちまして議案第７４号から議案第８３号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ認定

してくださいますよう，よろしくお願いいたします。

　　（「暫時休憩」と呼ぶ者あり）

議長（西　公郎君）　暫時休憩いたします。（午前１０時３４分）

　�　議会運営委員長より，議会運営委員会の開催の申し出がありましたので，委員の皆さんは第一委員会

室へご参集ください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午前１１時１０分）

　　先ほどの議会運営委員会の内容について，議会運営委員長の報告を求めます。

議�会運営委員長（伊東隆吉君）　急きょなことで，暫時休憩を入れてもらい，大変申し訳ございません，

ありがとうございました。

　�　ことの推移のことでございますけれども，議運委員長としてこの総活の今の上程，それこそ前の決算

議案の上程がありました。そして説明も終わりました。その後，質疑に入る前でございますが，この質

疑の総括の質疑が，この案件，要するに決算議案の審査の中身そのものでございます。なぜかと申しま

すと，今回，議会運営委員会の副委員長であります関議員よりこの総活が出た。議会運営委員会の申し

合わせ事項の会議規則の中に，監査委員，要するに議会から選出する議選の監査委員の特別委員会，決

算委員会等への出席はできませんというふうに申し合わせで決められております。それは，現監査委員，

そして前監査委員も一緒でございます。そういうことを含めて，この意味合いは我々これまで旧名瀬市

議会から今回に至って，監査委員は，これまでその関係に関する委員会に出れないということは質疑が

できないと，こういうふうに解釈をしてずっと従来きておりました。これも過去においてもそういうこ

とは過去に一度もございません。これは暗黙の了解の中でやっておりますから。ただ，今回この出され

たときに，私は委員長としてこれはもう少し議会運営上で，もう少し論議をした上でもいいじゃないか

ということで，今回，質疑等も下ろしてもらうように委員長としてお願いをしました。なかなか本人が

納得いかない。その内容等においては，質疑，発言等に関しては議員として，議員としての形としては，

質疑できないことはないじゃないか，それがしかも本会議ではない，こういうような言い分でありまし

た。私はそこは解釈の問題はいろいろありますが，だからそこがファジーになっている可能性がある。

これは日本全国の市議会，県議会においても監査委員の，議選監査委員の選出に関しては，なかなか非

常に難しい。ある市においては監査委員を出さないと決めてありますし，大阪府とかいろいろ調べられ

て，いろいりあります。それだけ悩ましい問題であることは言えると思いますので，私は今回そういう

意味で，本人自体からも全員協議会，ついこの間あった中でも，そういう質疑の今度論議をしましょう

というのを，本人自体からも出されたにも関わらず，今回こういうのを出されたということで，非常に

残念に思ったことですが，私としては議会運営委員長としての立場で，急きょこの議運にして，今，現

議会運営委員の皆様に，どういうふうな皆さん，思っているかということを諮ったわけです。この総括

に関してはできませんよということは一つも言ってないんです。ただ，決められたことはそういうふう

に拡大して，これまで暗黙に理解して，監査委員が委員会に出ない，そして当然それに関する，事項に

関することも質問等，一般質問含めてできないということに解釈しているからであるというふうに認識

しているからでございますので，それを含めて，現在の議運の委員の皆様に急きょ皆様の御意見等をお

伺いしましたら，いろいろ賛否両論いろいろありましたので，今後，これはまた論議をするという形に

して，議運としてはそこで納めた形ですけれども，非常に今回の件は，かつてないことを今回は認めざ

るを得ないことになったことも，非常に不可思議だということで議運を開いた。これがことの議運を開
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いた，急きょ開いた内容でございますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。暫時休憩入れて，

皆様に本会議を大変中断させたことは，大変申し訳なく思っておりますが，大変重要なことだと，議運

として議会議員としても重要なことだと思いますので，今後，これは別途論議をして形を決めていきた

いと思いますので，そういう論議を急きょでございましたけれども，委員会を開催いたしました。大変

申し訳ございません。以上，報告いたします。

議�長（西　公郎君）　日程に戻ります。これから，ただいま議題としました議案１０件に対する質疑に入

ります。

　　なお，議案に対する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。

　　通告がありましたので，立憲民主党　関　誠之君の発言を許可いたします。

　　なお，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。

１�４番（関　誠之君）　議場の皆さん，市民の皆さん，そしてインターネットを御覧の皆さん，おはよう

ございます。私は立憲民主党の関　誠之でございます。

　�　早速，議案第７４号　令和３年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定について，質疑をさせていただき

ます。

　�　まず最初に，決算附属書４ページ，１款市民税が平成３１年度から４０億を超えて，今決算時は

４１億３，３４３万１，０００円となっている。要因の一つである市民税の個人分の伸びの分析と，固定

資産税の収入減についての見解をお聞かせいただきたいと思います。

　�　二つ目は，同５ページ，５款株式等譲渡所得割交付金１，４７２万３，０００円が昨年の１．７５倍伸

びているが，その要因はどう分析しているのかを示していただきたいと思います。

　�　３番目，同５ページ，６款法人事業税交付金は令和２年度１，７０１万１，０００円，令和３年度４，

９７１万５，０００円と伸びが顕著であります。法人事業税交付金の説明と伸びた原因をお伺いいたし

ます。

　�　四つ目，同５ページ，７款地方消費税交付金は令和元年度７億６，１１３万１，０００円，令和２年度

は９億２，８１９万５，０００円，令和３年度は１０億６２４万４，０００円と伸びている。その原因と

今後の予想についてお伺いをいたします。

　�　今，映っておりますけれども，交付税についてであります，５番目，同６ページ，１１款地方交付税

１２９億５，９２０万１，０００円のうち普通交付税は元年度１１２億２，５０６万９，０００円，また令

和２年度は１１２億７，９１８万９，０００円，令和３年度１１９億１，４２４万２，０００円と伸びてお

ります。令和３年度からは一本算定でかなりの減額が予想されておりましたが，先ほど説明しましたと

おり１１９億と伸びておりますので，この一本算定の減額は幾らであり，また，この普通交付税の伸び

の要因についてお示しをいただきたいと思います。

　�　６番目，同１９ページ，１７款２項１目物品売払い収入，学校給食収入の合計１億６９４万３，０００

円と，１０７ページ，１０款６項２目１０節，歳出でありますけれども，需用費，賄材料費が

１億５，４８５万８，０００円との差が４，７９１万５，０００円ほどありますけれども，その差額について

御説明をいただきたいと思います。備考欄にはＲ元年度，２年度，３年度について記載してありますので，

御参考ください。

　�　７番目，１９ページ，１７款２項財産売払い収入，２目不動産売払い収入１５億３，４２８万７，０００

円のうち土地売払い収入６０５万２，０００円，１，００９万６，０００円，１５億１，６７５万９，０００円

の詳細についてお答えをいただきたいと思います。

　�　８問目は，同２６ページ，２２款１項市債，４６億１，９２７万１，０００円は財政規律３６億円の範

囲内なのか，御説明いただきたいと思います。

　�　次に，財政の各種指標について，若干お伺いをいたします。実質収支のところをお願いできますか。
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実質収支，今グラフが出ておりますとおり，今年度は，Ｒ３年度は９億５，０６８万７，０００円，実質

収支比率が５．３パーセントということで適正な額であるのかどうか。多くはないのか。望ましい実質

収支比率は何パーセントなのかをお答えいただきたいと思います。ちなみに元年度は３．８パーセント，

実質収支比率がありました。

　�　１０番目，単年度収支マイナス６１万５，０００円，実質単年度収支がマイナス５，４６１万７，００

　�０円の赤字になっていることと，実質収支が６年連続で赤字になっていることについての説明と，実質

単年度収支が赤字になるということはどういうことなのか，詳細にお聞かせいただきたいと思います。

赤のところは全部マイナスですね，６年間。そういうことで是非，お答えをいただきたいと思います。

　�　１１問目，経常収支比率，昨年９３．４パーセントから８８．９パーセントと落ちている，良いことで

すけれども，要因を説明をいただきたいと思います。経常収支比率の適正な水準は何パーセントとされ

ているのか，お答えいただきたいと思います。

　�　１２問目は地方債現在高が昨年の４３５億８，４０８万６，０００円から４４０億２，７１２万１，０００

円と伸びた原因と，ここ数年確実に増えてきておりますけれども，今後の地方債の予測をお示しいただ

きたいと。かなり伸びているということが分かります。

　�　１３番目の積立金，基金決算年度末現在高１６１億５，８４７万１，０００円は，確実に増えてきて，

これも良いことですけれども，基金によっては上限を，貯めるだけがいいことではありませんので，基

金によっては上限を決める必要性はないのかについて見解をお示しいただきたいと思います。

　　１４番目は，その基金の定期預金等の運用はどのようになっているのか，お示しください。

　�　１５番目，実質収支，実質公債比率，これがほとんど変わっておりませんが９．６パーセントと，ここ

数年少し上がる傾向にありますが，原因と対策を示すとともに，減債基金３８億３，００４万５，０００

円は，地方債４６億１，９２７万１，０００円の返済の何パーセントかと，ちょっと分かりにくいんです

けれども，いわゆる地方債のうち市単独で返済する分があるわけですよね，交付税等に載ってない，そ

の額に対応するものが減債基金で積み上げられるというふうに思っておりますけれども，その対応分が

どれぐらいの積み立てになっているかということでございます。

　�　１６番目，これは奄振の投資的経費ですけど，かなり差があるということは，要するに投資経費のう

ち奄振経費の割合がここ数年落ちてきているというように見受けられますので，その原因をどう分析し

ているか，お答えをいただきたいと思います。

　　以上であります。よろしくお願いをいたします。

議長（西　公郎君）　答弁を求めます。

税�務課長（保　金満君）　おはようございます。それでは，最初の個人市民税の伸びの分析と固定資産税

の収入減についての見解について，お答えいたします。

　�　まず，個人市民税の分析についてですが，個人市民税の現年度分につきましては，令和２年度の

１６億４，４０４万８７４円から令和３年度の１６億６，２１２万２，３８５円と１，８０８万１，５１１

円増額となっております。その要因につきましては，毎年７月に行います課税状況調べの数値によ

りますと，納税義務者数については令和２年度の１万８，６４１人から令和３年度の１万８，７１３

人と増加しており，また納税義務者のうち約８割を占める給与所得者の所得が令和２年度の

３９８億７，６００万円から令和３年度の４１７億４，０００万円と１８億６，４００万円増加している

ことによるものと考えております。令和３年度におきましては，建設業や医療福祉業の住民税特別徴収

額が増加していることから，大型公共事業の影響や新型コロナ感染症対策の需要を受け，これらの業種

における雇用情勢が好調であったものと推察しております。

　�　次に，固定資産税の収入減につきましては，令和３年度の１年分に限り新型コロナの影響により事業

収入が減少している中小企業に対し，事業用家屋及び償却資産を対象とした固定資産税について軽減措
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置を行ったことによる減収が主な要因となっております。また，新型コロナの影響により航空機等の寄

港減便に伴う大臣・知事配分償却資産の減額も収入減の要因の一つとなっております。ちなみに，令和

３年度の軽減措置の実績としまして，１１８件の事業者から申請があり，事業用家屋１００件，償却資

産４６件の固定資産税の軽減措置を行い，５，９３９万８，０００円の減額を行っております。なお，減

収分につきましては新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により補填されており

ます。以上です。

財政課長（永田公洋君）　おはようございます。財政課に関する御質問に順次お答えいたします。

　�　まず，２の株式等譲渡所得割交付金につきましては，株式等の譲渡の際に課税されます県税の一部が

市町村に交付されるものでございます。したがいまして，令和３年度の伸びた要因につきましては，鹿

児島県内での株式等の譲渡所得が増えた結果であると捉えているところでございます。

　�　次に，３の法人事業税交付金につきましては，県が法人事業税の収入額に７．７パーセントを乗じた

額を市町村に対し従業者の数に応じて交付されるものでございます。増額の要因といたしましては，法

人事業税交付金は令和２年度に創設されており，令和２年度から３年度において市町村への交付率が

３．４パーセントから７．７パーセントへと引き上げられたため，令和３年度は増額となったものでござ

います。

　�　次に，４の地方消費税交付金につきましては，令和元年の１２月に消費税率が１０パーセントへ引き

上げになったことから，令和２年度の決算時点ではそれぞれ事業所の決算時期によっては８パーセント

と１０パーセントの税率での計算が混在していたのではと想定いたしております。したがいまして，令

和２年度と３年度を比較いたしますと，やはり消費税率の１０パーセントの影響により増額となったも

のと考えているところでございます。また，今後につきましても，新型コロナの影響や物価高高騰など，

社会情勢の変化が続く中，消費活動等の先行きも予測しがたい状況でございますので，御理解賜りたい

と存じます。

　�　次に，５の普通交付税についてでございます。一本算定につきましては，平成２８年度から５年間は

激変緩和措置として段階的な減額措置となり，令和２年度には残り１割，そして令和３年度，昨年度か

らは完全に一本化となっております。一本化による影響額でございますが，令和２年度までは旧３市町

村での合併算定替えと一本算定の両方で積算をしておりましたので，その令和２年度の算定額で申し上

げますと，影響額は１億円程度と試算したところでございます。また，令和３年度の普通交付税の伸び

の要因につきましては，地域社会のデジタル化の推進に要する財源措置として地域デジタル社会推進費

が新たに創設されたことや，本市の公債費需用額の増，更には国からの新型コロナ対策への追加交付等

によりまして，前年度から６億３，５０５万３，０００円増額となったものでございます。

　�　次に，７の不動産売払い収入のうち財政課所管分の１５億１，６７５万９，０００円についてお答えい

たします。名瀬港マリンタウン地区の売払い収入額が６事業者７区画の１４億９，１８９万９，４８３

円，そのほか普通財産の売払い収入額が３件の２，４８６万円となっております。

　�　次に８の市債についてでございますが，令和３年度の特殊要因を除く借入額は，奄美市全体で現年度

分が２６億８，３００万円，令和４年度，今年度への繰越分はいまだ執行中でありますので，予算額で

申し上げますと，１０億９，５８０万円となっておりまして，合計は３７億４１０万円となり，３６億

枠を１億４１０万円超過している状況となっております。

　�　次に，９の実質収支でございますが，実質収支比率は標準財政規模に対する実質収支の割合を示す指

標となっております。実質収支比率が低いと厳しい状況とはなりますが，一方で高すぎますともっと財

政出動を増やして事業の実施やサービスの提供を増やしてもいいのではという見方もございまして，お

おむね標準財政規模の３パーセントから５パーセントが望ましいと示されております。本市におきまし

ては，おおむね３パーセントから５パーセント程度の数値で推移しており，財政規模に応じた適切な事

務事業の実施，適切なサービスの提供がなされており，その上で安定的な財政運営が図られているもの
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と認識いたしております。

　�　次に，１０の単年度収支と実質単年度収支でございます。単年度収支は当該年度の実質収支から前年

度の実質収支を差し引いて算出いたします。従いまして，単年度収支は単年度で赤字になること自体は

特に問題ではなく，黒字と赤字を繰り返しながら実質収支額を一定程度確保し，財政調整基金への積み

立ても確実に行いながら，安定的な財政運営を図ることが肝要であると考えております。

　�　次に，実質単年度収支でございますが，実質単年度収支は単年度収支から財政調整基金への積立額を

加え，また取崩額を差し引いて算出いたします。従いまして，災害や今般の新型コロナへの対応など，

年度間の追加の財源充当として財政調整基金を取り崩す額が大きければ大きいほど，実質単年度収支は

赤字へ転じやすくなります。

　�　議員御案内の６年連続で赤字となった期間のうち，平成３０年度と令和２年度につきましては，単年

度収支は黒字であったものの，災害の復旧や新型コロナ対策などの財源として財政調整基金を取り崩し

た額の影響によりまして，実質単年度収支が赤字に転じたものでございます。今後におきましても財政

調整基金の取崩額によっては，実質単年度収支額は影響を受けることになりますが，一方で緊急事案等

に対し迅速かつ臨機応変に対応できる財源がまさに財政調整基金でありますので，今後も財政調整基金

の確保とともに基金の機動的かつ効果的な活用に努めてまいりたいと考えております。

　�　次に，１１の経常収支比率でございます。経常収支比率は地方公共団体の財政構造の弾力性を判断す

るための指標でございます。令和３年度におきまして８８．９パーセントと改善した要因につきまして

は，計算上の分母となります経常的に収入される一般財源が，普通交付税等の追加交付によりまして大

きく増加したことによるものでございます。また，比率の基準ということでございますが，率が高いほ

ど財政に余裕がないと言われておりまして，需要と供給という財政上の観点から一般的に７０パーセン

ト台が適正な水準と示されております。

　�　次に，１２の地方債現在高でございます。地方債現在高は本庁舎の整備や市民交流センターの整備事

業をはじめとする大型事業の実施が続いておりまして，近年増加傾向にございますが，今後は令和３年

度末，昨年度をピークに減少傾向にあるものと見込んでおります。

　�　次に，１３，積立金についてでございます。特定目的基金はそれぞれの目的に応じて設置いたしてお

ります。主な基金で申し上げますと，財政調整基金は年度予算の財源調整や緊急的な財政出動への財源

として，減債基金は将来の償還財源として，公共施設整備事業基金は今後の施設の整備や更新等の財源

として，また，地域振興基金は地方創生関連事業の財源としてそれぞれ積み立てを行っているところで

ございます。この中で，財政調整基金につきましては，いつでも機動的に活用できる財源として確保に

努めており，予算規模の１割程度を目安といたしております。その他の基金につきましては，それぞれ

特定の目的を持った基金でありますので，必要な額は確保するという考えの下，特に上限額基準は設け

ておりません。ただ，基金につきましては，各種財源として多いにこしたことはありませんが，各年度

での必要な予算への充当，それから予算の執行状況，そして決算状況等を勘案しながら今後も基金の確

保と基金の適切な活用に努めてまいりたいと考えております。

　�　最後になりますが，１５の実質公債費比率でございます。実質公債費比率は地方公共団体の公債費の

大きさを標準財政規模に対する割合で示したものでございます。近年の上昇傾向の主な要因といたしま

しては，本庁舎や市民交流センター整備事業などの大型事業の実施により公債費は増加しており，今後

においても償還，いわゆる返済が始まること等によりまして増加傾向が続き，令和８年度をピークと見

込んでおります。このような中で大型事業の実施に当たりましては，当然償還額も大きいものでありま

すので，将来の償還の一般財源相当分は確実に減債基金へ積み立てし，公債費財源を確保しているとこ

ろでございます。

　�　実質公債費比率につきましても，実施計画において今後大型事業や教育施設の更新など，年度間の平

準化を行い，単年度の公債費を抑えることで実質公債費比率の抑制を図ってまいりたいと考えておりま

す。
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　�　また，減債基金の質問がございましたけれども，総額の残高で申し上げますと，地方債残高といたし

ましては，４４０億２，７１２万１，０００円となっております。その額に対する減債基金積立金残高

３８億３，１０４万５，０００円の割合といたしましては，約８．７パーセントとなっております。以上

でございます。

学�校給食センター所長（川畑良二君）　それでは，６番の学校給食費収入と賄材料費の差額についてお答

えをさせていただきます。

　�　令和３年度の歳入と歳出の差額についてでございますが，令和３年度につきましては，令和３年度

奄美市一般会計補正予算（第３号）において，コロナ禍における子育て応援施策として市内の小・中

学校の２学期及び３学期，９月から３月末まででございますけれども，の給食費について全員の半額

の減免を行って予算を計上し執行させていただいております。減免額の決算額につきましては，３，

５５４万４，４０１円となっております。令和２年度も給食費の減免を実施をいたしておりまして，そ

の内容といたしましては，市内小・中学校の４月分と５月分の２か月を減免するものでございました。

その決算額といたしまして１，７８３万８，８６７円でございます。令和３年度は令和２年度に比べまし

てコロナ支援対策といたしまして，減免額を拡充したことにより歳入と歳出の差額が大きくなったもの

でございます。以上です。

笠�利地域総務課長（正本英紀君）　おはようございます。私のほうからは１の（７）①についてお答えい

たします。

　�　１７款２項２目不動産売払い収入，土地売払い収入６０５万２，０００円につきましては，奄美市有

地土地の２筆の売払い収入でございます。１筆目は奄美市笠利町大字節田の土地となり，公簿地目は原

野，現況が宅地見込みの土地を一般競争入札により６００万円で売払いを行ったものでございます。２

筆目は奄美市笠利町大字用安の土地となり，公簿地目は原野，現況も原野となっている土地を，長年に

わたり使用をしていた方へ５万２，２００円で売払いを行ったものでございます。以上でございます。

都�市整備課長（藤原俊輔君）　おはようございます。それでは，７番，土地売払い収入のうち都市整備課

所管分の１，１０９万６，０００円の詳細についてお答えいたします。

　�　当該金額は２件分の合計額となっており，内訳といたしましては小俣街路事業地区内の市有地売却分

が９８８万円，次に大熊土地区画整理事業地区内の保留地売却分が１２１万６，０００円となっており

ます。以上です。

会計管理者（津田　宏君）　１４番の基金の定期預金等の運用状況につきまして御説明いたします。

　�　基金の全体の現在高は，１６１億５，８４７万１，０００円でございます。運用の内訳でございます

が，まず定期預金が４７億７，２１３万５，０００円でございます。次に，国債の運用が２０億円でござ

います。最後に普通預金が９３億８，６３３万６，０００円となっております。運用益でございますが，

まず定期預金の利息が２５５万７，４７５円でございます。次に国債の利息及び運用益が１，３６４万円

でございます。次に基金の組替運用の利息が４万３，９９４円でございます。最後に普通預金の利息が

６万１，５８３円となっておりまして，合計で１，６３０万３，０５２円となっております。以上です。

企�画調整課長（國分正大君）　それでは，質問１６番の投資的経費のうちの奄振経費の割合についてお答

えいたします。

　�　ここ１０年間における奄振経費につきましては，おおむね１３億円から２０億円で推移をしていると

ころでございますが，投資的経費に占める奄振経費の割合は，本市全体の投資的経費により変動するも

のと考えております。例えば，投資的経費に占める奄振経費の割合が一番高かった平成２６年度は，奄
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振経費が約２１億円に対し，本市全体の投資的経費が約４０億円だったことから，割合が５２パーセン

トとなっております。一方，平成３０年度は奄振経費は約１５億円であったのに対し，庁舎建設等によ

り投資的経費が約８５億円と大幅に増えたため，割合が１８パーセントと低くなっているところでござ

います。また，各種奄振事業につきましては，各年度ごとに活用すべき事業を整理し活用を図っている

ことから，本市全体の事業計画にあわせ増減が生じているところも要因の一つかと考えております。い

ずれにいたしましても，引き続き奄振を活用できる事業におきましては，積極的に活用してまいりたい

と考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。

１��４番（関　誠之君）　はい，ありがとうとざいました。１６番の映像を映しますから，投資的経費と今

の説明のことですけれども，グラフを，はい，あのグラフですね，先ほど企画課長が説明した３０年度

８５億で１５億と，奄振経費が，そういうような間が開いているから差があるということですよね。で

すから，せっかく奄美振興開発事業，それぞれ事業によっては辺地債を取ったり，いろんなことがある

んでしょうけども，しっかりとやっぱりやっていただきたいなと，そしてここにはないんですけれども，

県の持ち分というか，ちょっと勉強していただいて，調べていただいて，県の持ち分がかなりやっぱり

落ちているんじゃないかなというのも散見されますから，そういう中で，この奄振を上手に使っていく

ということをやっていただきたいというふうに思います。

　�　時間が押しておりますから，最後，一番最後のＲ元年度の決算ということで，先ほど財政課長も話し

ておりましたけれども，やはり使うべきところには使っていくと，そして基金が少なくなったら，また

それを埋めていくと，大変いいことですけども，ちょっと資料があったんですけども，今ですね，奄美

市というのが非常に運営的にはよいほうに運営されているんですよ。右左あって，奄美市がちょうどこ

の辺にあるんですけど，非常にこれはこの間研修に行ったところの全国からの市の状況をやったやつで

すけども，ちょうどぎりぎり良好な財政状況というふうになっておりまして，本当に財政のほうでも苦

労しながら運営しているんだなというふうなのが分かるのがですね，この基金比率といわゆる将来負担

比率のものをグラフにしたのがあるんですけれども，これが元年度までずっと左のいい位置にきてたん

ですけども，先ほど説明がありましたとおり，調整やいろんなのをやりながら，基金を崩したもんです

から，Ｒ２年度はちょっと基金比率が落ちていて，しかし３年度にはまた積み増しをして戻していると

いうことで，非常にいい投資的経費の使い方をしているというふうになりますので，是非こういったこ

とをですね，頑張っていただいて，是非この財政の健全化含めて頑張っていただきたいということを申

し上げて，私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうとざいました。

議長（西　公郎君）　他に質疑はございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　質疑なしと認めます。

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　�　ただいま議題となっております決算認定議案１０件については，９名の委員をもって構成する一般会

計決算等審査特別委員会及び９名の委員をもって構成する特別会計決算等審査特別委員会を設置し，こ

れに付託の上審査することにしたいと思います。

　　これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　�　よって，決算議案１０件については，ただいま申し上げましたとおり，両特別委員会を設置し，これ

に付託の上審査することに決定いたしました。

　　お諮りいたします。
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　　この際，両特別委員会委員の選任についてを議題にしたいと思いますが，これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，両特別委員会の委員の選任についてを議題とすることに決定いたしました。

　�　特別委員の選任については，委員会条例第８条第１項の規定により，配付しています両特別委員会名

簿のとおり，議長において指名いたします。

　　これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，両特別委員会名簿のとおり議長において指名いたします。

　�　議案第７４号の１件は一般会計決算等審査特別委員会に，議案第７５号から議案第８３号までの９件

は，これを特別会計審査等特別委員会にそれぞれ付託いたします。

　　両特別委員会の正副委員長互選のため，暫時休憩いたします。（午前１１時５４分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　再開いたします。（午後０時００分）

　　先ほど設置されました各会計決算等審査特別委員会の正副委員長の互選の結果を報告いたします。

　�　一般会計決算等審査特別委員会委員長に竹山耕平君，副委員長に与　勝広君，特別会計決算等審査特

別委員会委員長に栄　ヤスエ君，副委員長に多田義一君，以上のとおりであります。

　　お諮りいたします。

　　両特別委員会の審査については，これを閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，両特別委員会の審査については，これを閉会中の継続審査とすることに決しました。

　　なお，審査日程については，両委員長から追って通知がありますので，御了解願います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議�長（西　公郎君）　日程第５，発議第７号　奄美群島振興開発特別措置法に関する提言書の関係先への

提出についてを議題といたします。

　　提出者に提案理由の説明を求めます。

奄�振延長・提言特別委員長（橋口耕太郎君）　皆様，こんにちは。公明党の橋口耕太郎です。発議第７号　

奄美群島振興開発特別措置法に関する提言書の関係先への提出について提案理由を御説明いたします。

　�　令和４年７月１日に設置されました奄振延長・提言特別委員会につきましては，これまでに計４回の

委員会を開催いたしました。その中で国や県など関係機関において進められている奄美群島振興開発特

別措置法の改正に向けた議論において取り上げていただくため，法改正に係ると思われる事項について

のみ本年９月に中間提言という形で先行して提言を行うべきとの結論に達しました。そのため，本日，

中間提言書の案の関係先への提出について発議を行ったものでございます。

　�　提言書案の１ページに記載しておりますとおり，奄美群島は，昭和２８年に日本へ復帰し，昭和２９

年から続くこれまでの特別措置法に基づく取組等により，交通・産業基盤，生活環境等の社会資本整備

が着実に進められてまいりました。また，平成２６年の奄美群島振興開発特別措置法の改正によって奄

美群島振興交付金が創設され，産業振興や人材育成，航空運賃等の軽減等において，地元の自主的かつ

広域的な取組が進められてきました。特別措置法は奄美群島の自立的発展に向けて一定の成果を上げて

きております。

　�　しかしながら，遠隔の外海離島である地理的条件や，台風常襲地帯である厳しい自然条件下にあって，

本土との間に所得水準や物価をはじめとする経済面の諸格差や，人口減少や少子高齢化など，解決すべ
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き課題はいまだに多く存在しております。

　�　一方，奄美群島は，南北約２２０キロの海域にわたり島々が点在する国境離島として，我が国の領域

の保全に大きな役割を果たしているとともに，世界自然遺産に登録された奄美大島及び徳之島をはじ

め，日本初の環境文化型国立公園に指定された奄美群島は，豊かな自然環境や多様な文化との触れ合い

の場及び機会の提供といった，国民の利益の保護及び増進にも重要な役割を担っております。

　�　今後とも，奄美群島が持つ役割を果たし続けるとともに，持続可能で自立的な発展を目指すためには，

交通・産業基盤，生活環境等の社会資本の更なる整備促進や，奄美群島が抱える条件不利性の更なる改

善はもとより，地元市町村でとりまとめた奄美群島成長戦略ビジョン２０３３骨子において掲げる，「仕

事の創出に重点を置いた産業振興」を図っていく必要があります。

　�　そのためには，今後も奄美群島振興開発特別措置法に基づく支援が必要不可欠であり，令和５年度末

となっている同法の確実な延長を望むものでございます。

　　２ページから６ページにかけまして法改正にかかる提言事項を記載しております。

　�　まず，現行の内容を改める条文としまして，附則第１条，法期限に関しては，法の期限を延長すること，

またこれまでの法改正では５年間の期限延長となっていましたが，これを１０年間の延長とすることを

提言しております。

　�　第６条，特別の助成に関しましては，法の別表に記載の国の負担または補助の割合の範囲を沖縄振興

特別措置法並みに嵩上げすること。また，公営住宅整備の促進について国の負担または補助の割合の範

囲を嵩上げし，別表に記載することを提言しております。

　�　第２４条，農林水産業その他の産業の振興及び第３１条，防災対策の推進に関しては，奄美群島が台

風の常襲地帯に位置すること，及びこれに伴う課題について法に明記するよう提言しております。

　�　第３８条，地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置に関しては，製造業や旅館業などを営む者

が当該事業の用に供する施設又は設備を新設又は増設した際に，当該施設等に固定資産税等を課さない

こととした場合の減収額の補てん措置について，施設等の新増設だけでなく，その改修についても対象

とすることを提言しております。

　�　次に，新規に追加する条文としまして，奄美群島と沖縄との間の諸活動の促進等に関しては，奄美群

島が沖縄の地域生活圏と密接な関係にあることについての配慮規定を創設することを提言しておりま

す。

　�　子どもの貧困対策等に関しましては，子どもの貧困対策に係る配慮規定を創設することを提言してお

ります。

　�　生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関しては，奄美群島が離島ゆえに抱える，本土

と比較して恒常的に物価が高い状況に鑑み，特定有人国境離島に係る特別措置法を参考に，物資の費用

負担軽減に関する配慮規定を創設することを提言しております。

　�　以上が中間提言書の内容でございます。なお，本中間提言書は法改正に係るものを先行して提言する

ことを趣旨としておりますが，奄美群島振興開発のために必要な具体的な施策・制度等についての提言

は，本年１２月に最終提言という形で中間提言の内容も含めた上で，一つの提言書としてとりまとめる

予定といたしておりますので，申し添えます。

　　以上で提案理由の御説明を終わりますが，議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

議長（西　公郎君）　これから，本案に対する質疑に入ります。

　　質疑はありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　これをもって質疑を終結いたします。

　　これから，討論に入ります。

　　討論はありませんか。
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　　（「なし」と呼ぶ者あり）

　　これをもって討論を終結いたします。

　　これから，採決をいたします。

　　発議第７号は，原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　ただいま可決されました提言書の提出先につきましては，議長に一任願います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議長（西　公郎君）　日程第６，閉会中の継続審査についてを議題といたします。

　�　議会運営委員長及び産業建設委員長からお手元に配付してある文書表のとおり閉会中の継続審査及

び調査の申し出がありました。

　　お諮りいたします。

　　各委員長の申し出のとおりこれを閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　　御異議なしと認めます。

　　よって，申し出のとおりこれを閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。

　　以上で本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。

　　これをもって令和４年第３回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午後０時０９分）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　○　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

　以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。

� � � � � � � 奄美市議会議長　西　　公郎

� � � � � � � 奄美市議会議員　関����誠之

� � � � � � � 奄美市議会議員　与����勝広

� � � � � � � 奄美市議会議員　奥����晃郎





  

  

（（  別別 紙紙  ））  

  





文 教 厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 62号 
令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 63号 
令和４年度奄美市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 64号 
令和４年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算（第１号）について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第 65号 
令和４年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について 

原案可決す

べきもの 

(５) 議案第 66号 
令和４年度奄美市介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について 

原案可決す

べきもの 

(６) 議案第 67号 
令和４年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１

号） 
原案可決す

べきもの 

(７) 議案第 71号 
奄美市相撲練習道場条例の一部を改正する条例

の制定について 

原案可決す

べきもの 

 

 

令和４年９月 26日 

 

文教厚生委員長  﨑田 信正 

 

奄美市議会議長  西 公郎 殿 
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産 業 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 62号 
令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 68号 
令和４年度奄美市水道事業会計補正予算（第１

号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 69号 
令和４年度奄美市下水道事業会計補正予算（第

１号）について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第 73号 
令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）

について 

原案可決す

べきもの 

(５) 陳情第４号 川内原発の２０年延長運転期間に関する陳情 
不採択とす

べきもの 

 

 

令和４年９月 26日 

 

産業建設委員長  大迫 勝史 

 

奄美市議会議長  西 公郎 殿 
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産 業 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 62号 
令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 68号 
令和４年度奄美市水道事業会計補正予算（第１

号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 69号 
令和４年度奄美市下水道事業会計補正予算（第

１号）について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第 73号 
令和４年度奄美市一般会計補正予算（第６号）

について 

原案可決す

べきもの 

(５) 陳情第４号 川内原発の２０年延長運転期間に関する陳情 
不採択とす

べきもの 

 

 

令和４年９月 26日 

 

産業建設委員長  大迫 勝史 

 

奄美市議会議長  西 公郎 殿 

 

 

 

  

総 務 企 画 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 62号 
令和４年度奄美市一般会計補正予算（第５号）につ

いて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 70号 
奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 72号 土地の処分について 
原案可決す

べきもの 

(４) 陳情第５号 安倍元首相の「国葬」に反対を求める陳情 
不採択とす

べきもの 

 

 

令和４年９月 26日 

 

総務企画委員長  多田 義一 

 

奄美市議会議長  西 公郎 殿 

 

− 241 −



令和４年９月26日 

 

 奄美市議会議長 西 公郎 殿 

 

議会運営委員長  伊東 隆吉 

産業建設委員長  大迫 勝史 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 議会運営委員会及び産業建設委員会は，下記案件について，なお検討を要するため，閉

会中も継続審査及び調査を要するものと決定したので，会議規則第111条の規定によって

申し出ます。 

 

                 記 

 

○ 議会運営委員会 

 １ 議会運営に関する事項について 

２ 議長の諮問する事項について 

 

○  産業建設委員会 

１ 陳情第３号 政府に対して「インボイス制度実施延期を求める意見書」の提出を求

める陳情 
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参参 考考 資資 料料  

（（  意意    見見    書書    等等  ））  
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奄美群島振興開発特別措置法に関する 

提言書 

 

 

 

 

 

 

令和４年12月 最終提言【予定】 

（令和４年９月 中間提言） 

 

鹿 児 島 県 奄 美 市 議 会 

奄振延長・提言特別委員会 
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0 
 

 

本提言書は、国や県など関係機関において進められている、奄美群島振興

開発特別措置法の改正に向けた議論において取り上げていただくことを希

望するため、法改正に係ると思われる事項についてのみ、令和４年９月に「中

間提言」という形で、先行して提言を行うものである。 

その後、奄美群島振興開発のために必要な具体的な施策・制度等について

の提言は、令和４年12月に「最終提言」という形で、中間提言の内容も含め

た上で１つの提言書としてとりまとめるものである。 
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１．はじめに 

 

奄美群島は、昭和28年に日本へ復帰し、昭和29年から続くこれまでの特別措

置法に基づく取組等により、交通・産業基盤、生活環境等の社会資本整備が着

実に進められてきた。また、平成26年の奄美群島振興開発特別措置法の改正に

よって奄美群島振興交付金が創設され、産業振興や人材育成、航空運賃等の軽

減等において、地元の自主的かつ広域的な取組が進められてきた。特別措置法

は、奄美群島の自立的発展に向けて一定の成果を上げてきている。 

しかしながら、遠隔の外海離島である地理的条件や、台風常襲地帯である厳

しい自然条件下にあって、本土との間に所得水準や物価をはじめとする経済面

の諸格差や、人口減少や少子高齢化など、解決すべき課題はいまだに多く存在

している。 

一方、奄美群島は、南北約220kmの海域にわたり島々が点在する国境離島とし

て、我が国の領域の保全に大きな役割を果たしているとともに、世界自然遺産

に登録された奄美大島及び徳之島をはじめ、日本初の環境文化型国立公園に指

定された奄美群島は、豊かな自然環境や多様な文化との触れ合いの場及び機会

の提供といった、国民の利益の保護及び増進にも重要な役割を担っている。 

今後とも、奄美群島が持つ役割を果たし続けるとともに、持続可能で自立的

な発展を目指すためには、交通・産業基盤、生活環境等の社会資本の更なる整

備促進や、奄美群島が抱える条件不利性の更なる改善はもとより、地元市町村

でとりまとめた奄美群島成長戦略ビジョン2033骨子において掲げる、「仕事の創

出に重点を置いた産業振興」を図っていく必要がある。 

そのためには、今後も奄美群島振興開発特別措置法に基づく支援が必要不可

欠であり、令和５年度末となっている同法の確実な延長を望むものである。本

提言書では、法期限の延長はもとより、本市ならびに奄美群島の振興開発に必

要な施策・制度等について、奄美市議会として検討・整理した事項を提言する

ものである。 
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２．法改正に係る提言事項 

（１）現行の内容を改める条文 

 ① 附則第1条：法期限 

   ア）奄美群島振興開発特別措置法の期限を延長すること。 

   イ）これまでの法改正では５年間の期限延長となっていたが、これを10

年間の延長とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今後とも、奄美群島が持つ役割を果たし続けるとともに、持続可能

で自立的な発展を目指すためには、法期限の確実な延長が不可欠で

ある。 

○一方で、５年間の延長では中長期的視点に立った事業導入が難しい

ことから、財政基盤が脆弱な奄美市において、今後とも国、県との

連携のもと、効果的な事業を安定的に展開していくためにも、10

年間の延長による法的担保が必要である。 

○また、奄美群島12市町村が自らの将来像とそれを実現するための基

本方策を示すものとして、令和４年度に策定作業が進められている

「奄美群島成長戦略ビジョン2033」は、計画期間が令和６年度から

の10年間となる予定である。 

○このことを踏まえ、本ビジョンに基づく地域主体の取組を推進する

ためにも、法期限の10年間の延長により、本ビジョンと法期限との

整合を図ることを望むものである。 

 

提言の趣旨 
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 ② 第６条：特別の助成（別表） 

   ア）別表に記載の国の負担又は補助の割合の範囲を沖縄振興特別措置法

並みに嵩上げすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ）公営住宅整備の促進について国の負担又は補助の割合の範囲を嵩上

げし、別表に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

○公営住宅整備については、現状、別表（特別の助成）には規定がな

く、国の補助率の嵩上げ措置がとられていない。 

○本市においては、昭和30年代から建設された公営住宅の更新時期が

近づいてきているのをはじめ、離島であるがゆえの塩害の影響もあ

ることから、今後、多くの公営住宅において改修ないし建替えなど

の対応が必要になることが想定される。 

○しかしながら、本市の財政状況では、将来にわたり必要な公営住宅

整備の推進が困難な状況である。 

○そこで、沖縄振興特別措置法と同様に、公営住宅整備について国の

補助率の嵩上げがなされるよう、別表（特別の助成）において新た

に規定することを望むものである。 

提言の趣旨 

提言の趣旨 

○財政基盤が脆弱な奄美市においては、国の補助率が十分でないがゆ

えに、事業導入を見合わさざるをえないケースがあるものと認識。 

○時代に即した効果的な事業を今後も行えるかどうかが、奄美群島の

振興開発、発展には欠かせないことから、事業選択の幅を広げるた

めにも、別表（特別の助成）の補助率の嵩上げを望むもの。 

○なお、沖縄振興特別措置法においても補助率の嵩上げ措置がされて

いるが、沖縄は米軍基地の問題など社会的特殊事情を抱えているこ

とも承知しており、沖縄並みの補助率とまではいかないまでも、こ

れに近づけるようご配慮いただきたい。 
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 ③ 第24条：農林水産業その他の産業の振興 

     次のように改正（下線部分の文言を追加）すること。 

     国及び地方公共団体は、台風の常襲地帯に位置する奄美群島の特性

に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、鮮度保持、

地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の

推進について適切な配慮をするものとする。 

 

④ 第31条：防災対策の推進 

     次のように改正（下線部分の文言を追加）すること。 

     国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災

害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美

群島において、台風時の物資の確保、国土保全施設、避難施設、備蓄

倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災

に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被

災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制

の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進につい

て適切な配慮をするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奄美群島は、台風の常襲地帯に位置していることから、台風の影響

による船舶の欠航により、生鮮食料品等の不足や、農水産物等の島

外への輸送が止まることによる鮮度保持の困難さなど、従来から課

題を抱えている。 

○台風の迷走等によって船舶の欠航が長期化する傾向にある昨今、こ

れらの課題がより一層顕在化してきており、両条文において現状と

課題を明確に位置付けることで、課題解決に向けた施策を計画し、

実行に移していくための後押しとなるものと考える。 

提言の趣旨（ ③・④ ） 
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⑤ 第38条：地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 

     製造業や旅館業などを営む者が当該事業の用に供する施設又は設備

を新設または増設した際に、当該施設等に対する固定資産税等を課さ

ないこととした場合の減収額の補てん措置について、施設等の新増設

だけではなく、その改修についても対象とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

提言の趣旨 

○奄美・沖縄が令和３年に世界自然遺産に登録され、新型コロナ禍に

よる観光需要の落ち込みも回復傾向にある中において、今後、奄美

を訪れる観光客が増加していくものと考えられる。 

○そのような中、奄美市内においては新たな宿泊施設の建設が進むな

ど、民間による観光客の受入体制整備が進められているところであ

るが、施設の新増設だけではなく、老朽化している既存施設の改修

等も必要になってくると思われる。 

○そこで、本条文で規定する税制優遇措置を拡充し、観光客受入に係

る民間の設備投資を促進することで、他の産業への波及効果も含

め、奄美全体として遺産登録効果を最大限享受することに資するも

のと考える。 
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（２）新規に追加する条文 

 ① 第●条：奄美群島と沖縄との間の諸活動の促進等 

奄美群島が沖縄の地域生活圏と密接な関係にあることについての配

慮規定を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 第●条：子どもの貧困対策等 

子どもの貧困対策に係る配慮規定を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人・物資の輸送や、ドクターヘリや自衛隊機等による急患搬送、観

光・文化面での交流など、生活圏、文化圏において奄美群島と沖縄

は非常に密接な関係がある。 

○令和３年の奄美・沖縄の世界自然遺産登録も契機として、今後、両

地域の連携はますます重要になるものと考えられることから、両地

域に密接な関係があることについて法的な位置づけをすることに

より、両地域が関係する施策における担保となるものと考える。 

提言の趣旨 

提言の趣旨 

○奄美群島は所得水準が低く、また、生活保護率、離婚率が高い。 

○さらに、離島であるがゆえの生活物資、教育物資の物価高騰などの

課題も恒常的に抱えている。 

○このように、家庭環境や離島ゆえの条件不利性を背景として、貧困

の状況にある子どもが多いとみられ、このような子どもの生活環境

は本土と比較して厳しい状況にある。 

○一方で、令和４年４月施行の改正沖縄振興特別措置法においては、

「子どもの貧困対策」に係る努力義務規定が新設されたところ。 

○ついては、奄振法においても沖新法同様の努力義務規定を新設する

ことにより、奄美における子どもの貧困対策のさらなる推進に資す

るものと考える。 

− 250 −



 

7 
 

 ③ 第●条：生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減 

奄美群島が離島ゆえに抱える、本土と比較して恒常的に物価が高い

状況に鑑み、下記を参考に物資の費用負担軽減に関する配慮規定を創

設すること。 

【参考】有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域

社会の維持に関する特別措置法（平成28年法律第33号） 

 （生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減） 

第14条 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の生

活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地

域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認められるもの

の購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活や事業活動に必要な物資の奄美群島への輸送に際しては、海上

又は航空輸送が必要であり、陸上輸送で済む本土と比較して、恒常

的に物価が高い構造を抱えている。 

○一方で、同じような状況にある特定有人国境離島地域に関して、「有

人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会

の維持に関する特別措置法」においては、上記のとおり物価高に対

する配慮規定が設けられている。 

○ついては、奄振法においても同様の配慮規定を新設することによ

り、奄美群島の自立的発展、住民生活の安定及び福祉の向上のさら

なる推進に資するものと考える。 

提言の趣旨 
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３．奄美群島の振興開発に必要な施策・制度等に関する提言事項 

【本項の内容は令和４年12月の最終提言において示す予定】 
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